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（注）１．本書において、別段の記載がある場合を除き、「当社」とは、ビーポスト・エスエー／エヌヴィーを意味し、

「ビーポスト」及び「当社グループ」とは、当社及びその連結子会社を意味するものとする。

２．当社の事業年度は各年の12月31日に終了する。

３．本書記載の「￥」又は「円」は日本国の法定通貨を、「ユーロ」は欧州共同体設立条約（その後の改正を含

む。）に基づき欧州経済通貨同盟に参加している欧州連合加盟国の統一通貨を指すものとする。本書において

便宜上記載されている日本円への換算は、１ユーロ＝122.97円の換算率（令和元年５月20日現在の株式会社三

菱ＵＦＪ銀行による対顧客直物電信売買相場の仲値）による。

４．本書記載の各種金額及びパーセントは四捨五入されているため、合計は計数の総和と一致しない場合がある。

５．本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下の意味を有する。

1971年法 ビーポストの設立及び一定の郵便サービスに関する1971年７月６日付法

律（その後の改正を含む。）

1991年法 一定の営利目的国営企業の改革に関する1991年３月21日付法律（その後

の改正を含む。）

2015年法 一定の営利目的国営企業の改革に関する1991年３月21日付法律を改正す

る、2015年12月16日付法律

特別SGEI（一般的経済利益を有する

サービス）

特別SGEI（一般的経済利益を有するサービス）は、その性質上、１回限

り提供されるSGEI（一般的経済利益を有するサービス）である。特別

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）には、配達人の社会的役割、

「プリーズ・ポストマン（Please Postman）」サービス、一般向け情報

の配信、投票用紙小包の配達、宛先特定及び宛先不特定の選挙関連印刷

物の配達、団体が発送する郵便物の特別料金での配達、料金受取人払制

度に該当する書信郵便物の配達、選挙中の参加費用の支払、制裁金の財

務上及び行政上の処理、漁業許可証の印刷及び販売並びに切手の販売が

含まれる。

広告郵便 販売目的で、及び／又は特定の商品若しくはサービスの購入を促進させ

ることを目的として、顧客又は潜在的顧客に郵送される通信物

ベルギー会計基準 ベルギーにおいて適用される会計の枠組み

ベルギー政府 ベルギー王国及びベルギー王国連邦政府

キャッシュ・フロー ある期間の収入及び支出に代わり、会社の入金（キャッシュ・インフ

ロー）及び出金（キャッシュ・アウトフロー）を示す財務書類

当社 ベルギー法に体系化された公法に基づく有限責任会社（société

anonyme de droit public/naamloze vennootschap van publiek

recht）であるビーポスト・エスエー／エヌヴィー

C2C 一般消費者間取引

日常のSGEI（一般的経済利益を有す

るサービス）

金融サービス（郵便預金口座への現金による預金受入れ及び支払、あら

ゆる口座への現金による預金受入れ並びに国内の郵便為替の発行を含

む。）の提供及び社会福祉手当の宅配などの日常業務に関するSGEI（一

般的経済利益を有するサービス）

郵便（ダイレクトメール） 特定の商品又はサービスの購入を促進させることを目的として極めて多

くの顧客又は潜在的顧客に郵送される宛先指定の通信物

分配可能金 ある期間にかかる損益に、前期から繰越された損益を（加減後の額が正

の数である限りおいて）加減したもの
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１株当たり配当 １年間に支払われる配当金支払額の総額（中間配当を含むが、特別配当

は含まない。）を発行済普通株式数で除した金額

EAT（当期利益） 税引後利益

EBIT 利息及び税金控除前利益

EBITDA 利息、税金、減価償却費及び償却費控除前利益

EC 欧州委員会

資本 資本金、準備金、利益剰余金及び非支配持分合計

e-ショップ ビーポストの24時間営業のオンライン小売店

EU 欧州連合

第５マネジメント契約 2013年５月29日付国王令により承認され、2013年１月１日に遡って効力

を生じた、当社及びベルギー政府間で2013年６月７日に締結されたマネ

ジメント契約

FTE フルタイム勤務に準ずる従業員。フルタイム勤務の従業員及び臨時従業

員をフルタイム従業員に換算した場合の平均

IAS 国際会計基準

IBPT/BIPT ベルギーの郵便行政当局であるベルギー郵便電気通信庁（Institut

Belge des Services Postaux et des Télécommunications / Belgisch

Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie）

ICT 情報通信技術

IFRS EUが採用する国際財務報告基準

生産的メールセンター（IMC） 郵便物を機械で仕分けする施設。ビーポストはアントワープＸ、ブ

リュッセルＸ、シャルルロワＸ、欧州メールセンター、ゲントＸ及びリ

エージュＸと、６つの生産的メールセンターを所有している。

郵便・リテールサービス

（MRS）事業

ベルギー国内で法人顧客及び個人顧客に対し通常郵便物、広告郵便、出

版物、付加価値サービス及び銀行・金融商品並びに販売拠点網及び販売

拠点網を通じて販売される商品を含む郵便・リテールサービスを提供す

る事業ユニット

メールセンター 郵便物の配送・集荷を運営する施設

郵便サービス（MSO)事業 書信、出版物、宛先不特定郵便及び小包の集荷、仕分け、輸送及び配送

を行なう事業ユニット

マネジメント契約 公共サービス（一般的経済利益を有するサービス）及びかかるサービス

の実施方法に関する、ベルギー政府と公法上の有限責任会社との間の取

決め

EU加盟国 欧州連合加盟国

非支配持分 直接にも間接的にも親会社に帰属しない子会社の資本

平準化EBITDA/EBIT/EAT 調整項目の影響を除いたEBITDA、EBIT及びEAT（未監査である。）

営業費用 原材料費、サービスその他の商品、人件費、その他営業費用、減価償却

費及び償却費から構成される。法人所得税費用及び金融費用は除外され

る。

営業フリー・キャッシュ

・フロー（FCF）

営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フ

ローに相当する。
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営業収益 売上高とその他営業収益の総和。その他営業収益とは、資産処分、受取

保険金、受取補助金等その他の営業活動から生じたキャッシュ・インフ

ローの総額のことである。

P&L 損益計算書

P＆L事業 国際郵便サービス、小包サービス及び電子商取引のロジスティクス・

サービス（フルフィルメント（業務委託）、出荷、配達及び返送業務）

を専門に取り扱う小包・ロジスティクス事業ユニット

小包ロッカー 顧客が年中24時間小包を受け取り投函できる、繁華な地域に設置された

セキュリティ機能付きのロッカー

「プリーズ・ポストマン

（Please Postman）」

サービス

郵便局又は郵便受けへの移動が困難な高齢者若しくは障がい者又は独居

者等に対するサービスの提供を目的とするサービス。これらの者は郵便

受けにシールを貼付することで、配達人から一定の基本的なサービス

（一定数の切手の販売及び書信の郵送等）を自宅にて受けることができ

る。

郵便局 ビーポストが提供する郵便、銀行及び保険の全商品並びにサービスを取

り扱う出先店舗

ポストポイント 民営又は国営の共同出資者との提携の枠組内での販売拠点

SFPI／FPIM ベルギー政府が所有するソシエテ・フェデラル・ドゥ・パルティシパシ

オン・エ・ダンヴェスティスマン・エスエー／フェデラル・パーティシ

パーシ－アン・インヴァステリングマーツシャピエ・エヌヴィー

(Société Fédérale de Participations et d’Investissement

SA/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV）

SGEI（一般的経済利益を有するサー

ビス）

小売販売網の運営に係るサービス、日常のSGEI（一般的経済利益を有す

るサービス）及び特別SGEI（一般的経済利益を有するサービス）を含

む、ビーポストが提供する一般的経済利益を有する一定のサービス

持分法による投資利益 ビーポストに帰属する関連会社の業績の一部により構成される。関連会

社とは、子会社又はジョイント・ベンチャー以外の、ビーポストが重大

な影響力を及ぼす事業体のことである。

第６マネジメント契約 当社及びベルギー政府間で2015年12月３日に締結され、2016年９月１日

付国王令により承認されたマネジメント契約

財政状態計算書 「貸借対照表」ともいう。

通常郵便物 大量事務関連・金融関連郵便物（請求書、銀行取引明細書又は商業目的

以外の一般通信物等）

売上高 販売高から払戻分を差し引いた残りの総額

宛先不特定郵便（ポスティング） ある特定地域のすべての住所に配達される、宛先のない郵便物

ユニバーサル・サービス（USO） ベルギー国内において、1991年３月21日法が定める管理された質と価格

のレベルを保って週５日行なう書信及び小包の集荷及び宅配サービス。

ビーポストは、2018年12月31日を期限とする指定ユニバーサル・サービ

ス業者である。

ビジョン2020 仕分け作業を一層自動化し、将来の郵便組織像を描くことを目的とした

戦略プロジェクト
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第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

概要

適用法

　当社は、ベルギー法の下で設立された、公法上の有限責任会社（société anonyme de droit

public/naamloze vennootschap van publiek recht）の法的形態を採る1991年法の範囲内での自律的な公営

企業である。当社は1991年法又はこれに基づく他の法律若しくは規則に別途定められているものを除き、民

間有限会社に適用されるすべてのベルギー法に服する。

　ベルギーの各種営利会社（民間有限責任会社を含む。）に対する法規定は、1999年ベルギー会社法（以下

「ベルギー会社法」という。）に定められている。2019年２月28日、ベルギー政府は新たなベルギー会社・

組織法（以下「新ベルギー会社法」という。）を導入する法律を承認した。新ベルギー会社法は2019年５月

１日付で施行され、同日以降に設立される会社に適用される。同日より前に設立された会社に対する新ベル

ギー会社法の適用は、2020年１月１日からとなる。この場合、2020年１月１日以降、強制規定及び会社の定

款と矛盾しない付加条項が即時に適用される。それ以外、既存の会社は、当該会社の定款で新ベルギー会社

法に準拠するための変更がなされるまでは、現行規定に従うことができる。ただし、遅くとも2024年１月１

日までには新ベルギー会社法に完全に準拠するようにしなければならないことが了知されている。

　1971年法及び1991年法（2015年法による改正を含む。）は、通常のベルギー会社法その他の法律といくつ

かの点で異なる。具体的には、(ⅰ) ベルギー政府が推薦する取締役の性別の多様性、非互換性及び言語の平

等化、(ⅱ) 株主構成及び株主資本並びにこれらにかかる変更、(ⅲ) 利益の分配、(ⅳ) 従業員の地位並びに

団体交渉のフォーラム及び対象範囲、(ⅴ) 当社の共同監査人の任命並びに (ⅵ) 公共調達に関する法令の遵

守が挙げられる。また、当社は特別の破産及び清算制度に服しており、債権者による執行の対象とならない

資産も存在する。詳細については、「第５ 提出会社の状況 －５ コーポレート・ガバナンスの状況等」を参

照のこと。

　2015年法（2016年１月12日に施行。）に基づき、ビーポストの資本に対するベルギー政府の参加持分が株

主資本の50％に１株を加えた数を下回ることとなった場合には、ビーポストは1991年法の範囲内の公営企業

ではなくなる。この場合、移行手続を条件として、ビーポストはすべての民間有限会社に適用されるベル

ギーの法律に完全に服することとなる。

設立

　1971年に、ビーポストの設立及び一定の郵便サービスに関する1971年７月６日付法律（以下「1971年法」

という。）の制定を受け、組織は独立した事業体となり、名称がラドミニストラシオン・ドゥ・ラ・ポスト

－アドミニストラシ・ファン・ドゥ・ポスト（l’Administration de la Poste - Administratie van de

Post）からラ・レジ・デ・ポスツ－レジ・デ・ポステリエン（La Régie des Postes － Regie der

Posterijen）に変更された。1991年法の制定に伴い、1992年には自律的な公営企業となり、名称がラ・ポス

ト－ドゥ・ポスト（La Poste － De Post）に変更された。2000年３月には、当組織は、ベルギー法に基づき

設立された公法上の有限責任会社に転向した。2011年１月17日、名称がラ・ポスト－ドゥ・ポスト（La

Poste － De Post）からビーポストに変更された。
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当社株式の形式及び譲渡性

　すべての当社の無額面議決権付株式（以下「当社株式」という。）は、同一の種類の有価証券に分類さ

れ、記名式又は無券面の形式を採る。当社記名式株式の（電子式）登録簿は、当社のためにベルフィウス・

バンク・エスエーにより保管されている。当社記名式株式の株主は、当社に要請すれば、その抄本を入手す

ることができる。無券面の株式は、所定の口座名義人若しくは決済機関における所有者又は保有者の個人口

座に記録される。当社株式の保有者は、いつでも、自らの費用負担において、その有する記名式株式を無券

面に転換することができ、また、その有する無券面の当社株式を記名式株式に転換することができる。

　当社株式は自由に譲渡することができるが、契約上の制限がある場合にはこれに従う。

　1991年法は、ベルギー政府及び他の公共機関（1991年法第42条で意味するベルギーの公共機関又は公共団

体（以下「公共機関」という。）を指し、ベルギー政府及びSFPI/FPIM等のベルギー政府関係団体を含む。）

に一定の譲渡制限を課している。すべての公共機関によるビーポストにかかる直接保有の総計が当社の株主

資本の50％に１株を加えた数を下回る結果となる取引は行うことができない。加えて、ベルギー政府以外の

公共機関による当社株式の譲渡は、当該公共機関から当社に通知されなければならない。譲渡の結果、当社

の株主資本におけるすべての公共機関（ベルギー政府を含む。）の直接的な資本参加が50％を超えなくなる

場合には、当該譲渡は自動的に無効となる。ただし、増資により、譲渡後３ヶ月以内に公共機関の総資本参

加が再び50％を超える場合は、この限りではない。

　しかしながら、2016年１月12日に施行された2015年法に基づき、ベルギー政府は2018年12月31日までは、

閣議において審議された国王令により、公共機関の直接的な資本参加が50％に１株を加えた数を下回る結果

となる取引について承認する選択肢を有していた（1991年法第１章第54/7条）。ベルギー政府は、かかる選

択肢を使用していない。

取締役会

取締役会の権限及び責任

　取締役会は、当社の目的の実現に必要又は有益なすべての行為をする権限を付与されている。ただし、法律

若しくは定款により、株主総会又はその他の管理組織に特に留保されている行為については、この限りではな

い。

　取締役会は、とりわけ、以下について責任を負う。

・　当社及びその子会社の一般的方針の方向性を定めること。

・　当社のすべての主要な戦略上、財務上及び運営上の事項を決定すること。

・　最高経営責任者及びグループ執行委員会による当社の経営を監督すること。

・　ベルギー会社法又は1991年法により取締役会に留保されているその他のすべての事項。

　取締役会の一定の決議は特別多数決により行われなければならない（下記「審議及び投票」を参照のこ

と。）。

　取締役会は、一定の特別の権限を最高経営責任者及びグループ執行委員会のその他の者に委任する権利を有

する。

　2017年６月30日、取締役会は、取締役会から最高経営責任者及びその他のグループ執行委員会委員への特別

な権限の委譲を形成する授権を承認する旨決定した。この方針は2017年11月16日付のベルギー政府官報の別紙

に掲載された。当社の定款より又は当社の定款に基づき取締役会に付与される権限には影響を及ぼさない。

取締役会の構成
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　取締役会は、当社の定款に従い、最高経営責任者を含む最大12名の構成員により、最高経営責任者以外は非

常勤取締役のみで構成される。

　取締役会会長は、取締役会により、任命及び解任される。最高経営責任者及び取締役会会長は、それぞれ異

なる言語圏（オランダ語及びフランス語のいずれか）に属していなければならない。

　すべての取締役は、（報酬・指名委員会が推薦する候補者から、取締役会による提案に基づき）株主総会に

おいて投じられた票の単純多数により、いつでも任命、解任又は交代される。最高経営責任者は、解任された

場合、自動的に取締役会の構成員ではなくなる。

　取締役は更新可能な４年の任期で任命されるが、任期の合計（更新された場合を含む。）は12年を超えない

ものとする。組織における継続性を確保するため、12年の期限は最高経営責任者には適用されない。

　2016年５月11日に開催された当社の臨時株主総会において、当社定款の変更が承認された。かかる変更に

は、株式の15％以上を保有する株主の推薦権の導入が含まれている。かかる株主は、その保有持分に応じて、

株主総会で任命される取締役を推薦する権利を有する。当社定款の変更は、閣議において審議された国王令に

より2016年９月19日付で承認され、2016年９月29日をもって効力を発生した。

　1991年法に従い、ベルギー政府により推薦される取締役会の構成は、（場合により）会長を除き、オランダ

語を話す者とフランス語を話す者が同数でなければならない。取締役のうち３分の１以上はベルギー政府から

推薦されたその他の取締役と異なる性別でなければならない。2011年７月28日付法律により、上場企業の取締

役の３分の１以上は残りの取締役とは異なる性別でなければならない旨、定められている。2011年７月28日付

法律は、2019年よりビーポストに適用される。

　取締役は、ベルギーの一定の公職、欧州議会若しくは欧州委員会の構成員、又はその他1991年法（及び定

款）で定める一定の職に就くことができない。加えて、最高経営責任者を除き、取締役は、当社の従業員で

あってはならない。当社又は当社の子会社のいずれかと利益が相反する者を取締役に任命することはできず、

継続的な利益相反が生じる場合、取締役は辞任する必要がある。

　一定の大企業・企業集団による非資金・多様性に関する情報の開示に関するベルギーの2017年９月３日付法

律に従い、ビーポストは、年齢、性別、学歴及び／又は職歴等について、その経営組織、管理組織及び監督組

織に関する多様性受容方針を採用している。

取締役会の機能

　当社の利益にとって必要な場合又は２名以上の取締役の要請があればいつでも、取締役会は開催される。原

則として、取締役会は年間７回開催され、いかなる場合においても年間５回以上は開催される。取締役会の会

議は、いかなる場合にも、２名以上の取締役の要請があれば開催されなければならない。2018年中、取締役会

は11回開催された。

定足数

　取締役会は、取締役の過半数が出席又は代理出席している場合に限り、審議及び有効な決議を行うことがで

きる。

　この定足数要件は、(ⅰ) 定足数不足により取締役会における決議が先送りされた決議事項にかかる、後の取

締役会における投票であって、後の会議が前の会議から30日以内に開催され、かつ、後の会議の通知にこの規

定に言及して当該事項に関する決議案が記載されている場合、及び (ⅱ) 法律上の時間制限を遵守するため取

締役会が措置を講じることを必要とする予見不能の非常事態が発生した場合又は当社に対する差し迫った被害

を防ぐため必要な場合のいずれにも適用されないものとする。

審議及び投票
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　1991年法及び定款に定める特別多数決要件に影響を与えることなく、取締役会のすべての決議は、投票の過

半数により採択される。可否同数の場合、会長が決定票を有する。

　加えて、企業統治憲章には、事業計画及び年間予算並びに戦略的買収、提携及び子会社の売却に関する決議

事項を含む戦略的に重要な取締役会の決議事項は、常設又は特別な取締役会委員会により作成されなければな

らないことが定められている。かかる決議事項について、取締役会は様々な支持者にわたり取締役会への支持

をとりつけるよう努めるものとし、適切な対話及び協議の後、取締役会会長は決議のために招集することがで

き、過半数の投票により採択された場合に議案が提示されるものと解釈される。

最高経営責任者

　最高経営責任者は、報酬・指名委員会の推薦を受けて、取締役会により更新可能な６年の任期で任命され

る。最高経営責任者の任命には、投票数の３分の２の過半を必要とする。最高経営責任者及び取締役会会長

は、異なる言語圏（オランダ語とフランス語）に属する者でなければならない。2014年２月26日、コーン・

ファン・ゲルベンが2014年２月26日から2020年２月までの６年の任期（再任可能）で任命された。

　最高経営責任者には当社の日常的な経営の権限が付与されており、取締役会に報告する。最高経営責任者に

は取締役会決議の執行も委任されており、当社が保有する株式に付された議決権の行使を含む日常的な経営の

範囲において当社を代表する。

　最高経営責任者は、取締役会によってのみ解任される。

グループ執行委員会

　ビーポストの運営管理は、最高経営責任者の統率の下グループ執行委員会がこれを行う。グループ執行委員

会は最大９名で構成され、最高経営責任者の提案及び報酬・指名委員会の助言に従い取締役会により指名（任

期は取締役会が決定する。）及び解任される。

　グループ執行委員会は、最高経営責任者により定期的に招集される。グループ執行委員会はグループ執行委

員会秘書役の補助を受ける。

　グループ執行委員会の各委員は、取締役会又は（場合により）最高経営責任者から委譲された特別な権限を

行使する。各委員はかかる権限の限定された範囲において、かかる特別かつ限定された権限を１名以上のビー

ポストの社員に委譲することができる。グループ執行委員会委員は、その権限をさらに委譲することが認めら

れている。

　グループ執行委員会は、最高経営責任者の指示の下、ビーポストの中期目標及び戦略を査定する経営計画を

作成する。この経営計画は、承認を受けるため取締役会に提出される。

1991年法委員会

　1991年法は、「1991年法委員会」（前・経営委員会）の構成、指名及び機能について詳細に定めている。

　2015年法施行以降、1991年法委員会に委任される権能は、マネジメント契約に関するベルギー政府との交渉

（マネジメント契約は取締役会の事後承認が必要であると了知されている。）のみに限定されている。このた

め、1991年法委員会は、1991年法（改正済み）によって同委員会に委任されている限定的な目的及び任務のた

めにのみ存続している。

　1991年法委員会は、2018年12月31日現在、最高経営責任者（1991年法委員会の委員長を務める。）及びその

他２名（オランダ語話者１名、フランス語話者１名）で構成されている。

株主総会
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　1991年法は、株主総会の権能に関し、一定の点において一般的なベルギー会社法から逸脱している。例え

ば、定款の変更は、閣議において審議された国王令による追認を条件とし、新たな当社株式、転換社債又はワ

ラントの発行は、国王令により事前に承認されなければならず、当社の目的は、1991年法で定められている。

　一般に、一定の事項に関する決定について法が定めている場合を除き、通常の株主総会には出席者の定足数

要件はない。決定は、法又は定款が特別多数要件を定めている場合を除き、投票の過半数の賛成により行われ

る。

　法定の特別定足数及び過半数要件が課される事項は、とりわけ、定款の変更、新たな当社株式、転換社債又

はワラントの発行、並びに合併及び分割に関する決定などであり、これらは、株主資本の50％以上を有する株

主が出席又は代理出席し、投票数の75％以上の株主の賛成票を要する。定足数に至らなかった場合、２回目の

会議を招集することができ、かかる会議においては定足数は適用されないが、特別多数要件は引き続き適用さ

れる。

　加えて、2016年５月11日に開催された当社臨時株主総会では、定款の一定の変更を採択するための多数要件

を加重する条項を当社定款から削除することが決定された。当社定款の変更は、閣議において審議された国王

令により承認され、2016年９月29日をもって効力を発生した。

共同監査人

　共同監査人は、ビーポストの財務状況とともに連結財務書類及び個別財務書類を監査する。共同監査人は４

名で、(ⅰ)２名は株主総会により任命され、(ⅱ)その他２名は公会計の検査に責任を有するベルギーの機関で

ある会計監査院（Cour des Comptes/Rekenhof）が任命する。共同監査人は更新可能な３年の任期で任命され

る。株主総会は共同監査人の報酬を決定する。

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

概要

　当社は、2013年５月27日に開催された株主総会で定款を採択した。現在の当社定款は、2016年５月11日に開

催された株主総会で採択され、2016年９月１日付国王令により承認された。

　当社の株主総会における承認が必要な定款の変更（通常は、ベルギー会社法第558条に従い、75％の過半数の

賛成と50％の定足数を要する。）は、1991年法に基づき閣議において審議された国王令によって承認されなけ

ればならない。

　本セクションは、定款、及びベルギー法に基づく当社株主の重要な権利に関する情報を概説するものであ

る。以下に提供する説明は、概要に過ぎず、定款の完全な概観を提供するものではない。

取締役の選出

　2018年12月31日現在、取締役会は以下の９名の取締役で構成されていた。

・　報酬・指名委員会の推薦に従った取締役会の提案に基づき、閣議で審議された国王令によって、ベル

ギー政府が任命する最高経営責任者

・　当社定款第21条第２項に基づきその保有割合に応じて任命のための取締役候補者を推薦する当社株式の

15％以上を保有する各株主の推薦権に従ったベルギー政府による推薦により、株主総会により任命され

る取締役２名

・　ベルギー会社法第526条の３において定められる、ベルギー政府及びSFPI／FPIMを含む関係機関を含む

公共機関を除く当社の全株主で構成される選挙人団が、報酬・指名委員会により提案された候補者の中

から選出する、独立取締役３名
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・　ベルギー会社法第526条の３において定められる、報酬・指名委員会の推薦に従った株主総会により任

命される取締役３名

　2016年１月12日に2015年法が施行されてからは、すべての取締役が株主総会により任命又は解任される。さ

らに、最高経営責任者及び取締役会会長は、取締役会によって任命又は解任される（注）。

　（注）　2015年法は、同法の施行によって最高経営責任者及び取締役の現在の権能が停止することがないことを、明確に

定めている。かかる権能は、管轄権を有する法人がベルギー会社法及び当社定款に従って停止する可能性とは

関係なく、当初付与された任期満了まで継続する。

優先引受権

　ベルギー会社法及び定款は株主に対し、比例按分により、新株式、転換社債又はワラントの現金と引換えの

発行において、現金と引換えに行使可能な優先引受権を与えている。優先引受権は、株主総会により決定され

た期間（法定期間は最短15日）中に行使できる。

　株主総会は、定款の変更に適用される定足数及び議決要件に従い、かつ特別報告要件を前提として、増資又

は転換社債若しくはワラントの発行に関する先買権を制限又は抑止することができる。株主は、当社の授権株

主資本の枠組内で有価証券を発行する際に、増資又は転換社債若しくはワラントの発行に関する先買権を制限

又は抑止する権限を取締役会に付与することもできる。

　2013年５月27日開催の株主総会による決定の後、取締役会は、株主の事前の決定なくして、ベルギー会社法

第620条以降に従い、かつこれらの条項に定められた制限内で、自己株式、利益分配証書又は関連する証書を法

定要件を遵守する価格で（ただし、いかなる場合も、取引日の直前30取引日間の最低終値を10％以上下回る価

格、及び取引日の直前30取引日間の最高終値を５％以上上回る価格であってはならない。）、株式市場の内外

で取得するよう授権された。この授権は、2013年５月27日から５年間効力を有したが、2018年５月９日開催の

株主総会において更新されなかった。

　当社は、定款の変更に必要な要件（当社の株主資本の50％以上の出席又は代理出席及び75％以上の多数の投

票）に従った株主総会の決議に従い、又は授権資本の範囲内での取締役会の決議に従い、転換社債又はワラン

ト（社債に付されたものか否かを問わない。）を発行することができる。かかる発行は、閣議で審議された国

王令に基づくベルギー政府による事前承認を要する。

　新たな当社株式、転換社債又はワラント付社債の発行は、その都度1991年法第40条第１項に基づく国王令に

よる事前承認を条件とする。
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株主総会出席権及び投票権

通常の株主総会

　定時株主総会は、毎年５月の第２水曜日午前10時、又は同日が公休日である場合はその後最初の営業日に開

催する（土曜日を除く。）。開催場所は、当社の登記上の事務所又はブリュッセル首都圏地域の市町村のうち

のいずれかにある当該株主総会の招集にかかる招集通知で指定する場所とする。

　他の株主総会は、招集通知で指定する日時及び場所で開催する。これは、登記上の事務所以外の場所で開催

することができる。

　定時、特別及び臨時の株主総会は、取締役会又は共同監査人が招集することができ、当社の株主資本の５分

の１に相当する株主の要請があった場合はこれを招集しなければならない。

株主総会の招集通知

　当社記名式株式の株主は、開催日の30日以上前に、普通郵便により株主総会の通知書を受領しなければなら

ない。当社は、ベルギー政府官報、ベルギーにおいて全国的に流通している新聞紙、及び欧州経済領域におい

て有効に公衆に流通していると合理的にみなされかつ非差別的な方法で迅速に入手可能な媒体においても総会

に関する通知を公表しなければならない。通知は、開催日の30日以上前に公表する。定足数不足のために新た

に招集を要する場合であって２回目の会議の日付が当初の通知に記載されており、新たな議題事項がない場合

には、２回目の会議の17日以上前に通知を公表する。

　当社は、通知の公表の際、当該株主総会から５年間、法律で要求される情報を当社のウェブサイト

（http://corporate.bpost.be）上に掲載する。

株主総会の出席手続

　株主総会に出席し参加することを希望する株主は、以下の要件を満たさなければならない。

・　株主総会開催日の14歴日前の日（以下「基準日」という。）の中央ヨーロッパ標準時間午前零時に、

当社記名式株式の場合は株主名簿への記載により、又は当社無券面株式の場合は指定口座名義人若しく

は決済機関の口座への記録により、自己の名義で当社株式の所有権が記録されていること。

・　株主総会の６歴日前までに、署名を付した書面の書式原本の返送又は株主総会の招集通知において当

社が認める場合は電子的手段による送信（この場合、適用されるベルギー法に従い電子署名の方式によ

り当該書式に署名する。）により、参加を予定する当社株式の数を示した上で株主総会への参加意思を

当社（又は当社が指名する者）に通知すること。加えて、当社無券面株式の株主は、同日までに、当該

株主が基準日に所有し、かつ株主総会への参加意思を通知した当社株式の数を証明する指定口座名義人

又は決済機関の発行した証明書の原本を当社（若しくは当社が指名する者）に提供し、又は提供する手

配をしなければならない。

　利益分配証明書、当社の無議決権株式、社債、新株引受権又は当社が発行したその他の有価証券の保有者並

びに当社と協力して発行された当社が発行した有価証券を表章する証明書の保有者は、法律又は定款が参加を

認め、かつそれぞれについて議決に参加する権利を付与する限度において、株主総会に参加することができ

る。これらの保有者が参加を申し込む場合は、出席及び立入り、並びに委任状の書式及び提出に関して株主に

ついて要求されるものと同様の手続に従う。

議決権の代理行使

　議決権を有する株主は、自ら株主総会に参加し、又は他人（株主である必要はない。）に株主総会において

自己を代理する代理権を付与することができる。ベルギー法が複数の代理人の指名を認める場合を除き、株主

は、１回の株主総会について１名のみを代理人に指名することができる。代理人の選任は、当社が提供する書

式により、書面において、又は電子的手段（この場合、適用されるベルギー法に従い電子署名の方式により当
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該書面に署名を付す。）によって行うことができる。署名が付された書面の原本又は電子的な書式は、株主総

会開催日の６歴日前までに当社が受領しなければならない。代理人の選任は、利益相反、記録保持及びその他

の適用される要求事項に関して適用されるベルギー法の関係要求事項を遵守するものでなければならない。

株主総会に関する議決権の遠隔行使

　株主は、書式の書面の送付又はかかる株主総会の招集通知において当社が認める場合は書式を電子的手段に

より送信（この場合、適用されるベルギー法に従い電子署名の方式により当該書式に署名を付す。）すること

により、株主総会に関して遠隔的に議決権を行使することができる。これらの書式は、当社が提供する。署名

が付された書面の原本は、株主総会開催日の６歴日前までに当社が受領しなければならない。署名が付された

電子的な書式による議決権の行使は、株主総会前の最後の歴日まで行うことができる。

　当社は、株主総会に関する議決権の遠隔行使を、とりわけ１又は複数のウェブサイト等の他の電子的通信方

法を用いても管理することができる。当社は、招集通知に当該議決権の遠隔行使に関する実務条件を明記す

る。これまで、当社はその他の電子的通信方法を用いた遠隔行使を提案したことはない。

　議決権の遠隔行使を行う株主は、定足数及び多数決の計算に算入されるために、所定の手続に従わなければ

ならない。

議題事項の追加を要請する権利及び株主総会における質問権

　当社の発行済株主資本合計の３％以上を有する１又は複数の株主は、招集された株主総会の議題に追加する

事項を要請し、既存の議題又は議題に追加すべき新規事項に関する議案を提出することができる。ただし、

(ⅰ) 当該株主がかかる要請日現在の当該株式の所有を証明し、かつ基準日に当該株式保有状況にかかる当社株

式を記録すること、並びに (ⅱ) 議題に追加する事項及び／又は議案が当該株主総会開催日の22日前までに、

かかる株主により取締役会に書面により提出されていることを条件とする。当該株式の保有は、当社の株主名

簿に当該当社株式が登録されていることを証する証明書により又は指定口座名義人若しくは決済機関が発行す

る当該数の当社無券面株式が当該株主の名義で口座に記録されていることを証する証明書により証明されなけ

ればならない。

　必要な場合は、当社は株主総会の15日前までに修正した議題を公表する。議題に追加する事項又は既存の議

題事項に関して議案を提出することを要請する権利は、当初の株主総会で定足数が得られなかったために招集

される必要のある２回目の株主総会には適用されない。

　ベルギー会社法第540条による制限の範囲内で、取締役及び共同監査人の構成員は、株主総会において、株主

から提起された質問に回答する。株主は、当社が書面による質問を株主総会の６日前までに受領することを条

件として、株主総会において又は書面により、質問を行うことができる。

配当請求権

　すべての当社株式は、等しい割合で当社の利益（もしあれば）を共有する。

　一般に、当社は株主総会の承認があった場合にのみ配当金を支払うことができるが、取締役会は株主の承認

なくして中間配当を宣言することができる。支払可能な配当金の最高額は、ベルギー会計基準に従って作成さ

れた個別財務書類を参照して決定される。

　1971年法に従い、当社のベルギー会計基準に基づく個別税引後利益の５％は、当社の全従業員間で分配す

る。かかる徴収は、分配可能金の利用可能性を判断する目的上の分配とはみなされない。

　ベルギー法及び定款に基づき、当社は、個別財務書類上の法定準備金が当社の株主資本の10％に相当する金

額に等しくなるまで、ベルギー会計基準に基づく個別ベースでの年間純利益の５％の金額を法定準備金に計上

しなければならない。当社の法定準備金は、現在、かかる要件を満たしている。
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　当社の配当政策及びその他の規制については、「第５ 提出会社の状況 －２ 配当政策」を参照のこと。

清算、破産及び執行の制限

　当社は、ベルギー議会が承認した法律によってのみ清算することができる。同法は、清算の手順及び条件を

規定しなければならず、かつ、清算後の残余資産の分配方法を決定する。

　1991年法により、当社にはベルギー破産法が適用されないため、当社は破産宣告を受け、また清算及び資産

の分配について破産管財人の選任を受けることができない。

　当社の財産及び資産であって、SGEI（一般的経済利益を有するサービス）の履行に全体的又は部分的に使用

され又はこの履行のために指定されたものは、債権者による執行の対象とすることができない。

２【外国為替管理制度】

本書日現在において、当社株式の買入れ又は取得及び当社株式の配当の支払について、ベルギー法上の外

国為替管理規制は存在しない。

３【課税上の取扱い】

（１）ベルギー国における税制

　以下の記載は、当社株式を取得する投資家による当該株式の保有及び処分についてのベルギー国の連邦所得

税上の一定の重要な取扱いの概要である。かかる概要は、本書日現在において有効なベルギー国における法

令、条約及び法解釈に基づくものであり、これらはすべて、変更（遡及効果のあり得る変更を含む。）される

可能性がある。

　投資家においては、法令又は慣習の進展により、税務上の最終的な取扱いが下記の記載とは異なる場合があ

りうることに留意されたい。

　本概要は、当社株式の保有及び処分に関する税務上の取扱いのすべてについて説明することを意図するもの

ではなく、特定の投資家（投資家の中には、特別の規制又はベルギー国以外の国の税法に服する者がいる可能

性がある。）の個別の状況を考慮に入れたものでもない。本概要は、銀行、保険会社、投資信託、有価証券若

しくは為替のディーラー又は先物取引、株式現先取引、転換取引、合成証券若しくはその他の合成金融商品の

ポジションとして当社株式を保有し又は保有しようとする者といった、特別の規制に服する投資家に対する税

務上の取扱いを説明するものではない。

　本概要において、ベルギー国における居住者とは、ベルギー国の個人所得税に服する個人（ベルギーに居住

する若しくはその事業所の所在地がベルギー国内にある者又はベルギー国の税法上居住者と等しく扱われる者

をいう。）、ベルギー国の法人所得税に服する企業（法令上の所在地、主たる設立地又はその管理若しくは経

営の行われる地がベルギー国である企業をいう。）、ベルギー国の法人所得税に服する年金運用機関（すなわ

ち、年金運用機関の形態で設立されたベルギー国の年金基金）及び法人に課されるベルギー国の所得税に服す

る法人（ベルギー国の法人所得税に服する企業以外の法人であって、その法令上の所在地、主たる設立地又は

その管理若しくは経営の行われる地がベルギー国であるものをいう。）をいう。ベルギー国における非居住者

とは、ベルギー国における居住者以外の者をいう。

　投資家におかれては、その個別の状況に照らした当社株式に対する投資による税務上の取扱い（州法、地域

法又はその他の国内法の影響を含む。）について、各自の顧問に確認すべきである。

配当

　ベルギーの所得税上、当社株式について支払われた又はこれに帰属するすべての利益の総額は、一般的に配

当の分配として取り扱われる。例外として、ベルギー会社法に従って実行された資本の払戻しは、かかる払戻
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しが金融資本に帰属する範囲において、配当の分配としては取り扱われない。金融資本には、原則として、実

際に払込済みの法定株主資本が含まれ、また、一定の条件下では、払込済みの発行プレミアム及び利益分配証

券の発行時に払い込まれた現金が含まれる。2018年以降（すなわち2018年１月１日に開始する会計年度以

降）、金融資本からの払戻しは、金融資本及び（すなわち、法定資本に組み込まれた課税対象準備金、法定資

本に組み込まれない課税対象準備金、法定資本に組み込まれる非課税準備金の順で）一定の準備金の比例按分

ベースで支払われるとみなされることに留意されたい。金融資本から支払われたとみなされる資本からの払戻

し分の一部のみが、ベルギー源泉徴収税の目的上、一定の条件の下、配当の配分とはみなされないことがあ

る。ただし、一定の準備金から支払われたとみなされる資本の払戻し分は、原則として、普通配当と同じ取扱

いとなり、源泉徴収税が免除となる。

　配当に対してはベルギー国の30％の源泉徴収が通常課されるが、必要な手続きを適切な時に適切な手順で行

なえば、適用ある国内法又は租税条約の規定に基づく減免措置の対象となる可能性がある。

　当社株式が償還される場合には、償還金の分配（財務上の資本のうち、償還対象の当社株式に相当する金融

資本額の控除後）は、ベルギー国の30％の標準源泉徴収税（適用ある国内法又は租税条約の規定によっては、

それより低い税率が適用される。）が課される配当として取り扱われる。償還が証券取引所を通じて行われ、

かつ一定の条件を充足する場合には、源泉徴収税は課されない。当社の清算時は、金融資本を超過して行われ

た分配金額について、必要な手続きを適切な時に適切な手順で行なえば、原則として30％の標準源泉徴収税

（適用ある国内法又は租税条約の規定によっては、それより低い税率が適用される。）が課される。

　ベルギーの2019年１月11日付法律は源泉徴収税に関する不正申告及び脱税を取り締まる措置を定めているが

（2019年１月22日施行）、これにより、配当所得を源泉徴収することなく不当に受け取った株主又は源泉徴収

税の還付を不当に受け取った株主にベルギーの源泉徴収税を課すことが可能となった。

ベルギー国における非居住者である個人及び法人について

　ベルギー国の非居住者である個人及び法人については、ベルギー国における事業に関連して、同国における

恒常的拠点又は同国における恒常的施設を通じて当該非居住者が当社株式を保有している場合を除き、配当に

関するベルギー国における唯一の課税は、配当に対する源泉徴収税である。

　ベルギー国における事業に関連して、非居住者により当社株式が取得された場合には、当該投資家は、その

一切の受取配当金について報告を行わなければならず、かかる配当について、非居住者に対する個人所得税又

は法人所得税の適用ある税率で適宜課税される。源泉徴収税は、非居住者の個人所得税又は法人所得税から控

除され、所得税を超過した場合には、後述の２つの条件を充足することを条件として還付の対象となる。すな

わち、(ⅰ)納税者が、当該配当が支払われた又は帰属した時点において、当社株式について完全な法的所有権

を有していること及び (ⅱ)当該配当の分配が当社株式についての価値の減少又は資本損失をもたらさないこと

である。後者の条件は、(ⅰ)非居住者である当該個人又は法人が、その保有する当社株式について、当該配当

が支払われ又は帰属した時に先立つ12ヶ月の間、完全な法的所有権を継続して有していたことを実証できる場

合又は(ⅱ)非居住者である法人にのみ関連するものであるが、前述の期間中、居住者である法人若しくは継続

的にベルギー国における恒常的施設を通じて当社株式に投資している非居住者である法人以外の納税者に当社

株式が帰属されていない場合には、適用されない。

　非居住者である法人でベルギー国における恒常的施設を通じてその当社株式に投資している者は、当該配当

が支払われ又は帰属した日において、(ⅰ)非居住者である法人が当社株主資本の10％以上に相当する当社株式

を保有しているか又は取得価格2,500,000ユーロ以上の資本参加をしており、(ⅱ)１年以上継続して当社株式の

完全な法的所有権を有しているか又は有する見込みであり、かつ (ⅲ)ベルギー国所得税法（Belgian Income

Tax Code）第203条（以下「所得税法第203条の課税条件」という。）に定められた、基礎となる分配所得の課

税に関する条件を充足する場合、その課税所得に含まれる総配当の100％(注)を上限として控除することができ
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る。ただし、かかる受取配当控除制度の適用の有無は、配当の都度行われる個別の事由の分析に左右されるも

のであり、当該制度の利用可能性は、配当ごとに検討されなければならない。

(注)　100％の控除は、最も早くて2018年１月１日から開始する課税期間について、2019年課税年度から適用される。それ

までは、すべての条件を充足すれば、95％の控除が適用されていた。

配当に対する源泉徴収税に関する非居住者のための減免措置

　ベルギー国の税法上、後述の条件を充足する外国の年金基金に対して支払われる配当について、源泉徴収税

は課されない。すなわち、当該条件とは、(ⅰ)会計部門の所在地がベルギー国外にある法人であること、(ⅱ)

当該法人の目的が専ら法的年金又は補完年金の支払のために集められた資金の運用及び投資であること、(ⅲ)

当該法人の活動が、その法令上の任務の遂行として集められた資金の投資（収益を上げることを目的としない

もの。）に限定されていること、(ⅳ)当該法人の所在国の所得税が免除されていること、(ⅴ) その者のために

当社株式を管理している配当の終局的な受益者に対して当該配当を再分配する契約上の義務を負っておらず、

信用取引に供された当社株式について企図された配当を支払う契約上の義務を負っていないことである（ただ

し、受益者が前述(ⅰ)から(ⅳ)を充足し、また、当該信用取引に供された当社株式について企図された配当の

場合に限っては、終局的な受益者が前述(ⅰ)から(ⅲ)を充足し配当に対する源泉徴収税の目的において親会社

に該当する場合はこの限りでない。）。この例外的措置は、当該外国の年金基金が、当社株式の完全な法的所

有者又は用益権者であり、上述の条件が充足されていることを確認する旨の証書を提出した場合にのみ適用さ

れる。当該提出を受けた機関は、その後、その証書を当社又は支払代理人に転送しなければならない。

　EU加盟国又はベルギー国との間で情報交換条項を含む二重課税条約を締結した国において設立され、親会社

としての資格を有する非居住者である法人に対して分配された配当は、非居住者である当該法人により保有さ

れる当社株式が、当該配当が支払われ又は帰属した時点において当社の株主資本の10％以上に相当し、かかる

最小単位の参加権が１年以上の間継続して保有された又は保有される見込みである場合には、源泉徴収税は課

されない。ある法人が親会社としての資格を有するための要件は、(ⅰ)EU加盟国で設立された法人について

は、1990年7月23日付EU親子会社指令（指令90/435/EC。2003年12月22日付指令2003/123/ECによる改正を含

む。）の付属書類に列挙された法的形態であること、又は、ベルギー国との間で二重課税条約を締結している

国で設立された法人については、前述の付属書類に列挙されたものと類似の法的形態であること、(ⅱ)当該法

人の設立国の税法に従って、税法上の居住者であると見なされ、当該設立国と第三国との間で二重課税条約が

締結されていること、かつ (ⅲ)当該法人が、通常の税制の適用を制限する税制に基づく減免を受けることな

く、法人所得税又は類似する租税を負担するものであることである。

　この例外的措置による便宜を受けるためには、投資家は当社又は支払代理人に対して、適切な時に適切な手

順で、その資格要件及び上述した３つの条件を充足する旨を確認する証書を提出しなければならない。当社株

式について配当が支払われ又は帰属した時点において投資家が保有する最小単位の参加権の保有期間が１年未

満であった場合、当社は源泉徴収を行うが、投資家がその資格要件、当該最小単位の参加権の保有開始日及び

当該最小単位の参加権を継続して１年以上保有することの確約を証した場合には、当該徴収金額のベルギー国

財務省への送金は行わない。また、投資家は、前述の１年間が経過した場合又は当該１年間の経過前にその株

式保有割合が当社の株主資本の10％を下回る場合には、当社又は支払代理人に対して通知をしなければならな

い。１年間の株式保有期間の要件が充足された場合には、配当にかかる源泉徴収税は投資家に返還される。

　2014年12月、EU親子会社指令に含まれる一般濫用防止規定（GAAR）と呼ばれる新しい規定の文言について、

政治的合意に達した。この規定の目的は、経済的実態を反映することなく税の優遇を得るために実行された

「本来の」形ではない取り決めについてEU加盟諸国が恩恵を与えることがないようにすることにある。上述の

規定は、2016年12月１日付法律によりベルギーの税法において施行された。この新たに制定された法律によ

り、配当金が合法であるが不自然な行為（すなわち、経済的実態を反映する有効な業務上の理由が欠けている
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行為）及び上述の受取配当金控除若しくは源泉徴収税控除又は他のEU加盟国におけるEU親子会社指令の恩恵を

得ることを主たる目的若しくは目的の１つとして実行される行為に関連している場合には、上述の受取配当金

控除又は源泉徴収税控除の適用（かかる適用はEU親子会社指令に該当する場合に限定されない。）が認められ

ないことがある。

　なお、(ⅰ)非居住者である法人が、配当の支払日又は帰属する日に、取得価格は2,500,000ユーロ以上だが当

社株主資本の10％未満を表章する参加権を保有しており、１年以上継続してその完全な法的所有権を有してい

る場合、(ⅱ)非居住者である法人が、欧州経済領域（EEA）内又はベルギーが二重課税条約もしくは条約締結国

の国内法において有効とするために必要な情報交換条項を定めているその他の条約を締結している相手国にお

いて設立されている場合、(ⅲ)非居住者である法人が、通常の国内税制から逸脱する税制からの恩恵を享受す

ることなく、法人税又は同種の税金が課されている場合、及び（ⅳ）非居住者である法人が、EU親子会社指令

（随時改正済）の付属書類に列挙された法的形態であるか、当該付属書類に列挙された法的形態に類似の法的

形態であって他の欧州経済領域（EEA）参加国の法律に準拠している法的形態であるか、又はベルギーが二重課

税条約を締結している相手国において当該付属書類に列挙された法的形態に類似の法的形態である場合、非居

住者である法人に分配された配当もまた、源泉徴収税を免除される。ベルギーの源泉徴収税が免除されずに適

用され、かつ非居住者である法人にとって控除されていない又は還付されない場合に限り、この源泉徴収税免

除が適用される。

　源泉徴収税免除を享受するためには、投資家は当社又は当社支払代理人に対して、氏名（名称）、法的形

態、住所及び（適用ある場合には）納税者識別番号並びにその資格要件及び上記（ⅰ）から（ⅳ）の要件を充

足する旨を確認する内容で、かつ、配当が支払われたか又は帰属した年の前年の12月31日時点で施行されてい

る法令に基づき控除又は還付されないためにどの程度源泉徴収税が課されるかを記した証明書を提出しなけれ

ばならない。

　現在、ベルギー国は90以上の国々と二重課税条約を締結しており、これらの国の居住者にかかる配当に対す

る源泉徴収税の税率を、とりわけ株式保有の規模及び確認手続といった条件に応じてそれぞれ20％、15％、

10％、５％又は０％に減免している。かかる減免は配当支払いの時点で得られるか（一定の条件に服する。）

又は条約に基づく源泉徴収税率を超える部分に相当する金額の返還により受けることができる（これもまた、

一定の条件に服する。）。

　ベルギー国と日本国間の現行の二重課税条約のもとでは、ベルギー国における非居住者に適用される配当に

かかる源泉徴収税は、５％（受益者が、配当の支払日前６ヶ月間に当社の議決権付株式の25％以上を実質的に

保有する法人の場合）又は15％（その他すべての場合）に減税される。ただし、受益者が支払配当に関する株

式持分と実質的に関連する恒常的施設をベルギー国内に有しない場合に限る。

　ベルギー国と日本国の新たな二重課税条約は、2016年10月12日に調印され、2019年１月19日に施行された。

ただし、この新二重課税条約は、2020年１月１日時点で帰属するか支払われた収益に対してのみ適用されるこ

ととなる。新二重課税条約では、受益者が、(ⅰ)配当所得の実質的所有者であり、配当の支払日前６ヶ月間に

当社の議決権付株式の10％以上を直接又は間接的に保有する法人の場合、又は(ⅱ)配当所得の実質的所有者で

ある適格年金基金の場合は、免税となる。ただしいずれの場合においても、受益者が支払配当に関する株式持

分と実質的に関連する恒常的施設をベルギー国内に有しないことを要件とする。その他すべての場合について

は、日本の居住者が配当所得の実質的所有者であり、支払配当に関する株式持分と実質的に関連する恒常的施

設をベルギー国内に有しないことを条件として、10％の軽減税率となる。新二重課税条約のその他の特典条項

は、一定の要件を満たす者の配当源泉徴収税に限定していることに留意のこと。

　ベルギー国と日本国との間の現行の二重課税条約及び新条約はまた、限定的な情報交換条項を含んでいる。

これにより、配当に係る源泉所得税の免除は資格のある日本の企業（上述の条件及び必要な手続きを適切な時

に行なう場合）に対し交付される会社間の配当に適用される。
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　専門的活動の行使において当社株式を使用しないベルギー国における非居住者である個人に対し2018年１月

１日時点で支払われたか帰属した配当は、（2019所得年度については）800ユーロを上限とするベルギー非居住

者所得税の免除を受けることができる。かかる免除は、特定の法人からの配当もしくは特定の法人を通じた配

当又は集合投資手段もしくは共通投資ファンドからの配当には適用されない。当社株式に対し支払われたか又

は帰属する配当についてベルギー源泉徴収税が課される場合には、ベルギー国における非居住者は、原則とし

て、ベルギー非居住者所得税申告書において、配当について課された（2019所得年度については）800ユーロを

上限とするベルギー源泉徴収税の支払請求又は（場合により）還付請求を行うことができる。ただし、ベル

ギー国における非居住者である個人がかかる所得税申告書の提出義務を負わない場合には、原則として、国王

令により指名される税務担当者に宛ててかかる請求を申し立てることにより、かかる金額に課されたベルギー

源泉徴収税の還付申請を行うことができる。かかる請求は、関連する配当を受け取った暦年の翌暦年の12月31

日までに、非居住者の個人であることを証明する宣誓供述書及びその他一定の様式（今後国王令により決定さ

れる。）とともに提出されなければならない。疑義を避けるために付言すると、ベルギー国における非居住者

である個人に支払われたか帰属した配当については、（2019所得年度の）上限額の800ユーロに達しているかど

うか（当社株式について支払われたか帰属した配当だけではない。）の精査が考慮に入れられる。

　潜在的保有者は、配当の支払又は帰属に関する源泉徴収税の減免にかかる資格の有無及び配当の支払又は帰

属に関する源泉徴収の減免又は還付を求める際に必要とされる手続上の要件について、自らの税務顧問に確認

するべきである。

当社株式に関する譲渡損益

ベルギー国における非居住者である個人について

　ベルギー国における非居住者である個人が、ベルギー国における事業に関連して同国における恒常的拠点又

は同国の恒常的施設を通じて当社株式を取得した者でない場合には、当該株式にかかる譲渡益については原則

として、かつ現行の規則の下では、課税の対象とならない。ただし、当該譲渡益が個人資産に関する通常の運

用の範囲外で発生したとみなされ、かつ、当該譲渡益がベルギー国内で取得又は受領された場合はこの限りで

ない。かかる場合には、（所得税法第90,１条及び第248条が適用される限りにおいて）譲渡益は終局的に、専

門家に係る30.28％の源泉徴収の対象となるか、又は（所得税法第90,9条及び第232条が適用される限りにおい

て）当該譲渡益が実現された課税年度の非居住者の納税申告書での報告が義務付けられている。しかしなが

ら、ベルギー国は90以上の国々との間で二重課税条約を締結しており、同条約においては一般的に、締結国の

居住者が実現した譲渡益について、ベルギーによる課税を完全に免除している（ベルギーと日本との間におけ

る現行の二重課税条約及び一定の条件下では新二重課税条約においてもかかる取扱いがされている。）。譲渡

損は一般的に課税控除の対象とならない。

　ベルギー国における非居住者である個人が当社株式の償還又は当社の清算に際して生じさせた譲渡益は、一

般的に、配当として課税対象となる。

　ベルギーにおける事業に関連して同国における恒常的拠点を通じて当社株式を保有する非居住者である個人

により実現された当社株式にかかる譲渡益又は譲渡損は、譲渡益については通常の累進所得税率により課税さ

れ、譲渡損については課税控除の対象となる。

ベルギー国における非居住者である法人又は機関について

　ベルギー国における事業に関連して同国の恒常的施設を通じて当社株式を取得した者ではない非居住者であ

る法人又は組織により実現された当社株式にかかる譲渡益は、原則として、かつ現行の規則の下では、課税の

対象とならず、譲渡損は課税控除の対象とならない。
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　ベルギー国における事業に関連して同国の恒常的施設を通じて当社株式を保有する非居住者である法人又は

その他の非居住者である組織により実現された当社株式にかかる譲渡益は、一般的に、ベルギー国居住者であ

る法人と同じ税制に服する。

証券取引所における取引にかかる取引税

ベルギー非居住者

　ベルギー国内の流通市場においてベルギー非居住者により行われる専門仲介業者を通じた当社株式の購入及

び売却その他の有償の取得又は譲渡は、原則的には、証券取引所取引にかかる取引税の対象となる。その適用

税率は、株式の取得価格の0.35％で、各取引及び当事者ごとに1,600ユーロを上限とする。また、取引の各当事

者（売主と買主）は、専門仲介業者により徴収される税について別々に支払義務を負う。

　ただし、以下の当事者が行う取引については、それが自己勘定によるものである限り、証券取引所取引にか

かる取引税は課されない。すなわち、(ⅰ)2002年８月２日付ベルギー法第２,９条及び第10条に規定の専門仲介

業者、(ⅱ)1975年７月９日付ベルギー法第２条第１項に規定の保険会社、(ⅲ)企業年金機構の監督に関する

2006年10月27日付ベルギー法第２,１条に規定の退職金に関する専門的機関、(ⅳ)集団投資機関、(ⅴ)規制不動

産会社、及び (ⅵ)ベルギー国における非居住者（ただし、ベルギー国の金融仲介業者に対し、非居住者である

ことを確認する旨の証書を交付することを条件とする。）である。

　2013年２月14日、欧州委員会は金融取引税に関する指令案を採択した。現状の指令案においては、金融取引

税が発効すると、参加加盟国は、金融取引税（又は付加価値税に関する共通制度にかかる2006年11月28日付理

事会指令2006/112/ECに規定される付加価値税）以外の金融取引にかかる税金の維持又は導入が禁じられる旨規

定されている。したがって、ベルギー国については、金融取引税の発効後は、証券取引所取引にかかる取引税

は廃止される見込みである。指令案は依然として参加加盟国の間で交渉中であり、随時変更される可能性があ

る。

有価証券口座税

　2018年２月７日付法律に基づき、ベルギー国における居住者及び非居住者である個人は、10月１日に開始し

翌年の９月30日に終了する連続12ヶ月間の参照期間中に１又は複数の有価証券口座に保有する適格金融商品

（当社株式及びその他株式、社債、一定のその他の種類の負債性証券、投資信託会社の投資ユニット、ワラン

ト等）について、その平均価額における同人の持分に対し0.15％の税率で課税される（かかる税を、以下「有

価証券口座税」という。）。

　かかる口座に保有される適格金融商品の平均価額における所持人の持分が500,000ユーロ未満の場合には、有

価証券口座税は課されない。ただし、かかる口座に保有される適格金融商品の平均価額における所持人の持分

が500,000ユーロ以上の場合には、かかる口座に保有される適格金融商品の平均価額における所持人の全持分に

ついて（500,000ユーロを超える部分だけではない。）、有価証券口座税が課される。

　非居住者である個人が保有する適格金融商品の場合には、当該金融商品がベルギー国内に設立されたか又は

ベルギー国内に所在する金融仲介機関の有価証券口座に保有されている限りにおいて、有価証券口座税が課さ

れる。一定の二重課税条約に基づき、ベルギーは資本に課税する権利を有さないことに留意されたい。よっ

て、有価証券口座税がかかる二重課税条約における資本に対する課税とみなされる場合には、一定の条件の

下、同条約の保護を求めることができうる。

　有価証券口座税の目的上、金融仲介機関とは、(ⅰ)ベルギー銀行法第１条第２項および同第３項に定められ

る金融機関又は株式売買会社、及び(ⅱ)投資サービス業務、法的地位及びポートフォリオ管理並びに投資助言

会社に関する2016年10月25日付法律第３項第１項に定められる投資会社と定義される。これらの会社は、国内

法に基づき顧客の口座のために金融商品を保有することが認められている。
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　(ⅰ)ベルギー国内に設立されたか又はベルギー国内に所在する金融仲介機関において１又は複数の有価証券

口座に保有する適格金融商品の平均価額の所持人持分が500,000ユーロ以上の場合、又は(ⅱ)所持人が当該金融

仲介機関に対し有価証券口座税を徴収するよう指示する場合（例えば、所持人が複数のかかる金融仲介機関に

おいて複数の有価証券口座に適格金融商品を保有しており、個々の平均価額は500,000ユーロ未満だが、すべて

の口座の平均価額総額における所持人の持分が500,000ユーロ以上である場合）は、有価証券口座税は、原則と

して、当該金融仲介機関がこれを支払う。この他は、所持人本人が有価証券口座税を申告し、支払わなければ

ならない。ただし、ベルギー国外で設立されたか、又はベルギー国外に所在する金融仲介機関によってすでに

有価証券口座税が源泉徴収され、申告され、支払われている旨の証拠を所持人が提供する場合は、この限りで

ない。この場合、ベルギー国外で設立されたか又はベルギー国外に所在する金融仲介機関は、一定の条件及び

様式に従い、ベルギー国内に有価証券口座代理人（以下「有価証券口座代理人」という。）を指名することが

できる。かかる有価証券口座代理人は、有価証券口座税の支払いについてベルギー財務省に対し責任を有し、

この点において一定の報告義務を遵守しなければならない。

　ベルギー国における居住者である個人は、１又は複数の金融仲介機関に複数の有価証券口座を保有してお

り、このために有価証券口座税の対象となる所持人であると思われれる場合には、同人の年次所得税申告書で

かかる口座について申告しなければならない。非居住者である個人は、ベルギー国内に設立されたか又はベル

ギー国内に所在する１又は複数の金融仲介機関に複数の有価証券口座を保有しており、このために有価証券口

座税の対象となる所持人であると思われれる場合には、同人の年次ベルギー非居住者所得税申告書でかかる口

座について申告しなければならない。

　憲法裁判所には、有価証券口座税の無効を求める要望が幾つか提出されている。憲法裁判所がその効力を認

めることなく有価証券口座税を無効とした場合、全納税者が支払済みの有価証券口座税の還付を請求すること

ができるようになるであろう。

　投資家には、有価証券口座税に関して、各自の専門家に助言を求めることを強く勧めるものである。

（２） 日本における課税

　「第８ 本邦における提出会社の株式事務等の概要 －２. 日本における実質株主の権利行使方法 －(５) 本

邦における配当等に関する課税上の取扱い」を参照のこと。

４【法律意見】

当社のベルギー法に関する法律顧問であるリンクレーターズ・エルエルピーより、大要以下の趣旨の法律

意見書が関東財務局長宛てに提出されている。

(ⅰ) 当社はベルギー王国の法律の下で、公法上の有限責任会社（naamloze vennootschap van publiek

recht / société anonyme de droit public）として適法に設立され、かつ有効に存続している。

(ⅱ) 「第１ 本国における法制等の概要」に記載するベルギーの法令に関する記述は、すべての重要な点に

おいて真実かつ正確である。
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第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(１) 連結財務情報

2018年、2017年、2016年、2015年及び2014年12月31日現在並びに同日に終了した各事業年度の主要な連結

財務情報は、2018年、2017年、2016年、2015年及び2014年12月31日現在並びに同日に終了した各事業年度の

アーンスト・アンド・ヤング・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー及びピーヴィーエム

ディー・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエーによる監査済の原文の連結財務書類から抜粋

されている。ビーポストの連結財務書類は、IFRSに準拠して作成されている。

以下に表示される主要な連結財務情報は、「第６ 経理の状況」中のビーポストの監査済の原文の連結財務

書類と合わせて読まれるべきである。

連結損益計算書データ

（単位：百万ユーロ（下段の括弧内は百万円））

12月31日に終了した事業年度

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

売上高 3,774.4
(464,138)

2,972.2
(365,491)

2,399.4
(295,054)

2,393.4
(294,316)

2,441.7
(300,256)

その他営業収益 75.8
(9,321)

51.6
(6,345)

25.8
(3,173)

40.3
(4,956)

22.9
(2,816)

総営業収益 3,850.2
(473,459)

3,023.8
(371,837)

2,425.2
(298,227)

2,433.7
(299,272)

2,464.7
(303,084)

原材料費 (257.5)
((31,665))

(240.7)

((29,599))
(60.4)

((7,427))
(26.6)

((3,271))
(27.4)

((3,369))

サービスその他の商品 (1,556.2)
((191,366))

(972.8)
((119,625))

(665.2)
((81,800))

(645.6)
((79,389))

(644.1)
((79,205))

人件費 (1,455.6)
((178,995))

(1,206.7)
((148,388))

(1,111.1)
((136,632))

(1,185.8)
((145,818))

(1,199.9)
((147,552))

その他営業費用 (9.8)
((1,205))

(5.6)
((689))

(1.7)
((209))

(20.5)
((2,521))

(21.3)
((2,619))

総営業費用（減価償却費及び償却費を除く） (3,279.1)
((403,231))

(2,425.9)
((298,313))

(1,838.4)
((226,068))

(1,878.5)
((230,999))

(1,892.6)
((232,733))

EBITDA 571.1
(70,228)

598.0
(73,536)

586.9
(72,171)

555.2
(68,273)

572.0
(70,339)

減価償却費及び償却費 (177.7)
((21,852))

(105.1)
((12,924))

(90.3)
((11,104))

(89.1)
((10,957))

(91.9)
((11,301))

営業活動に係る利益（EBIT） 393.4
(48,376)

492.9
(60,612)

496.5
(61,055)

466.1
(57,316)

480.2
(59,050)
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（単位：百万ユーロ（下段の括弧内は百万円））

12月31日に終了した事業年度

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

金融収益 6.1
(750)

5.8
(713)

10.7
(1,316)

5.3
(652)

5.5
(676)

金融費用 (29.9)
((3,677))

(19.5)
((2,398))

(27.6)
((3,394))

(10.9)
((1,340))

(42.7)
((5,251))

持分法による投資利益 11.5
(1,414)

9.6
(1,181)

9.9
(1,217)

10.2
(1,254)

11.2
(1,377)

税引前利益 381.0
(46,852)

488.7
(60,095)

489.5
(60,194)

470.6
(57,870)

454.1
(55,841)

法人所得税費用 (117.4)
((14,437))

(165.8)
((20,388))

(143.2)
((17,609))

(161.4)
((19,847))

(158.6)
((19,503))

当期利益（EAT） 263.6

(32,415)

322.9

(39,707)

346.2

(42,572)

309.3

(38,035)

295.5

(36,338)

（単位：ユーロ(下段の括弧内の数値は円)）

12月31日に終了した事業年度

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

１株当たり基本的利益 1.32
(162円)

1.62
(199円)

1.72
(212円)

1.54
(189円)

1.47
(181円)

１株当たり配当 1.31
(161円)

1.31
(161円)

1.31
(161円)

1.29
(159円)

1.26
(155円)

主要な連結財政状態計算書データ

（単位：百万ユーロ(下段の括弧内は百万円））

12月31日現在

2018年 2017年
修正再表示

(注)

2017年 2016年 2015年 2014年

非流動資産合計 1,895.7
(233,114)

2,018.8
(248,252)

1,996.6
(245,522)

1,216.8
(149,630)

1,069.2
(131,480)

1,144.0
(140,678)

流動資産合計 1,434.7
(176,425)

1,221.6
(150,220)

1,226.1
(150,774)

1,072.0
(131,824)

1,039.6
(127,840)

975.0
(119,896)

売却目的保有資産 14.7
(1,808)

0.6
(74)

0.6
(74)

1.5
(184)

3.1
(381)

2.6
(344)

資産合計 3,345.1
(411,347)

3,241.0
(398,546)

3,223.3
(396,369)

2,290.3
(281,638)

2,112.0
(259,713)

2,121.8
(260,918)

資本合計 702.3
(86,362)

777.8
(95,646)

777.8
(95,646)

779.3
(95,831)

694.8
(85,440)

681.4
(83,792)

非流動負債合計 1,204.8
(148,154)

478.0
(58,780)

467.0
(57,427)

477.3
(58,694)

494.7
(60,833)

552.5
(67,941)

流動負債合計 1,427.3
(175,515)

1,985.3
(244,132)

1,978.5
(243,296)

1,033.6
(127,102)

922.5
(113,440)

887.8
(109,173)

売却目的保有資産に直接関連
した負債

10.8
(1,328)

0.0
(0)

0.0
(0)

0.0
(0)

0.0
(0)

0.0
(0)

負債合計 2,642.9
(324,997)

2,463.3
(302,912)

2,445.5
(300,723)

1,511.0
(185,808)

1,417.2
(174,273)

1,440.4
(177,126)

資本及び負債合計 3,345.1
(411,347)

3,241.0
(398,546)

3,223.3
(396,369)

2,290.3
(281,638)

2,112.0
(259,713)

2,121.8
(260,918)

(注)　ラディアルの取得原価配分（PPA）後の比較データを示すため修正再表示。

主要な連結キャッシュ・フロー表データ
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（単位：百万ユーロ(下段の括弧内は百万円））

12月31日現在

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

営業活動によるキャッシュ・フロー純額 362.0
(44,515)

266.1
(32,722)

352.6
(43,359)

361.1
(44,404)

451.5
(55,521)

投資活動によるキャッシュ・フロー純額 (120.8)
((14,855))

(751.9)
((92,461))

(158.7)
((19,515))

(45.1)
((5,546))

(78.2)
((9,616))

財務活動によるキャッシュ・フロー純額 (29.5)
((3,628))

416.8
(51,254)

(270.1)
((33,214))

(263.8)
((32,439))

(259.3)
((31,886))

報告数値から平準化財務数値への調整

ビーポストはまた、事業成績を平準化ベース、すなわち調整項目を調整して分析している。調整項目と

は、その非経常性ゆえに内部報告及び業績分析から除かれる多額の収入及び費用項目である。ビーポスト

は、収益又は費用が調整項目に分類されるか否かの判断及び平準化された数値を保つために報告数値から除

外されるに足る重大性を有するか否かの判断に際し、一貫性のある手法を用いている。

調整項目は、金額が20.0百万ユーロ以上である場合に重大性を有するとみなされる。事業の処分に関する

すべての損益は、その金額にかかわらず平準化され、買収に係るすべての取得原価配分（PPA）の会計上の非

資金的影響も同様である。収入からの平準化により計上された引当金の戻入れについても、その金額にかか

わらず平準化される。

平準化後の業績は、IFRSに準拠したものではなく、監査も受けていない。他社の平準化後の数値は、ビー

ポストとは異なる方法で算出している可能性があるため、比較可能とは限らない。

詳細については、「第３ 事業の状況―３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況の分析―(4) 報告数値から平準化財務数値への調整」を参照のこと。
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事業セグメントの概観

（単位：百万ユーロ）

12月31日に終了した事業年度

2018年 2017年 2016年
(比較数値)

2015年
(比較数値)

2014年
(比較数値)

郵便・リテールサービス（MRS）

営業収益

通常郵便物 809.3 807.9 873.3 917.6 946.1

広告郵便 244.2 252.9 247.8 250.9 270.8

出版物 286.0 292.6 293.2 295.6 308.4

小包 0.0 0.0 33.1

国際郵便 0.0 0.0 0.0

付加価値サービス 105.0 95.6 95.4 94.6 91.5

銀行・金融商品 167.1 182.6 192.4 205.1 207.3

配送 101.0 98.1　 10.7 0.0 0.0

小売及びその他 273.6 278.7 110.9 106.4 115.0

総営業収益 1,986.1 2,008.3 1,823.9 1,870.3 1,972.1

報告EBIT(SGEO(一般的経済利益を有するサー
ビス)の過剰報酬に関連した引当金を除く。)

368.1 435.4 460.0 436.7 513.6

平準化EBIT 371.7 438.2 460.0 479.8 513.6

小包・ロジスティクス

営業収益

小包 1,561.4 796.1 388.9 340.7 265.7

国際郵便 240.9 160.4 159.2 175.7 199.1

付加価値サービス 5.7 6.0 5.7 1.6 0.0

小売及びその他 17.8 10.2 0.7 5.6 5.9

総営業収益 1,825.8 972.7 554.6 523.6 470.6

報告EBIT 35.3 67.4 77.8 68.9 12.2

平準化EBIT 62.7 73.4 77.8 73.8 12.2

コーポレート

総営業収益 38.3 42.9 31.4 39.8 21.9

報告EBIT (10.1) (9.9) (41.3) (39.5) (45.7)

平準化EBIT (10.1) (9.9) (41.3) (59.1) (45.7)

(注)　2017年１月１日をもって、郵便・リテールサービス事業（MRS）の幾つかの業務が小包・ロジスティクス事業（P&I）

に移管したことから、2016年、2015年及び2014年の数値はこの移管を反映した比較数値になっている。この数値は、

「比較数値」と書かれた列に記載されている。
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追加事業データ

12月31日現在及び同日に終了した事業年度

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

国内郵便の取引量の増減（％） -5.2 -5.9 -5.0 -5.3 -3.9

通常郵便物の取引量の増減（％） -5.3 -8.3 -5.9 -5.1 -4.7

広告郵便の取引量の増減（％） -5.7 1.5 -3.0 -6.9 -1.9

出版物の取引量の増減（％） -3.8 -3.7 -2.8 -2.8 -2.8

国内郵便の取引量の基礎的増減（％） -5.8 -5.8 -5.0 -5.0 -4.4

国内小包の取引量の増減（％） 23.3 28.2 17.1 12.6 7.0

国内小包の取引量の基礎的増減（％） 23.3 28.2 17.1 12.6 7.0

郵便局数 661 662 662 664 669

ポストポイント数 674 675 675 678 675

フルタイム勤務に準ずる従業員数（平均）
（人）(1)

31,201 25,323 23,708 23,847 24,631

フルタイム勤務に準ずる従業員及び
　臨時従業員数（平均）（人）

36,109 26,906 24,850 24,703 25,414

注：

(1)　臨時従業員を除く。

(２) 個別財務情報

2018年、2017年、2016年、2015年及び2014年12月31日現在並びに同日に終了した各事業年度の以下に表示

される主要な個別財務情報は、ベルギー会計基準に準拠して作成された、2018年、2017年、2016年、2015年

及び2014年12月31日現在並びに同日に終了した各事業年度の当社の監査済個別財務書類から抜粋されてい

る。

以下に表示される主要な個別財務情報は、「第６ 経理の状況」中の当社の監査済の原文の個別財務書類と

合わせて読まれるべきである。

個別損益計算書データ

（単位：百万ユーロ(下段の括弧内は百万円））

12月31日に終了した事業年度

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

営業収益 2,180.4
(268,124)

2,155.7
(265,086)

2,152.1
(264,644)

2,224.3
(273,522)

2,268.9
(279,007)

営業利益 369.6
(45,450)

391.6
(48,155)

440.9
(54,217)

417.0
(51,278)

428.0
(52,631)

税引後利益 262.3
(32,255)

291.0
(35,784)

308.7
(37,961)

287.7
(35,378)

296.9
(36,510)
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個別貸借対照表データ

（単位：百万ユーロ(下段の括弧内は百万円））

12月31日現在

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

資産合計
2,870.9

(353,035)
2,518.4

(309,688)
1,780.8

(218,985)
1,787.8

(219,846)
1,720.3

(211,545)

資本
587.7

(72,269)
587.4

(72,233)
558.4

(68,666)
511.7

(62,924)
482.0

(59,272)

発行済資本金
364.0

(44,761)
364.0

(44,761)
364.0

(44,761)
364.0

(44,761)
364.0

(44,761)

２【沿革】

　ビーポストの事業は、当初はベルギー政府の公共サービスとして提供されていたものであり、その事業は

ベルギーの独立後、1830年から存続している。1971年に、ビーポストの設立及び一定の郵便サービスに関す

る1971年７月６日付法律（以下「1971年法」という。）の制定を受け、当組織は独立した事業体となり、名

称がラドミニストラシオン・ドゥ・ラ・ポスト－アドミニストラシ・ファン・ドゥ・ポスト（l’

Administration de la Poste - Administratie van de Post）からラ・レジ・デ・ポスト－レジ・デェア・

ポストリイェン（La Régie des Postes － Regie der Posterijen）に変更された。1991年法の制定に続い

て、1992年には自律的な公的企業となり、社名が変更されてラ・ポスト－ドゥ・ポスト（La Poste - De

Post）となった。2000年３月には、当組織は、ベルギー法に基づき設立された公法上の有限責任会社となっ

た。2011年１月17日に、ラ・ポスト－ドゥ・ポスト（La Poste － De Post）からビーポストへと社名が変更

された。

　1995年、ビーポスト・バンク（前バンク・ドゥ・ラ・ポスト／バンク・ファン・ドゥ・ポス（Banque de

La Poste/Bank van De Post））が設立された。同社は当社の関連会社で、同社のその他の株主はBNPパリ

バ・フォルティス（BNP Paribas Fortis）（前ジェネラル・ドゥ・バンク／ジェネラル・バンク（Générale

de Banque/Generale Bank））である。当社がビーポスト・バンクの50％を所有し、残りの50％をBNPパリ

バ・フォルティスが所有する。

　2003年には、ベルギーの郵便市場の完全自由化（2011年１月１日に自由化された。）を見据えて、ビーポ

ストは合理化計画に着手した。この計画は、効率性の改善、コストの大幅削減、郵便物の取扱量の減少を補

うための代替となる収益源の拡大及びサービスの品質向上（配達日時の正確性向上及び郵便局の出先店舗に

おけるサービス向上を含む。）に焦点を当てたものであった。

　電子的代替手段への移行の影響とビーポストの事業における競合上の課題に対処するため、ビーポストの

事業の変革はベルギー郵便市場の完全自由化後も続いている。

　2013年６月21日以降、当社株式はユーロネクスト・ブリュッセルに上場している。ベルギー政府は（直接

及びSFPI/FPIMを通じて間接的に）株式公募において当社株式を売却せず、その持分を保持した。現在、当社

株式の51.04％はベルギー政府が（直接及びSFPI/FPIMを通じて間接的に）所有し、48.96％は浮動株である。

　過去において、ビーポストは様々な取得をおこなってきた。

　2009年にビーポストは、ベルギーにおける小包の専門配送及び拠点間の急送サービスの分野で事業展開す

る３つの企業（エクスプレス・ロード（Express Road）及びクーリエ・ネットワーク・システム（Courier

Network System）（両社ともにコルプコ（Corpco）という名称で事業を行なっていた。）並びにMG ロード・

エクスプレス（MG Road Express））の買収を完了した。これらの被買収企業は後に、ビーポストのユーロス

プリンター事業に統合され、ビーポストの事業の地域基盤と顧客ポートフォリオを拡大した。

　2009年には、当社は、米国を拠点とする国際的な郵便物の混載業者であるメール・サービシズ・インク

（Mail Services Inc.）（以下「MSI」という。）の持分を取得し、2011年には、主にシンガポール及び香港
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で事業を行なうシティポスト（ホールディングス）リミテッド（Citipost (Holdings) Limited）を買収し

た。

　2012年12月には、当社は、米国を拠点とする国際的な小包の混載業者であるランドマーク・グローバル・

インク（Landmark Global Inc.）の過半数の持分を取得した。

　2013年には、MSIが米国を拠点として行っていた小包業務がランドマーク・グローバル・インクに移行し

た。

　ランドマーク・グローバル・インクは、2013年下半期に、オーストラリアに子会社２社（ランドマーク・

グローバル（オーストラリア）ディストリビューション・ピーティーワイ・リミテッド（Landmark Global

(Australia) Distribution PTY LTD）及びランドマーク・グローバル（オーストラリア）ピーティーワイ・

リミテッド（Landmark Global (Australia) PTY LTD）を設立した。2014年11月、ランドマーク・グローバ

ル・インクのオーストラリアの子会社２社は、ランドマーク・グローバル（オーストラリア）ディストリ

ビューション・ピーティーワイに吸収合併された。

　2013年３月、ビーポストは持株会社であるビーポストUSホールディングス・インク（bpost U.S. Holdings

Inc.）と事業会社であるビーポスト・インターナショナルUSインク（bpost International U.S. Inc.）を設

立した。ビーポストUSホールディングス・インクは、米国を拠点とするビーポストの３つの事業会社（MSI、

ランドマーク・グローバル・インク及びビーポスト・インターナショナルUSインク）に財務その他のサポー

ト・サービスを提供するシェアードサービス会社となった。ビーポスト・インターナショナルUSインクは、

米国を拠点とする混載業者に対して国際小包・郵便に関するホールセール・サービスを提供する。

　ランドマーク・グローバル・インクは、2014年１月に、ゴウト・インターナショナル・ビーヴィー（Gout

International BV）及びビーヨーロッパ・コンサルタンシー・ビーヴィー（BEurope Consultancy BV）の株

式を100％取得した。ゴウト・インターナショナル・ビーヴィー（現在はランドマーク・グローバル（ネザー

ランズ）ビーヴィー（Landmark Global (Netherlands) BV）に改称）及びビーヨーロッパ・コンサルタン

シー・ビーヴィー（現在はランドマーク・トレード・サービシズ（ネザーランズ）ビーヴィー（Landmark

Trade Services (Netherlands) BVに改称）は、ともにオランダのフローニンゲンに拠点を置く。両社の業務

には、通関手続き、倉庫保管、集荷・梱包及び宅配が含まれる。ランドマーク・トレード・サービシズ（ネ

ザーランズ）ビーヴィーは、米国の顧客に対する欧州市場への参入方法についての助言に重点を置いてい

る。これには、通関／付加価値税手続きの立上げや欧州各国での商品登録に関する助言が含まれる。

　2014年２月、ランドマーク・グローバル・インクは、イーコム・グローバル・ディストリビューション・

リミテッド（Ecom Global Distribution Ltd.）（現在はランドマーク・グローバル（UK）リミテッド

（Landmark Global (UK) Limited）に改称）の株式を100％取得した。同社は、ランドマーク・グローバル

（ネザーランズ）ビーヴィーが提供するサービスと同様の、英国市場への商品の輸入サービス業務を提供す

る。ロンドン・ヒースロー空港に隣接している地の利を生かして、米国から英国へ空輸貨物の輸入サービス

を提供している。

　さらに2014年２月には、ランドマーク・グローバル・インクは、スターベース・グローバル・ロジスティ

クス・インク（Starbase Global Logistics Inc.）（現在はランドマーク・トレード・サービシズ USA イン

ク（Landmark Trade Services USA, Inc.）に改称）の株式を100％取得した。同社は、米国への輸入商品に

ついて輸入関連サービスを提供する。

　2015年11月、ビーポストはポーランドの会社であるサクセス・パートナーズ・ヨーロッパ（Success

Partners Europe）を取得した。サクセス・パートナーズ・ヨーロッパは欧州向けの物流・配送事業を専門と

しており、直販会社から請け負うサードパーティー・ロジスティクス（包括的な物流業務の受託）や、西

欧・中欧・東欧での受注商品の配送を行なっている。同社は2006年に欧州において事業を開始した。かかる

取得の後、同社はランドマーク・グローバル（PL)（Landmark Global (PL)）と社名変更した。
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　2015年５月８日、当社とシティデポ（CityDepot）は都市部の配送市場における主導的立場を確立し、ベル

ギー国内のその他地域へのサービスの提供を開始するため協力することに合意した。同時に、新会社シティ

デポ・エヌヴィー（CityDepot N.V.）を設立した。当初ビーポストは新会社の株式の48％を取得したが、今

後その参加持分を増加することに合意した。2016年12月、ビーポストは5.2百万ユーロ出資して、シティデポ

の株式の99.1％を保有することとなった。2019年４月17日、ビーポストはシティデポの株式の100％を取得す

ることとなった。

　2016年１月、当社はランドマーク・グローバル・インク及びランドマーク・トレード・サービシズ・リミ

テッド（Landmark Trade Services Ltd.）の株式の24.5％を、22.5百万米ドル（20.7百万ユーロ）の対価で

追加取得し、その持分は合計で75.5％となった。

　2016年３月21日、当社は、シドニーを拠点としたオーストラリアの会社であるフレイト・ディストリ

ビューション・マネジメント・システムズ・ピーティーワイ・リミテッド`（Freight Distribution

Management Systems Pty Ltd.）及びFDMウェアハウジング・ピーティーワイ・リミテッド（FDM Warehousing

Pty Ltd.）（以下「FDM」という。）の株式の100％を取得した。両社はともに、オーストラリアにおける商

品の保管及び配送に関するカスタマイズされたサービスの提供に特化している。FDMの事業は、サードパー

ティー・ロジスティクス(3PL)の倉庫、輸送及び配送事業で構成されている。

　2016年６月１日、当社の100％子会社である9517154 カナダ・リミテッド（9517154 Canada Ltd.）は、カ

ナダの会社であるアップル・エクスプレス・クーリエ・リミテッド（Apple Express Courier Ltd.）及び

マッツ・エクスプレス（1990）リミテッド（Matt's Express (1990) Ltd.）の資産を購入し、当社の100％子

会社であるビーポストUSホールディング・インク（bpost US Holding Inc.）も米国マイアミを拠点とする米

国の会社であるアップル・エクスプレス・クーリエ・インク（Apple Express Courier Inc.）の株式を100％

取得した。両社は、カナダ及び米国において、主に、宅配、輸送及びフルフィルメント（業務受託）サービ

スを顧客に提供している。

　2016年８月、当社は革新的な小包配達サービスの開発を支援し参加するために新興企業のパーシファイ・

エスエー／エヌヴィー（Parcify SA-NV）に出資した。パーシファイは、誰でもが持っているスマートフォン

を利用して、宛先ではなく受取人の居場所に届ける個々の状況に対応した配達サービスを提供する。このた

め、同社はiOS及びアンドロイドに対応した自社開発のアプリと（予測）データ解析ツールを利用する。パー

シファイのクラウドソースの配達網を、ビーポストの小包配達サービスに追加又は統合することが可能と

なっている。ビーポストは出資を通じてパーシファイの株式の51％を取得した。残るパーシファイの株式も

2018年１月１日に取得し、取得株式は100％に達した。

　2016年９月、当社はデ・ビューレン・インターナショナル・ビーヴィー（de Buren Internationaal

B.V.）の株式の51％を取得した。デ・ビューレンは、温度管理機能付きモデルの小包用ロッカーを含む壁面

ロッカーの組立及び運営を専門としている。同社は自社ネットワーク内の空きロッカーを管理し売り出すこ

とができるようにするソフトウェアを開発している。2019年２月、ビーポストはデ・ビューレンにおける参

加持分の処分に合意した。その過程において、ビーポストはベルギー国内のデ・ビューレンの資産を取得し

た。これによりビーポストは小包用ロッカーの緻密なネットワークを通じて、ベルギー国内に宅配サービス

を提供できるようになる。

　2016年11月30日、ビーポストはラガルデール・トラベル・リテール（Lagardère Travel Retail）のベル

ギー事業の取得を完了した。ビーポストはラガルデール・トラベル・リテールのベルギー子会社の株式を

100％取得して、ウビウェイ（Ubiway）と社名変更した。ウビウェイはベルギー国内において、近接性と利便

性を備えた小売業界で活動している。プレスショップ（Press Shop）やリレイ（Relay）等のブランドを含む

220の販売拠点を有する同社は、多種多様な商品及びサービスを供給している。エーエムピー（AMP）と共同

でおよそ5,345の販売拠点網への新聞の供給も、このサービスに含まれている。カリブー！（Kariboo!）は、
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ベルギー国内で新たに構築された、735ヶ所の小包集荷配送拠点網であり、オンラインサービスも行ってい

る。

　2016年12月12日、ビーポストはダイナグループ（DynaGroup）と提携し、両社の物流ノウハウを結合させ

た。この取引は、2017年１月に完了した。ダイナグループはベネルクスにおいて、物流サービス及びソフト

ウェアを幅広く提供している。この取得の目的は、新たな物流ノウハウを補完して、ビーポストの小包部門

を強化することにある。

　2017年８月７日、ビーポストは、持続可能な物流事業における地位強化のため、バブル・ポスト（Bubble

Post）を取得した。この取得は、ITを利用した持続可能な都市部配送サービスにおける両社の成長願望を確

固たるものとし、冷蔵輸送事業における専門知識が補完されてビーポストのハイブリッド・ネットワークを

拡大した。しかしながら、同事業は当社の収益性追求の期待に沿わなかったため、当社は2018年末に同事業

の中止を決定した。

　2017年11月16日、ビーポストは、関連競争監督当局から必要な承認をすべて取得した後、ラディアル

（Radial）の株式を100％取得した。総合電子商取引物流事業の大手業者であるラディアルの取得は、ビーポ

ストの成長戦略に完全に合致している。これによりビーポストは、米国における既存のプレゼンスを拡大

し、そのサービス展開を電子商取引物流のバリューチェーン全体を網羅する付加価値事業まで広げた。

　2018年１月11日、ビーポストはオランダのレーン・メンケン（Leen Menken）を取得した。同社は、電子商

取引向け冷蔵・冷凍製品輸送の物流業者である。

　2018年、ランドマーク・グローバルの郵便部門であるメール・サービシズ・インク（MSI）は、IMEXグロー

バル・ソリューションズ・インク（IMEX Global Solutions, Inc.）及びメーリング・アシスタンス・イン・

ラファイエット・インク（Mailing Assistance in Lafayette Inc.）（「メール・インク」（M.A.I.L.,

Inc.）ともいう。）の株式の100％を取得した。両社は事業用郵便事業会社である。IMEXグローバル・ソ

リューションズ・インクは米国のサードパーティー・ロジスティクスの会社であり、海外に発行物及び郵便

を配送している。メール・インクは小売業者・ネット業者向けの事業用郵便／カタログ配達分野や、郵便室

業務サービス、小包配達分野で活動している。現在両社は、メイル・グループとして活動している。

　2018年３月、ビーポストはオランダのアントヒル・ビーヴィー（Anthill BV）の株式の63.6％を取得し

た。同社はアクティブ・アンツ・ビーヴィー（Active Ants BV）の株式の100％を所有している。アクティ

ブ・アンツはインターネット上でのフルフィルメント（業務受託）サービス及び輸送サービスを電子商取引

会社に提供している。アクティブ・アンツはまた、倉庫サービスを提供しており、集配業務や商品発送も

行っている。アントヒルは持株会社として機能している。
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３【事業の内容】

ビーポストの事業は、事業部門、サービス部門及びコーポレート部門に基づいて構成されている。2013年１

月１日より、ビーポストはMRS事業ユニットとP&L事業ユニットの２つの事業ユニットを通じて事業展開を行っ

ている。

郵便・リテールサービス（MRS）事業ユニットでは、官民の大口顧客、自営業者及び中小企業を対象とした業

務を展開する一方で、一般顧客に加え、郵便商品、出版物その他の商品を購入するために郵便局、ポストポイ

ント、ウビウェイの販売店又はビーポストのe-ショップといったマスマーケットのチャネルを利用するすべて

の顧客を対象にしている。また、ビーポストは、ビーポスト・バンク及びAGインシュアランスとの間で締結し

た代理店契約に従って、銀行・保険商品も販売しているほか、他の多数の決済商品も顧客に提供している。

小包・ロジスティクス（P&L）事業ユニットは、国際郵便、小包及び電子商取引関連のロジスティクス・ソ

リューション（フルフィルメント（業務受託）、出荷、配達及び返品管理）を専門に行っている。

ビーポストは、以下の商品ラインに基づいて商品及びサービスを提供している。(ⅰ)通常郵便、(ⅱ)広告郵

便、(ⅲ)出版物、(ⅳ)国内小包、(ⅴ)国際小包、(ⅵ)ロジスティクス・ソリューション、(ⅶ)付加価値サービ

ス、(ⅷ)国際郵便、(ⅸ)銀行・金融商品、(ⅹ)配送、及び（ⅺ）小売及びその他である。通常郵便、広告郵

便、出版物、配送及び銀行・金融商品からの売上高はMRS事業ユニットに含まれ、国際郵便、ロジスティクス・

ソリューション及び小包商品ラインからの売上高はP&L事業ユニットに含まれる。小売及びその他の売上高及び

付加価値サービスに関する売上高は、MRS事業ユニットとP&L事業ユニットで配分される。

ビーポストには、業務を支援するサービス部門があり、その費用は、費用配分方式を用いて事業部門とコー

ポレート部門に振り替えられている。サービス部門には郵便サービス事業（MSO）、国際事業（IOPS）、情報通

信技術（ICT）及びサービスオペレーション、グローバル・サービス組織（GSO）並びに人材・組織（HR&O）が

含まれる。MSOサービス・ユニットは、ベルギー国内の郵便と小包の集荷、仕分け及び配送を担当する部門であ

る。IOPSサービス・ユニットは、ブリュッセル空港にて欧州メールセンターの業務と、国際郵便・小包のハブ

としての業務を行っている。

ビーポストのコーポレート部門には、財務（GSOを除く。）、法務・規制・管理・M&A・戦略及び内部監査の

ほか、従業員関連の債務及び引当金の費用が含まれている。

ビーポストのここ10年にわたる抜本的変革が示しているとおり、当社は顧客との距離を縮め、その生活を一

層便利にする方法を常に模索している。すべては郵便から始まっており、当社の将来においても郵便事業は重

要な役割を果たし続けるであろう。その一方で、当社は顧客のニーズの変化に適応してきた。これまで国内外

の小包や電子商取引に関するロジスティクスに対して活発にサービスを展開し、近接性と利便性を利用した革

新的なサービスを提供している。

郵便・リテール

ビーポストは自社の郵便配達人、及び郵便局、ポストポイント、カリブー！の所在場所で構成する広範な

ネットワークを基盤として、ベルギーの地域社会に揺るぎない地位を築いている。

こうしたことを念頭に置き、顧客のニーズの変化に応じて、信頼のおける郵便、リテール及び公共サービス

を提供し、差別化された幅広い商品を届けることを、引き続き当社の意欲的な目標と戦略の重要な柱としてい

る。

書信

書信の環境は変化しつつあるものの、その価値は認められていることが市場調査から明らかになっている。

国民の３人に２人は郵便受けの中身に関心を持っている。これは書信の付加価値を明確に示す重要な調査結果
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である。したがって、書信は今後も引き続き強力な通信手段となる。デジタル通信と組み合わせることによ

り、書信は企業の通信ミックスに付加価値をもたらす。

現在、顧客は緊急メッセージの伝達に別の手段を利用している。1,000人以上の市民と500社以上の企業を対

象とする市場調査によると、消費者の94％、企業顧客の92％は、必要に応じて翌日配達の利用が可能であれ

ば、配達に日数がかかっても構わないと述べている。

しかし、従来型の書信は依然として電子的代替手段の普及で劣勢に立たされている。2018年に郵便取扱量は

5.8％減少したが、これは予想どおりであった。顧客が書信を商業目的で使用することは減っているが、行政上

の通信での使用は増えていることに注目した。

事務関連郵便

2018年に多くの企業は顧客への新プライバシー法に関する通知に書信等の使い慣れた手段を利用した。これ

は、紙が信頼できる通信手段と見なされていることの証左である。ビーポストは、選挙キャンペーン期間中

（2018年10月の選挙前40日間）に、政党、候補者及び有権者間の約50百万件の通信を、ちらし、プログラム等

の手段によって容易にした。

ビーポストは、企業が中核事業に集中できるよう、子会社のスペオス（Speos）を通じてエンド・ツー・エン

ドの文書管理サービスを提供している。当社は、文書の作成から利用可能な全チャネル（紙及びデジタル）を

通じた配達に至るまで、発送書類のフローのあらゆる側面を管理する。

広告郵便

2018年は広告郵便にとってさらに厳しい年となった。デジタル化は拡大を続け、新しいデジタル・メディア

が市場シェアを奪いつつある。プライバシー法における消費者データの利用を規制する新たな規則が特に警戒

された。しかし、ビーポストは依然として商業用チャネルとしての書信の付加価値を確信しており、2018年に

はポテンシャルの高い分野に注力した。郵便（ダイレクトメール）は今なお消費財及びスーパーマーケットの

分野に好まれるチャネルであり、書信はファッションや自動車の分野で好調である。一方、電気通信市場は極

めて堅調であるため、企業は勧誘よりも顧客の維持に注力する傾向が強い。

銀行については、顧客との通信に独自のモバイル・プラットフォームを利用する傾向が高まっている。

当社は独自のメディア会社であるウェルカム・メディア（Welcome Media）を立ち上げて、宛先特定郵便と宛

先不特定郵便の両方を企業のメディア・ミックスに取り入れてもらうことに尽力している。より小規模の中小

企業に売り込むため、当社は2018年に地域の販売拠点の役割を強化した。中央での専門的なフォローアップと

合わせて、各地域の拠点は真の資産である。

新たな配送モデルを目指して

顧客のニーズの変化に対応し、書信の取扱量減少に対処し、また一定のサービス品質を確保するため、ビー

ポストは2019年初めより国内郵便においてプライア（Prior）とノン・プライア（Non Prior）サービスのいず

れかを選択できるようにした。ベルギー国内であればどこにいても、すべての顧客はプライア（翌日配達）

か、ノン・プライア（３営業日以内の配達）かを選択できる。

プライアとノン・プライア用の切手導入が新たな配達モデルの方向における第一歩であり、これにより通常

書信の配達はどちらかで行われる。小包と新聞は毎日配達される。こうした新たな業務運営方法は効率的であ

るだけでなく、環境にもやさしい。これにより、ユニバーサル・サービスの経済的実行可能性を長期にわたっ

て守ることができる。

ビーポストは、業務の卓越性の追求を不変の基本原則としている。業務の遂行方法を向上させて、新しい技

術を利用する。例えば、配達人全員にスマートフォンを携行させる予定であるが、その目的は単に通信手段と
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することだけではなく、キャッシュレス決済等、最先端のデジタル・イノベーションを実行するためのデバイ

スとして活用するためである。

小売：当社のネットワーク

当社は緻密な販売拠点網により、顧客との近接性を確保している。2018年末現在、販売拠点網は661ヶ所の郵

便局と674ヶ所のポストポイントで構成されている。カリブー！（Kariboo!）の拠点の統合により、現在ではベ

ルギーで最大となる2,300ヶ所の受け取りポイント網を有している。2018年には利用者数が郵便局（+0.1％）と

ポストポイント（+12.8％）の両方で増加し、43百万人を上回った。この増加の大半を支えたのは小包で、顧客

が当社の受け取りポイントでの小包の受け取りを選択することが多かったためである。

2018年には顧客サービスをさらに向上させるため、郵便局への投資を強化した。８ヶ所の郵便局は、オープ

ン・カウンターとATMを備えた最新のリテール・スペースに全面改装された。270ヶ所の郵便局で小包の保管ス

ペースが拡充され、31ヶ所でより広く、実用的な小包引き渡しスペースが設置された。さらに多くの構想もあ

る。当社はゲントに、鏡、ハンガー、長椅子等のある試着室を設置した新しい郵便局を開設した。顧客は小包

を受け取るとすぐに靴や衣服を試着し、必要に応じて、カウンターに並ぶことなく、セルフスキャンを使って

商品を返品することができる。

また、郵便局のサービス品質にも十分に配慮している。例えば、2018年には顧客対応の87％を５分以内に処

理することができ、顧客に来店時の経験をレシートを使ってオンラインで評価してもらうプロジェクトを開始

した。

2018年には郵便局でJIM Mobile、遊園地のチケット、ボンゴ・ブランドの贈答用バウチャー、ギフト・カー

ド等、多くの新商品の販売を開始した。ビーポスト・バンクは投資商品の売上で過去２番目に好調な年とな

り、住宅ローン販売は30％増加した。当社は引き続き、ポストポイントでウェスタン・ユニオン（Western

Union）のサービスを展開し、新たなビーペイド（bpaid）カードとプリペイドカードを商品に追加した。これ

は、商品とサービスを顧客により近づけて、利用しやすさを向上させる当社の戦略に沿ったものである。

当社の切手に関する努力も報われた。ビーポストが発行したトゥルネーの「トル橋（Pont des Trous）」の

切手は、2018年の欧州で最も美しい切手の賞を受賞した。これは、郵便事業者に授与されるPostEuropの年次切

手デザイン賞である。

利便性：ウビウェイ（UBIWAY）

新聞販売店舗数の減少を考慮し、ウビウェイ・リテール（Ubiway Retail）は、１ヶ所の販売拠点でより多く

の商品及びサービスを提供する新しい小売コンセプトに注力している。これは、顧客が貴重な時間をより効率

的に管理する上で役立つ。こうしたニーズの変化に高品質の商品とカスタマイズされたサービスで迅速に対応

することが極めて重要である。そのためには典型的な新聞販売店からコンビニエンス・ストア・タイプの店舗

に移行することが不可欠である。キーワードは多様化、進化及びイノベーションである。2017年以降、多くの

店舗が全面的な転換を行った。

ウビウェイ・リテールは出版物、小売、コンビニ事業における４つの強力なチェーンを運営する企業であ

る。

・　プレス・ショップ（Press Shop）：出版物、たばこ商品、スナック、書籍、宝くじ券等、従来の幅広い商

品を取り扱う新聞販売店。現在、プレス・ショップは150店近くの販売拠点を運営している。

・　リレイ（Relay）はニュースと利便性に明確な重点を置いた小売コンセプトである。リレイ・ショップは、

空港、鉄道の駅、地下鉄の駅等、交通機関のハブに立地している。

・　ハビズ（Hubiz）は、通勤者のニーズに合わせて、出版物、新鮮な食事、飲み物、野菜を取り揃えている。
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・　ハロー！（Hello!）は、朝、地下鉄に乗車する前に手軽なパン類、昼食のサンドウィッチ、又は翌朝のパ

ンを買う通勤者向けの商品を提供している。

従来の商品、出版物、たばこ、宝くじ券に加えて、主に食品や飲料に重点を置いている。ウビウェイ・リ

テールの店舗の多くは、冷たい飲料、ホット飲料、パック詰め食品、乳製品、果物の幅広い商品を取り扱って

いる。作り立てのサンドウィッチを販売する店舗もある。スマートフォンのアクセサリー、ギフト、商品券、

書籍（ベストセラー上位10冊等）、文具、玩具、電子たばこ等も幅広く取り扱っている。

2018年にベルギー鉄道は入札手続を経て、ウビウェイとの提携を承認した。リレイは店舗の改装を継続的に

進めており、新たにハビズの店舗18店が今後２～３年のうちに駅に開設される。

欧州及びアジアにおける小包・ロジスティクス

電子商取引の世界的な成長に伴い、小包配達サービス及び電子商取引のロジスティクス・チェーン全体を網

羅するサービスへの需要が大幅に高まっている。

ビーポストは、利用できる機会を捉えて、ベルギーとオランダでのラストワンマイルの小包配達、及び欧州

での電子商取引ロジスティクスにおけるトップ企業を目指す明確な意欲的目標を掲げている。

ベルギー及びオランダにおける小包

当社は2018年に国内小包の取扱量が過去最高を記録した。ビーポストの小包取扱量は１日平均235,000個で、

2017年と比較して23％増加した。取扱量は、クリスマスと新年にピークに達し、１日当たり417,000個と過去最

高となった。

ビーポストとDHLパーセル（DHL Parcel）は2018年以降、「ベネルクス・クーリエ」として、消費者とオンラ

イン・ショップの双方のために国境を越えるオンライン・ショッピングの簡略化、迅速化のために提携してき

た。集荷及び引き渡し、仕分け、配達並びに返品の業務を共同で行うことにより、国境を越えた電子商取引を

促進し、業務を簡略化する単一のロジスティクス・ソリューションをオンライン・ショップに提供し、より多

くの潜在的顧客への商品の販売を可能にしている。ベルギー人は頻繁に海外のウェブサイトでショッピングを

行う。このパートナーシップのおかげで、購入者はオランダのオンライン・ショップで前日の夜に注文した商

品についても、ビーポストの翌日配達を利用することができる。その逆もしかりであり、ビーポストの小包取

扱量をさらに増加させる要因となっている。

ビーポストは、重量やサイズが超過している、内容物が壊れやすい等の理由により、従来のネットワークで

は配達できない小包にもそのサービスを拡大する予定である。

配達の利便性

電子商取引を利用する消費者は、かつては主に実店舗で見つからない商品をオンラインで購入していたが、

現在では利便性を理由にオンラインで購入している。小包を顧客が希望する日時に、希望する場所へ配達する

ことが当社の小包戦略の中心的原則である。

大半の顧客は、依然として小包が自宅に配達されることを好むが、容易にアクセスできる小包受け取りポイ

ントの広範なネットワークを構築することは重要である。ビーポストは、郵便局、ポストポイント及びカリ

ブー！の所在場所に2,300ヶ所の受け取りポイントを設置し、こうしたニーズに容易に対応している。

ビーポストは、小売業者、消費者及び配送業者が利用できるキュービー（Cubee）の小包ロッカーのネット

ワークも展開している。現在、ベルギー全土にキュービーの小包ステーションが約180ヶ所、主にアクセスしや

すい場所に設置されている。最大規模のステーションに設置されたロッカー数は110個で、最小規模のところは

23個である。顧客はこのロッカーを小包の引き渡しと受け取りの両方の用途に利用することができる。
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配達小包を受け取れないことが依然として多くの顧客の不満の大きな原因の１つである。ビーポストは、顧

客のこうした不快な経験をなくすよう全力を尽くしている。2018年にはこの点について数々の重要な施策を実

施した。

・　顧客は、配達先住所を不在にする場合、自分で選択した近隣の家、受け取りポイントあるいは小包ステー

ション、又は自宅付近の安全で確実な場所等、希望する小包の配達場所を選ぶことができる。顧客は希望

場所をwww.bpost.be/mijnvoorkeuren上で登録することができる。誤解が生じることを防ぐため、近隣住宅

の具体的な住居番号を登録したり、自宅付近の安全で確実な場所の写真をアップロードしたりすることが

できる。このサービスは2017年末に初めて導入され、2018年により広範囲にわたって展開された。百万人

以上の顧客がすでに希望の配達場所を登録している。近隣の住宅を希望する人は25％、安全かつ確実な場

所を希望する人は25％（特に車庫や庭の倉庫）、受け取りポイントを希望する人は40％である。10％の顧

客は標準的な不在通知を希望している。

・　ビーポストは2018年にザランド（Zalando）と共同でスマート・テクノロジーの試験運用を行った。これ

は、小包を配達できるよう、顧客が遠隔操作で玄関のドアを開けられるようにするものである。スマー

ト・ロックとスマート・ベルの組み合わせにより、顧客はどこにいても玄関ドアを開閉するためのアプリ

を利用することができる。郵便配達員は小包を家の中に置いて、ドアを閉めて立ち去ることができる。

小包配達網の最適化

2017年に新ブリュッセルⅩ仕分けセンターで業務が開始された。電子商取引の驚異的な成長を考えると、こ

れは必須である。この施設では１日当たり最大300,000個の小包の仕分けが可能である。この仕分けセンターで

はいくつか初期の問題が発生したため、2018年に能力の最適な利用を徹底するための取り組みが必要となっ

た。クリスマスから新年にかけてのピーク時にすべての小包を予定どおり確実に処理するため、アントワープ

とシャルルロワの仕分けセンターで小包仕分け機を一時的に再稼働させた。

効率化のため、ビーポストは可能な限り、小包を郵便の通常配達の一環として届けることを目指している。

重量が重いか、かさばる小包、又は夜間の配達等、それが実行困難な場合は特別な小包便を手配する。

ビーポストは、小包チェーンの運営に常に十分な能力を確保するため、６ヶ所の小包センター（アントワー

プ、ブリュッセル、シャルルロワ、ゲント、リエージュ、オステンド）も使用している。

ダイナグループ（DynaGroup）

顧客は、カスタマイズされた小包サービスを要求するときがある。こうした要望に応えるため、ビーポスト

は配達人によって運営する従来型の標準的な配達網と、カスタマイズされた柔軟な配達サービスとを組み合わ

せたハイブリッド・ネットワークの構築に継続的に取り組んでいる。当社の子会社、ダイナグループ

（DynaGroup）はこの分野で特別な役割を担い、多くの場合、特定のブランド名で幅広いロジスティクス・サー

ビスを提供している。ダイナグループは、オランダとベルギーに７ヶ所のハブを有している。

ダイナフィクス（Dynafix）は、スマートフォンからコーヒーメーカー、コンピューターに至るまでの電子機

器の修理を行う。最近、ドローンも追加された。電子機器を集荷し、修理を行った上で顧客に返却し、設置も

行う。例えば、ダイナフィクスは故障したスマートフォンを顧客に24時間以内に返却可能というようなきめ細

やかなロジスティクスを提供する。さらにオランダの大手通信事業者の代理として店舗での修理も行ってい

る。

ダイナロジック（Dynalogic）は、きめ細かい小包配達サービスを提供する。顧客は小包の正確な配達時間と

場所を選択することができる。ダイナロジックは、サイズ（大型家電を含む。）、壊れやすい物（花等）、配

達先（アパートの３階、療養施設や病院の特定の部屋等）等理由を問わず、特別な配慮を必要とする小包に特
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化している。顧客は小包をリアルタイムで追跡できる。2018年にダイナロジックは、家電製品に特化した大手

小売チェーンと大型契約を締結し、そのブランド名で配達を行う予定である。

ダイナシュア（Dynasure）は、公共機関、銀行及び保険会社を対象に持続的で、安全かつ信頼性の高い専門

的サービスを提供している。ダイナシュアは保険会社にバックオフィス・サービスを提供し、保険金請求処理

から保険証書管理、コール・センター・サービスに至るまで、保険サービス全体の責務を請け負っている。

ダイナシュアはまた、パスポート、身分証明書、運転免許証といった重要文書の安全な配達も手がけてい

る。こうした文書は身分証明書をチェックして初めて引き渡される。また、顧客側で契約もまとめる。そのた

め、同社はISO 27001情報セキュリティ基準の認証を取得している。

ビーポストは2018年にレーン・メンケン・フードサービス・ロジスティクス（Leen Menken Foodservice

Logistics）の全株式を取得した。このオランダのファミリー企業は過去30年以上にわたって、生鮮食品と冷凍

食品の貯蔵、準備及び配達に関する専門的なノウハウを確立してきた。この取得はベネルクスにおける専門的

なロジスティクスの一層の成長達成を目指す当社の戦略の一環であり、コールドチェーン（低温流通体系）ロ

ジスティクスの継続的な発展を支えるものである。このことを考慮し、当社は同社と、当社の別の子会社であ

るバブル・ポスト（Bubble Post）の強みを１つの事業ユニット、ダイナフレッシュ（Dynafresh）に統合し

た。これは、法人顧客及び消費者を対象として、冷蔵貯蔵と冷蔵配達のフルフィルメント（業務受託）を併せ

て行う。

サービス

書信や小包といった既存のサービスと並行して、ビーポストは顧客特有のニーズに対応する革新的なサービ

スを継続的に提供している。その際に、当社は特に緻密なネットワークや毎日、地区を周り、地域社会の信用

と信頼を得ている配達人といった、強力な資産を利用している。

一方で、行政手続や業務運営プロセスを簡素化し、より使いやすくするサービスを提供している。こうした

サービスの多くは政府機関や公共部門向けサービスである。例えば、公的健康保険証の処理や配達、ナンバー

プレートの配達等である。ベルギー政府は、ビーポストに行政や交通違反の罰金支払を管理する業務も委託し

ている。当社は、ベルギー国内でのベルギー人及び外国人のドライバーの道路交通法違反者に対し、特別に設

計したポータル（www.trafficfines.be）を通じて罰金の徴収を促進している。

また、人々の日常生活への日々の関わり合いを活かしたサービスも実施している。それを明確に示す例とし

て、「ビークロース（bclose）」が挙げられる。これは配達人が配達時に弱い立場にある高齢者を見守り、高

齢者が社会的に孤立していないことを地域の社会福祉事業が判断することを支援するものである。

2018年も引き続き、建築許可証が発行条件のとおりに見えるように表示されていることを確認した。

全国で見られる当社のワゴン車もインスピレーションの源である。多くの車に大気の質を計測し、気象デー

タを収集するためのセンサーが搭載されている。2018年にはすべての道路標識の一覧作成のために郵便配達用

ワゴン車にカメラを搭載するバイロット・プロジェクトも開始した。

電子商取引に関するロジスティクス

ビーポストは、顧客に確固とした国際的な価値ある提案を行うため、急速に成長しつつある電子商取引のロ

ジスティクス・サプライ・チェーンの確保に全力を尽くしている。

2018年には、アクティブ・アンツを取得することにより、欧州、特にベネルクスにおける電子フルフィルメ

ント（業務受託）戦略をさらに一歩前進させた。これによって、当社は電子商取引のロジスティクス活動の成

長を促進することが可能となる。アクティブ・アンツは、オランダで成長を遂げている電子フルフィルメント

（業務受託）企業で、ベネルクスの中小企業に受注管理、梱包・発送、配達、返品、カスタマー・ケアのサー
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ビスを提供している。同社は、急速な成長、卓越した顧客サービス、魅力的で極めて革新的な技術に高い定評

がある。

アクティブ・アンツが加わったことにより、ビーポストは欧州の７ヶ所の既存のフルフィルメント（業務受

託）センターで成功している活動を足がかりとして業務を行っている。

北米における小包・ロジスティクス

北米における電子商取引活動、ロジスティクス・サービスの提供及び国際小包事業はビーポストの成長を牽

引する原動力である。当社は、ラディアルにこの有望な市場における主導的な役割を担わせることを目指して

いる。電子商取引は米国の小売事業全体の約15％を占め、売上高は5,400億ドルである。2018年に、ラディアル

は顧客を事業の中心に据えることによって、顧客の維持と新規契約の獲得を促進することに注力した。

ラディアル（RADIAL）

ラディアルは、幅広いサービスを電子商取引ロジスティクス・チェーン全体を通じて販売している。効率的

なフルフィルメント（業務受託）と配達の選択肢、インターネット上の不正検出と決済処理、及びカスタマイ

ズされたカスタマー・ケアを基本とする、ラディアルのオムニチャネル・サービスにより、需要に見合った供

給が可能になる。ラディアルは数多くの小売業者や有名ブランドと提携して、ネット広告からアクセスする

ネットショッピングを簡素化し、顧客満足度を高めている。ラディアルは、小売業者やブランドのサプライ・

チェーンにフレキシビリティとスケーラビリティをもたらし、発注から配送までの流れの中で最適な方法、最

適な時期、最適な場所を提供する。

ラディアルの成功は、その顧客の成功にかかっている。このことを念頭に置いて、ラディアルは顧客をすべ

ての事業の中心に据えることを2018年の最重要目標とした。ラディアルの理念が、「顧客の成功を手助けす

る」であることは当然である。これは、特に顧客のニーズが何であるかを正確に把握し、市場を追跡するに十

分な柔軟性を備えることを意味する。

ラディアルの顧客ポートフォリオには数多くの大手電子商取引企業が含まれ、注文処理件数は107百万件、カ

スタマー・ケア案件数は14.5百万件に達している。しかし、ラディアルは真のパートナーとして共に成長する

ことができる、新たな顧客もターゲットとしている。ラディアルの顧客で最も大きな比率を占めるのは衣服、

靴、アクセサリー等のファッション、ヘルス及び美容、スポーツ用品分野の企業である。

支払、税金及び不正行為

ラディアルは、円滑な顧客体験を提供し、不正リスクを排除し、売上成約数を最大化するため、電子商取引

の決済、不正行為の管理及び税額計算サービスを提供している。

・　支払：ラディアルは支払の処理と決済を行い、いかなる紛争にも対処する。購入者の支払能力確認のため

の検査も行う。

・　不正行為への対処：不正行為の検出は、ラディアルが機械学習、ビッグデータ、及び人間の知識をバラン

スよく組み合わせ、試行を重ねて成功している活動である。ラディアルは注文が拒否される割合が１％未

満と、業界最高の承認率を誇り、ラディアルの顧客をいかなる財務リスクにさらすこともない。

・　税金：ラディアルは、注文した場所、出荷の方法等、一連のパラメーターに基づいて加算される税（国に

よって異なる。）を計算する。購入者と販売業者は双方とも出荷時に税金の納付額がわかるため、双方と

も後になって想定外の金額に不快な思いをすることがない。

これらのサービスはいずれも、顧客にラディアルとの取引を促す誘引となる大きな利点である。ラディア

ルはまた、様々なセキュリティ・チェックはあるものの、不正問題に関してリスクも取っている。

オムニチャネル技術
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シームレスで均一化されたブランド体験へのニーズを考慮すると、販売業者にとって、高度な注文管理及び

フルフィルメント（業務受託）機能を備えた、多様なデジタル・チャネルや物理的チャネル、オンライン・ス

トア、実店舗でのサービス提供が可能であることは極めて重要である。消費者は、オンラインで買い物をし、

都合のよいときに注文商品を受け取ることを望んでいる。

それには、小売業者の注文チャネル、フルフィルメント（業務受託）及び配達をシームレスに結びつけるシ

ステムが必要である。これこそまさにラディアルのオムニチャネル技術が提供するものである。その技術はす

べての顧客の注文、在庫、配送センター、店舗、サプライヤーをシームレスに調整された単一のネット広告か

らアクセスするネットショッピングに結び付ける。2018年にラディアルは様々な注文管理サービスを単一シス

テムであるラディアル・オーダー・マネジメント（Radial Order Management）に統合することを決定した。セ

ルフサービスのユーザー・インターフェースと統合の可能性はspeed to market（迅速な市場投入）の確保にも

役立ち、顧客は数週間以内に稼働を開始することができる。

ラディアル・オーダー・マネジメントでは、入手可能な商品のみが確実に注文チャネルに表示される。さら

に、オンライン小売業者は注文管理をコントロールすることができる。オンライン小売業者は、顧客に最も近

い拠点から、最も安価な方法又は在庫に応じて、受けた注文をどのように履行するか選択できる。実店舗の顧

客用に確保する在庫数に対し、オンラインで販売する商品の在庫数をどれだけ確保するかを決めることもでき

る。購入者がオンラインで注文し、実店舗に返品した場合も、返品された商品をシステムに再び投入すること

ができる。

ラディアル・オーダー・マネジメントが、「シップ・フロム・ストア（ship-from-store）」（オンラインで

受注した商品を同一の販売拠点で準備及び出荷する。）、「インストア・ピックアップ（in-store pickup）」

（オンラインで受注した商品の準備と顧客の受け取りを販売拠点で行う。）、「シップ・トゥー・ストア

（ship-to-store）」（受注した商品は別の場所で準備されて販売拠点に出荷され、そこで顧客が受け取る。）

等、多様で柔軟な選択肢を提供することで、顧客は自社の店舗をフルフィルメント（業務受託）センターとし

て使用できる。ラディアルは先頃、「アソシエイト・デリバリー（associate delivery）」（注文商品は店舗

で準備され、店員が同日中に注文商品を直接顧客に配達する。）を可能にするサービスも導入した。これに

よってオンライン小売業者は注文商品を顧客に届ける方法を幅広い選択肢から選ぶことができる一方で、引き

続き店舗を顧客との接点として機能させることが可能になる。

ラディアル・オーダー・マネジメントにより、オンライン小売業者は、卸売業者又はメーカーが在庫として

持っている商品をオンラインで販売する「直送（drop-ship）」を行うことも可能になる。注文はこの第三者に

転送され、その会社が商品をエンドユーザーに出荷する。

さらにオンライン小売業者は、ラディアル・オーダー・マネジメントを利用して独自のレポートと分析を作

成し、注文品についてより精密な洞察（数量、種類、拠点等）を行うことができる。機械学習アルゴリズムを

通じて過去のデータを使った需要予測や在庫最適化等に関する予測レポートを作成し、業者に対して目標達成

のための最善の事業計画についての情報を提供することもできる。

フルフィルメント（業務受託）及びサプライ・チェーン・サービス

言うまでもなく、ラディアルは自社のサイトからフルフィルメント（業務受託）サービスを提供している。

顧客の注文は、百万平方メートル以上の広さを持つフルフィルメント（業務受託）設備、革新技術及びカスタ

マイズされた輸送サービスを活用して、シームレスなプロセスを通じて処理及び出荷される。注文が一定の通

常のペースで入る時期でも、クリスマスや販促キャンペーン等のピーク時でも同様である。

ラディアルは、全米に20ヶ所のフルフィルメント（業務受託）センターを開設している（カナダには１ヶ

所）。１つを除きすべてのセンターが多様な商品を顧客に提供し、いつでもチームの人数の最適化を可能にし

ている。この事業活動のスケーラビリティによって、ラディアルの顧客は販促やピーク時に速やかに対応でき
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る。念頭に置いておかなければならない重要なことは、ブラック・フライデーやサイバー・マンデーに注文数

が５倍に増加する可能性があるということである。こうした取扱量の急激な増加に対処するため、ラディアル

は極めて堅固なプロセス及び常勤社員と臨時社員の強力な組み合わせに頼ることができる。

2018年に新しい種類の商品提供を開始した。これは一種の「ポップアップ（pop-up）」ストアで、フルフィ

ルメント（業務受託）センターの利用可能な能力を短期的な販促におけるロジスティクスのサポートに利用す

るものである。例えば、ラディアルはボディ・ケア及びヘルス商品を取り扱う大手企業のために約百万個の香

り付きろうそくのオンライン販売にロジスティクス・サービスを提供した。

2018年にはフルフィルメント（業務受託）センターでの注文商品の選定及び収集を円滑に進めるための新技

術の試験運用を行った。直感で理解できるデバイスにより、新入社員がこつを学ぶのに必要な時間が短縮され

る。つまり、特にピーク時に新入社員をより迅速に配置することができるようになる。2018年にはメガネ型ス

マート・デバイスの実験さえも行った。

ラディアルは、顧客が選択できるフルフィルメント（業務受託）サービスの全メニューと選択肢を提供して

いる。顧客は、荷物の中身により、また必要に応じて注文商品の包装方法、サンプルやバウチャーを付けるか

どうかを選択することができる。商品は、例えばメッセージを添えたり、購入者のイニシャルを刺繍又は印刷

したりすることによってカスタマイズすることもできる。

ラディアルは、出荷及び配達に関して、全国規模の大手郵便・配送業者から小規模な地域の業者に至るまで

様々なパートナーと提携している。パートナーの選定は、顧客について定めた一連のパラメーターと要件を基

準に行う。スピード、重量及び配送先の３つが重要な基準となるが、正確な配達時間、受取人の署名を必要と

する配達、保険、追跡（トラック＆トレース）、メールでの通知等の付加価値サービスも考慮する。ラディア

ルの顧客は、自社の顧客の希望に応じて、一連のメニューから必要な配達オプションを選択することができ

る。ラディアルは、苦情の処理等、郵便会社との関係全体に対応するため、顧客はそれぞれの得意分野に集中

することができる。

返品に関しては、ラディアルは顧客の具体的なルールと要件を遵守している。顧客の希望に沿って、返品さ

れた商品が破損していないか、紛失したものはないかを確認するための検査を行う。

カスタマー・ケア

ラディアルは大手ブランドを代行してカスタマー・ケア・サービスも行っている。すべての顧客との円滑な

やりとりを徹底するために最先端技術を活用している。

そのためにラディアルは４ヶ所のコール・センターを運営している。オペレーター総数は平均1,300人である

が、ピーク時には必要に応じて3,800人まで増員される。センターは2018年に14.5百万件の顧客からの問い合わ

せを記録した。３件に２件は電話であるが、電子メールやチャットの割合が増加し続けている。2018年、ラ

ディアルはテキスト・メッセージ・サービスを開始した。カスタマー・ケア・サービスは３ヶ国語（英語、ス

ペイン語、フランス語）で週７日24時間利用可能である。

ラディアルは、以下のような多様なサービスを提供する。

・　販売前のサービス：注文のサポート、商品に関する情報（原材料、構成、大きさ）、支払のサポート、顧

客の代理として発注（注文の取り消し）

・　注文のフォローアップ：注文状況、予想配達時間等に関する情報

・　アフター・サービス：苦情の処理、返品のサポート、ロイヤルティ・プログラムに関する情報、満足度調

査等

最終的にニーズと出費に応じてどのサービスを購入するかを決めるのはラディアルの顧客である。その上で

対応時間、品質等のパフォーマンス基準を定める、サービス・レベル契約を締結する。
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ラディアルは、顧客がそれぞれの顧客と長期的な関係を築くのを手助けしたいと考えている。コール・セン

ターのオペレーターは代理を務めるブランドに溶け込み、真のアンバサダーになっている。これが成功の鍵で

ある。

グループ会社

　主要な子会社の事業活動は以下のとおりである。

－　ユーロ-スプリンターズ（Euro-Sprinters）は、特急宅配サービスを中核としたビーポストの特別物流網を

運営している。

－　スペオス・ベルギー（Speos Belgium）は、顧客の発送書類のフローを管理しており、請求書、銀行取引明

細書及び給与明細書等の財務及び管理文書の業務委託を専門としている。サービスとしては、書類作成、

印刷（白黒及びフルカラー）及び封入、電子配送（電子メール、zoomit（ネットバンキング・ツール）、

ウェブサービス）並びに保管等を行っている。また、スペオスは自身の印刷会社で企業向けのバックアッ

プ及びピーク時サービスも提供している。さらに、スペオスは専用包括サービス（例えば欧州連合ナン

バープレート等）も提供している。

－　サーティポスト（Certipost）は、文書セキュリティ及びデジタル認証事業並びにベルギー政府の電子認証

事業（e-ID）を行っている。

－　米国を拠点とするメール・サービシズ・インコーポレイテッド（Mail Services Incorporated）（MSI）

は、国際的な郵便物の混載業者であり、主として海外向け国際配送商品を提供している。2018年、IMEXグ

ローバル・ソリューションズ（IMEX Global Solutions）とM.A.I.L.が買収され、MSIとともにメール・グ

ループとして営業を開始した。IMEXグローバル・ソリューションズは米国のサードパーティー・ロジス

ティクス企業であり、国内外向けの出版物・郵便物配達業務を行っている。M.A.I.L.は小売業者／オンラ

イン小売業者のための郵便物／カタログ配送、メールルーム・サービス業務、小包配送業務に携わってい

る。

－　ランドマーク・グローバル（UK）（Landmark Global (UK)）は、英国を拠点とする郵便、小包及び輸送会

社で、英国市場にグローバル・ロジスティクス・サービスを提供している。ヒースロー空港の近くに拠点

を構えるランドマーク・グローバル（UK）は、通関サービスとＸ線荷物検査サービスを提供することが可

能な保税施設を有している。ランドマーク・グローバル（UK）は、世界各地の他のビーポストのグループ

会社のための国内宛及び国外宛両方におけるゲートウェイとしての機能を担っている。

－　ランドマーク・グローバル（UK）を通じて、ビーポストはアジアで活発に事業展開している。シンガポー

ルではビーポスト・シンガポール・ピーティーイー（bpost Singapore Pte）を通じて、香港ではビーポ

スト・ホンコン（bpost Hong Kong）を通じて活動している。両社はもともと、金融関連文書の配達に力

を入れていたが、ビーポストは、ビーポスト・ホンコンに配達とロジスティクスの総合的サービス（国際

郵便・小包や電子商取引のフルフィルメント（業務受託）を含む。）を提供させるために再編成を進めて

いる。両社の顧客は銀行、保険会社、資産運用会社、出版・印刷会社の各業種に広がっている。MSIと同

様、外国の電子商取引関連企業から小包を直接集荷し、欧州と他の地域における配達を担うことに重点を

置いている。ビーポスト・インターナショナル・ロジスティクス（ベイジン）カンパニー（bpost

International Logistics (Beijing) Co.）は、ビーポスト・ホンコンの関連会社であり、北京（中国）

に設立されている。同社は、総合的な国際小包配送サービスを中国のオンライン小売業者と混載業者に提

供しており、欧州や世界の他地域の購入者への小包の配達に重点を置いている。主な活動地域は北京、上

海及び深センである。

－　米国を拠点とするランドマーク・グローバル（Landmark Global）及びカナダを拠点とするランドマーク・

トレード・サービシズ（Landmark Trade Services）は、大手国際小包混載業者であり、米国とカナダで
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活動している。両社は、米国を拠点とするオンライン小売業者から電子商取引の小包を集荷し、カナダ、

欧州及びオーストラリアで配送することに重点を置いている。同社はまた、電子商取引関連の顧客に対す

る様々なフルフィルメント（業務受託）サービスを米国全土で提供している。近年、同社は既存の顧客基

盤に向けて提供する物流サービスの種類を拡げている。

－　ランドマーク・グローバル（PL）（Landmark Global (PL)）は、フルフィルメント（業務受託）、物流及

び配送サービスを提供している。同社は西欧、中欧及び東欧において直販会社に対し物流及び配送業務を

展開している。

－　ランドマーク・グローバル（ネザーランズ）（Landmark Global (Netherlands)）は、欧州での商品販売を

目指す米国の顧客に対し輸入関連サービスを提供している。かかる業務には、通関手続き、倉庫保管、集

荷・梱包及び宅配が含まれる。ランドマーク・トレード・サービシズ（ネザーランズ）（Landmark Trade

Services (Netherlands)）は、ランドマーク・グローバル（ネザーランズ）から独立した会社であり、米

国の新規顧客に対して欧州市場への参入について助言を行う。これには、通関／付加価値税手続の立上げ

や欧州各国での商品登録に関する助言が含まれる。

－　ランドマーク・トレード・サービシズ（UK）（Landmark Trade Services(UK)）は、英国市場への商品の輸

入関連手続きサービスを提供する。ロンドン・ヒースロー空港に隣接していることから、米国から英国へ

の空輸貨物の輸入サービスを提供するのに最適な環境を整えている。ランドマーク・トレード・サービシ

ズ USA（Landmark Trade Services USA）は、米国への輸入商品について輸入関連サービスを提供する。

－　フレイト・ディストリビューション・マネジメント・システムズ・ピーティーワイ（Freight

Distribution Management Systems PTY）及びエフディーエム・ウェアハウジング・ピーティーワイ（FDM

Warehousing PTY）は、オーストラリア国内で、個々の顧客に応じた倉庫保管サービス、フルフィルメン

ト（業務受託）サービス及び商品配送サービスの提供を専門としている。この事業は、サードパー

ティー・ロジスティクス（3PL）の倉庫保管、輸送及び配送サービスから構成されている。

－　アップル・エクスプレス・クーリエ・リミテッド（Apple Express Courier Ltd.）及びアップル・エクス

プレス・クーリエ・インク（Apple Express Courier Inc.）の業務は、カナダ及び米国内の顧客向け宅

配、輸送及びフルフィルメント（業務受託）から構成されている。

－　ウビウェイ・グループ（Ubiway Group）の事業は、出版物及び出版物以外の物流、並びに利便性と近接性

を備えた小売事業である。エーエムピー（AMP）はベルギーの出版物配送市場において、多くの販売拠点

を有し、多種類の出版物を配送する大手業者である。ウビウェイ・グループも、小包や付加価値のある電

子商取引サービスに関連した出版物以外の物流サービスを提供している。サードパーティー・ロジスティ

クス（サプライ・チェーン・サービス）やベルギー国内においてカリブー！（Kariboo!）ブランドの下で

のアクセスが自由な小包集荷配送拠点網はその一例である。利便性を備えた小売り関連では、バーノン

ヴィル（Burnonville）が小売業者に出版物や食品以外の（レジカウンター近辺に置かれるような）商品

の納入を行っている。ウビウェイ・リテール（Ubiway Retail）は、国内の出版物、たばこ、利便性を備

えた小売り市場において重要な役割を果たしており、そのネットワークでは、多くの店舗がプレス・

ショップ（Press Shop）、リレイ（Relay）、ハロー！（Hello!）、ハビズ（Hubiz）といったブランドの

下で運営されている。

－　ラディアル（Radial）は、ブランドや小売業者に小売顧客の期待を上回る利益をもたらすことができる、

電子商取引ロジスティクスおよびオムニチャネル技術サービスを総合的に提供する業界トップの業者であ

る。ラディアルのハイテクで強力なオムニチャネル・サービスは、効率の良いフルフィルメント（業務委

託）と輸送手段、インターネット上の不正行為対策、支払、及び税金対策、並びにカスタマイズされた顧

客に手厚いサービスを通じて小売業者と消費者を結びつける。また、ラディアルと提携を組む数多くの小

売業者やブランドは、ネット広告からアクセスするネットショッピングを簡素化し、顧客満足度を高めて
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いる。ラディアルは、小売業者やブランドのサプライ・チェーンにフレキシビリティとスケーラビリティ

をもたらし、発注から配送までの流れの中で最適な方法、最適な時期、最適な場所を提供する。

－　ダイナグループ（DynaGroup）は、電子機器の修理（スマートフォン、ドローンからコーヒーメーカーま

で）から、小型荷物（パスポートからスマートフォンまで（訪問時に契約を確定））及び大型消費財（大

型テレビ、洗濯機、家具の配達・設置等）のためのカスタマイズされた電子商取引配達サービスに至る特

化した物流サービス及びソフトウェアを提供している。

－　レーン・メンケン・フードサービシズ・ロジスティクス（Leen Menken Foodservices Logistics）は、電

子商取引向けに冷蔵・冷凍商品を配送する物流業者である。

－　アクティブ・アンツ（Active Ants）の業務は、電子商取引を行う企業向けに商品の保管・集荷・梱包、輸

送体系の編成、返品の取扱い及び発送業務で構成されている。
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４【関係会社の状況】

(１) 親会社

ａ．概要

　当社の主要な直接株主は、(ⅰ) ベルギー政府（24.13％）及び (ⅱ) ベルギー政府が所有するソシエ

テ・フェデラル・ドゥ・パルティシパシオン・エ・ダンヴェスティスマン／フェデラル・パーティシパー

シ－アン・インヴァステリングマーツシャピエ（Société Fédérale de Participations et d’

Investissement /Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij）（SFPI／FPIM）（26.91％）で

ある。ベルギー政府とSFPI/FPIMの所有合計は、当社の株主資本の51.04％となっている。

　すべての当社株式は、当社が自己株式として所有する場合を除き同一の議決権を有する。現在、当社は

自己株式を所有していない。

ｂ．ベルギー政府との関係

株主としてのベルギー政府

　ベルギー政府は、直接に及びSFPI／FPIMを通じた、ビーポストの大株主であり、ビーポスト株式の

51.04％を保有している。したがって、過半数の決議を要する株主総会におけるあらゆる決定を支配する力

を有する。

　ビーポストの株主としてのベルギー政府の権利は、コーポレート・ガバナンスの方針において定められ

ている（ビーポストのホームページで閲覧可能である。）。「第５ 提出会社の状況 －５ コーポレート・

ガバナンスの状況等」も参照のこと。

公的権威としてのベルギー政府

　ベルギー政府は、欧州連合とともに郵便事業における主な立法者である。国の規制当局であるIBPT／

BIPTは、ベルギーにおける郵便事業の主要な監督機関である。

顧客としてのベルギー政府

　ベルギー政府は、ビーポストの大口顧客の１つである。SGEI（一般的経済利益を有するサービス）関連

の報酬を含め、2018年のビーポストの総営業収益の10.2％はベルギー政府及びベルギー政府関連事業体に

帰属するものであった。

　ビーポストは、商業上の条件及びマネジメント契約の規定の双方に基づき、多くの省庁に郵便配達サー

ビスを提供している。

　ビーポストは、ベルギー政府から委託された郵便、金融及びその他公共サービスに及ぶ一般的な郵便業

務及びSGEI（一般的経済利益を有するサービス）を提供する。1991年法、2018年１月26日付郵便法、マネ

ジメント契約及び各種特権契約には、一般的な郵便業務及びSGEI（一般的経済利益を有するサービス）を

実施する際にビーポストが負う義務の履行並びに該当する場合にはベルギー政府が支払う金銭的な報酬に

関する規則及び条件が記載されている。

マネジメント契約に基づきビーポストに委託されているSGEI（一般的経済利益を有するサービス）に

は、小売販売網の維持管理、日常のSGEI（一般的経済利益を有するサービス）（すなわち、「店頭支払」

サービス及び年金・社会福祉手当の宅配）の提供、及び一定の特別SGEI（一般的経済利益を有するサービ

ス）（その性質上１回限り提供されるSGEI（一般的経済利益を有するサービス）である。）の提供が含ま

れている。特別SGEI（一般的経済利益を有するサービス）には、特に単身世帯又は最低保障世帯に関連し

た配達人の社会的役割（かかるサービスは、配達中の配達人が手持ちが可能な大きさの電子端末及び電子

IDカードを使用することで提供される。）、「プリーズ・ポストマン（Please Postman）」サービス、一
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般向け情報の配信、投票用紙小包の配達に関する協力、宛先特定及び宛先不特定の選挙関連印刷物の配

達、団体が発送する郵便物の特別料金での配達、料金受取人払制度に該当する書信郵便物の配達、選挙中

の参加費用の支払、制裁金の財務上及び行政上の処理、漁業許可証の印刷及び販売並びに切手の販売が含

まれる。

マネジメント契約に基づきビーポストに委託されるSGEI（一般的経済利益を有するサービス）は、公益

に関連した一定の目標達成を目的としている。地域的及び社会的な団結を確実にするために、ビーポスト

は1,300ヶ所以上の郵便サービス・ポイントから構成される小売販売網を維持しなければならず、そのうち

の650ヶ所以上が郵便局でなければならない。

マネジメント契約に基づき提供されるこれらのサービスの一部についての規制料金及びその他の条件

は、当社、ベルギー政府及び（関連ある場合には）関係当事者又は関係機関の間の実施契約において決定

される。

第５マネジメント契約は2015年12月31日に満了した。2015年12月３日、当社とベルギー政府は第６マネ

ジメント契約を締結した。第６マネジメント契約では、2020年12月31日までの５年間について上述のSGEI

（一般的経済利益を有するサービス）を継続して提供することが定められている。

　またビーポストは引き続き、新聞の早朝配達及び定期刊行物の配送に係るSGEI（一般的経済利益を有す

るサービス）も行っている。2015年12月31日までは、これらのサービスは第５マネジメント契約に基づい

て行なわれていた。欧州委員会に対するベルギー政府の確約に従って、これらのサービスに関し、競争力

があり、透明性が高く差別的ではない、市場に即した手続が行われ、それを受けて2015年10月にこれらの

業務の提供はビーポストが行なうことになった。その結果、2016年１月１日から、新聞及び定期刊行物の

配達／配送業務は、当社とベルギー政府との間で2015年11月に締結した特権契約に基づいて行われてい

る。

　2016年６月３日、欧州委員会は第６マネジメント契約並びに国家補助規則に基づく新聞及び定期刊行物

の配達／配送業務に係る特権契約を承認した（注）。

　　（注）　2016年10月、フランドル印刷業者連盟（La Fédération flamande des Vendeurs de Presse / Vlaamse Federatie van

Persverkopers）（VFP）は、EU第一審裁判所に対し欧州委員会の承認取消しを求める手続きを行った。2019年２月、EU

第一審裁判所は本件を棄却し、VFPの申立て手続きは中止された。

　ビーポストは、また、郵便サービスを規定する1970年１月12日付国王令（郵便金融サービスを規制する

2007年４月30日付国王令により改正。）及び郵便サービスを規制する1970年１月12日付国王令を改正する

2013年４月14日付国王令に基づき、ベルギー政府及び一定の公的組織に対し口座管理サービスを提供して

いる。

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）に関してビーポストに支払われた報酬は、2018年度は271.4百

万ユーロ（2017年度は270.0百万ユーロ）であった。「第６ 経理の状況 － １ 財務書類 － Ａ 連結財務

書類 － ６ 連結財務書類の注記」6.8を参照のこと。

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）に対する報酬は、純回避原価（NAC）方式による算定に基づい

ている。この算定技法は、（ⅰ）報酬がSGEI（一般的経済利益を有するサービス）の業務の提供に係る純

費用と、（ⅱ）SGEI（一般的経済利益を有するサービス）を行わない場合の純費用との差額に基づくと定

められている。

新聞及び定期刊行物の配達／配送に対する報酬は、定額の報酬と配達／配送量に基づく変動手数料で構

成されている。かかる報酬は事後検証を条件とし、NAC方式に準拠しなければならない。

2015年、ベルギー政府は、SGEI（一般的経済利益を有するサービス）に対する報酬を6.5百万ユーロ引き

下げることを一方的に決定した。ただし、ビーポストは自身の権利を留保し、貸倒債権として同額を計上

し、2018年12月末現在もそのまま計上している。当該貸倒債権計上額を含めると、2018年12月31日現在、
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SGEI（一般的経済利益を有するサービス）に係る報酬に関するベルギー政府への債権残高は107.6百万ユー

ロ（2017年12月31日現在は100.2百万ユーロ）であった。またビーポストは、ベルギー政府に対し、SGEI

（一般的経済利益を有するサービス）に対する報酬に関する5.4百万ユーロの銀行保証を提供している。

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）に対する報酬を除くと、ベルギー政府関連の顧客に提供した

サービスは、ビーポストの総営業利益の５％を上回ることはない。

ｃ．関連会社との関係

　ビーポスト・バンクは、ビーポストが50％の持分を有する関連会社である。ビーポスト・バンクのその

他の株主はBNPパリバ・フォルティス（BNP Paribas Fortis）であり、残る50％を所有している。

　銀行・保険業務の登録仲介業者としてビーポストは、ビーポスト・バンクに代わり銀行・保険商品を提

供している。さらに、質の高いサービスを提供する業者として、バックオフィス業務及びその他の付随

サービスをビーポスト・バンクに提供している。これに関する３社間の契約及び取決めは以下のとおりで

ある。

　ビーポストを通じてビーポスト・バンクが販売している主要銀行・保険商品は、当座預金口座、普通預

金口座、定期預金口座、BNPパリバ・フォルティスが提供する譲渡性預金証書及びファンド若しくは仕組み

商品、AGインシュアランス（AG Insuranse）が提供する損害及び／又は医療保険並びに「branch21」及び

「branch23」といった生命保険契約を含むアニュイティ型及びペンション型の年金保険商品である。

　2018年12月31日現在、ビーポスト・バンクは約735,000の当座預金口座と約909,000の普通預金口座を有

していた。すべての口座には、デビットカード、支払及び送金サービスの利用並びに郵便局の出納窓口又

はATMでの現金引出し等の基本サービスが含まれている。ビーポストはまた、マスターカードと提携した

ビーポスト・バンク・クレジット・カードを提供している。

　ビーポスト・バンクの対顧客貸出業務は、個人向けローン及び抵当貸付の提供・申し出から構成されて

いる。2018年12月31日現在、ビーポスト・バンクの貸借対照表に計上されている貸出金は、約4,936百万

ユーロであった。

　ビーポスト・バンクは、資産運用業務、プライベート・バンキング業務又は商業貸出業務は行っていな

い。
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(２) 子会社および関係会社

　2018年12月31日現在、当社は下記の子会社及び関連会社を直接又は間接的に所有している。

名称 所在地

直接又は

間接的

所有割合

議決権

所有割合 資本金 主な事業内容

 

ビーポスト・バンク・

エスエー／エヌヴィー

ブリュッセル、

ベルギー

50％ 50％ 225,000,000

ユーロ

銀行・

金融商品
 

アルテリス・エスエー／

エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 102,500,000

ユーロ

建物リース

（MSO仕分け

センター）

 

ランドマーク・グローバル

（ベルギー）エスエー／

エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 1,900,000

ユーロ

国際郵便

及び小包  

サーティポスト・エスエー／

エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 18,823,547

ユーロ

付加価値

サービス
 

ユーロ－スプリンターズ・

エスエー／エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 224,334

ユーロ

国際郵便

及び小包
 

シティデポ・エスエー／

エヌヴィー

ハッセルト、

ベルギー

100.0％ 99.7％ 61,500

ユーロ

都市部配達

サービス  

パーシファイ・エスエー／

エヌヴィー(注１)

アントワープ

ベルギー

100.0％ 100.0％ 1,098,628

ユーロ

国際郵便

及び小包
 

ランドマーク・グローバル

（PL）エスピー・ズィー・

オーオー

オジャルフ・マゾビ

エツキ

ポーランド

100.0％ 100.0％ 50,000

ズロチ

国際郵便

及び小包  

スペオス・ベルギー・エス

エー／エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 4,261,082

ユーロ

付加価値

サービス
 

メール・サービシズ・インク ボルチモア

メリーランド、米国

100.00％ 100.0％ 1,261,000

米ドル

国際郵便

及び小包
 

ランドマーク・グローバル

（UK）リミテッド

ヘストン

ミドルエセックス

英国

100.0％ 100.0％ 37,048,959

英ポンド

国際郵便

及び小包  

ビーポスト・ホンコン・

リミテッド

葵涌、香港 100.0％ 100.0％ 7,240,562

香港ドル

国際郵便

及び小包

ビーポスト・シンガポール・

ピーティーイー・リミテッド

ユーノス・テック

パーク

シンガポール

100.0％ 100.0％ 100,000

シンガポール

ドル

国際郵便

及び小包

ビーポスト・インターナショ

ナル・ロジスティクス（ベイ

ジン）・カンパニー・リミ

テッド

東城区、北京、中国 100.0％ 100.0％ 5,248,579

人民元

国際郵便

及び小包

ビーポスト US ホールディン

グス・インク

ウィルミントン、

デラウェア、米国

100.0％ 100.0％ 32,388,693

米ドル

国際郵便

及び小包

ランドマーク・グローバル・

インク

サクラメント、

カリフォルニア

米国

100.0％ 100.0％ 1,220,341

米ドル

小包・ロジス

ティクス
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ランドマーク・トレード・

サービシズ・リミテッド

ウィンザー、オンタ

リオ、カナダ

100.0％ 100.0％ 200

カナダドル

小包・ロジス

ティクス

ランドマーク・グローバル

（オーストラリア）ディスト

リビューション・ピーティー

ワイ・リミテッド

イースタン・クリー

ク、ニューサウス

ウェールズ

オーストラリア

100.0％ 100.0％ 102

豪ドル

小包・ロジス

ティクス

ランドマーク・グローバル

（ネザーランズ）ビーヴィー

オストウォルド、

オランダ

100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

ランドマーク・トレード・

サービシズ（ネザーランズ）

ビーヴィー

オーストウォルド、

オランダ

100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

ランドマーク・トレード・

サービシズ（UK）リミテッド

レディング、

バークシャー、英国

100.0％ 100.0％ 100

英ポンド

小包・ロジス

ティクス  

ランドマーク・トレード・

サービシズ USA インク

コンコード、ニュー

ハンプシャー、米国

100.0％ 100.0％ 150,251

米ドル

小包・ロジス

ティクス  

アップル・エクスプレス・

クーリエ・インク

ドラル、フロリダ

米国

100.0％ 100.0％ 100

米ドル

小包・ロジス

ティクス  

アップル・エクスプレス・

クーリエ・リミテッド

オタワ、オンタリオ

カナダ

100.0％ 100.0％ 22,122,931

カナダドル

小包・ロジス

ティクス  

フレイト・ディストリビュー

ション・マネジメント・シス

テムズ・ピーティーワイ・リ

ミテッド

イースタン・クリー

ク、ニューサウス

ウェールズ、オース

トラリア

100.0％ 100.0％ 2,226

豪ドル

小包・ロジス

ティクス
 

エフディーエム・ウエアハウ

ジング・ピーティーワイ・リ

ミテッド

イースタン・クリー

ク、ニューサウス

ウェールズ、オース

トラリア

100.0％ 100.0％ 3,490,446

豪ドル

小包・ロジス

ティクス
 

エーエムピー・エスエー／

エヌヴィー

ブリュッセル、

ベルギー

100.0％ 100.0％ 12,395,000

ユーロ

小売及び配送
 

バーノンヴィル・エスエー／

エヌヴイー

ブリュッセル、

ベルギー

100.0％ 100.0％ 62,000

ユーロ

小売及び配送
 

インポート・ラックス・バー

ノンヴィル。エスエーアール

エル

ヴィントホーフ、

ルクセンブルク

100.0％ 100.0％ 12,500

ユーロ

小売及び配送

 

アルファディス・エスエー／

エヌヴィー

ブリュッセル、

ベルギー

100.0％ 100.0％ 124,000

ユーロ

小売及び配送
 

ウビウェイ・エスエー／

エヌヴィー

ブリュッセル、

ベルギー

100.0％ 100.0％ 62,000

ユーロ

小売及び配送
 

ディストリスード・ベレン

ズ・エスエー／エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 868,000

ユーロ

小売及び配送
 

ウビウェイ・サービシズ・

エスエー／エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 23,163,110

ユーロ

小売及び配送
 

インターナショナル・ブーク

ハンデル・ディストリビュー

ティディーンスト・エス

エー／エヌヴィー

ウェフェルヘム

ベルギー

100.0％ 100.0％ 496,000

ユーロ

小売及び配送

 

ディストリデイール・

エスエー／エヌヴィー

ウェフェルヘム

ベルギー

100.0％ 100.0％ 496,000

ユーロ

小売及び配送
 

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

 45/431



ウビウェイ・リテール・

エスエー／エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 5,750,000

ユーロ

小売及び配送
 

カリブー！エスエー／

エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 62,000

ユーロ

小売及び配送
 

デ・ビューレン・インターナ

ショナル・ビーヴィー(注１)

ヘンゲロー

オランダ

51.0％ 51.0％ 125,000

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

デ・ビューレン・ネダーラン

ド・ビーヴィー (注１)

ヘンゲロー

オランダ

51.0％ 51.0％ 6,520,001

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

デ・ビューレン・アファール

ツェントルム・ビーヴィー

(注１)

ヘンゲロー

オランダ

51.0％ 51.0％ 18,000

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

デ・ビューレン・テクニー

ク・ビーヴィー (注１)

ヘンゲロー

オランダ

51.0％ 51.0％ 18,000

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

ドラフストラ・アウトマティ

セリング ・ビーヴィー(注１)

ヘンゲロー

オランダ

51.0％ 51.0％ 18,000

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

ヌールフェルバール・エヌエ

ル・ビーヴィー (注１)

ヘンゲロー

オランダ

51.0％ 51.0％ 18,000

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

デ・ビューレン・ベルギー・

エスエー／エヌヴィー (注１)

シント‐カーテライ

ネ・ワーフェル、

ベルギー

51.0％ 51.0％ 1,000,000

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

デ・ビューレン・ファイナン

シャル・ビーヴィー

ヘンゲロ―

オランダ

51.0％ 51.0％ 10,000ユーロ 金融持株会社
 

バブル・ポスト・エスエー／

エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 4,638,180

ユーロ

小売及び配送
 

バブル・ポスト・ビーヴィー

(注２)

ブレダ、オランダ ― ― 1ユーロ 小売及び配送
 

パーシファイ・ビーヴィー

(注２)

アムステルダム

オランダ

― ― 1ユーロ 小売及び配送
 

ウェルカム・メディア・

エスエー／エヌヴィー

ブリュッセル

ベルギー

100.0％ 100.0％ 760,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ダイナグループ・ビーヴィー ヌト、オランダ 100.0％ 100.0％ 215,100

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ダイナフィクス・リペア・

ビーヴィー

ヌト、オランダ 100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ダイナロジック・ベネルク

ス・ビーヴィー

ヌト、オランダ 100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ダイナフィクス・ケア・

ビーヴィー

ヌト、オランダ 100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ダイナロジック・クーリエ・

ビーヴィー

ヌト、オランダ 100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ダイナフィクス・コンピュー

タ・リペア・ビーヴィー

ヌト、オランダ 100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ダイナシュア・ビーヴィー ヌト、オランダ 100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ダイナフィクス・オンサイ

ト・ビーヴィー

ヌト、オランダ 100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  
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ダイナリンク・ビーヴィー ヌト、オランダ 100.0％ 100.0％ 18,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ダイナロジック・ベルギー・

エヌヴィー

ボーム、ベルギー 100.0％ 100.0％ 62,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

ラディアル・ソリューション

ズ・ホンコン・リミテッド

中環、香港 100.0％ 100.0％ 270,275

香港ドル

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・ホールディング

ス・エルピー

ウィルミントン、

デラウェア、米国

100.0％ 100.0％ 803,214,845

米ドル

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・コマース・

インク

ウィルミントン、

デラウェア、米国

100.0％ 100.0％ -193,497,805

米ドル

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・サウス・

エルピー

ノースクロス、

ジョージア、米国

100.0％ 100.0％ 102,570,930

米ドル

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・インク ハリスバーグ、ペン

シルバニア、米国

100.0％ 100.0％ 498,630,005.02

米ドル

小包・ロジス

ティクス  

935 HQ アソシエイツ・

エルエルシー

ワシントン、

デラウェア、米国

100.0％ 100.0％ -4,460,161

米ドル

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・ルクセンブル

ク・エスエーアールエル

ルクセンブルク 100.0％ 100.0％ 102,724,062

米ドル

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・オムニチャネ

ル・テクノロジーズ・イン

ディア・プライベート・

リミテッド

チェンナイ、インド 100.0％ 100.0％ 70,289,840

インド・ルピー

小包・ロジス

ティクス
 

トレード・ポート・ドライ

ブ・エルエルシー

フランクフォート、

ケンタッキー、米国

100.0％ 100.0％ 12,760,577

米ドル

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・オムニチャネ

ル・インターナショナル・

エスエルユー

バルセロナ

スペイン

100.0％ 100.0％ 191,840

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・フルフィルメン

ト・ゲーエムベーハー

ハレ、ドイツ 100.0％ 100.0％ 2,412,787

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・ゲーエムベー

ハー

ハレ、ドイツ 100.0％ 100.0％ 41,142,436

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・コマース・

リミテッド

ロンドン、英国 100.0％ 100.0％ 13,179,567

英ポンド

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・ソリューション

ズ・シンガポール・ピーテー

イー・リミテッド

シンガポール 100.0％ 100.0％ 568,000

シンガポール・

ドル

小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・イーコマース

（シャンハイ）コーポレー

ション・リミテッド

黄浦区、上海、

中国

100.0％ 100.0％ 4,291,681

人民元

小包・ロジス

ティクス  

ビーポスト・ノース・アメリ

カ・ホールディングス・

インク

ウィルミントン、

デラウェア、米国

100.0％ 100.0％ 1,362,115,364

米ドル

金融持株会社

 

ラディアルIIIジーピー、

エルエルシー

ウィルミントン

デラウェア、米国

100.0％ 100.0％ ― 小包・ロジス

ティクス  

ラディアル・サウス・

ジーピー・エルエルシー

ウィルミントン、

デラウェア、米国

100.0％ 100.0％ ― 小包・ロジス

ティクス  
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アイメックス・グローバル・

ソリューションズ・エルエル

シー

CSC気付、リトル・

フォールス・ドライ

ブ251

ウィルミントン

デラウェア、米国

100.0％ 100.0％ 3,825,715

米ドル

小包・ロジス

ティクス

 

エムエイアイエル（メーリン

グ・アシスタンス・イン・ラ

ファイエット）インク

CSC気付、ノース・

ペンシルバニア・ス

トリート、インディ

アナポリス

インディアナ、米国

100.0％ 100.0％ 16,930

米ドル

小包・ロジス

ティクス

 

レーン・メンケン・フード

サービス・ロジスティクス・

ビーヴィー

ズーテルメール、

オランダ

100.0％ 100.0％ 330,000

ユーロ

付加価値サー

ビス  

アクティブ・アンツ・

ビーヴィー

ニーウェガイン、

オランダ

63.6％ 63.6％ 31,800

ユーロ

小包・ロジス

ティクス  

アントヒル・ビーヴィー ニーウェガイン、

オランダ

63.6％ 63.6％ 24,700

ユーロ

小包・ロジス

ティクス

(注１) 完全連結

(注２) 2018年中に清算
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５【従業員の状況】

　2018年12月31日現在、ビーポストの従業員数は34,074人（2017年：33,992人）で、内訳は以下のとおりで

ある。

　・　法定従業員：9,509人（2017年：10,296人）

　・　契約従業員：24,565人（2017年：23,696人）

　フルタイム勤務に準ずる従業員の平均数は、2018年は31,201人（2017年：25,323人）であった。
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第３【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

ビジョン及び戦略

　ビーポストはこの数年間、好調な業績を達成し、ダイナミックな国際企業であり、業界を主導する郵便・小

包事業者になった。ビーポストは、今後も引き続き、変化する社会のニーズに合わせてカスタマイズしたラス

トワンマイル・サービス、卓越した顧客へのリーチ力及び持続的なユニバーサル・サービスを提供する革新性

と効率性に優れたベルギーの事業者となることを目標とする。また、ベネルクスの小包配達と欧州及び北米の

電子商取引ロジスティクス分野のトップ企業への道を順調に進んでいる。こうした野心的目標を達成するた

め、照準を絞った戦略を実行している。

当社のビジョン

　「郵便を越えて、ベルギーを拠点とする効率性に優れた電子商取引ロジスティクスのグローバル・プレイ

ヤーになること」

当社の戦略

　再定義されたビジョン2020により、ビーポストはベルギー及び海外の郵便業界で急速に進んでいる全面的な

転換に積極的に対応することが可能である。これを達成するため、ビーポストは３つの戦略目標に重点を置い

ている。

　1.　郵便・リテール

郵便、リテール及び公共サービスの効率的な事業者としての業務を継続する

ビーポストは顧客に信頼できるユニバーサル郵便サービスを提供し、顧客のニーズの変化に対応する差別

化された、幅広い郵便商品を届けることに全力を尽くす。この取り組みには、ベルギー国内の商業活動と郵

便事業活動の管理や販売拠点の運営も含まれる。

　2.　欧州及びアジアにおける小包・ロジスティクス

欧州及びアジアの小包・ロジスティクス事業の収益性を向上させる

当社は、本拠地であるベルギーとオランダにおける小包のラストワンマイル配達の成長を捉え続けたいと

考えている。ビーポストはまた、欧州の電子商取引に関するロジスティクス・ソリューションを成長させる

ことも目指している。

　3.　北米における小包・ロジスティクス

米国市場における電子商取引ロジスティクスでの成功に向けてラディアルの継続的な成長を目指す

北米の電子商取引活動、ロジスティクス・サービスの提供及び国境を越えた小包事業はビーポストの成長

を牽引する原動力である。当社は、ラディアルにこの有望な市場における主導的な役割を担わせることを目

指している。

２【事業等のリスク】

「第６ 経理の状況 － １ 財務書類 － Ａ 連結財務書類 － ６ 連結財務書類の注記」6.5を参照のこと。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　連結損益計算書

　以下の表はビーポストの2017年及び2018年の財務成績を表している。

12月31日に終了した事業年度 変化率

単位：百万ユーロ 2018年 2017年 2017年～2018年

売上高 3,774.4 2,972.2 27.0％

その他営業収益 75.8 51.6 46.9％

総営業収益 3,850.2 3,023.8 27.3％

原材料費 (257.5) (240.7) 7.0％

サービスその他の商品 (1,556.2) (972.8) 60.0％

人件費 (1,455.6) (1,206.7) 20.6％

その他営業費用 (9.8) (5.6) 74.2％

総営業費用（減価償却費及び償却費を除く） (3,279.1) (2,425.9) 35.2％

EBITDA 571.1 598.0 -4.5％

減価償却費及び償却費 (177.7) (105.1) 69.2％

営業活動に係る利益（EBIT） 393.4 492.9 -20.2％

金融収益 6.1 5.8 5.3％

金融費用 (29.9) (19.5) 53.4％

持分法による投資利益 11.5 9.6 19.9％

税引前利益 381.0 488.7 22.0％

法人所得税費用 (117.4) (165.8) -29.2％

当期利益(EAT) 263.6 322.9 -18.4％

総営業収益

　総営業収益は、3,023.8百万ユーロから826.4百万ユーロ（27.3％）増加して3,850.2百万ユーロとなった。こ

の増加は、小包（765.3百万ユーロ増。既存事業の国内小包の増加とロジスティクス・ソリューションにおける

ラディアルの統合の通年での貢献を要因とする。）に加え、追加収入源の増加（79.5百万ユーロ増）の主要因

である国際郵便におけるIMEX及びM.A.I.L.の統合によるものであった。これらの効果は、国内郵便（13.8百万

ユーロ）及びコーポレート（4.6百万ユーロ）の減少によって一部相殺された。
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　以下の表は商品ライン別の推移を表している。

12月31日に終了した事業年度 変化率

単位：百万ユーロ 2018年 2017年 2017年～2018年

国内郵便 1,339.5 1,353.4 -1.0％

通常郵便物 809.3 807.9 0.2％

広告郵便 244.2 252.9 -3.4％

出版物 286.0 292.6 -2.2％

小包 1,561.4 796.1 96.1％

国内小包 262.3 224.2 17.0％

国際小包 242.9 222.6 9.1％

ロジスティクス・ソリューション(1) 1,056.2 349.2 －

追加的収益源 911.0 831.5 9.6％

国際郵便 240.9 160.4 50.1％

付加価値サービス 110.7 101.5 9.0％

銀行・金融商品 167.1 182.6 -8.5％

配送 101.0 98.1 3.0％

小売及びその他 291.4 288.9 0.9％

コーポレート（調整カテゴリー） 38.3 42.9 -10.7％

合計 3,850.2 3,023.8 27.3％

注：

(1)　ロジスティクス・ソリューションは、2017年11月16日付で連結されたラディアルから構成されている。

国内郵便の収益は、2018年は13.8百万ユーロ減少して1,339.5百万ユーロとなった。基礎的取扱量が5.8％減

少した前年に比べて、報告取扱量及び基礎的取扱量はそれぞれ5.2％及び5.8％減少した。通常郵便物の取扱量

は引き続き電子的代替手段及び合理化の影響を受けたが、2018年１月１日からの規制対象外商品の値上げ、並

びに2018年３月１日からの対小口利用者バスケット料金の値上げを受けて、収益は1.4百万ユーロ増加した。

2018年10月14日に実施された選挙を除外すると、広告郵便は宛先不特定郵便の競争市場及び郵便（ダイレクト

メール）のメディアミックスの不利な変化の影響を受けた。当期の広告郵便の全体的取扱量は、通常郵便物及

び出版物のカテゴリーへの移行による影響を受けた。出版物の取扱量は、新聞が配送日の差異を除いて2017年

を上回る動向を示す一方、定期刊行物はデジタル化と合理化の影響を受けて3.8％減少した。

全体的な取扱量の減少は70.7百万ユーロであったが、料金及び構成（49.6百万ユーロ）の改善、営業日数の

増加による影響（2.0百万ユーロ）及びベルギーでの選挙実施による影響（5.2百万ユーロ）により、一部相殺

された。

小包の収益は765.3百万ユーロ増加して1,561.4百万ユーロとなった。かかる増加の要因は以下のとおりであ

る。

　・　国内小包取扱量の大幅増加。2017年の28.2％の増加に対し、2018年は23.3％増加した。この増加は、電

子商取引の着実な成長とオンラインのC2C商品提供によるものであった。値上げを顧客及び商品構成の進

化（小規模顧客に比べて大口だが低料金の大規模オンライン小売業者の急成長）の影響が上回ったた

め、価格ミックス効果は-5.1％という結果となった。全体として、国内小包は38.1百万ユーロの収益増

加に貢献した。

　・　国際小包の成長（20.3百万ユーロ増）。これは米国及び欧州、特に英国が要因となった。

　・　ロジスティクス・ソリューションの707.0百万ユーロの増加。これは主にラディアル統合の通年の影響及

びレーン・メンケン並びにアクティブ・アンツの統合が要因となった。

2018年の追加収入源の総営業収益は、79.5百万ユーロ増加して911.0百万ユーロとなった。IMEXとM.A.I.L.の

統合に加え、アジア及び国内宛郵便の取扱量増加は、国際郵便の増加（80.4百万ユーロ）につながった。さら
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にベルギー政府を代行する国境を越える課徴金の管理による付加価値サービスの増加（9.1百万ユーロ）、配送

（2.9百万ユーロ）の増加及び条件付対価の有利な展開（10.3百万ユーロ）を主な要因とする小売及びその他

（2.6百万ユーロ）の増加は、銀行・金融商品（15.5百万ユーロ）の収益減少により一部相殺された。銀行・金

融商品の減少の主な要因はベルギー政府に代わって管理している金融取引の収益減少及び低金利環境による

ビーポスト・バンクの貯蓄口座の手数料減少である。

コーポレート（調整カテゴリー）の総営業収益は、4.6百万ユーロ減少して38.3百万ユーロとなった。

営業費用（減価償却費を含む）

　減価償却費及び償却費並びに減損費用等を含む営業費用は3,456.8百万ユーロ（2017年は2,530.9百万ユー

ロ）となり、前年比で925.9百万ユーロの増加となった。そのうち、827.9百万ユーロは新規子会社の統合によ

るものであった。これらの子会社を除くと、営業費用は98.0百万ユーロの増加となった。原材料費（4.3百万

ユーロ）、及びその他営業費用（7.3百万ユーロ）の減少によるものだが、サービスその他の商品（74.8百万

ユーロ）、減価償却費及び償却費（22.6百万ユーロ）、並びに人件費（12.3百万ユーロ）の増加によって相殺

された。

原材料費

　原材料及び消耗品並びに転売商品等の原材料費は、16.8百万ユーロ増加して257.5百万ユーロとなった（2017

年は240.7百万ユーロ）。これは新規子会社の統合によるものであった。

サービスその他の商品

　サービスその他の商品に係る費用は583.3百万ユーロの増加となった。新規子会社の統合を除くと74.8百万

ユーロの増加であったが、これは主に輸送費（38.9百万ユーロ）、賃料・賃借費用（11.0百万ユーロ）、保険

料（5.8百万ユーロ）、エネルギー費用（4.4百万ユーロ）、その他サービス（3.7百万ユーロ）及び保守・修理

（3.0百万ユーロ）の増加によるものであった。

　なお、臨時雇用に関する費用は、人的資源の活用を示す有効な指標であるため、人件費とともに分析され

る。一定の従業員の自然減の場合には、組織再編や生産性の改善計画を見込んで、従業員は臨時雇用者によっ

て代替される。
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12月31日に終了した事業年度 変化率

単位：百万ユーロ 2018年 2017年 2017年～2018年

賃料・賃借費用 148.6 104.3 42.5％

保守・修理 108.3 86.9 24.6％

エネルギー配達 45.9 40.7 12.7％

その他商品 38.6 26.2 47.6％

郵便・通信費用 21.2 8.9 137.3％

保険料 19.7 11.8 67.7％

輸送費 686.8 374.2 83.5％

宣伝・広告費用 24.4 18.7 30.6％

コンサルタント費用 21.7 19.4 12.1％

臨時雇用に関する費用 192.5 107.1 79.8％

第三者への報酬・手数料 145.9 132.3 10.3％

その他サービス 102.6 42.4 142.0％

合計 1,556.2 972.8 60.0％

・　賃料・賃借費用は44.3百万ユーロ（新規子会社の統合を除くと11.0百万ユーロ）の増加となった。これは

主に新ブリュッセル仕分けセンター（NBX）と保有車両の増加によるものである。

・　保守・修理に関する費用の21.3百万ユーロの増加は、主に新規子会社の統合（18.3百万ユーロ）によるも

のであった。

・　エネルギー配達費用は5.2百万ユーロの増加となったが、新規子会社の統合を除くと4.4百万ユーロの増加

であった。これは主に燃料価格の上昇と保有車両の増加によるものである。

・　輸送費は686.8百万ユーロで、前年比312.6百万ユーロの増加となったが、その主な要因は範囲の変更

（273.7百万ユーロ）、国際活動の進展及び国内小包取扱量の増加であった。

・　臨時雇用に関する費用の増加は、新規子会社の統合によるものであった。これについては人件費の項目も

参照のこと。

・　その他サービスは60.2百万ユーロ増加した。これは主に新規子会社の統合（56.5百万ユーロ）によるもの

である。

人件費

　2018年の人件費（1,455.6百万ユーロ）及び臨時雇用に関する費用（192.5百万ユーロ）は1,648.1百万ユーロ

となった。人件費及び臨時雇用に関する費用は前年比で334.4百万ユーロの増加（人件費は249.0百万ユーロの

増加、臨時雇用に関する費用は85.4百万ユーロの増加）となったが、これは主に新規子会社の統合（314.6百万

ユーロ）により説明される。

　平均従業員数は、前年に比べてフルタイム勤務に準ずる従業員及び臨時雇用で9,203名分増加し、334.6百万

ユーロの追加費用が発生したが、これは新規子会社のフルタイム勤務に準ずる従業員及び臨時雇用の統合、小

包取扱量の増加及び欠勤によるもので、生産性の向上により一部相殺された。

　複合的なプラスの影響により12.3百万ユーロの費用が減少したが、これは主に補助配達人の採用によるもの

である。

　さらに、物価スライド制、功労報酬の増加、交通費給付の停止に関連した前年の非資金的利益（15.3百万

ユーロ）、及び前年の引当金の一部取り崩し(6.8百万ユーロ）は、グループの保険（2018年は10.9百万ユーロ

のプラス効果）、タックス・シフト及びストライキによる無給労働時間に関連したIAS第19号に基づく非資金的

利益により一部補填された。
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その他営業費用

　その他営業費用は対前年比で4.2百万ユーロ増加した。新規子会社の統合を除くと、その他営業費用は、主に

引当金の戻入れにより、7.3百万ユーロ減少した。

減価償却費及び償却費

　2018年の減価償却費及び償却費並びに減損費用は、72.7百万ユーロ（69.2％）増加して177.7百万ユーロと

なった（2017年は105.1百万ユーロ）。これは主に新規子会社の統合（50.0百万ユーロ増）によるものである。

後者は主にラディアルの減価償却費によるもので、過去の設備投資の影響を受けている。

EBIT

　新規子会社の影響を考慮に入れない場合、収益の増加は、サービス及びその他の商品、人件費、並びに減価

償却費及び償却費による費用の増加を下回った。その結果、新規子会社の統合を除くEBITは57.2百万ユーロ減

少し、全体で99.5百万ユーロ減少した。

金融費用（純額）

　金融費用（純額）は10.1百万ユーロ減少したが、これは主に借入金と債券の利息が増加したことによる。

持分法による投資利益

　持分法による投資利益はビーポスト・バンクに関連するものであり、1.9百万ユーロ増加して11.5百万ユーロ

となった。

法人所得税費用

　法人所得税費用は、2017年の165.8百万ユーロから2018年は117.4百万ユーロに減少した。ビーポストの実効

税率は、2017年の33.9％から2018年は30.8％に低下した。この減少は、ベルギーの法人税率が2017年の33.99％

から2018年に29.58％に引き下げられたことによる。2017年にベルギー及び米国の法人税制改革が実質的に施行

されたことから、ビーポストはこれらの新しい税制を考慮してIFRSに基づく繰延税金のポジションを計上し

た。その結果、2017年に7.0百万ユーロの税金費用につながった。
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(2)　財政状態計算書

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年
2017年

修正再表示 (1)
2017年

資産

非流動資産

有形固定資産 708.0 752.8 710.3

無形資産 874.9 890.4 910.6

関連会社に対する投資 251.2 329.2 329.2

投資不動産 18.7 5.7 5.7

繰延税金資産 31.5 31.4 31.5

営業債権及びその他の債権 11.2 9.4 9.4

1,895.7 2,018.8 1,996.6

流動資産

棚卸資産 36.9 39.1 39.1

未収法人所得税 5.7 1.6 1.6

営業債権及びその他の債権 712.0 714.9 719.4

現金及び現金同等物 680.1 466.0 466.0

1,434.7 1,221,6 1,226.6

売却目的保有資産 14.7 0.6 0.6

資産合計 3,345.1 3,241.0 3,223.3

資本及び負債

発行済資本金 364.0 364.0 364.0

準備金 271.4 310.1 310.1

為替換算差額 12.7 (11.5) (11.5)

利益剰余金 51.6 110.9 110.9

親会社の所有者に帰属する資本 699.7 773.5 773.5

非支配持分に帰属する資本 2.5 4.3 4.3

資本合計 702.3 777.8 777.8
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12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年
2017年

修正再表示
2017年

非流動負債

有利子負債 849.1 55.4 58.4

従業員給付 308.4 326.9 326.9

営業債務及びその他の債務 17.5 45.2 45.2

引当金 22.6 38.1 24.2

繰延税金負債 7.3 12.3 12.3

1,204.8 478.0 467.0

流動負債

有利子負債 175.7 699.9 699.9

引当金 16.8 28.4 21.2

未払法人所得税 21.4 38.6 39.3

デリバティブ商品 0.8 0.0 0.0

営業債務等 1,212.5 1,218.4 1,218.2

1,427.3 1,985.3 1,978.5

売却目的保有資産に直接関連した債務 10.8 0.0 0.0

負債合計 2,642.9 2,463.3 2,445.5

資本及び負債合計 3,345.1 3,241.0 3,223.3

注：

(1)　　ラディアルの取得原価配分後の比較情報を示すために修正再表示している。

予備的注記：2018年にラディアルの取得原価配分を完了した。そのため、2017年度財政状態計算書の数値は比

較情報を示すために修正再表示された。これ以降の差異は、別途記載のない限り、2018年度と2017年度の修正

再表示とを比較したものである。

資産

有形固定資産

　有形固定資産は752.8百万ユーロから44.8百万ユーロ減少し、708.0百万ユーロとなった。減少の主な要因は

以下のとおりである。

・　減価償却費及び減損は、前年（2017年は80.2百万ユーロ）より増加し、110.0百万ユーロ

・　売却（24.8百万ユーロ）－主に建物の売却に関連

・　売却目的保有資産への振替（1.2百万ユーロ）及び投資不動産への振替（13.0百万ユーロ）。以下によって

一部相殺

・　新規子会社の統合（9.2百万ユーロ）

・　仕分け及び印刷業務に関する生産設備（23.3百万ユーロ）、郵便及び小売販売網のインフラ（13.5百万

ユーロ）、ATM及びセキュリティ・インフラ（1.7百万ユーロ）、輸送関連インフラ（36.9百万ユーロ）並

びにIT及びその他インフラ（13.5百万ユーロ）に関連した取得（88.9百万ユーロ）

無形資産
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　無形資産は15.4百万ユーロ減少した。その主な要因は以下のとおりである。

・　デ・ビューレン、サーティポスト及びバブル・ポストののれんの減損（16.3百万ユーロ）を含む、償却費

及び減損（67.8百万ユーロ）

・　レーン・メンケン・フードサービス・ロジスティクス、IMEX、M.A.I.L.及びアクティブ・アンツの5.3百万

ユーロでの取得により一部補填

・　為替レートの変動（21.6百万ユーロ）

・　ソフトウェア及びライセンスへの投資（13.5百万ユーロ）、開発費の資産計上（12.7百万ユーロ）及びそ

の他の無形資産（0.4百万ユーロ）

関連会社に対する投資

　関連会社に対する投資は77.9百万ユーロ減少して251.2百万ユーロとなった。この減少は、主にビーポスト・

バンクがIAS第39号「金融商品：認識及び測定」に代えて、IFRS第９号「金融商品」を2018年１月１日付で採用

したことによる。その結果、債券ポートフォリオの大部分は、IAS第39号に基づく売却可能債券の区分からIFRS

第９号に基づく償却原価の区分に再分類され、それにより2018年１月１日現在のビーポスト・バンクの資本は

119.8百万ユーロ減少し、ビーポストの関連会社に対する投資は59.9百万ユーロ減少した。この減少は、その他

の包括利益に認識された債券ポートフォリオの未実現利益の減少（25.5百万ユーロ）によるもので、2017年12

月31日現在と比べた基準イールドカーブの平均２ベーシス・ポイント（bps）の上昇と、ビーポスト・バンクか

らの配当金受取額（4.0百万ユーロ）の減少を反映している。これは、ビーポストの持分法による投資利益

（11.5百万ユーロ）によって一部相殺された。2018年末現在、関連会社に対する投資は債券ポートフォリオに

ついて38.8百万ユーロの未実現利益（繰延税金控除後）を含み、これは関連会社に対する投資合計の15.4％に

当たる。未実現利益は債券の取得時の利回りに比べ金利が低下したことにより生じた。未実現利益は損益計算

書において認識されていないが、その他の包括利益として資本に直接認識されている。

投資不動産

　投資不動産は賃貸に供する面積が増加したため、2017年の5.7百万ユーロから2018年は18.7百万ユーロに増加

した。

繰延税金資産

　繰延税金資産は31.5百万ユーロとなった（2017年は31.4百万ユーロ）。これは主として従業員給付の会計上

の価額と税務基準額の一時差異に関連するものである。

棚卸資産

　棚卸資産は、わずかに減少して（2.1百万ユーロ減）、36.9百万ユーロとなった（2017年は39.1百万ユー

ロ）。

流動資産に含まれる営業債権及びその他の債権

　流動資産に含まれる営業債権及びその他の債権は前年とほぼ同水準であるが、わずかに減少（2.9百万ユーロ

減）して712.0百万ユーロとなった（2017年は714.9百万ユーロ）。これは営業債権は21.6百万ユーロ増加した

ものの、ラディアルの取得に関連する前年の債権残高からその他の債権が22.6百万ユーロ減少したことによ

る。

現金及び現金同等物
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　現金及び現金同等物は214.1百万ユーロ増加して680.1百万ユーロとなった。この増加は、主にフリー・

キャッシュ・フローの創出（241.2百万ユーロ）と、債券及びコマーシャル・ペーパーの発行によるもので、

262.0百万ユーロの配当金支払とラディアルの取得に関連したブリッジローンの返済によって一部相殺された。

資本及び負債

資本

　資本は2017年12月31日現在の777.8百万ユーロから75.5百万ユーロ（9.7％）減少し、2018年12月31日現在で

702.3百万ユーロとなった。実現利益（263.6百万ユーロ）及び在外営業活動体に係る為替換算差額（24.2百万

ユーロ）は、特にビーポスト・バンクでのIAS第39号に代わるIFRS第９号の採用による影響、ビーポスト・バン

クの債券ポートフォリオに関する公正価値調整額、配当金支払、及び債券のキャッシュ・フロー・リスクに対

するキャッシュ・フロー・ヘッジの実質部分（それぞれ59.9百万ユーロ、25.5百万ユーロ、262.0百万ユーロ

（５月に支払った１株当たり0.25ユーロの配当金総額及び12月に支払った１株当たり1.06ユーロの配当金総

額）、及び14.0百万ユーロ）によって相殺された。このキャッシュ・フロー・ヘッジ引当金は、発行日から８

年間の債券の償還期間にわたって損益に再分類される。

非流動負債に含まれる有利子負債

　非流動負債に含まれる有利子負債は、793.6百万ユーロ増加して849.1百万ユーロとなったが、これは主に、

申し込みが募集額の２倍となった発行総額650.0百万ユーロの８年満期1.25％利付債券の発行及び2021年９月満

期変動利付米ドル建ターム・ローン185.0百万ユーロの発行によるものである。これらの取引は、2017年11月の

ラディアル・ホールディングス・エルピー取得のための借り換えのためだった。ビーポストは為替換算差額リ

スクを軽減するために一部を米ドルで借り入れ、純投資ヘッジを行った。この増加は、欧州投資銀行のローン

の中の流動負債に振り替えられた部分に相当する9.1百万ユーロの減少によって一部相殺された。

従業員給付

12月31日現在

単位：百万ユーロ 2018年 2017年

退職後給付 (32.8) (50.7)

長期従業員給付 (113.5) (108.2)

早期退職給付 (8.5) (6.6)

早期退職給付 (153.5) (161.5)

合計 (308.4) (326.9)

　従業員給付は、2017年の326.9百万ユーロから18.6百万ユーロ（5.7％）減少し、2018年は308.4百万ユーロと

なった。この減少は主として以下の要因を反映している。

・　30.7百万ユーロの給付支払

・　数理計算上の事業利益（5.2百万ユーロ）、一部は想定インフレ率の更新によるもの。

・　追加的サービス費用（25.5百万ユーロ）、年金貯蓄日数に関連した振替（5.6百万ユーロ）、支払利息

（4.0百万ユーロ）、及び過去のサービス費用（10.9百万ユーロ）。後者は、IAS第19号に基づく、グルー

プ保険の非資金的利益による。

・　数理計算上の財務利益1.0百万ユーロは、割引率の変動によるものである。

・　再測定利益5.8百万ユーロ（税引前）は、その他の包括利益として認識されている退職後給付に関連するも

のである。
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　従業員給付に関連する繰延税金資産23.6百万ユーロを控除した後の正味の従業員給付債務額は、284.8百万

ユーロとなった（2017年は294.5百万ユーロ）。

非流動負債に含まれる営業債務及びその他の債務

　非流動負債に含まれる営業債務及びその他の債務は27.7百万ユーロ減少した（2017年は45.2百万ユーロ）。

これは主にダイナグループ及びデ・ビューレンの条件付対価の減少によるものである。

非流動負債に含まれる引当金

　非流動負債に含まれる引当金は、22.6百万ユーロとなった（2017年は24.2百万ユーロ。ラディアルの取得原

価配分調整後は38.1百万ユーロ）。

繰延税金負債

　繰延税金負債は、2017年の12.3百万ユーロから5.0百万ユーロ減少して、2018年は7.3百万ユーロとなった。

流動負債に含まれる有利子負債

　流動負債に含まれる有利子負債は524.2百万ユーロ減少して175.7百万ユーロとなった。これはラディアルの

取得のために2017年に締結したブリッジローンを返済したことによる。ブリッジローンは債券とターム・ロー

ンの発行によって借り換えを行った。この減少はコマーシャル・ペーパーの発行（165.1百万ユーロ）によって

一部相殺された。

流動負債に含まれる引当金

　流動負債に含まれる引当金は16.8百万ユーロ（2017年は21.2百万ユーロ。ラディアルの取得原価配分調整後

は28.4百万ユーロ）であった。

未払法人所得税

未払法人所得税は17.2百万ユーロ減少したが、この減少は主に税額の減少及び法人所得税予納額の増加による

ものである。

流動負債に含まれる営業債務及びその他の債務

　2018年の流動負債に含まれる営業債務及びその他の債務は5.8百万ユーロ減少し、1,212.5百万ユーロとなっ

た。この変動は主として営業債務の増加（38.0百万ユーロ増）によるもので、人件費及び社会保障料に係る債

務（14.7百万ユーロ減）、未払法人所得税（2.2百万ユーロ減）並びにその他の債務（27.0百万ユーロ減）の減

少により一部相殺された。その他の債務の減少は、主にダイナグループ及びFDMへの条件付対価（45.4百万ユー

ロ）の支払によるもので、ダイナグループの条件付対価を非流動性負債に含まれる営業債務及びその他の債務

から移行したことにより一部相殺された。

(3)　キャッシュ・フロー計算書

　2018年において、ビーポストは211.7百万ユーロの正味キャッシュ・フローを創出した。これは、2017年の

68.9百万ユーロの正味キャッシュ・アウトフローと比較して280.6百万ユーロの増加である。

　フリー・キャッシュ・フローは241.2百万ユーロで、前年比727.0百万ユーロの増加となった。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、2017年より95.8百万ユーロ増加して362.0百万ユーロのキャッシュ・

インフローとなった。営業活動によるキャッシュ・フローは、ビーポスト・バンクの配当金（-7.8百万ユー
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ロ）及びラディアルの顧客に対する回収金（-5.4百万ユーロ）の影響を受けた。これらの要素を除外すると、

運転資本の増加（+143.8百万ユーロ。主に顧客の残高の改善及び2017年のラディアル取得に関連した取引費用

の支払による。）は、経営成績の減少（-34.8百万ユーロ）により一部相殺された。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、2018年に120.8百万ユーロのキャッシュ・アウトフローとなった

（2017年は751.9百万ユーロ）。取得に関連したキャッシュ・アウトフローは、対前年比605.2百万ユーロ減少

した。建物の売却代金の増加（+31.5百万ユーロ）及び設備投資（+6.4百万ユーロ）の減少と相まってキャッ

シュ・アウトフローの減少に寄与した。これは2017年の投資有価証券（-12.0百万ユーロ）によって限定的に相

殺された。

　財務活動によるキャッシュ・フローは-29.5百万ユーロ（2017年は+416.8百万ユーロ）であった。2018年の債

券及びコマーシャル・ペーパーの発行、並びに2018年第３四半期に締結した借入が、ラディアル取得のための

ブリッジローンの返済、及び債券及び配当金に関連したプレヘッジのための金利スワップの解消を上回った。

2017年に財務活動によりキャッシュ・インフローを創出したが、これはラディアル取得のために締結したブ

リッジローンが配当金支払額を上回ったためである。

(4)　報告数値から平準化財務数値への調整

　ビーポストはまた、事業成績を平準化ベース、すなわち調整項目を調整して分析している。調整項目とは、

その非経常性ゆえに内部報告及び業績分析から除かれる多額の収入及び費用項目である。ビーポストは、収益

又は費用が調整項目に分類されるか否かの判断及び平準化された数値を保つために報告数値から除外されるに

足る重大性を有するか否かの判断に際し、一貫性のある手法を用いている。

　調整項目は、金額が20.0百万ユーロ以上である場合に重大性を有するとみなされる。事業の処分に関するす

べての損益は、その金額にかかわらず平準化され、買収に係るすべての取得原価配分（PPA）の会計上の非資金

的影響も同様である。収入からの平準化により計上された引当金の戻入れについても、その金額にかかわらず

平準化される。

　平準化後の業績は、IFRSに準拠したものではなく、監査も受けていない。他社の平準化後の数値は、ビーポ

ストとは異なる方法で算出している可能性があるため、比較可能とは限らない。平準化財務計算方法は、以下

のとおりである。
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損益計算書関連

営業収益

12月31日に終了した事業年度

単位：百万ユーロ
2018年 2017年

変化率
2017年～2018年

総営業収益 3,850.2 3,023.8 27.3％

平準化総営業収益 3,850.2 3,023.8 27.3％

営業費用

12月31日に終了した事業年度

単位：百万ユーロ
2018年 2017年

変化率
2017年～2018年

総営業費用（減価償却費及び償却費を除く） (3,279.1) (2,425.9) 35.2％

平準化総営業費用（減価償却費及び償却費を除く） (3,279.1) (2,425.9) 35.2％

EBITDA

12月31日に終了した事業年度

単位：百万ユーロ
2018年 2017年

変化率
2017年～2018年

EBITDA 571.1 598.0 -4.5％

平準化EBITDA 571.1 598.0 -4.5％

EBIT

12月31日に終了した事業年度

単位：百万ユーロ
2018年 2017年

変化率
2017年～2018年

営業活動に係る利益（EBIT） 393.4 492.9 -20.2％

取得原価配分（PPA）の非資金的影響額 (1) 30.9 8.7 252.9％

営業活動に係る平準化利益（平準化EBIT） 424.3 501.6 -15.4％

当期利益（EAT）

12月31日に終了した事業年度

単位：百万ユーロ
2018年 2017年

変化率
2017年～2018年

当期利益 263.6 322.9 -18.4％

取得原価配分（PPA）の非資金的影響額 (1) 26.8 6.3 324.8％

平準化当期利益（平準化EAT） 290.4 329.3 -11.8％

(1) IFRS第３号に従い、デ・ビューレン、ダイナグループ、ウビウェイ、ラディアル及びIMEXの取得原価配分（PPA）を通じ、ビーポスト

は様々な無形資産（商標、ノウハウ、顧客との関係等）を計上した。これらの無形資産に対する償却費用から構成される非資金的影響

は平準化されている。
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キャッシュ・フロー計算書関連

12月31日に終了した事業年度 変化率

単位：百万ユーロ 2018年 2017年 2017年～2018年

営業活動によるキャッシュ・フロー 362.0 266.1 36.0％

投資活動によるキャッシュ・フロー (120.8) (751.9) -83.9％

営業フリー・キャッシュ・フロー 241.2 (485.8) -149.6％

顧客からの徴収手取金 (9.7) (15.0) -35.8％

平準化営業フリー・キャッシュ・フロー 231.5 (500.8) -146.2％

　営業フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローから有形固定資産の取得（有形固

定資産の売却による収入を差し引いたもの。）、無形資産の取得、その他投資の取得及び子会社の取得による

支出の純額を差し引いたものに相当する。

　ラディアルが顧客を代行して請求及び支払の受領を行う場合がある。この取り決めの下、ラディアルは定期

的に請求金額を顧客に送金し、請求書、手数料及び過去の送金額に基づき、ラディアルに対する債務及び債権

を毎月顧客と決済する。平準化営業フリー・キャッシュ・フローは、ラディアルが顧客を代行して受領した

キャッシュを除外しているが、これはかかる支払の金額又は時期に対するラディアルの影響が全く、若しくは

ほとんどないためである。

(5)　IFRS基準に基づく連結純利益とベルギー会計基準に基づく個別純利益の調整

12月31日に終了した事業年度

単位：百万ユーロ 2018年 2017年

IFRS基準に基づく連結ベースの純利益 263.6 322.9

子会社の業績及び連結除外の影響 (1.7) (23.3)

減価償却費及び減損費用の差額 (2.2) (2.0)

引当金認識の差額 (1.4) (0.1)

IAS第19号の影響額 (21.3) (38.8)

無形資産の取得原価配分（PPA）の減価償却 30.9 8.7

繰延税金 (2.8) 20.3

その他 (2.8) 3.2

ベルギー会計基準に基づく個別ベースの純利益 262.3 291.0

　ベルギー会計基準に基づき算出されるビーポストの個別税引後利益は、IFRS基準に基づく連結税引後利益か

ら、以下の２段階を経て算出できる。

　第１段階でIFRS基準に基づく個別税引後利益を算出する。すなわち、

・　子会社の業績を控除する、すなわち子会社の税引後利益を控除する。

・　損益計算書上、子会社がビーポストに及ぼすその他のあらゆる影響（減損等）を控除し、かかる子会社か

らの配当金受取額を加算する。

　　以下の表は上述の影響の内訳を表している。

12月31日に終了した事業年度

単位：百万ユーロ 2018年 2017年

ベルギー国内の完全連結子会社の利益（現地会計基準による） (6.1) (11.8)

外国子会社の利益（現地会計基準による） 59.5 (25.1)

持分法による投資損益（現地会計基準による） (12.1) (13.0)
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その他連結除外による影響 (43.1) 26.6

合計 (1.7) (23.3)

・　2017年との比較による2018年のその他連結除外による影響の変化は、主に法令上の減損の解消によるもの

であり、主に外国子会社の業績低下と条件付対価の利益増加を相殺した。

　第２段階では、IFRS基準の数値からベルギー会計基準の数値を算出するが、これは現地の会計基準に基づく

数値に対して行われたIFRS基準による調整をすべて戻すことにより得られる。かかる調整には以下の項目が含

まれるがこれらに限定されない。

・　減価償却費及び減損処理の差異。ベルギー会計基準では、IFRSとは異なる固定資産の耐用年数（及び減価

償却率）が認められている。ベルギー会計基準ではのれんは償却されるが、IFRSではのれんの減損テスト

が求められる。また、IFRSでは、ベルギー会計基準とは異なる条件に基づく無形資産の貸借対照表への計

上が認められている。

・　引当金の認識は、ベルギー会計基準とIFRSでは異なる基準に従う。

・　IFRSでは、従業員に対する将来的な債務はすべてIAS第19号に基づき負債として計上することが求められる

が、ベルギー会計基準ではそのような義務はない。IFRS基準に基づく負債の変動は、ビーポストの損益計

算書上で人件費（2017年の41.7百万ユーロに対し2018年は21.2百万ユーロ）又は引当金（2017年の3.2百万

ユーロに対し2018年は3.1百万ユーロ）に反映される。ただし、財務成績として計上された将来債務に関す

る割引率の変動の影響は除く（2017年のマイナス6.0百万ユーロに対し2018年はマイナス3.0百万ユー

ロ）。

・　2018年のIAS第19号に係る差異は、2017年と比べると、主としてビーポストの退職従業員のための交通費給

付の削減を受けた前年の従業員給付関連の非資金的金融費用の増加によるものである。

・　IFRS第３号に従い、ビーポストは2018年にラディアル及びIMEXの取得原価配分（PPA）を完了し、数項目の

無形資産（主に商標、顧客との関係等）を計上したため、減価償却費が前年度比で増加した。

・　ベルギー会計基準においては、繰延税金の計上は求められていないが、IFRSでは計上される。ベルギー及

び米国の法人税制改革が2017年12月31日より前に施行されたことから、ビーポストは、2017年にかかる新

しい税制を考慮して、IFRSに基づく繰延税金のポジションを再評価した。

４【経営上の重要な契約等】

「第６ 経理の状況 － １ 財務書類 － Ａ 連結財務書類 － ６ 連結財務書類の注記」6.34を参照のこと。

５【研究開発活動】

該当事項なし
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

「第２ 企業の概況 －３ 事業の内容 」及び「第３ 事業の状況 －３ 経営者による財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

２【主要な設備の状況】

(１) 当社本店（ベルギー王国ブリュッセル サントル モネ マンサントラン）

（2019年４月30日現在）

所在地
土地

(単位：平方メートル)
建物

(単位：平方メートル)

ベルギー - 40,652

　2017年12月、ブリュッセル市との協定が結ばれ、ビーポストはムントの建物を共同で市場で売却し、最低売

却価格を条件としてブリュッセル市の一部を売却する権限を付与された。

　2018年初頭、公開入札が開始され、同年半ばには入札する７社のリストが作成された。このうちの２社と交

渉が進められた。

　ビーポストは2019年５月にムント・タワーの売却を完了し、2021年第１四半期からはマルチ・タワーの約

15,000平方メートルが貸し出されることとなる。

(２) 仕分けセンター

（2018年12月31日現在）

所有／賃借 所在地
土地

(単位：
平方メートル)

建物
(単位：平方メートル)

アントワープＸ 所有 アントワープ 116,866 45,907

新ブリュッセルＸ リース
ブリュッセル

（ネデ-オヴェ-エアン
ビーク）

120,000 88,000

シャルルロワＸ 所有 フルーリュス 104,605 46,503

欧州メールセンター 建物使用 ブリュカルゴ － 13,217

ゲントＸ 所有 ウォンデルヘム 83,275 46,351

リエージュＸ 所有 アワン 89,199 31,178

VAS工場
建物所有

（土地使用）
ブリュカルゴ 6,900 8,265

(３) その他不動産

2019年４月30日現在、ビーポストが使用している建物は約890　件（90ヶ所の駐車場・土地を除く。）あ

り、その面積は約1,053,639平方メートルである。ビーポストが使用する建物は、配送所、リテール店舗（郵

便局）、配送所とリテール店舗を統合させた「混合」建物、仕分けセンター、事務所スペース及びその他の

小規模拠点（ビーポストの切手印刷センター及び車庫を含む。）から成る。以下の表は、ビーポストが使用

する建物の内訳をこれらのカテゴリー別に表している。

ブリュッセルの旧仕分けセンターは売却された。ビーポストは、同建物の一部（18,000平方メートル以

下）のみを賃借することとした。
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 共　有 (1) 賃　借 所　有 合　計

 （単位：平方メートル）

 配送所(2) 5,811 264,095 90,994 360,900

 混合利用(4) 13,201 3,974 95,609 112,784

 事務所 40,475 0 0 40,475

 その他(5) 673 41,577 29,645 71,896

 リテール店舗 16,428 119,312 52,418 188,158

 仕分けセンター(3) 0 88,000 191,426 279,426

 合計 76,588 428,958 460.092 1,053,639

注：  

(1)　建物を他の地主と共有している。

(2)　３タイプの事務所（メールセンター、メール基地局及び経由地点）を含む。

(3)　ビーポストが所有する不動産の一部は、経済の発展に伴う1970年12月30日付法律に従って取得された。同法に基づ

き、ビーポストに不動産を売却した公共機関は、売買証書に記載されている一定の条件が充足されない場合には

ビーポストから当該建物を買い戻す権利を有している。

(4)　郵便業務とリテール活動の両方を行っている建物

(5)　ブリュッセル空港内の欧州メールセンターを含む。

ビジョン2020/2030戦略プランに基づき、配達準備をすべて集中化し自動化する準備は2019年中も続けられ

る。配達網においては、配送所を漸次削減してそれに代わりメールセンターに集約するという目標を遂行し

ている。

３【設備の新設、除却等の計画】

「第２ 企業の概況 －３ 事業の内容」及び「第３ 事業の状況 －３ 経営者による財政状態、経営成績及

びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
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第５【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（2018年12月31日現在）

授　権　株　数 発　行　済　株　式　総　数 未　発　行　株　式　数

該当事項なし 普通株式200,000,944株 該当事項なし

注：ベルギー法において、授権株数という概念は不見当である。

②【発行済株式】

（2018年12月31日現在）

記名・無記名の別及び
額面・無額面の別

種　　　類 発　行　数
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内　容

記名式無額面株式(注) 普通株式 200,000,944株 ユーロネクスト・ブリュッセル

計 － 200,000,944株 －

注：当社株式はすべて記名式又は無株券である。

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項なし。

（３）【発行済株式総数及び資本金の推移】

（2018年12月31日現在）

年月日
発行済株式総数(株) 資本金(ユーロ)

摘　要
増減数 残高 増減額 残高

2013年12月31日現在 － 200,000,944 － 363,980,448.31

(44,759百万円)

2014年12月31日現在 － 200,000,944 － 363,980,448.31

(44,759百万円)

2015年12月31日現在 － 200,000,944 － 363,980,448.31

(44,759百万円)

2016年12月31日現在 － 200,000,944 － 363,980,448.31

(44,759百万円)

2017年12月31日現在 － 200,000,944 － 363,980,448.31

(44,759百万円)

2018年12月31日現在 － 200,000,944 － 363,980,448.31

(44,759百万円)

（４）【所有者別状況】

　下記「(５) 大株主の状況」を参照のこと。

（５）【大株主の状況】

（2018年12月31日現在）
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氏名又は名称 住所 所有株式数(株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ベルギー政府 ベルギー 48,263,200 24.13

SFPI／FPIM ベルギー ブリュッセル 53,812,449 26.91

合　計 102,075,649 51.04

(注)上場会社における大量株式保有の開示に関する2007年５月２日付ベルギー法に従い、当社は、ブラッ

クロック・インク（及び同社の関連会社）から受領した株式保有通知書を開示した。当該通知書によ

ると、ブラックロック・インク及び同社の関連会社は、2018年11月13日現在、当社議決権の2.86％を

所有していた。

２【配当政策】

　当社は前事業年度に係る個別ベースのベルギー会計基準に基づく年間純利益に基づき、各年の５月に期末配

当を支払う見込みである。加えて、当社は中間配当を当社の10ヶ月の業績に基づき各事業年度の第４四半期に

支払う見込みである。

　2019年については、分配可能金の利用可能性を条件として、当社は現在、個別ベースのベルギー会計基準に

基づく年間純利益の最低85％の年間配当額（中間配当及び期末配当の合計額）を宣言及び支払う意向である。

中間又は期末配当の金額及び各年に配当を支払うかの決定は、ビーポストの事業の展望、資金需要及び財務成

績、市場の状況及び一般的な経済情勢並びに税金及びその他の規制の審議等その他を含む多くの要因に左右さ

れる。当社の過去の分配可能金の推移を含む、ベルギー会計基準に基づく当社の財務状態及び経営成績に関す

る追加情報については、「第６ 経理の状況 ― １ 財務書類 ― Ｂ．個別財務書類」を参照のこと。当社の過

去の分配可能金の推移は今後の分配可能金を示すものではない。

３【株価の推移】

（１） 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　ユーロネクスト・ブリュッセル

決算年月日
2014年
12月31日

2015年
12月31日

2016年
12月31日

2017年
12月31日

2018年
12月31日

最高
21.14ユーロ
（2,600円）

27.65ユーロ
（3,400円）

24.96ユーロ
(3,069円)

26.38ユーロ
（3,244円）

28.28ユーロ
（3,478円）

最低
14.17ユーロ
（1,742円）

20.02ユーロ
（2,462円）

20.32ユーロ
(2,499円)

20.95ユーロ
（2,576円）

7.31ユーロ
（899円）

（２） 【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】

　ユーロネクスト・ブリュッセル

月別 2018年７月 2018年８月 2018年９月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

最高
13.50ユーロ
(1,660円)

14.27ユーロ
(1,755円)

14.58ユーロ
(1,793円)

14.03ユーロ
(1,725円)

13.35ユーロ
(1,642円)

11.33ユーロ
(1,393円)

最低
12.32ユーロ
(1,515円)

12.85ユーロ
(1,580円)

13.04ユーロ
(1,604円)

12.63ユーロ
(1,553円)

9.70ユーロ
(1,193円)

7.31ユーロ
(899円)

(注) 2013年６月21日、当社普通株式はユーロネクスト・ブリュッセルに上場した。同日以前、当社普通

株式はいかなる証券取引所にも上場していない。

４【役員の状況】

(１)取締役会

　本書日付現在の取締役会の構成は以下のとおりとなる。
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　（取締役12名のうち、男性７名　女性５名（取締役のうち女性の比率42％））

（本書日付現在）

氏　名 年　齢 役　職 取締役就任年 任期終了年

フランソワ・コルネリス
(1)

（François Cornelis）
68歳 独立取締役会会長 2013年 2023年

コーン・ファン・ゲルベン
(2)(3)

（Koen Van Gerven）
60歳 最高経営責任者兼取締役 2014年 2020年

フィロメナ（フィリー）・

テシェイラ
(5)

(Filomena (Philly) Teixeira)
61歳 独立取締役 2017年 2021年

レイ・スチュワート
(4)

（Ray Stewart）
70歳 独立取締役 2014年 2022年

マイケル・ストーン
(4)

（Michael Stone）
60歳 独立取締役 2014年 2022年

バーナデッテ・ランブレヒツ
(2)

(Bernadette Lambrechts)
56歳 非常勤取締役 2014年 2020年

ヨス・ドンフィル
(2)

(Jos Donvil)
60歳 非常勤取締役 2017年 2021年

サスキア・ファン・ユーフェレン
(5)

(Saskia Van Uffelen)
57歳 独立取締役 2017年 2021年

トマス・ヒューブナー
(5)

（Thomas Hübner）
61歳 独立取締役 2017年 2021年

ローラン・ルヴォ
(6)

（Laurent Levaux）
63歳 非常勤取締役 2019年 2023年

アンヌ・デュモン
(6)

(Anne Dumont)
43歳 非常勤取締役 2019年 2023年

キャロライン・フェン
(6)

（Caroline Ven）
47歳 非常勤取締役 2019年 2023年

注：

(1)　2013年５月27日に開催されたビーポストの株主総会において任命され（その後、2013年６月25日付決定により確認

された。）、2017年５月10日付の取締役会決定によって、取締役会会長に任命された。

(2)　ベルギー政府により任命された。

(3)　閣議において審議された2014年２月26日付国王令により、最高経営責任者に任命された。

(4)　2014年９月22日に開催されたビーポストの株主総会において、公共機関を除く全株主により任命された。2018年５

月９日に開催されたビーポストの株主総会において再任された。

(5)　2017年５月10日に開催されたビーポストの定時株主総会において任命された。

(6)　2019年５月８日に開催されたビーポストの定時株主総会において任命された。

　すべての取締役の事業上の住所は、ベルギー王国 1000 ブリュッセル サントル モネ マンサントランであ

る。

フランソワ・コルネリス　独立取締役会会長。2013年よりビーポスト取締役会の独立取締役、2017年よりビー

ポスト取締役会会長。1974年から2011年にかけて、ペトロフィナ（Petrofina）において10年間最高経営責任者

を務めるなど数々の役職を歴任し、その後トタル・グループ（Total Group）では化学部門プレジデント、執行
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委員会副会長。ルーヴェン・カトリック大学（Université Catholique de Louvain）より土木工学の修士号を

取得している。

コーン・ファン・ゲルベン　最高経営責任者兼取締役。2006年にリテール・金融サービス担当取締役として当

社に入社した。また、2009年から2012年まで当社の最高情報責任者、ビーポスト・バンクの取締役会会長を務

めた。当社に入社以前、2001年から2006年までアセルタ・グループ（Acerta Group）の最高経営責任者を務

め、1982年から2001年までジェネラル・バンク（Generale Bank）（現BNPパリバ・フォルティス（BNP Paribas

Fortis））において多くの執行職を務めた。ルーヴェン・カトリック大学（Katholieke Universiteit Leuven

(KU Leuven)）において商業技術学の学位を、コーネル大学（Cornell University）において経営学の修士号を

取得している。

フィリー・テシェイラ　独立取締役。現在、海運業界にニュートラルな電子商取引プラットホームや情報を提

供する最大手企業のINTTRAにおいて、欧州・中東・アフリカ担当プレジデント。1991年から2011年にかけて、

フェデックス（FedEx）の販売、マーケティング、顧客対応などの部門で指導的立場や幹部職にあった。2011年

には、CMA-CGMのマーケティング・グローバルセールス・ｅビジネス担当ヴァイス・プレジデントとして研鑽を

積み、2013年にマースク（Maersk）に入社して、同グループの全世界の主要顧客プログラムを統轄する立場に

あった。

レイ・スチュワート　独立取締役。大規模複合企業において財務、経理、リスク管理及び監査関連について広

範な知識と経験を得てきた。数社（ベルガコム（Belgacom）を含む。）の最高財務責任者を務め、現在も複数

の上場企業において豊富な国際経験を活用している。2007年よりニールスター（Nyrstar）の取締役（及び監査

委員会委員長）を、2006年より旧テリンダス・グループ（Telindus Group）の取締役務めていた。ベルガコム

での経験から、同氏はベルギー国内の公企業に対する規制に精通している。

マイケル・ストーン　独立取締役。小包業界において戦略及び運営に関する広範な経験を有している。始めは

DHLにおいて地域レベル及び国際レベルの上級職を通じて（2006年まで）、その後はDXグループ及びネオポス

ト・リミテッド（Neopost Ltd.）の上級執行職（現在は英国部門の業務執行取締役）を通じて研鑽を積んだ。

これらの経験から、小包業界を幅広く理解しており、従来型の郵便業界の傾向と対策について高い見識を有し

ている。

バーナデッテ・ランブレヒツ　非常勤取締役。フランス語共同体委員会（Commission Communautaire

Française (COCOF)専務理事。相互保険分野を規制・管理する相互保険管理協議会（Conseil de l’Office de

contrôls des mutualités）議長。2009年から2013年にかけて、財務大臣兼予算・フランス語圏スポーツ担当大

臣付副補佐官。ルーヴァン・カトリック大学（Université catholique de Louvain (UCL)）において法学士号

を取得している。

ヨス・ドンフィル　非常勤取締役。現在、VOO最高経営責任者（業務執行副社長）。1995年から2006年まで、ク

ラフト・フーズのベルギー及びルクセンブルク担当ジェネラル・セールス・ディレクター、国際販売戦略担当

ディレクター及びグローバル・カスタマーズ担当ディレクターを歴任した。BASEカンパニーにおいては、2007

年から2011年にかけて最高業務責任者、2012年から2016年にかけて最高経営責任者。2016年、テレコミュニ

ケーション会社であるVOOの最高経営責任者に就任。
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サスキア・ファン・ユーフェレン　独立取締役。現在、エリクソン・ベルックス（Ericsson Belux）の最高経

営責任者。1990年から2005年にかけて、コンパック（Compaq）及びHPにおいて様々な管理職に就いた。2005

年、中欧・東欧担当ヴァイス・プレジデントとしてアリンソ（Arinso）に入社。2008年には最高経営責任者と

してブル・ベルックス（Bell Belux）入社。同社の再編を指揮した後、2014年にエリクソン・ベルックスに移

籍。2011年度ICTウーマン・オブ・ジ・イヤーに選ばれた。

トマス・ヒューブナー　独立取締役。現在は、独立コンサルタント及び独立取締役として活動している。1988

年から1990年までスイス・マクドナルドの最高業務責任者、1990年から1995年までチェコ共和国及びスロバキ

アの全マクドナルド責任者。1996年から2000年まで、プロデガ・アーゲー（CH）（Prodega AG (CH)）最高経営

責任者。またメトロ・キャッシュ・アンド・キャリー・インターナショナル・ゲーエムベーハー（Metro Cash

& Carry International GmbH）において、2000年から2002年までは東欧及びロシア担当最高業務責任者、2002

年から2008年までは最高経営責任者。2011年から2013年まで、カルフール（Carrefour）執行役会メンバー。

ローラン・ルヴォ　非常勤取締役。2008年に入社したアフィアパートナー・エヌヴィー（Aviapartner NV）の

常勤会長を務めている。アフィアパートナーに入社以前、2003年から2008年までABXロジスティクス（ABX

Logistics）最高経営責任者、1995年から2003年までCMI最高経営責任者及びアゴリア・リエージュ－ルクセン

ブルク（Agoria Liège-Luxembourg）会長、1985年から1995年までマッキンゼー・アンド・カンパニー

（McKinsey & Co.）アソシエイト及びパートナー、1979年から1984年までロスフェルド－フェタン・エスエー

（Losfeld-Fétinne SA）の最高経営責任者及び共同設立者。ルーヴァン・カトリック大学（Université

catholique de Louvain (UCL)）において応用経済学の学位を、シカゴ大学（University of Chicago）におい

て経営学の修士号を取得している。同氏は2012年から2018年まで当社の取締役であった。

アンヌ・デュモン　非常勤取締役。2014年よりTECエノー（TEC Hainaut）経営委員会メンバー。規制機関であ

る視聴覚最高評議会（Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)）のメンバーでもある。ベルギー モンス

弁護士会所属弁護士。ブリュッセル自由大学（Université Libre de Bruxelles (ULB)）において法学士を取

得。商事仲裁に係る大学修了証書及び民事仲裁に係る修了証書を取得している。

キャロライン・フェン　非常勤取締役。現在、ザ・ブルー・クラスター（The Blue Cluster）最高経営責任

者。それ以前は、企業向けプラットフォーム及びシンクタンクであるVKW/ETION業務執行取締役（2011年から

2016年）。クレディート・バンク（Krediet Bank）(現KBC)調査部エコノミストからキャリアをスタートさせ、

1999年にベルギー企業連盟（FEB）に入り、経済情勢担当マネージャーとなる。2008年から2010年まで、ベル

ギーのイヴ・ルテルム（Yves Leterme）及びヘルマン・ファン・ロンパウ（Herman van Rompuy）両首相の内閣

首席補佐官を務めた。UFSIA（アントワープ大学）（University of Antwerp）において応用経済学の修士号を

取得しており、2003年には電子商取引学の修士号を取得した（アントワープ・マネジメント・スクール）。現

在、ヴァン・ブレダ銀行（Bank of van Breda）およびVITO独立取締役、ルーベン・カトリック大学評議委員会

メンバー。2012年から2018年まで当社の取締役であった。

(２) 取締役の株式所有

　ビーポストは、取締役の株式所有に関する情報を開示していない。

(３) 取締役に関する一般情報
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　取締役各人に関して、当社は、(ⅰ) 過去５年間において、詐欺行為に係る有罪判決、(ⅱ) 過去５年間にお

いて、かかるメンバーが役員、取締役若しくは共同経営者若しくは上級管理職として在任した企業が倒産、破

産管財人の管理下に置かれるか若しくは清算したこと、又は (ⅲ) 過去５年間において、法定上若しくは規制

監督上の当局（指定専門機関を含む。）によりかかるメンバーが公式に有罪とされ及び／又は処罰されたこと

若しくは発行会社の管理上、経営上若しくは監督上の組織の一員として行為すること若しくは発行会社の業務

の運営若しくは管理に関して行為をすることについて裁判所が資格剥奪したことを認識していない。

　取締役が当社に対して負う義務と個人の利益及び／又はその他の義務の間での利益相反が生じる取締役はい

ない。

　他の取締役又は執行経営陣メンバーとの親族関係を有する取締役はいない。

取締役が務めた取締役（当社及びその子会社の取締役を除く。）及び管理上、経営上若しくは監督上の組織

及び／又は組合のメンバーは以下のとおりである。

氏　名 現　在 過　去

フランソワ・コルネリス

（François Cornelis）

カルムーズ・エスエー（Carmeuse SA）

取締役、 ベルギー王立自動車クラブ

（Royal Automobile Club of

Belgium）、シルキュイ・ド・スパ－フ

ランコルシャン（Circuit de Spa-

Francorchamps）、マニュファクチュ

ラーズ・コミッションFIA

（Manufacturers Commission FIA）、イ

ノヴェーション・サークル／ファンド

（Innovation Circle/Fund）及びA.C.P.

各会長、LISAM取締役

CEFIC会長、デレーズ・グループ

（Delhaize Group）取締役、LBCタン

ク・ターミナルス（LBC Tank

Terminals）会長、UCL理事会会長、ユー

ロピア（Europia）会長、コンファレン

ス・ボード（The Conference Board）グ

ローバル諮問委員会メンバー、ヨーロッ

パ科学財団運営委員会委員長、EQUIS取

締役

コーン・ファン・ゲルベン

（Koen Van Gerven）

ヴォカ（Vlaams Economisch Verbond

VZW）取締役、FEB-VBO取締役、エス

ディー・ワークス（SD Worx）取締役、

ガストハイスベルグ大学病院理事

ビーポスト・バンク・エヌヴィー

（bpost bank NV）、エクスボ・エヌ

ヴィー（Exbo NV）及びスペオス・エヌ

ヴィー（Speos NV）各取締役兼取締役会

会長、アセルタ・グループ（Acerta

Group）最高経営責任者兼業務執行委員

会委員長

フィリー・テシェイラ

(Philly Teixeira)

INTTRA 欧州・中東・アフリカ担当プレ

ジデント

マースク

レイ・スチュワート

（Ray Stewart）

ニールスター・エヌヴィー（Nyrstar

NV）取締役

Matav最高財務責任者、アメリテック・

インターナショナル（Ameritech

International）最高財務責任者、ベル

ガコム・エヌヴィー（Belgacom NV）最

高財務兼総務責任者

マイケル・ストーン

(Michael Stone)

ネオポスト・リミテッド（Neopost

Ltd.）業務執行取締役、ネオポスト

（ホールディングス）（Neopost

(Holdings)）、ネオポスト・ファイナン

ス（Neopost Finance）、ジ・インク・

ピープル・リミテッド（The Ink People

LTD）、データ・キャプチャー・ソ

リューションズ・リミテッド（Data

Capture Solutions LTD）各取締役

DXグループ（DX Group）最高執行責任

者、ドイツ・ポスト・ワールド・ネット

（Deutsche Post World Net）最高業務

責任者、DHLワールドワイド・ネット

ワーク（DHL Worldwide Network）最高

業務責任者、ネオポスト・カスタマー・

インフォメーション・マネジメント・リ

ミテッド（Nepost Customer

Information Management LTD）取締役
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バーナデッテ・ランブレヒツ

(Bernadette Lambrechts)

フランス語共同体委員会（Commission

Communautaire Française(COCOF)）（現

在はフランス語話者のためのブリュッセ

ル公共サービス（SPFB)）専務理事、相

互保険管理協議会（Conseil de l’

Office de contrôle des mutualités）

会長、市民権及び参加権のための常設セ

ンター理事、ブリュッセル都市開発庁

（ADT）理事、エージェンシー・フォ

ア・クオリティ・オブ・ライフ（Agency

for Quality of Life）委員会代理メン

バー

ベルギーワロン地域職業教育・雇用局

（FOREM）コミッショナー、財務大臣兼

予算・フランス語圏スポーツ担当大臣付

副補佐官、連邦政府副首相及び

雇用・機会均等大臣・厚生大臣付各首席

補佐官、フランス語圏若年層政策補佐

ヨス・ドンフィル

（Jos Donvil）

VOO最高経営責任者、ウィン（Win）、

WBCC及びテレネット・テクテオ・ビドコ

（Telenet Tecteo Bidco）各取締役

BASEカンパニー最高経営責任者

サスキア・ファン・ユーフェレン

(Saskia Van Uffelen)

エリクソン・ベルックス最高経営責任

者、エライア、アクサ・ベルギー非常勤

取締役

ブル・ベルックス最高経営責任者

トマス・ヒューブナー

（Thomas Hübner）

ゲベリト・インターナショナルAG、B&M

ユーロピアン・ヴァリュー・リテール各

取締役、ヒュー・マネジメント＆サービ

シズ・ゲーエムベーハー（Hue

Management & Services GmbH）取締役会

会長、バーガー・キングSEE（Burger

King SEEE S.A.）取締役会会長、ドク

ター・フェルスター・アーゲー（Dr.

Förster AG）取締役会会長、パンダ・リ

テール・カンパニー（Panda Retail

Companpy Ltd.）取締役

スイス・マクドナルド最高業務責任者

ローラン・ルヴォ

（Laurent Levaux）

アフィアパートナー・エヌヴィー会長、

プロクシマス（Proximus）及びグルー

プ・ハースタル－エフエヌ・エスエー

（Groupe Herstal － FN SA）各取締

役、インヴェストスド・エスエー

（Investsud SA）会長、ワロン企業団体

（UWE Asbl）取締役、ハモン・エスエー

（Hamon S.A.）取締役

ABXロジスティクス（ABX Logistics）最

高経営責任者、アゴリア・リエージュ・

ルクセンブルク(Agoria Liége

Luxemboug)会長、CMI最高経営責任者、

マッキンゼー・アンド・カンパニー

（McKinsey & Co.）コンサルタント

キャロライン・フェン

（Caroline Ven）

ブルー・クラスター最高経営責任者、ワ

ロン・クローク（Waalse Krook vzw）、

メディヴェ（Mediwe vzw）、フランダー

ス・エネルギー・カンパニー・エヌ

ヴィー（ Flemish Energy company

NV）、アセルタ・グループ各取締役、

ルーヴェン・カトリック大学協会

（Associatie KU Leuven vzw）通常理事

会独立メンバー、ファン・ブレダ銀行独

立取締役、チケット・ツー・ザ・フュー

チャー・エヌヴィー（Ticket 2 the

Future N.V.）独立取締役

イヴ・ルテルム副首相及びヘルマン・

ヴァン・ロンプイ副首相首席補佐官、

KBCエコノミスト、VKWマネージング・

ディレクター
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アンヌ・デュモン

（Anne Dumont）

TECエノー経営委員会メンバー、視聴覚

最高評議会メンバー

弁護士（ベルギー モンス弁護士会所

属）
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５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンス報告書

参照法及びまえがき

　本コーポレート・ガバナンス報告書では、ビーポストのコーポレート・ガバナンス体制の主要部分を概説

する。この体制は、一定の営利目的国営企業の改革に関する1991年３月21日付法律（改正済）（以下「1991

年法」という。）、当社定款、企業統治憲章で規定されている規則及び原則で構成されている。

　ビーポストは、公法上の有限責任会社として、1991年法若しくは他のベルギー法規により別途規定されて

いる場合を除き、ベルギー会社法及びコーポレート・ガバナンス法に準拠している。特に、当社定款の変更

は、株主総会より承認を受けた上（ベルギー会社法第558条に従い、通常は75％の多数による承認かつ定足

数50％の充足を必要とする。）、閣議で審議された国王令による承認も受ける必要がある。

　ビーポストの定款の最新版は、2016年５月11日に開催された株主総会で採択され、2016年９月１日付の国

王令(注)で承認された。

(注)　同国王令は2016年９月19日付のベルギー官報において公布され、2016年９月29日に効力を生じた。

　ビーポストのガバナンス・モデルの主な特徴は、次のとおりである。

・　取締役会はビーポストの一般的方針及び戦略を定めるとともに、経営を監督する。

・　取締役会は、取締役会を補佐し提言する戦略委員会、監査委員会、報酬・指名委員会を設置している。

・　特別委員会は、ベルギー会社法第524条で定められている手続（ビーポストの企業統治憲章に組み込ま

れている。）が適用される場合は、取締役会の独立取締役全員で構成され、かかる手続に介入する。

・　最高経営責任者が経営責任を担い、取締役会が日々の経営に関する権限を最高経営責任者に委譲してい

る。

・　グループ執行委員会（Group Executive Committee）は、経営において最高経営責任者を補佐する。

・　取締役会と最高経営責任者の間で責任を明確に区分する。

企業統治憲章

　取締役会は、2013年５月27日に企業統治憲章を採択した。同憲章は2013年６月25日付で発効し、最近では

2019年３月19日開催の取締役会の決定でさらに改定された。

　取締役会は定期的にビーポストの企業統治憲章を検討し、必要かつ妥当と判断された改定を採択する。

　企業統治憲章には、以下に関する規則が定められている。

・　取締役会、取締役会委員会、グループ執行委員会及び最高経営責任者の義務

・　取締役会会長及び会社秘書役の責任

・　各自の義務と責任を果たすのに適した実績、専門知識及び適性を確保するため、取締役に適用される要

件

・　利益相反の回避及び利益相反が発生した場合に透明性が高い方法で取締役会に申告する方法についての

指針の提示を目的とする権限及び規則に関する開示システム、並びに利益相反のある取締役の当該事

項の審議及び議決への参加禁止。

参照法

　ビーポストは、2009年３月12日付のベルギー・コーポレート・ガバナンス法（以下「コーポレート・ガバ

ナンス法」という。）(注)を参照法に指定している。コーポレート・ガバナンス法は、「遵守せよ、さもな

くば説明せよ（comply or explain）」というアプローチに基づくものである。ベルギーの上場企業はコー

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

 76/431



ポレート・ガバナンス法を遵守する必要があるが、逸脱する正当性を開示することを条件に、同法の規定か

ら逸脱することも認められている。

(注)　コーポレート・ガバナンス法はコーポレート・ガバナンス委員会のウェブサイト（www.corporategovernancecommittee.be）で

入手できる。

コーポレート・ガバナンス法からの逸脱

　ビーポストは、コーポレート・ガバナンス法を遵守する。ただし、（2016年１月12日に施行された2015年

12月16日付法律（以下「2015年12月法」という。）による改正前に）1991年法に基づき課された以下の３つ

の逸脱事項については例外とする。

・　 コーポレート・ガバナンス法（第4.2条）では、取締役は取締役会が提案し、株主総会において株主か

ら任命を受けるとされているが、2016年１月12日より前に任命された取締役の中には、従来の1991年法

第18条第２項及び第148条の２の３に従いベルギー政府によって直接任命された者もいる。2016年１月

12日以降は、（新任）取締役全員が株主総会での株主による決定を受けて（再）任命されている。

・　 コーポレート・ガバナンス法（第6.3条）では、最高経営責任者は取締役会が任命するとされている。

現在の最高経営責任者は、従来の1991年法第20条第２項に従い、閣議で審議された国王令によりベル

ギー政府から任命を受けた。将来の最高経営責任者は取締役会によって任命される予定である。

・　コーポレート・ガバナンス法（第4.6条）では、取締役の任期は４年を超えてはならないとされている

が、2014年５月15日より前に任命された取締役は、従来の1991年法第18条第３項及び第20条第２項（第

１文）に基づき、任期が６年であった。2014年５月15日以降に（再）任命された（新任）取締役の任期

は４年である。

取締役会

構成

取締役会の構成を定める一般原則

　2015年12月法が2016年１月12日に施行されて以降、取締役会の構成は以下の記述のように定められてい

る。

・　取締役会は最高経営責任者を含む最大12名の取締役で構成され、最高経営責任者を除き、全員が非常勤

取締役でなければならない。

・　取締役は全員、取締役会の提案に基づき、報酬・指名委員会が推薦した候補者から、株主総会において

株主によって任命される（解任されることもある。）。

・　取締役は、（更新された）任期が通算で12年を超えない限り、更新可能な４年の任期で任命される。組

織内の継続性を確保するため、12年の期間制限は最高経営責任者には適用されない。

・　ビーポスト株式の15％以上を保有する各株主は、その株式保有割合に応じて任命のための取締役を推薦

する権利（以下「推薦権」という。）を有する。株主から推薦される取締役は独立取締役でもよいが、

会社法第526条の３に基づく基準の充足を条件とする。独立取締役である必要はない。

・　最高経営責任者及び上述の推薦権を通じて任命された者以外の取締役は全員、独立取締役でなければな

らない。いかなる場合も、取締役会はベルギー会社法第526条の３に定められた独立性基準を充足する

取締役が常に３名以上含まれていなければならない。さらに、ビーポスト企業統治憲章は、常に、ビー

ポスト企業統治憲章第3.2.4条で規定されている独立性基準（ベルギー会社法第526条の３に定められた

基準に基づく。）を取締役の半数以上が充足しなければならないと規定している。

・　（以前にベルギー政府によって任命された取締役を含め）すべての取締役は、株主総会において株主の

決定によって解任されうる。2015年12月法には、同法の施行によって現取締役の任期が終了しない旨が
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明確に規定されている。したがって、現取締役の任期は継続し、株主がベルギー会社法に従って株主総

会において解任する可能性はあるとしても、当初定められたとおりに終了する。

・　取締役に欠員が出た場合は、残りの取締役がベルギー会社法第519条に従って、最終的な任命が上述の

規則に従って行われるまで、かかる欠員を一時的に補充する権利を有している。

　取締役会の構成は以下の要件を反映しなければならない。

・　(ⅰ)1991年法第18条第２項の２及び(ⅱ)ベルギー会社法第518条の２で規定されている性別代表者数の

要件。ビーポストはこれらの性別代表者数の要件を遵守している。

・　1991年法第16条及び第148条２の１で規定されている言語要件。

　ビーポストは、特定大規模事業・グループの非財務及び多様性情報の開示に関する2017年９月３日付法律

に従って、自社の管理、経営及び監督組織について、年齢、性別、学歴、職歴等の側面に関する多様性方針

を適用している。この方針の内容、目標、実施方法、及び当該報告期間における結果については、本書の中

でさらに詳しく記述する。

　2018年12月31日現在の取締役会は、以下の９名で構成されていた。

氏名 役職 取締役就任年 任期終了年

フランソワ・コルネリス
(François Cornelis)(1)

取締役会会長 2013年 2019年

コーン・ファン・ゲルベン
(Koen Van Gerven)(2)(3)

最高経営責任者兼取締役 2014年 2020年

ヨス・ドンフィル
(Jos Donvil)(2)

非常勤取締役 2017年 2021年

バーナデッテ・ランブレヒツ
(Bernadette Lambrechts)(2)

非常勤取締役 2014年 2020年

マイケル・ストーン
(Michael Stone)(4)

独立取締役 2014年 2022年

レイ・スチュワート
(Ray Stewart)(4)

独立取締役 2014年 2022年

トマス・ヒューブナー
(Thomas Hübner)(5)

独立取締役 2017年 2021年

フィロメナ・テシェイラ
(Filomena Teixeira)(5)

独立取締役 2017年 2021年

サスキア・ファン・ユーフェレン
(Saskia Van Uffelen)(5)

独立取締役 2017年 2021年

(1) 2013年５月27日開催の株主総会により任命され（2013年６月25日付決定で確認された。）、取締役会の2017年５月

10日付決議により任命された。

(2) ベルギー政府により任命された。

(3) 閣議において審議された2014年２月26日付の国王令によって最高経営責任者に任命された。

(4) 2014年９月22日に開催された株主総会において公共機関を除くすべてのビーポスト株主によって任命された。その

任期は2018年５月８日に開催された株主総会において更新された。

(5) 2017年５月10日に開催された株主総会において任命された。

取締役会の構成の変更

　2018年５月９日開催の株主総会において以下を行った。

・　ルーク・ラルマン（Luc Lallemand）、ローラン・ルヴォ（Laurent Levaux）及びキャロライン・フェ

ン（Caroline Ven）の任期は、ベルギー政府が推薦権に従って推薦する３名の後任取締役の任命の延期

を要求したため、更新されなかった。

・　株主は、報酬・指名委員会の推薦に基づき、レイ・スチュワート（Ray Stewart）及びマイケル・ス

トーン（Michael Stone）の独立取締役としての任期を2022年開催の定時株主総会が終了するまでの４

年間として更新することを決定した。

　2019年５月８日開催の株主総会において、株主は、報酬・指名委員会の推薦に基づき、以下を決定した。
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・　フランソワ・コルネリス（François Cornelis）の独立取締役としての任期を2023年開催の定時株主総

会終了までの４年間として更新すること。

・　ローラン・ルヴォ（Laurent Levaux）、キャロライン・フェン（Caroline Ven）及びアンヌ・デュモン

（Anne Dumont）を2023年開催の定時取締役会終了までの４年間を任期とする非常勤取締役として任命

すること。

　新任の取締役は、ビーポストの活動と組織及び企業統治憲章で規定されている規則に一層精通してもらう

ための就任プログラムへの参加を選択することができる。このプログラムには、オペレーション・センター

や仕分けセンターの見学も含まれている。

権限及び機能

取締役会の権限及び責任

　取締役会は、ビーポストの目的の実現に必要又は有益なすべての行為を行う権限を付与されている。ただ

し、法律若しくは定款により、株主総会又はその他の経営組織に特に留保されている行為については、この

限りではない。

　取締役会は、特に以下について責任を担う。

・　ビーポスト及びその子会社の一般的な方針を定めること。

・　ビーポストのすべての主要な戦略上、財務上及び運営上の事項を決定すること。

・　最高経営責任者及びグループ執行委員会による当社の経営を監督すること。

・　ベルギー会社法又は1991年法により取締役会に留保されているその他のすべての事項。

　取締役会は、特別な限定的権限を最高経営責任者及びその他の上級経営陣に委譲する権利を有し、かかる

委譲された権限がさらに委譲されることを認めている。2017年６月30日、取締役会は取締役会による特定の

権限の最高経営責任者及びグループ執行委員会の他の委員への委譲を正式化する権限委譲を承認することを

決定した。この方針は、当社定款によって又は当社定款に基づいて取締役会に付与された権限には影響せ

ず、2017年11月16日付ベルギー官報の付属書で公表された。

自己株式、利益分配証券又は関係証券の取得及び売却

　2013年５月27日に開催された株主総会で採択された決議により、取締役会は株主の事前の承認を受けず

に、ベルギー会社法第620条以降に従い、かつこれらの規定の範囲内で、その自己株式、利益分配証券又は

関係証券を、法的要件に従う価格で、株式市場内外で取得する権限を付与された。特に価格は、当該取引日

前の30取引日間の終値の最安値を10％以上割り込まない価格、かつ当該取引日前の30取引日間の終値の最高

値を５％以上上回らない価格でなければならない。この許可は、ベルギー会社法第627条インデント１に規

定されている意味及び範囲の直接子会社による株式市場内外における取得にも適用される。この許可は2013

年５月27日より５年間有効で、2018年５月９日の株主総会で更新されなかった。

　さらに、取締役会はビーポストの株式、利益分配証券又は関係証券の一部又は全部を、取締役会が決めた

価格で、株式市場内外を問わず又はビーポストの従業員、取締役若しくはコンサルタントに対する報酬方針

の枠組みの中で、あるいはビーポストの深刻な差し迫った被害を防止するために、売却することが認められ

ている。この許可は、期間の制限なく有効である。またこの許可は、ベルギー会社法第627条インデント１

に規定されている意味及び範囲の直接子会社による当社株式、利益分配証券又は関係証券の売却にも適用さ

れる。

取締役会の機能
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　取締役会は、会社の利益上要求される場合又は２名以上の取締役の要請があった場合に必ず開催される。

原則として、取締役会は年間７回開催され、いかなる場合においても年間５回以上は開催される。2018年に

は、取締役会は11回開催された。

　通常、取締役会及び取締役会委員会の決議は出席又は代理出席している取締役の単純多数によって行われ

るが、特定取締役会事項（例えば、マネジメント契約のあらゆる更新及び変更の承認に関する決議や法定従

業員の行政法上の立場に関する一定の決議）については、３分の２の多数が必要とされる。賛否同数の場合

は、取締役会会長が決定票を投じる。

　ビーポスト企業統治憲章は、取締役会及び取締役会委員会が運営される際の原則を反映している。

　企業統治憲章により、事業計画及び年間予算の採択、戦略的買収、提携及び売却に関する決定を含め、戦

略的に重要な取締役会の決議は、常設又は特別に設置された取締役会委員会により作成されなければならな

いことが特に定められている。かかる決議事項について、取締役会は様々な選挙人にわたり幅広い支持をと

りつけるよう努めるものとし、十分な対話及び協議の後、取締役会会長は決議のために取締役会を招集する

ことができ、決議案は投票数の過半数による賛成票で採択されて初めて可決する、とされている。

取締役会の評価プロセス

　取締役会会長の指揮の下、取締役会は定期的にその範囲、構成及び業績並びに取締役会委員会の範囲、構

成及び業績を、グループ執行委員会とのやりとりとともに評価する。必要に応じて、取締役会会長は取締役

会又は取締役会委員会の弱点を是正するために必要な措置を提案するものとする。

　2015年の外部査定の後、取締役会は、この外部査定により特定された重要な点を中心に定期的に監視及び

評価することとした。2018年に取締役会、取締役会委員会及びグループ執行委員会は、正式かつ包括的な自

己評価を実施した。かかる査定は、取締役会及び取締役会委員会の構成及び体制、役割及び目標、機能、取

締役会内及びグループ執行委員会との情報伝達状況、並びにコーポレート・ガバナンス基準の遵守について

重点的に取り組むものであった。

　取締役会は、ビーポストの経営をより良くより効率的に行うため、継続的に機能を評価し改善している。

ビーポストと取締役間及び常勤経営陣間の取引

　利益相反に関する一般規定はビーポスト内でも適用され、取締役の個人的な判断若しくは専門業務に影響

を及ぼしビーポスト・グループに損害を与えかねない金銭的な性質を有する利益相反の状況を禁じている。

　コーン・ファン・ゲルベン（Koen Van Gerven）はベルギー会社法第523条に従って、自らの最高経営責任

者としての年次評価に関して家産的性質の利益が相反する旨を申告した。同氏の年次評価は、2018年３月12

日開催の報酬・指名委員会及び2018年３月13日開催の取締役会の議題であった。同氏はかかる利益相反を

ビーポストの監査人に報告した上で、本件の審議若しくは議決に参加しないことを決めた。最高経営責任者

の年次評価に関係する取締役会議事録の抜粋を以下に示す。

「最高経営責任者の年次評価について協議する前に、最高経営責任者が自らの年次評価に関係する本議

題について、ベルギー会社法第523条が目的とする家産的性質の利益が相反する旨を申告した。

最高経営責任者は会議室から退室し、自身の年次評価に関する審議にも決議にも参加しなかった。最高

経営責任者はベルギー会社法第523条に従って、自身の利益相反を監査人に報告する予定である。

報酬・指名委員会の勧告に基づいて、取締役会は最高経営責任者の業績評価及びスコア案を全員一致で

承認した。」

ビーポストとその過半数株主間の取引
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　ビーポストの企業統治憲章は、ベルギー政府又は他の公共機関（ベルギー会社法第524条第１項最下段の

範囲内の機関を除く。）とのマネジメント契約又は他の契約に関する決議についてベルギー会社法第524条

に規定されている手続を遵守しなければならないと規定している。要約すると、かかる決議に際しては、少

なくとも３人の独立取締役で構成される取締役会特別委員会の拘束力のない合理性のある意見を事前に求め

なければならない。取締役会特別委員会は同委員会が選定した独立した専門家の支援を受ける。また、ビー

ポストの監査人は使用される財務データの妥当性を確認する。この手続では次に、取締役会がその決議を具

体化し、監査人が取締役会の使用する財務データの妥当性を確認しなければならない。

　取締役会は、USOマネジメント契約のために特別委員会を設置し、これは独立取締役全員で構成されてい

る。よって、2018年中に特別委員会は２回開催された。

取締役会委員会

　特別委員会とは別に、取締役会は、特定の分野において取締役会を補佐し、提言を行う３つの取締役会委

員会（戦略委員会、監査委員会（ベルギー会社法第526条の２に基づく。）及び報酬・指名委員会（ベル

ギー会社法第526条の４に基づく。））を設置している。これら取締役会委員会への付託事項は、企業統治

憲章で規定されている。

戦略委員会

　戦略委員会は、戦略上の事項について取締役会に助言し、特に以下の事柄を行う。

・　業界の動向を定期的に検討し、ビーポストとその子会社の目標及び戦略を検討し、並びに是正策案を進

言する。

・　当社の戦略リスク評価及びその他のプロセスによって特定された戦略のリスクと機会、関連業界の動向

と変化の影響、新たに登場し、又は進化しつつある競合他社の活動、政策又は規制の動向、並びに取締

役会が合意し、当社の株主に伝達された財務目標に対する当社の業績を検討する。

・　グループ執行委員会が毎年提出する事業計画案を検討し、戦略実行計画の策定、遵守及び社内への組み

入れを徹底するため、戦略計画策定プロセスへの助言を行う。

・　最高経営責任者若しくはグループ執行委員会が提案する戦略的取引を検討する。これには、戦略的買収

及び処分、戦略的提携若しくは長期提携契約の締結及び解除、新商品セグメントの導入、並びに新商品

若しくは新規地域への参入が含まれる。

・　事前に定義し、合意した重要業績評価指標（KPI）を利用した当社の戦略目標の達成度等、かかる戦略

計画及び事業計画の実施状況を監視し、事業戦術、企業の買収・取得戦略、市場の機能及びリソースの

要件と配分についてフィードバックと助言を提供する。

・　取引の実行、買収後の実施状況及び当社の戦略目標にもたらすと予想される買収の価値の実現について

検討する。買収計画目標の達成度並びに価値創造及び相乗効果の実現を追跡する取引後の監査の評価も

含む。

・　委員会の業績の年次査定を含む活動の報告及びその任務の範囲、構成、業務慣行の変更に関する提言

を、取締役会に対して行う。

　戦略委員会は最大６名の取締役で構成される。戦略委員会委員長は、同委員会の他の委員から指名され

る。

　2018年12月31日現在、戦略委員会は以下の５名で構成されていた。

氏名 役職

マイケル・ストーン
（Michael Stone)（委員長）

独立取締役
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ヨス・ドンフィル
(Jos Donvil)

非常勤取締役

トマス・ヒューブナー
(Thomas Hübner)

独立取締役

コーン・ファン・ゲルベン
（Koen Van Gerven)

最高経営責任者兼取締役

レイ・スチュワート
(Ray Stewart)

独立取締役

　2018年中に、戦略委員会は２回開催された。

監査委員会

　監査委員会は、会計、監査、及び内部統制上の事項について取締役会に助言し、特に以下の事柄を担当す

る。

・　ビーポストの財務書類及びビーポストの会計・財務報告プロセス、財務書類監査並びにビーポストの予

算の完全性の監視

・　ビーポストの内部統制及びリスク管理の有効性の監視

・　内部監査機能及びその有効性の監視

・　共同監査人の業績及び年次連結財務書類の法定監査（共同監査人からの質問及び勧告の追跡調査を含

む。）の監視

・　特にベルギー会社法の規定を考慮した監査人の独立性の検討及び監視

・　株主総会で選任される２名の監査人候補者の取締役会への提案

・　法定監査の結果及びその任務の遂行についての取締役会への報告

・　最高監査責任者の指名、解任、交代及びその業績の年次査定

　監査委員会は最大５名の非常勤取締役で構成され、独立取締役が常に過半数を占める。監査委員会委員長

は、監査委員会委員によって指名される。

　監査委員会委員は、特に財務的問題についてその役割を効果的に果たすために十分な会計及び監査分野の

関連専門知識を集団として有している。レイ・スチュワートは、ニールスター（Nyrstar）及びプロキシマ

ス（Proximus）（旧ベルガコム（Belgacom））で歴任した執行関連の役職からも分かるように、優れた会計

及び監査能力の持ち主である。監査委員会の他の委員は、一流企業又は組織で複数の取締役又は執行役員を

現在務めているか又は過去に務めていた。

　2018年12月31日現在、監査委員会は以下の４名で構成されていた。

氏名 役職

レイ・スチュワート
(Ray Stewart)
(委員長)

独立取締役

マイケル・ストーン
(Michael Stone)

独立取締役

サスキア・ファン・ユーフェレン
(Saskia Van Uffelen)

独立取締役

バーナデッテ・ランブレヒツ
(Bernadette Lambrechts)

非常勤取締役

　2018年中に、監査委員会は６回開催された。

報酬・指名委員会

　報酬・指名委員会は、主に取締役、最高経営責任者及びグループ執行委員会の指名及び報酬に関する事項

について取締役会に助言し、特に以下の事柄を行う。
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・　取締役に欠員が生じた場合、株主を含む関連当事者からの提案を検討の上、欠員補充のための候補者を

選定し推薦する。

・　株主が任命する取締役候補者を任命のために推薦する（当社定款第21条第２項に定める株主の推薦権を

適用するか否かは問わない。）。

・　取締役会に対し取締役会会長の任命について助言する。

・　最高経営責任者の任命及びグループ執行委員会のその他の委員の任命に関する最高経営責任者からの提

案について、取締役会に助言する。

・　最高経営責任者及びグループ執行委員会のその他の委員の報酬、並びに期限前契約解除について、取締

役会に助言する。

・　取締役、グループ執行委員会の委員及び従業員に対する株式報酬若しくはその他の報奨スキームを検討

する。

・　最高経営責任者及びグループ執行委員会のその他の委員のための業績目標を設定し、業績評価を行う。

・　取締役報酬について取締役会に助言する。

・　取締役会に対し、人材管理及びダイバーシティ（多様性）とインクルージョンに関する方針について助

言する。

・　取締役会に対し報酬報告書を提出する。

・　ビーポストが直面する課題と機会、各役職に必要とされる技能と専門知識を考慮し、取締役及びグルー

プ執行委員会委員の後継者計画プロセスを主導する。

　報酬・指名委員会は、３名以上５名以下の非常勤取締役で構成され、独立取締役が常に過半数を占める。

　2018年12月31日現在、報酬・指名委員会は、以下の４名で構成されていた。

氏名 役職

フランソワ・コルネリス
(François Cornelis)（委員長）

取締役会会長

トマス・ヒューブナー
(Thomas Hübner)

独立取締役

サスキア・ファン・ユーフェレン
(Saskia Van Uffelen)

独立取締役

フィロメナ・テシェイラ
(Filomena Teixeira)

独立取締役

　2018年中に、報酬・指名委員会は５回開催された。

　2018年、報酬・指名委員会は、競合他社との新たな市場比較に基づき、特に長期報奨制度や変動報酬指標

等の報酬方針の変更を行った。

常勤経営陣

最高経営責任者

　現在の最高経営責任者は、2015年12月法によって改正される前の1991年法の規定に従って、閣議で審議さ

れた2014年２月26日付国王令により６年の任期で任命された。次の最高経営責任者は、報酬・指名委員会に

よる指名を受けて取締役会によって任命される予定である。

　最高経営責任者は、ビーポストの日々の経営の権限が付与されており、取締役会に報告義務がある。最高

経営責任者には取締役会決議の執行も委任されており、ビーポストが保有する株式及び持分に付与されてい

る議決権の行使を含め、日々の経営の枠組み内においてビーポストを代表する。

　また、最高経営責任者は、取締役会が解任できる。

グループ執行委員会
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　ビーポストの経営は、最高経営責任者の統率の下、グループ執行委員会が行っている。グループ執行委員

会は最大９名の委員により構成される。委員は、最高経営責任者の推薦と報酬・指名委員会の助言を受け

て、取締役会により（取締役会が決定する任期につき）任命され解任される。

　グループ執行委員会は、最高経営責任者の招集により定期的に開催される。また、グループ執行委員会秘

書役がこれを補佐する。

　グループ執行委員会の個々の委員は、（場合により）取締役会又は最高経営責任者がかかる委員に委譲し

た特別権限を行使する。その権限の範囲内において、グループ執行委員会の委員は１名以上のビーポストの

従業員にその特別権限を委譲することができる。グループ執行委員会の委員には、このような権限移譲が認

められている。

　グループ執行委員会は最高経営責任者の指示を受けて、ビーポストの中期目標及び戦略を査定する事業計

画を作成する。この事業計画は承認を受けるため、取締役会に提出される。

　2018年12月31日現在のグループ執行委員会は以下の委員で構成されていた。

氏名 職務

コーン・ファン・ゲルベン（Koen Van Gerven） 最高経営責任者

アンリ・デ・ロムレエ（Henri de Romrée）(1) 最高財務責任者

マーク・ミッシェル（Mark Michiels） 最高人事及び組織責任者

ディルク・ティレツ(Dirk Tirez) 最高法務・規制監督責任者兼グループ会社秘書役

ニコ・コールズ(Nico Cools) 最高情報技術責任者兼最高デジタル責任者

クルト・ピールロート（Kurt Pierloot）(3) 郵便及びリテール事業担当ディレクター

ルク・クロエ（Luc Cloet）(2) 小包及び物流事業欧州・アジア担当ディレクター

ピエール・ウィナンド（Pierre Winand）(2) 小包及び物流事業北米担当ディレクター

(1) 最高財務責任者兼サービスオペレーション及びICT担当のコーン・ビークマンズ（Koen Beeckmans）は、2018年１月18日付で離職

した。同日付で、新たな最高財務責任者及びグループ執行委員会メンバーとして、アンリ・デ・ロムレエが（報酬・指名委員会

の推薦を受けた取締役会により（2017年12月４日付決議）授権された）最高経営責任者より任命された。

(2) ルク・クロエ及びピエール・ウィナンドは、2018年４月17日付で報酬・指名委員会の推薦を受けた取締役会により任命され、即時

着任した。

(3) クルト・ピールロートは2019年１月24日付で郵便及びリテール事業担当ディレクターを退任した。アンリ・デ・ロムレエは2019年

１月24日付で新たに郵便及びリテール事業担当ディレクターに任命された。これにより、新たな最高財務責任者が任命されるま

での間、ボードゥアン・デ・エプセ（Baudouin de Hepcée）が2019年１月24日付で臨時最高財務責任者に任命された。

1991年法委員会

　1991年法には、「1991年法委員会」の構成、任命及び機能の詳細が様々規定されている。 2015年12月法

の施行以降、1991年法委員会に付与される権限は、ベルギー政府とのマネジメント契約に関する交渉に限定

されている（マネジメント契約には取締役会の事後承認が必要であることが了知されている。）。よって、

1991年法委員会は1991年法（改正済）によって付与されている限定的な目的及び責務のためにのみ存続して

いる。

　2018年12月31日現在、1991年法委員会は委員長を務める最高経営責任者のほか、グループ執行委員会の

（１名はオランダ語を話し、１名はフランス語を話す）委員である、マーク・ミッシェル（Mark

Michiels）及びアンリ・デ・ロムレエ（Henri de Romrée）の２名で構成されていた。

会社秘書役

　取締役会及び取締役会委員会は、グループ会社秘書役であるディルク・ティレツ（Dirk Tirez）の補佐を

受ける。最高法務・規制監督責任者でもある同氏は、2007年10月に会社秘書役に任命された。グループ執行

委員会の秘書役はフランソワ・ソネン（François Soenen）である。
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共同監査人

　ビーポストの財務状況並びに連結及び個別財務書類は、共同監査人が監査する。ビーポストの共同監査人

は４名で、(ⅰ)２名は株主総会が任命し、(ⅱ)２名は公会計の検査に責任を有するベルギーの機関である会

計監査院（Cour des Comptes/Rekenhof）が任命する。共同監査人は更新可能な３年の任期で任命される。

共同監査人の報酬は株主総会で決定される。

　2018年12月31日現在、ビーポストの共同監査人は以下のとおりであった。

・　アーンスト・アンド・ヤング・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー（以下「EY」とい

う。）を代表して、ロミュアルト・ビレム（Romuald Bilem）氏（ベルギー会計士協会（Institut des

Réviseurs d’Entreprises/Instituut van de Bedrijfsrevisoren）所属）、ベルギー王国、ディーゲ

ム1831、デ・クレートラーン２、（De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgium）所在（2021年開催の定時

株主総会まで）

・　ピーヴィーエムディー・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー（以下「PVMD」とい

う。）を代表して、カロリーヌ・ベルト（Caroline Baert）氏（ベルギー会計士協会（Institut des

Réviseurs d’Entreprises/ Instituut van de Bedrijfsrevisoren）所属）、ベルギー王国、ブリュッ

セル1000、トゥイーケルケンストラート44（Tweekerkenstraat 44, 1000 Brussel, Belgium）所在

（2021年開催の定時株主総会まで）

・　フィリップ・ローランド（Philippe Roland）氏（会計監査院（Rekenhof/Cour des Comptes）第一主

席）、ベルギー王国、ブリュッセル1000、リュー・ド・ラ・レジャンス２（Rue de la Régence 2,

1000 Brussels, Belgium）所在（2019年９月30日まで）

・　ヒルデ・フランソワ（Hilde François4）氏（会計監査院（Rekenhof/Cour des Comptes）議長）、ベル

ギー王国、ブリュッセル1000、リュー・ド・ラ・レジャンス２（Rue de la Régence 2, 1000

Brussels, Belgium）所在（2021年９月30日まで）(注)

(注)　2018年10月３日付の決議により、会計監査院は2018年10月１日付で、ジョゼフ・ベッカース（Jozef Beckers）氏（会計監

査院所属）の後任としてヒルデ・フランソワ氏（会計監査院議長）を、任期３年（更新可能）で任命することを決定した。

　EY及びPVMDはビーポストの連結財務書類の監査について責任を負う。2018年12月31日に終了した事業年度

について、EY及びPVMDは、ビーポスト及びビーポスト子会社の財務書類の監査に対する報酬として

1,265,275ユーロ（付加価値税を除く。）、非監査サービスに対する報酬として626,481ユーロ（付加価値税

を除く。）を受領した。会計監査院が任命した２名の監査人は、2018年12月31日に終了した事業年度に関す

るビーポストの個別財務書類の監査に関連するサービスに対する報酬として39,134.81ユーロを受領した。

株式保有構造及び株主の権利

　ビーポストの株式は記名式又は無株券である。2018年12月31日現在、ビーポストの株主資本は

200,000,944株で構成され、ユーロネクスト・ブリュッセルの規制市場（regulated market）に上場してい

る。

　2018年12月31日時点でそれぞれビーポスト株式の48,263,200株及び53,812,449株を保有するベルギー政府

及びSFPI/FPIMは、発行済議決権付ビーポスト株式を、合わせて51.04％（それぞれ24.13％及び26.91％）保

有していた。残りの株式は、個人株主及び欧州内外の機関投資家である株主が保有していた。

　上場企業株式の大量保有の開示に関する2007年５月２日付法律及び当社定款に従い、ビーポストは2018年

中に、報告閾値を上回った又は下回った旨を開示する透明性に関する申告書を数回発表した。透明性に関す

る報告は、ビーポストのウェブサイト（http://corporate.bpost.be/investors/share-

information/transparency-declarations）で入手できる。
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　1991年法第147条の２及び当社定款第16条に従い、公共機関の直接的な資本参加が50％超えることを条件

に、当社株式は自由に譲渡することができる。ただし、2016年１月12日付で2015年12月法が施行されて以

降、ベルギー政府は、2018年12月31日までは、50％に１株を加えた保有比率が下落するような公共機関の直

接的な資本参加を引き起こす取引について、閣議で審議された国王令により承認する選択肢を有していた

（1991年法第54/7条第１項）。ベルギー政府はこの選択肢を行使しなかった。

　また2018年12月31日現在、当社は自己株式を保有していない。

　ビーポスト株式は１株ごとにその保有者に１個の議決権が与えられる。法律により課されている議決権へ

の制限とは別に、当社定款では、株式が２人以上によって保有されている場合、株式が担保にされている場

合、又は株式に付随する権利が共同所有、使用権若しくは何らかの形の当該権利の分割の対象となる場合、

当社に対する当該株式のただ１人の代表者が指名されるまで、取締役会は当該株式に付随する権利の行使を

保留できると規定している。

報酬報告書

　取締役及びビーポスト経営陣の報酬に関するビーポストの報酬方針は、現行法、コーポレート・ガバナン

ス法、市場の慣行及び動向に基づく。

　ビーポストでは、報酬方針の原則及び実施状況に関する透明性の高い情報伝達が不可欠と考えている。

よって、ビーポストは本報告書で関連情報を提供する。

一般的報酬方針及び報酬原則

　ビーポストは、積極的で信頼のおける満足のいく報酬方針を策定している。かかる方針は、ビーポストの

持続可能性を確保するために定期的に評価され、更新される。

　報酬方針には、以下をはじめとする複数の目標がある。

・　組合と協議して、欧州の郵便、小包、物流及び電子商取引企業の参照市場にひけを取らない公正な報酬

を従業員に提供すること。

・　従業員のウェルビーイング（良好な状態にあること）を守りながら、持続可能で収益性の高い長期的な

成長を遂げるため、集団レベルと個人レベルの両方で業績を促進すること。この点を考慮に入れて、報

酬計画では(ⅰ)ビーポストの業績（例えば、EBITの実績、従業員のウェルビーイング及び顧客満足度に

関する基準）と(ⅱ)個人の業績及び技能に関する側面を統合している。

・　ビーポストの企業としての価値観及び文化の明確化及び促進

・　欧州及びそれ以外の地域における主要電子商取引並びに物流企業を目指す企業変革の中で、会社の戦略

的目標や経営目標の達成に必要とされる適格かつ専門的な個人を惹きつけ、確保し意欲を起こさせるこ

と。

　上述の報酬方針は、向こう２年間に大幅に変更されることはないものとする。

　報酬・指名委員会は、かかる方針の原則とその具体的な適用を定期的に検討しており、向こう２年間は引

き続きそうする予定である。2019年に限定的で信頼のおける、柔軟な報酬計画が導入されるが、これによ

り、管理階層の従業員は当社への追加費用なしに一定の予算内で各種給付から選択が可能となる。報酬・指

名委員会は、従業員の年金制度についても上記の参照市場と同等水準とするべく検討を行う。

　取締役会及び報酬・指名委員会は、長期奨励制度の導入の可能性及び実現可能性についても検討する予定

である。かかる計画の目的は、経営陣の行動及び施策と会社の長期的業績をより整合させることにある。

　本報告書には、報酬方針が国内参照市場に沿っているビーポストのベルギー国内の子会社、又は報酬方針

が現地の関連企業の参照市場に沿っており、適格かつ経験豊富な取締役及び役員を惹きつけて維持すること
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を目標としているビーポストの海外子会社は含まれない。この点に関して、ラディアル・グループは米国の

市場慣行に沿った独自の奨励制度を設けている。

報酬方針の作成と取締役及びビーポスト経営陣の個人報酬の設定のための手続

　ビーポストは、公法に基づく有限責任会社として、及び適用されるコーポレート・ガバナンス要件を遵守

して、取締役及び経営陣に関する固有の報酬方針を策定している。かかる方針は、報酬・指名委員会の勧告

に基づいて取締役会によって導入されており、定期的に評価され、更新される。かかる方針の変更は必ず、

報酬・指名委員会の勧告に基づいて取締役会の承認を受けなければならない。

　かかる方針は、(ⅰ)適格なマネージャー及び取締役を惹きつけて維持すること、(ⅱ)マネージャー及び取

締役にビーポストの全体的な戦略に沿って持続可能で収益性の高い長期的成長を実現するよう促すこと、

(ⅲ)各個人の義務及び技能を反映させること、(ⅳ)経営陣及び株主の利害を調整することを目的とする、上

述の全体的な報酬方針に基づくバランスの取れた報酬方針である。よって、経営陣の報酬パッケージには以

下の特徴がある。

・　厳密に定義された定量的及び定性的業績基準に基づき、ビーポストの成長によって決定される変動報酬

（後述のとおり）が規定されている。

・　現金報酬と合わせて他の非金銭的利益が提供される。

・　市場の慣行を考慮して定期的に評価される。

　ビーポストでは３つのグループを区別しており、以下にそれぞれの報酬原則について詳しく説明する。

・　取締役

・　最高経営責任者

・　グループ執行委員会委員

　マネージャー及び取締役の個人報酬は、各自が属する業務分野によって決まる。

　本報告書で示す金額はすべて雇用主による社会保障拠出金控除前の総額である。

取締役及びビーポスト経営陣の報酬原則

取締役の報酬

　取締役（最高経営責任者を除く。）の報酬は、2000年４月25日開催の株主総会で承認されたもので、2018

年も引き続き適用された。かかる報酬は、(ⅰ)固定報酬月額及び(ⅱ)取締役会委員会の会合への出席ごとの

出席手当という２つの要素からなる。

　取締役として委任された業務に関して、取締役にはその他の手当は支給されない。ただし、取締役会会長

に割り当てられる社用車は除く。

固定報酬月額

　取締役（最高経営責任者を除く。）は、以下の固定報酬月額を受領する権利を有する。

・　取締役会会長兼ビーポスト合同産業委員会（Paritair Comité／Commission Paritaire）委員長は

3,463.04ユーロ（2018年３月１日現在の物価に連動）（注）及び社用車

・　その他の取締役（最高経営責任者を除く。）は1,731.52ユーロ（2018年３月１日現在の物価に連動）

（注）

　　(注)　物価連動に用いる基準指標は健全性指標である。

出席手当
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　取締役（最高経営責任者を除く。）は、取締役会委員会の会合に出席するごとに1,731.52ユーロの出席手

当を受領する権利も有する。

　かかる金額は年間ベースで物価に連動する（注）。

　　(注)　物価連動に用いる基準指標は健全性指標である。

　最高経営責任者は、取締役会委員会の会合の出席に対するいかなる種類の報酬も受領する権利を有してい

ない。

報酬総額

　当期、取締役全員（最高経営責任者を除く。）に支給された報酬の総額は331,510.77ユーロである。

　以下の表は、取締役会委員会の会合への出席に基づいて各取締役（最高経営責任者を除く。）に個別に支

払われた年間報酬総額を示している（注）。

(注)　記載した額は2018年度に支払われた全金額である。出席手当は出席した取締役会委員会の会合の翌月に支払われていることに留

意のこと。つまり、2018年度に支払われた額は、2017年12月から2018年11月までに開催された取締役会又は取締役会委員会の会

合への出席が対象となっている。

氏名

取締役会 戦略委員会 指名・報酬委員会 監査委員会 特別委員会 年間報酬

総額

(ユーロ)
金額

(ユーロ)

金額

(ユーロ)

出席

回数

金額

(ユーロ)

出席

回数

金額

(ユーロ)

出席

回数

金額

(ユーロ)

出席

回数

ルーク・ラルマン

(Luc Lallemand) (2)
8,609.34 1,707.39 1/2 該当なし 該当なし 該当なし 10,316.73

ローラン・ルヴォ

(Laurent Levaux)

(2)

8,609.34 該当なし 3,438.91
1/5

(1)
該当なし 該当なし 12,048.25

キャロライン・

フェン

(Caroline Ven) (2)

8,609.34 該当なし 該当なし 5,170.43 3/6 該当なし 13,779.77

フランソワ・

コルネリス

(François Cornelis)

(取締役会会長)

41,459.96 該当なし 10,340.86
5/5

(1)
該当なし 3,463.04 2/2 55,263.86

レイ・スチュワート

(Ray Stewart)
20,729.98 1,731.52 1/2 該当なし 10,364.99 6/6 3,463.04 2/2 36,289.53

マイケル・ストーン

(Michael Stone)
20,729.98 3,438.91 2/2 該当なし 10,364.99 6/6 3,463.04 2/2 37,996.92

バーナデッテ・ラン

ブレヒツ

(Bernadette

Lambrechts)

20,729.98 該当なし 該当なし 10,364.99 6/6 該当なし 31,094.97

ヨス・ドンフィル

(Jos Donvil)
20,729.98 1,731.52 1/2 該当なし 該当なし 該当なし 22,461.50

トマス・

ヒューブナー

(Thomas Hübner)

20,729.98 0 0/2 8,633.47 5/5 該当なし 3,463.04 2/2 32,826.49

フィロメナ・

テシェイラ

(Philly Teixeira)

20,729.98 該当なし 10,340.86
5/5

(1)
該当なし 3,463.04 2/2 34,533.88

サスキア・ファン・

ユーフェレン

(Saskia Van

Uffelen)

20,729.98 該当なし 10,340.86
5/5

(1)
10,364.99 6/6 3,463.04 2/2 44,898.87
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212,397.84 8,609.34 43,094.96 46,630.39 20,778.24 331,510.77

(注１)　記載した額は2018年度に支払われた全金額である。出席手当は出席した取締役会委員会の会合の翌月に支払われていることに留

意のこと。つまり、2018年度に支払われた額は、2017年12月から2018年11月までに開催された取締役会又は取締役会委員会の会合

への出席が対象となっている。

(注２)　2018年５月８日まで。

最高経営責任者の報酬

　最高経営責任者の報酬は、報酬・指名委員会の勧告を受けて取締役会が承認する。かかる報酬は、(ⅰ)基

本報酬、(ⅱ)短期奨励変動報酬、(ⅲ)年金拠出金、及び(ⅳ)その他の各種手当からなる。

基本報酬

　最高経営責任者の当期の基本報酬は488,841.75ユーロである（2018年10月１日現在の物価に連動）。

変動報酬

　最高経営責任者の短期変動報酬の基本報酬は、(ⅰ)全社的な目標及び(ⅱ)個人の目標により変動する。業

績は目標を考慮して毎年評価される。

・　最高経営責任者の場合、全社的な目標は財務成績に関連する。全社的な目標に基づいて割り当てられる

変動報酬のうち70％はEBIT、30％は営業キャッシュ・フローによって決まる。この支払体系は報酬・指

名委員会の勧告を受けて取締役会が決定及び妥当性確認を行った（この体系については、以下のグルー

プ執行委員会委員の報酬に関する項で説明する。）。これらの基準（監査され、定期的に公表され

る。）の業績に応じて、基準ごとの支払額は短期変動報酬の基準額の135％まで変動することがある。

・　個人の目標は、毎年初頭に最高経営責任者と取締役会の間で相互に合意され、合意した期間内に達成す

べき明確かつ測定可能な目標が設定される。最高経営責任者の個人の業績はこれらの目標を基準に測定

され、短期変動報酬の基準額の０％（業績が低い場合）から160％（業績が高い場合）まで変動する。

　最高経営責任者の業績は、毎年、事業年度終了後の第１四半期に、取締役会が管理する「業績管理プロセ

ス」（以下「PMP」という。）の一環として評価される。

年金拠出金

　最高経営責任者の年金拠出金は、2018会計年度は47,724.96ユーロであった。

その他の手当
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　最高経営責任者は、労災・所得補償保険、医療保険、代表職手当、社用車等、その他の手当を受けてい

る。

報酬総額

　最高経営責任者であるコーン・ファン・ゲルベン氏に対し、2018年12月31日に終了した事業年度中の業績

について2018年中に支払われた報酬総額は、変動報酬を除いて593,179.95ユーロ（2017年は変動報酬を除い

て585,977.10ユーロ）であり、その内訳は以下のとおりである。

・　基本報酬：488,841.75ユーロ（控除前）

・　年金拠出金：47,724.96ユーロ

・　その他の手当：

　　・　労災・所得補償保険及び医療保険：33,462.72ユーロ

　　・　代表職手当：3,300.00ユーロ

　　・　社用車リース費用：19,850.52ユーロ

　さらに、2017年12月31日に終了した事業年度の全社的な目標及び個人の目標が達成されたため（2017年の

業績評価は2018年にならないと完了しないことから）、最高経営責任者は2018年に308,944.00ユーロの変動

報酬を受領した。この金額は、(ⅰ)2017年中のビーポストの業績及び(ⅱ)最高経営責任者の個人の目標の超

過、及びこれらの業績がもたらした長期的価値に基づく。2018年の変動報酬は2019年に業績評価の後に決定

され、支払われる予定である。

　2018年中に最高経営責任者に付与されたか若しくは最高経営責任者が行使した、又は失効した株式、ス

トック・オプション又はその他の株式取得権はなく、従来のストック・オプション制度に基づくオプション

で2018年度中に未行使のオプションもなかった。

　最高経営責任者の報酬について、前事業年度から大幅な変更は行わなかった。

グループ執行委員会委員の報酬

　グループ執行委員会委員の報酬は、報酬・指名委員会の勧告を受けて取締役会が承認する。かかる報酬

は、参照市場の平均値に沿った報酬総額を提供するため、ベルギーの大企業との市場比較に基づいて定期的

に検討する。

　グループ執行委員会委員の報酬パッケージは、(ⅰ)基本報酬、(ⅱ)変動報酬、(ⅲ)年金拠出金、及び(ⅳ)

その他の各種手当からなる。

基本報酬
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　基本報酬には、グループ執行委員会委員の役職の責任と特性、経験レベル及び前年中の業績が反映され

る。これはビーポストの業績とは関係なく支給される。また、毎月支払われ、ベルギーの大企業との比較検

討に基づいて毎年改定される。

変動報酬

　短期変動報酬は基本報酬の一定割合であり、業績に基づく経営文化の促進を目的としている。実際に割り

当てられる変動報酬の基準額は、(ⅰ)全社的な目標及び(ⅱ)個人の目標によって決まる。業績は目標を考慮

して毎年評価される。

・　全社的な目標は、財務成績（70％はEBITによって決まる。）に加え、顧客ロイヤルティ指数によって測

定されるビーポストの顧客のロイヤルティ（30％）に関連する。

・　EBIT（70％）：支払体系は、報酬・指名委員会の勧告を受けて取締役会が毎年決定及び妥当性確認をし

ている（下記体系を参照のこと。）。EBITに応じて、支払額は基準額の135％まで達することがある。

・　顧客ロイヤルティ指数（30％）：この基準に基づく支払額は当該年度の業績と同等である。2017年の顧

客ロイヤルティ指数はスコアが69.5％に達し、2018年のこの基準による支払額は69.5％となった。

　2018年以降も（2019年に支払われる短期変動報酬について）引き続き、全社的な目標にEBIT（70％）と顧

客ロイヤルティ指数（15％）を加えるほか、従業員のウェルビーイング（良好な状態にあること）の側面も

取り入れ、短期欠勤率（15％）で測定する予定である。

表：2018年の報酬体系（EBITに基づく基本報酬の割合）

業績（2017年のEBIT） 変動報酬（％）

≤92.5％ 30％

95％ 60％

97.5％ 80％

100％ 100％

102.5％ 110％

106％ 120％

108％ 125％

110％ 130％

≥112.5％ 135％
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BELEX:　宛先特定郵便の定刻配達を測定する品質指数

DOT:　　小包及び書留郵便の定刻配達を測定

NPS:　　ネット・プロモーター・スコア（顧客推奨度）

・　個人の目標は、毎年初頭に最高経営責任者と相互に合意し、最高経営責任者によって承認され、合意し

た期間内に達成すべき明確かつ測定可能な目標が設定される。個人の業績はこれらの目標を基準に測定

され、短期変動報酬の基準額の０％（業績が低い場合）から160％（業績が高い場合）まで変動する。

　グループ執行委員会の各委員の業績は、毎年、事業年度終了後の第１四半期に、最高経営責任者が管理す

るPMPの一環として評価される。

年金拠出金

　2018会計年度のグループ執行委員会の年金拠出金総額は、280,134.60ユーロであった。

その他の手当

　ビーポストは、グループ執行委員会委員に対し、労災・所得補償保険、医療保険、代表職手当、食事券、

社用車等、その他の手当を支給している。

　これらの手当は定期的に比較検討され、標準的な慣行に従って修正される。

報酬総額

　グループ執行委員会委員（最高経営責任者を除く。）に対し、2018年12月31日に終了した事業年度につい

て2018年中に支払われた報酬総額は、変動報酬を除いて3,462,033.851ユーロ（2017年は変動報酬を除いて

2,299,008.17ユーロ）であり、その内訳は以下のとおりである。

・　基本報酬（年末賞与及び休暇手当を含む。）：3,000,306.49ユーロ

・　年金拠出金：280,134.60ユーロ

・　その他の手当：

・　労災・所得補償保険及び医療保険：57,086.85ユーロ

・　代表職手当及び食事券：26,019.58ユーロ

・　社用車リース費用：98,486.33ユーロ

　さらに、2017年12月31日に終了した事業年度の全社的な目標及び個人の目標が達成されたため（2017年の

業績評価は2018年にならないと完了しないことから）、グループ執行委員会委員（最高経営責任者を除

く。）は2018年に総額901,423.99ユーロの変動報酬を受領した。2018年の変動報酬総額は2019年にグループ

執行委員会の各委員の業績評価の後に決定され、支払われる予定である。
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　2018年中にグループ執行委員会委員に付与されたか若しくはグループ執行委員会委員が行使した、又は失

効した株式、ストック・オプション又はその他の株式取得権はなかった。また、従来のストック・オプショ

ン制度に基づくオプションで2018年度中に未行使のオプションもなかった。

　グループ執行委員会委員の報酬について、前事業年度から大幅な変更は行わなかった。

報酬返還条項

　現在の報酬方針は、変動報酬に関して、契約に基づきビーポストに払い戻される具体的な規定を定めてい

ない。

ビーポスト・グループ執行委員会の構成の変更

　2018年にグループ執行委員会の構成に以下の変更があった。

・　最高法務・規制責任者兼会社秘書役のディルク・ティレツ（Dirk Tirez）氏及び最高情報責任者兼最高

デジタル責任者のニコ・コールス（Nico Cools）氏は、2017年12月４日付でグループ執行委員会委員に

任命され、2018年２月１日からビーポスト・グループ執行委員会委員としての報酬を受領している。

・　アンリ・デ・ロムレエ（Henri de Romrée）氏は新たに最高財務責任者兼グループ執行委員会委員に任

命され、2018年１月15日からその職務に対する報酬を受領している。

・　郵便・リテールサービス事業担当ディレクターのマーク・ヒューブレヒツ（Marc Huybrechts）氏は、

2018年４月17日にグループ執行委員会委員を退任した。同氏は2018年８月31日まで当社グループに在籍

し、総額400,000ユーロの退職金を受領した。

・　郵便サービス事業担当ディレクターのフィリペ・デュボワ（Philippe Dubois）氏は2018年４月17日付

でグループ執行委員会委員を退任し、ビーポストの戦略・変革及び業績担当ディレクターに就任した。

・　小包及び物流事業欧州及びアジア担当ディレクターのルク・クロエ（Luc Cloet）氏及び小包及び物流

事業北米担当ディレクターのピエール・ウィナンド（Pierre Winand）氏は新たにグループ執行委員会

委員に任命され、2018年４月17日からその任務に対する報酬を受領している。

　前述の変更に加えて以下の変更が生じた。

・　クルト・ピールロート（Kurt Pierloot）氏は2019年１月24日付で郵便・リテール担当ディレクターを

退任した。アンリ・デ・ロムレエ（Henri de Romrée）氏は2019年１月24日付で新たに郵便・リテール

担当ディレクターに就任した。

・　新任の最高財務責任者が任命されるまで、ボードゥアン・デ・エプセ（Baudouin de Hepcée）氏が2019

年１月24日から臨時最高財務責任者に任命された。

・　2019年５月20日付で、レーン・ハイルナールド(Leen Geirnaerd)氏が新たに最高財務責任者兼グループ

施行委員会委員に任命された。

解任条項及び競争制限条項

　グループ執行委員会委員のうち、最高経営責任者を除き、特定の契約上の解任の取決めについて権利を有

している者はいない。最高経営責任者は、重大な違反以外の理由でビーポストから任期満了前に解任された

場合、500,000ユーロの退職金を受け取る権利を有する。最高経営責任者はさらに、退任後６ヶ月間は、そ

の使用に関係するすべての費用を含め（燃料カードは除く。）、社用車を使用する権利を有する。

　６年の任期が満了しビーポストが別の者を最高経営責任者に任命したことにより自動的に解任された場

合、最高経営責任者には任期終了日から１年間、競争制限条項が適用される。ビーポストがかかる条項の適

用を放棄しない限り、最高経営責任者は500,000ユーロの競争制限補償を受け取る。
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　マーク・ミッシェル氏を除くグループ執行委員会の全委員は競争制限条項の対象となり、その辞任日又は

解任日から12ヶ月間はビーポストの競合他社への就職が禁じられる。ビーポストがかかる競争制限条項の適

用を決定した場合、かかる委員は全員、６ヶ月分の報酬相当額を受け取る権利を有する。

　1978年７月３日付法律に基づく雇用契約の下で任務を遂行するグループ執行委員会委員は、会社に対する

年功を理由として雇用契約の解除に関する強制原則が適用されれば、12ヶ月又は18ヶ月分の報酬を超える解

雇手当を受け取る権利を有する

内部統制及びリスク管理

　ビーポストの全社的リスク管理（ERM）の枠組は、その目標追及のためにリスクを効率的に管理し必要な

統制を実行する上で、ビーポストを助けている。全社的リスク管理（ERM）の枠組みは、(ⅰ)戦略的目標を

達成するために負うリスクについて、ビーポストが外的要因を考慮に入れて十分な情報を得た上で判断を下

すことができるようなリスク管理、及び(ⅱ)リスク軽減のためのすべての社内方針、手続及び商習慣を含ん

だ内部統制活動を網羅している。全社的リスク管理（ERM）の定義には、リスク管理及び内部統制活動の最

良の慣習（国際規格のISO31000等）及び欧州委員会のコーポレート・ガバナンスに関する指令が使用されて

いる。

　一般的に、この目的は、(ⅰ)適用ある法令の遵守、(ⅱ)財務情報及び非財務情報の信頼度、及び(ⅲ)内部

手続の有効性に関する合理的な保証を提供することにある。「合理的保証レベル」は高度ではあるが完全無

欠ではなく、すべての内部統制制度には、例えば統制の費用や便益における人的ミス、誤った判断や選択に

関連した制約があることが前提となっている。

　ビーポストの内部統制活動及びリスク管理活動に関する以下の記述は事実であり、活動の主要な特徴を網

羅することを目的としている。

統制環境

　統制環境は従業員の注意喚起と遵守を促し、役割と責任を明確にし、四半期毎にガイドラインを発表する

ことで、ビーポストのグループ執行委員会及び取締役会の取組みを示している。

保全、倫理観との関わり

　「信頼を得る」というのは、ビーポストの主要価値観のうちの１つである。取締役会及びグループ執行委

員会は、ビーポスト行動規範を承認している。これは2007年に初めて公表され、最近では2019年に入って見

直された。

　この規範は当社グループで働く全員の価値観と倫理基準を示す一般原則を規定し、それが遵守されない場

合に適切な対応を講じることを可能にしている。これらの原則は、ビーポストの事業、関係会社及び合弁事

業体全体に適用される関連規則、方針及び手続によって強化されている。行動規範は新入社員に対し新人研

修の一環として提供され、ビーポスト子会社に体系的に導入されている。また、ビーポストのイントラネッ

トからも入手が可能であり、研修中に利用されている。行動規範に対する違反はすべて、事案に応じて直属

の上司、当該従業員の身元保証人又はビーポストの法務部門に報告されなければならない。

　さらにビーポストは、インサイダー取引及び市場操作に関する規則を遵守するため、取引・開示規則

（Dealing and Disclosure Code）を採用した。この規則は最新の市場濫用法令に準拠して随時修正され

る。取引・開示規則は、不適切とみなされうる従業員、上級職及び管理責任のある（取締役やグループ執行

委員会委員である）者、さらにはそれらの者に関連ある者による行為について注意喚起を目的としている。

また、秘密保持、「株価に影響を及ぼす可能性が高い」情報の不使用及び取引制限について厳格な規則を定

めている。取引・開示規則は当社グループ内で周知されており、従業員、上級職及び管理責任のある者すべ
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てが閲覧できるようになっている。2014年４月16日付市場濫用規則に従い、ビーポストにおいて管理責任の

ある者を対象に、同規則に基づくインサイダー取引に関する個々の義務について通達した。

説明責任を育むコーポレート・ガバナンスへの取組

　取締役会は、当社の運営管理を監督する。監査委員会は取締役会に対し、会計、監査及び内部統制事項に

ついて助言を行う。取締役会の役割の監視を妨げることなく、グループ執行委員会はリスク管理及び内部統

制に係る指針及び手続を策定し、それが効果的に実施されているかを監視する。「三段階の防御ライン」モ

デルが導入されている。

・　運営管理はリスク管理及び内部統制の設計及び維持について責任を有する（第１ライン）

・　法務、コンプライアンス、保健及び安全、保安又は保全のような第２ラインの機能は、第１ラインの運

営管理を補助する専門家を提供する。リスク管理及び内部統制活動の全体的な実施及び調整は、リスク

及び統制部内で一元化する。すべての第２ライン機能は、各々の分野についてのリスク評価を、年１回

以上グループ執行委員会に報告する。

・　最後に、ビーポスト・グループの内部監査に責任を有する社内監査部が防御の第３ラインを構成する。

社内監査部ディレクターが監査委員会委員長及び最高経営責任者に報告する。

雇用促進及び競争力への取組

　ビーポストにとって良いリーダーシップとはかけがえのないものであり、より良い業績を生み出す。2015

年９月、ビーポストは２つの重要な価値として、説明責任と継続的な学習を明確に打ち出し、「リーディン

グ・アット・ビーポスト（Leading@bpost）」プログラムを開始した。技能向上のため、ビーポストは独自

の訓練センターを設置した。事業ユニットでは技術コース（ビーポストの連結財務書類作成に使用される国

際財務報告基準（IFRS）に関する訓練等）が開設され、必要に応じて特別コースも設置される。職務内容を

明確にし、計画的に半年毎に業務評価することで、自己啓発がもたらされる。指導者のための特別コースも

奨励されている。

リスク評価

　全社的リスク管理（ERM）の枠組に組み込まれているリスク管理は、継続的な全社的取組を行い安定した

リスク管理文化を築き上げることを目的としている。現在、３種類のリスク管理活動が行われている。１つ

はビーポストの戦略を定義／改定するための手続きの一環である戦略リスク査定である。各事業部門は、さ

らに半期毎にそれぞれの事業リスクを査定する。最終的には、プロセス、生産又はプロジェクトレベルにお

いてリスク及び内部統制管理が行われる。これには、プロセス、生産又はプロジェクトレベルにおけるリス

ク軽減のために最も重要な内部統制の妥当性の評価が含まれる。下記の３種類のリスク活動においても、同

様な構造のリスク管理プロセスが適用される。

・　目的実現において影響が及ぶ可能性のあるリスクの特定

・　それらの優先順位を決めるためのリスク査定

・　重要リスクに対抗するためのリスク対応の決定及び行動計画

・　実践した行動計画の監視、リスクの全体評価、及びリスク発生の特定

　異なる３種類のリスク活動は、リスク査定に同一のリスク評価の枠組を使用することで統一性が保たれて

いる。またこの手法によって、トップダウンで又はボトプアップで、負うべきリスクの伝達が可能となる。

　更なる情報については、「第６ 経理の状況－１ 財務書類－Ａ 連結財務書類－６ 連結財務書類の注記」

6.5を参照のこと。
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統制活動

全般

　プロセス管理は、ビジネスプロセス管理方法（以下「BPM」という。）に基づき定められている。基幹プ

ロセス（会計、調達、投資、財務等）については、その方針や手続が設定されている。これらは定期的な統

制に服している。内部統制指標は必要に応じて調査される。

　全グループ会社は、効率的な事業取引処理を補助するため、会計処理のため、及び連結データを提供する

ために、企業資源計画（以下「ERP」という。）システム又は会計ソフトウェアを利用している。これらの

システムを通じて、業務運営の監視、統制及び指示に必要な透明性と信頼性が高い情報が経営陣に提供され

る。ERPシステムにおいて職務分掌が対立する可能性については、定期的に綿密な監視が行われる。ビーポ

ストは、ITシステムの性能、利用可能性及び整合性を持続するために適切な措置が日々講じられているか確

認するための管理プロセスを構築している。業務の達成度や効率性は、社内業務内容合意書や様々な関連事

業部門に対する定期的な履行状況及び事故報告を通じて監視される。

特に財務書類に関連すること

　体系立てられ計画的な財務手続により、期限内の定性的な報告が徹底されている。この手続には、以下の

ような重要な活動又は統制が含まれる。

・　責任者、実施時期を含め、あらゆる活動に関して慎重に細かい計画を立てる。

・　全事業体及び事業部門に適用されるIFRSの会計基準を含め、決算に際し適用されるグループ財務部門の

指針を伝達する。

・　実際に会計業務を行っている各種事業体の経理部門と財務情報の検討に関して責任を担う部署の職務分

掌。財務情報の検討は、(ⅰ)特に担当分野の財務情報の検討に関して責任を担う経理責任者、及び(ⅱ)

各種事業体及び事業部門の財務情報の最終検討並びに連結財務書類の作成に関して責任を担うグループ

財務部門によって、さらに検討される。

・　継続的に改善に努めるためにスケジュール、質及び学んだ教訓についてフォローアップやフィードバッ

クを行うため、決算後も組織的な会計処理の妥当性評価や検討を行う。

情報及び伝達

　社内広報部は、社内ネットワークや従業員向けの社報等の様々な手段を用いて、経営陣や事業レベルから

のメッセージを、組織化され体系化された方法で伝えている。

　財務情報や業績情報は、事業運営担当・財務管理担当とグループ執行委員会の間で共有している。また、

ビジネスコントローラーが毎月行う財務報告の分析のほか、グループ執行委員会が各事業部門の業績を四半

期毎に検討する。

　適切な担当の割振りと関係部署間の連携により、定期的な財務情報を効率的かつ適時に伝達するプロセス

が確保されている。すべての事業体及び事業部門に適用されるIFRSの会計原則、指針及び解釈指針は、グ

ループ財務部門が定期的に各種事業体及び事業部門の経理部門に伝達している。

　対外的には、社外広報部がマスコミや行政当局等のステークホルダーに対応している。同部署では、当社

グループレベルで影響が及びそうな外部との連絡を一元化している。財務情報も含まれるが、これに限定さ

れない。

　財務情報は、四半期、半期、及び年に１回ずつ、市場に公開している。これらの対外発表の前に、財務情

報は、(ⅰ)広範囲にわたる社内の評価プロセス、(ⅱ)監査委員会による検討、及び(ⅲ)ビーポスト取締役会

による承認を受けている。
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監視

社内監査部（内部監査）と共同監査人（外部監査）

　ビーポストは、内部監査協会の基準に沿って監査業務を行う専門的な社内監査部を有している。この部署

は、５年おきに、外部による品質審査を受ける。社内監査部は毎年リスク評価を実施し、半年毎に見直しを

行って監査計画を決定する。監査業務を通じて、社内監査部は検討対象である様々な手続やプロジェクトに

おける内部統制の有効性について合理的確証を提供する。

　ビーポストの共同監査人は、通年の法定連結財務書類について独立した意見を提供する。また、共同監査

人は半期要約連結財務書類及び中間配当の分配に使用されるベルギー会計原則に基づく10月末現在のビーポ

スト・エスエー／エヌヴィーの法定財務数値について、限定的検討を行う。また、IFRSの会計基準の重要な

変更について検討を行い、財務書類作成時に使用される手続に対する様々な主要内部統制について評価を行

う。

監査委員会と取締役会

　監査委員会は取締役会に対し、会計、監査及び内部統制事項について助言する。

　そのために、監査委員会は以下を受領し検討する。

・　監査委員会が財務書類を分析するためのあらゆる関連財務情報

・　四半期毎の財務最新情報

・　IFRS会計基準の重要な変更

・　社内監査部及び／又は共同監査人の活動から生じる調査結果

・　監査勧告後の進捗状況に関する社内監査部の半期状況報告書及び年次活動報告書

・　グループ執行委員会が毎年行うビーポストのリスク管理及び内部統制活動の効果的な実施についての結

論並びに主要事業リスク及び関連リスクの評価に関する定期的情報

　取締役会は、内部統制制度及びその手続の構築を最終的に確実にする。取締役会は監査委員会の検討を考

慮して内部統制制度及びその手続が機能しているか、また十分であるかを監視し、財務書類が完全であるた

めに必要な措置を講じる。状況に応じてビーポストの適切な統治機関を直ちに招集する手続も定められてい

る。

　監査委員会及び取締役会の構成及び機能についての詳細な情報については、上記の「取締役会」及び「監

査委員会」に記載されている。

多様性

ダイバーシティ―（多様性）とインクルージョンを受容する文化の創造

　ビーポストは、従業員に関して非常に多様性に富んだ会社であり、協調的な職場文化の創造及び支援に努

めている。そうした多様性に富んだ環境により、当社グループは顧客及びステークホルダーとの関係を最適

化し、多様かつ効率的な方法で課題に対応することができる。

　そうした状況において、ビーポストはグループ内でのダイバーシティとインクルージョンの受容意識の創

出を目的とする多様性受容方針（ビーポストのウェブサイトで入手可能）を策定している。この多様性受容

方針の目的は、ダイバーシティとインクルージョンの受容が日常的となる文化を築く上でビーポストの従業

員及び経営陣を支援することにある。

　このプログラムは、エンゲージメント（自発的な貢献意欲）、意識及び参画に重点を置いている。取締役

会は上から基調を打ち出すだけでなく、ダイバーシティとインクルージョンの受容意識への投資並びに／又

はダイバーシティとインクルージョンの受容の枠組み内の特定事項への対処を行っているチームのために開

催されるダイバーシティ＆インテグレーション・ワークショップを実際に後援している。
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取締役会及びグループ執行委員会における多様性

　ビーポストは、取締役会及びグループ執行委員会の能力及び視点の多様性が会社組織及び業務への理解を

深めるという考え方を取っている。それにより、取締役やグループ執行委員会委員は、戦略的意思決定を建

設的にチャレンジすること及びリスク管理意識を持つことが可能になり、革新的なアイデアに対して一層

オープンになることができる。

　ビーポストはベルギー会社法第518条の２の性別の多様性に関する規定を遵守しているが、経営陣に関す

る当社の多様性受容方針はこの厳格な法的最低要件を凌いでいる。

　取締役会及びグループ執行委員会の構成では、年齢、職歴、性別、地理的多様性といった基準の観点から

多様性に特別な注意が払われている。報酬・指名委員会は、欠員補充のための候補者を検討するにあたり、

かかる多様性基準のバランスの取れたラインアップを考慮に入れる。

　ビーポストの取締役及びグループ執行委員会委員に関して考慮されている多様性の側面は、以下のとおり

である。

・　性別　性別の多様性は、市場に対する理解を深め、創造性を高め、より効果的なリーダーシップを育

て、世界との効果的な関係を促進する。経営陣内の性別の多様性を高めるため、ビーポストは、(ⅰ)潜

在能力のある女性の人材を早い段階で発掘すること、(ⅱ)女性がその潜在能力を十分に発揮できる機会

を提供すること、及び(ⅲ)経営者を育てる育成プログラムに女性を参加させることを目指している。

・　年齢　職場における年齢の多様性は人的資本の一部であり、知識、価値観、及び選択の範囲を広げる。

そのような年齢の多様性に富んだ経営陣は、常に動きのあるダイナミックな環境を提供する。年齢の多

様性を実現するため、ビーポストは経営陣が(ⅰ)業務経験の幅と深さがある年配の人材及び(ⅱ)高い潜

在能力があり、向学心のある若い人材を考慮するよう努めることを目指している。

・　職歴　ビーポストが変化する環境の中で競争力を保つためには、多様な職歴を持った人材を惹きつけて

維持しなければならない。職歴の多様性は、直面する複雑な課題に対応するために必要な様々な専門知

識と経験をビーポストにもたらす。経営陣における職歴の多様性を実現するため、ビーポストは、(ⅰ)

卓越した職歴を持ち、(ⅱ)キャリアの様々な段階にある様々な分野からの人材の発掘を目指している。

・　地理的多様性　地理的多様性は重要であり、特に事業及び戦略の国際化が進む中では会社の業績との間

に正の相関が認められる。地理的多様性を促進するため、ビーポストは候補者の経歴に含まれる外的要

素を考慮に入れている。

　取締役会は、ビーポストの経営陣における多様性が向上しているかどうかを毎年評価している。

ダイバーシティ　―　その実施と現状

　2018年12月31日現在の当社の取締役会及びグループ執行委員会に関連したダイバーシティの現状は、以下

のとおりである。

性別

取締役会 グループ執行委員会

男性 2/3 100％

女性 1/3 ―

年齢

取締役会 グループ執行委員会
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40歳～49歳 ２名

50歳～59歳 ５名 ４名

60歳以上 ４名 ２名

国籍

取締役会 グループ執行委員会

ベルギー ５名 ８名

ポルトガル／カナダ １名

アイルランド １名

米国 １名

スイス １名

職歴

取締役会 グループ執行委員会

財務・会計、リスク管理、監査 17％ 16％

運輸／物流、フルフィルメント、倉庫業、電子商取引 19％ 18％

銀行 8％ 9％

郵便サービス 13％ 17％

小包サービス 18％ 15％

小売 7％ 7％

デジタル技術、通信、イノベーション 10％ 9％

人事・総務 8％ 9％

（２）【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬(ユーロ)（付加価
値税を除く）

非監査業務に基づく報
酬(ユーロ) （付加価
値税を除く）

監査証明業務に基づく
報酬(ユーロ)（付加価
値税を除く）

非監査業務に基づく報
酬(ユーロ) （付加価
値税を除く）

提出会社 345,000 249,827 380,000 321,664

連結子会社 938,199 42,869 885,275 304,817

計 1,283,199 292,696 1,265,275 626,481

　ビーポストの2018年12月31日に終了した年度の個別財務書類の監査について、共同監査人のその他のメン

バーは報酬として39,134.81ユーロを受け取った（2017年は59,152ユーロ）。

②【その他重要な報酬の内容】

　　該当事項なし
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③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　1991年法の下、ユニバーサル・サービスの提供者である当社は、ユニバーサル・サービス義務に属する業

務とユニバーサル・サービス業務及びSGEI（一般的経済利益を有するサービス）に属さない業務について、

それぞれ別個の内部用会計記録を維持しなければならない。これらの別個の会計記録は、ユニバーサル・

サービスの提供者とは区別された機関によりレビューを受けなければならないため、外国監査公認会計士等

がかかる業務を行っている。

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項なし
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第６【経理の状況】

１．本書記載の当社及びその子会社の連結財務書類は、欧州連合により承認された国際財務報告基準（以下

「IFRS」という。）に準拠して作成されている。また、本書記載の当社の個別財務書類は、ベルギーにおい

て一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「ベルギー会計基準」という。）に準拠して作成されてい

る。

　本書記載の和文の連結財務書類及び個別財務書類は、本書記載の原文（仏語）の連結財務書類及び原文

（仏語）の個別財務書類を翻訳したものである。

　上記の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第１項の規定が適用される。

　上記の財務書類の作成に当たって当社の採用した会計原則、会計慣行及び表示方法と、日本において一般

に公正妥当と認められる会計原則、会計慣行及び表示方法との間の主な相違点に関しては、「４ ベルギーと

日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。

２．本書記載の原文の連結財務書類は、ベルギーにおける当社の独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤン

グ・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー及びピーヴィーエムディー・ベドレイフスレビ

ゾーレン・ビーシーヴィービーエーによる監査を受けており、また、本書記載の原文の個別財務書類は、

アーンスト・アンド・ヤング・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー及びピーヴィーエム

ディー・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー並びに会計監査院により選任された監査人で

構成される共同監査人による監査を受けており、金融商品取引法第193条の２第１項第１号に規定される監査

証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書の原文及び和文訳が本書とともに提出されている。

　上記の財務書類は、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第35条の規定に基づく「財務諸表等の監

査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第１条の３の規定により、金融商品取引法第193条の２

の規定に基づく日本国の公認会計士又は監査法人による監査は受けていない。

３．本書記載の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。円で表示されている金額は、令和元年５月20日

現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値である１ユーロ＝122.97円の換算レートで

換算されたものである。日本円による計数は四捨五入により合計と一致しないことがある。

４．上記の主要な金額の円換算額及び「２ 主な資産・負債及び収支の内容」ないし「４ ベルギーと日本にお

ける会計原則及び会計慣行の主要な相違」の記載事項は、原文の財務書類には含まれておらず、上記２．の

会計監査の対象にもなっていない。
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１【財務書類】

Ａ.　連結財務書類

　2018年12月31日に終了した事業年度

１.　連結損益計算書

（単位：百万ユーロ） 注記
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

2018年/2017年
の増減

売上収益 6.8 3,774.4 2,972.2 27.0％

その他営業収益 6.9 75.8 51.6 46.9％

総営業収益 3,850.2 3,023.8 27.3％

原材料費 (257.5) (240.7) 7.0％

サービスその他商品 6.11 (1,556.2) (972.8) 60.0％

人件費 6.12 (1,455.6) (1,206.7) 20.6％

その他営業費用 6.10 (9.8) (5.6) 74.2％

減価償却費及び償却費 (177.7) (105.1) 69.2％

総営業費用 (3,456.8) (2,530.9) 36.6％

営業活動に係る利益(EBIT) 393.4 492.9 -20.2％

金融収益 6.13 6.1 5.8 5.3％

金融費用 6.13 (29.9) (19.5) 53.4％

持分法による投資利益 6.22 11.5 9.6 19.9％

税引前利益 381.0 488.7 -22.0％

法人所得税費用 6.14 (117.4) (165.8) -29.2％

継続事業からの利益 263.6 322.9 -18.4％

当期利益(EAT) 263.6 322.9 -18.4％

当期利益の帰属：

親会社の普通株主 264.8 324.9 -18.5％

非支配持分 (1.2) (2.0) -38.5％

（単位：ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

一株当たり利益

基本的、親会社の普通株主に帰属する当期利益 1.32 1.62

希薄化後、親会社の普通株主に帰属する当期利益 1.32 1.62
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１.　連結損益計算書（続）

（単位：百万円） 注記
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

2018年/2017年
の増減

売上収益 6.8 464,138 365,491 27.0％

その他営業収益 6.9 9,321 6,345 46.9％

総営業収益 473,459 371,837 27.3％

原材料費 (31,665) (29,599) 7.0％

サービスその他商品 6.11 (191,366) (119,625) 60.0％

人件費 6.12 (178,995) (148,388) 20.6％

その他営業費用 6.10 (1,205) (689) 74.2％

減価償却費及び償却費 (21,852) (12,924) 69.2％

総営業費用 (425,083) (311,225) 36.6％

営業活動に係る利益(EBIT) 48,376 60,612 -20.2％

金融収益 6.13 750 713 5.3％

金融費用 6.13 (3,677) (2,398) 53.4％

持分法による投資利益 6.22 1,414 1,181 19.9％

税引前利益 46,852 60,095 -22.0％

法人所得税費用 6.14 (14,437) (20,388) -29.2％

継続事業からの利益 32,415 39,707 -18.4％

当期利益(EAT) 32,415 39,707 -18.4％

当期利益の帰属：

親会社の普通株主 32,562 39,953 -18.5％

非支配持分 (148) (246) -38.5％

（単位：円）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

一株当たり利益

基本的、親会社の普通株主に帰属する当期利益 162 199

希薄化後、親会社の普通株主に帰属する当期利益 162 199
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２.　連結包括利益計算書

（単位：百万ユーロ） 注記
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

当期利益 263.6 322.9

その他の包括利益

翌期以降、純損益に振り替えられるその他の包括利益(税引後):

関連会社のその他の包括利益の変動 6.22 (25.5) (42.1)

純投資のヘッジに係る利益/(損失)純額 6.31 (5.7) 2.5

キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失)純額 6.31 (14.0) 0.0

在外営業活動体に係る為替換算差額 29.8 (16.5)

翌期以降、純損益に振り替えられるその他の包括利益/(損失)純額 (15.3) (56.0)

翌期以降、純損益に振り替えられることのないその他の包括利益(税引後):

確定給付制度の再評価に係る利益/(損失) 6.27 4.6 3.1

翌期以降、純損益に振り替えられることのないその他の包括利益/(損失) 4.6 3.1

当期その他の包括利益/(損失)合計(税引後) (10.7) (53.0)

当期包括利益(税引後) 252.9 270.0

当期包括利益の帰属：

親会社の普通株主 254.1 271.9

非支配持分 (1.2) (2.0)
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２.　連結包括利益計算書（続）

（単位：百万円） 注記
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

当期利益 32,415 39,707

その他の包括利益

翌期以降、純損益に振り替えられるその他の包括利益(税引後):

関連会社のその他の包括利益の変動 6.22 (3,136) (5,177)

純投資のヘッジに係る利益/(損失)純額 6.31 (701) 307

キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失)純額 6.31 (1,722) 0.0

在外営業活動体に係る為替換算差額 3,665 (2,029)

翌期以降、純損益に振り替えられるその他の包括利益/(損失)純額 (1,881) (6,886)

翌期以降、純損益に振り替えられることのないその他の包括利益(税引後):

確定給付制度の再評価に係る利益/(損失) 6.27 566 381

翌期以降、純損益に振り替えられることのないその他の包括利益/(損失) 566 381

当期その他の包括利益/(損失)合計(税引後) (1,316) (6,517)

当期包括利益(税引後) 31,099 33,202

当期包括利益の帰属：

親会社の普通株主 31,247 33,436

非支配持分 (148) (246)
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３.　連結財政状態計算書
（1）

（単位：百万ユーロ） 注記
2018年

12月31日現在

2017年
12月31日現在

(修正再表示)
1

2017年
12月31日現在

資産

非流動資産

有形固定資産 6.16 708.0 752.8 710.3

無形資産 6.19 874.9 890.4 910.6

関連会社に対する投資 6.22 251.2 329.2 329.2

投資不動産 6.17 18.7 5.7 5.7

繰延税金資産 6.14 31.5 31.4 31.5

営業債権及びその他の債権 6.23 11.2 9.4 9.4

1,895.7 2,018.8 1,996.6

流動資産

棚卸資産 6.24 36.9 39.1 39.1

未収法人所得税 6.14 5.7 1.6 1.6

営業債権及びその他の債権 6.23 712.0 714.9 719.4

現金及び現金同等物 6.25 680.1 466.0 466.0

1,434.7 1,221.6 1,226.1

売却目的保有資産 6.18 14.7 0.6 0.6

資産合計 3,345.1 3,241.0 3,223.3

資本及び負債

発行済資本金 364.0 364.0 364.0

準備金 271.4 310.1 310.1

為替換算差額 12.7 (11.5) (11.5)

利益剰余金 51.6 110.9 110.9

親会社の普通株主に帰属する資本 699.7 773.5 773.5

非支配持分に帰属する資本 2.5 4.3 4.3

資本合計 4 702.3 777.8 777.8

非流動負債

有利子負債 6.26 849.1 55.4 58.4

従業員給付 6.27 308.4 326.9 326.9

営業債務及びその他の債務 6.28 17.5 45.2 45.2

引当金 6.29 22.6 38.1 24.2

繰延税金負債 6.14 7.3 12.3 12.3

1,204.8 478.0 467.0

流動負債

有利子負債 6.26 175.7 699.9 699.9

引当金 6.29 16.8 28.4 21.2

未払法人所得税 6.14 21.4 38.6 39.3

デリバティブ 6.30 0.8 0.0 0.0

営業債務及びその他の債務 6.28 1,212.5 1,218.4 1,218.2

1,427.3 1,985.3 1,978.5

売却目的保有資産に直接関連した負債 6.18 10.8 0.0 0.0

負債合計 2,642.9 2,463.3 2,445.5

資本及び負債合計 3,345.1 3,241.0 3,223.3

(1)
ラディアルの取得原価配分後の比較情報を示すために修正再表示を行った。
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３.　連結財政状態計算書（続）
（1）

（単位：百万円） 注記
2018年

12月31日現在

2017年
12月31日現在

(修正再表示)
1

2017年
12月31日現在

資産

非流動資産

有形固定資産 6.16 87,063 92,572 87,346

無形資産 6.19 107,587 109,493 111,977

関連会社に対する投資 6.22 30,890 40,482 40,482

投資不動産 6.17 2,300 701 701

繰延税金資産 6.14 3,874 3,861 3,874

営業債権及びその他の債権 6.23 1,377 1,156 1,156

233,114 248,252 245,522

流動資産

棚卸資産 6.24 4,538 4,808 4,808

未収法人所得税 6.14 701 197 197

営業債権及びその他の債権 6.23 87,555 87,911 88,465

現金及び現金同等物 6.25 83,632 57,304 57,304

176,425 150,220 150,774

売却目的保有資産 6.18 1,808 74 74

資産合計 411,347 398,546 396,369

資本及び負債

発行済資本金 44,761 44,761 44,761

準備金 33,374 38,133 38,133

為替換算差額 1,562 (1,414) (1,414)

利益剰余金 6,345 13,637 13,637

親会社の普通株主に帰属する資本 86,042 95,117 95,117

非支配持分に帰属する資本 307 529 529

資本合計 4 86,362 95,646 95,646

非流動負債

有利子負債 6.26 104,414 6,813 7,181

従業員給付 6.27 37,924 40,199 40,199

営業債務及びその他の債務 6.28 2,152 5,558 5,558

引当金 6.29 2,779 4,685 2,976

繰延税金負債 6.14 898 1,513 1,513

148,154 58,780 57,427

流動負債

有利子負債 6.26 21,606 86,067 86,067

引当金 6.29 2,066 3,492 2,607

未払法人所得税 6.14 2,632 4,747 4,833

デリバティブ 6.30 98 0.0 0.0

営業債務及びその他の債務 6.28 149,101 149,827 149,802

175,515 244,132 243,296

売却目的保有資産に直接関連した負債 6.18 1,328 0.0 0.0

負債合計 324,997 302,912 300,723

資本及び負債合計 411,347 398,546 396,369

(1)
ラディアルの取得原価配分後の比較情報を示すために修正再表示を行った。
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４.　連結持分変動計算書

（単位：百万ユーロ）
発行済
資本金/
授権資本

自己株式 準備金
為替

換算差額
利益剰余金 合計 非支配持分 資本合計

2017年１月１日現在の残高 364.0 0.0 274.2 2.5 135.5 776.3 3.1 779.3

2017年12月31日に終了した
事業年度の利益

324.9 324.9 (2.0) 322.9

その他の包括利益 96.5 (14.0) (135.5) (53.0) (53.0)

包括利益合計 0.0 0.0 96.5 (14.0) 189.4 271.9 (2.0) 270.0

配当金（支払） (50.0) (212.0) (262.0) 0.0 (262.0)

その他 (10.7) (2.0) (12.7) 3.2 (9.5)

2017年12月31日現在の残高 364.0 0.0 310.1 (11.5) 110.9 773.5 4.3 777.8

2018年１月１日現在の残高 364.0 0.0 310.1 (11.5) 110.9 773.5 4.3 777.8

ビーポスト・バンクに対す
るIFRS第９号の影響

(59.9) (59.9) (59.9)

2018年１月１日現在の残高
（修正再表示）

364.0 0.0 250.2 (11.5) 110.9 713.6 4.3 717.9

2018年12月31日に終了した
事業年度の利益

264.8 264.8 (1.2) 263.6

その他の包括利益 76.1 24.2 (110.9) (10.7) (10.7)

包括利益合計 0.0 0.0 76.1 24.2 153.9 254.1 (1.2) 252.9

配当金（支払） (50.0) (212.0) (262.0) 0.0 (262.0)

その他 (4.8) (1.2) (6.0) (0.5) (6.6)

2018年12月31日現在の残高 364.0 0.0 271.4 12.7 51.6 699.7 2.5 702.3

2018年12月31日現在の準備金（272.2百万ユーロ）は、221.4百万ユーロのグループ準備金で構成されてお

り、そのうちの172.8百万ユーロはビーポスト・エスエー／エヌヴィーが分配可能な利益剰余金であり、50.8百

万ユーロは法定準備金である。
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４.　連結持分変動計算書（続）

（単位：百万円）
発行済
資本金/
授権資本

自己株式 準備金
為替

換算差額
利益剰余金 合計 非支配持分 資本合計

2017年１月１日現在の残高 44,761 0.0 33,718 307 16,662 95,462 381 95,831

2017年12月31日に終了した
事業年度の利益

39,953 39,953 (246) 39,707

その他の包括利益 11,867 (1,722) (16,662) (6,517) (6,517)

包括利益合計 0.0 0.0 11,867 (1,722) 23,291 33,436 (246) 33,202

配当金（支払） (6,149) (26,070) (32,218) 0.0 (32,218)

その他 (1,316) (246) (1,562) 394 (1,168)

2017年12月31日現在の残高 44,761 0.0 38,133 (1,414) 13,637 95,117 529 95,646

2018年１月１日現在の残高 44,761 0.0 38,133 (1,414) 13,637 95,117 529 95,646

ビーポスト・バンクに対する
IFRS第９号の影響 (7,366) (7,366) (7,366)

2018年１月１日現在の残高
（修正再表示） 44,761 0.0 30,767 (1,414) 13,637 87,751 529 88,280

2018年12月31日に終了した
事業年度の利益 32,562 32,562 (148) 32,415

その他の包括利益 9,358 2,976 (13,637) (1,316) (1,316)

包括利益合計 0.0 0.0 9,358 2,976 18,925 31,247 (148) 31,099

配当金（支払） (6,149) (26,070) (32,218) 0.0 (32,218)

その他 (590) (148) (738) (61) (812)

2018年12月31日現在の残高 44,761 0.0 33,374 1,562 6,345 86,042 307 86,362

2018年12月31日現在の準備金（272.2百万ユーロ（33,472百万円））は、221.4百万ユーロ（27,226百万円）

のグループ準備金で構成されており、そのうちの172.8百万ユーロ（21,249百万円）はビーポスト・エスエー／

エヌヴィーが分配可能な利益剰余金であり、50.8百万ユーロ（6,247百万円）は法定準備金である。
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2018年12月31日現在のビーポストの株主構成は以下のとおりである。

株式数 合計 ベルギー政府
(1)

の保有株式数
浮動株式数

2018年１月１日現在の残高 200,000,944 102,075,649 97,925,295

当期変動 - - -

2018年12月31日現在の残高 200,000,944 102,075,649 97,925,295

株式は無額面であり、全額払い込まれている。

(1)　直接並びにFederal Holding及びInvestment Companyを通じて保有している。

実施された分配及び分配案は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

宣言され支払われた普通株式に係る現金配当

2017年度期末配当：一株当たり0.25ユーロ(2016年度：一株当たり0.25ユーロ) 50.0 50.0

2018年度中間配当：一株当たり1.06ユーロ(2017年度：一株当たり1.06ユーロ) 212.0 212.0

262.0 262.0

普通株式に係る配当案

2018年度期末配当：一株当たり1.31ユーロ(2017年度：一株当たり1.31ユーロ) 262.0 262.0

（単位：百万円）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

宣言され支払われた普通株式に係る現金配当

2017年度期末配当：一株当たり0.25ユーロ(2016年度：一株当たり0.25ユーロ) 6,149 6,149

2018年度中間配当：一株当たり1.06ユーロ(2017年度：一株当たり1.06ユーロ) 26,070 26,070

32,218 32,218

普通株式に係る配当案

2018年度期末配当：一株当たり1.31ユーロ(2017年度：一株当たり1.31ユーロ) 32,218 32,218

普通株式に係る配当案は年次株主総会の承認を必要としており、12月31日現在負債として認識されていな

い。
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５.　連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万ユーロ） 注記
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益 1 381.0 488.7

減価償却費及び償却費 177.7 105.1

貸倒損失 6.10 10.5 3.3

有形固定資産売却益 6.9 (30.0) (15.9)

その他の非資金項目 (4.2) (8.1)

従業員給付の増減 6.27 (12.8) (29.1)

持分法による投資利益 6.22 (11.5) (9.6)

配当金受取額 6.22 4.0 11.8

法人所得税費用 (126.1) (125.2)

過年度法人所得税費用 (11.8) (15.0)

運転資本及び引当金調整前営業活動によるキャッシュ・フロー 376.8 405.9

営業債権及びその他の債権の減少（増加） 14.7 (91.1)

棚卸資産の減少（増加） 6.24 0.3 (0.3)

営業債務及びその他の債務の増加（減少） (10.9) (48.3)

顧客への未払金の増加（減少） 9.7 15.0

引当金の増加（減少） (28.6) (15.2)

営業活動によるキャッシュ・フロー 362.0 266.1

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入 55.6 24.0

有形固定資産の取得による支出 6.16 (88.9) (96.7)

無形資産の取得による支出 6.19 (26.5) (24.7)

その他投資の取得による支出 0.5 12.0

子会社の取得による支出の純額 6.6 (61.4) (666.6)

投資活動によるキャッシュ・フロー (120.8) (751.9)

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金及びファイナンス・リース債務による収入 994.0 692.5

借入金及びファイナンス・リース債務の返済による支出 (739.7) (13.7)

デリバティブに係る支払 (21.5) 0.0

非支配持分との取引 (0.3) 0.0

株主への中間配当金の支払額 4 (212.0) (212.0)

配当金支払額 4 (50.0) (50.0)

財務活動によるキャッシュ・フロー (29.5) 416.8

現金及び現金同等物の増減額 211.7 (68.9)

純為替換算差額 2.5 (3.9)

銀行借越を除く現金及び現金同等物の期首残高 6.25 466.0 538.9

銀行借越を除く現金及び現金同等物の期末残高 6.25 680.1 466.0

現金及び現金同等物の増減額 214.1 (72.9)
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５.　連結キャッシュ・フロー計算書（続）

（単位：百万円） 注記
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益 1 46,852 60,095

減価償却費及び償却費 21,852 12,924

貸倒損失 6.10 1,291 406

有形固定資産売却益 6.9 (3,689) (1,955)

その他の非資金項目 (516) (996)

従業員給付の増減 6.27 (1,574) (3,578)

持分法による投資利益 6.22 (1,414) (1,181)

配当金受取額 6.22 492 1,451

法人所得税費用 (15,507) (15,396)

過年度法人所得税費用 (1,451) (1,845)

運転資本及び引当金調整前営業活動によるキャッシュ・フロー 46,335 49,914

営業債権及びその他の債権の減少（増加） 1,808 (11,203)

棚卸資産の減少（増加） 6.24 37 (37)

営業債務及びその他の債務の増加（減少） (1,340) (5,939)

顧客への未払金の増加（減少） 1,193 1,845

引当金の増加（減少） (3,517) (1,869)

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,515 32,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入 6,837 2,951

有形固定資産の取得による支出 6.16 (10,932) (11,891)

無形資産の取得による支出 6.19 (3,259) (3,037)

その他投資の取得による支出 61 1,476

子会社の取得による支出の純額 6.6 (7,550) (81,972)

投資活動によるキャッシュ・フロー (14,855) (92,461)

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金及びファイナンス・リース債務による収入 122,232 85,157

借入金及びファイナンス・リース債務の返済による支出 (90,961) (1,685)

デリバティブに係る支払 (2,644) 0.0

非支配持分との取引 (37) 0.0

株主への中間配当金の支払額 4 (26,070) (26,070)

配当金支払額 4 (6,149) (6,149)

財務活動によるキャッシュ・フロー (3,628) 51,254

現金及び現金同等物の増減額 26,033 (8,473)

純為替換算差額 307 (480)

銀行借越を除く現金及び現金同等物の期首残高 6.25 57,304 66,269

銀行借越を除く現金及び現金同等物の期末残高 6.25 83,632 57,304

現金及び現金同等物の増減額 26,328 (8,965)

次へ
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６.　連結財務書類の注記

６.１.　一般的情報

事業活動

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー及びその子会社（以下「ビーポスト」という。）は、宛先特定及び宛先

不特定の郵便物、印刷物、新聞及び小包の集荷、輸送、仕分け及び配送から成る国内郵便小包及び国際郵便小

包サービスを提供している。

ビーポストはその子会社及び事業部門を通じて、郵便、小包、銀行・金融商品、電子商取引関連の物流、速

達、近接性を備えた小売業、文書管理及び関連業務等を含む広範な商品の販売及びサービスの提供を行ってい

る。また、ビーポストはベルギー政府の代わりにSGEI（一般的経済利益を有するサービス）も行っている。

法的形態

ビーポスト・エスエー／エヌヴィーは公法に基づく有限責任会社であり、サントルモネ－マンサントラン、

1000ブリュッセルに登記上の本社を置いている。ビーポストの株式は2013年６月21日からブリュッセルのNYSE-

ユーロネクストに上場されている（株式コード：BPOST）。

６.２.　作成の基礎

ビーポスト・エスエー／エヌヴィーの連結財務書類は、EUが採択した国際財務報告基準（IFRS）に従って作

成されている。2018年度末現在発効しており、欧州連合が採択した、国際会計基準審議会（IASB）及び国際財

務報告解釈指針委員会(IFRIC)が公表したすべての基準及び解釈指針をビーポストは採用している。

連結財務書類はユーロ（EUR）で表示されており、すべての金額は別途定めがない限り、百万単位で四捨五入

されている。連結財務書類はビーポスト・バンクの貸借対照表上、（キャッシュ・フローの）回収を目的とし

て保有される金融資産に分類されている債券ポートフォリオの公正価値測定を除き、取得原価主義に基づいて

作成されている。財務書類は、2019年３月19日に、取締役会により公表が承認された。

適用した会計方針は、2018年１月１日から適用される新基準及び新解釈指針を除き、前事業年度のものと一

致している。

ビーポストは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びIFRS第9号「金融商品」を初めて適用した。

これらの新基準の適用の結果生じた変更の影響及びその性質については、以下に記載している。

IFRS第９号及びIFRS第15号を除き、2018年１月１日から発効した、下記の新基準及び改訂基準は、ビーポス

トの表示、業績及び財政状態に影響を及ぼすことはない。

▶ IFRS第２号の改訂 －株式報酬取引の分類及び測定

▶ IAS第40号の改訂 －投資不動産の振替

▶ IFRS第４号の改訂 －IFRS第９号のIFRS第４号との適用

▶ IFRIC第22号の改訂 －外貨建取引と前渡・前受対価

▶ IFRSの年次改善　2014－2016年サイクル

2017年に、ビーポストはIAS第18号「収益」を適用した。2018年１月１日から、IAS第18号で規定されている

収益の会計処理はIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に置き換えられた。IFRS第15号では、収益は顧

客への財又はサービスの移転と引換えに事業体が得ることが見込まれる対価を反映した金額で認識される。

IFRS第15号は顧客との契約から生じる収益の会計処理に５ステップモデルを整備している。すなわち、各契約

の履行義務が取引価格とともに割り当てられ、収益は企業が当該契約の履行義務を充足した場合のみ認識され

る。
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ビーポストは顧客向けの消費やサービスを分析することによりIFRS第15号に関する評価を行った。ビーポス

トは、郵便物の配達、国内・海外への小包の配達に加え、付加価値業務及びリテール業務、銀行業務、金融商

品を含む他の収入源となる業務も行っている。商品及びサービスは、個別に識別可能な契約又は、区分が不可

能なバンドル型の契約のいずれかで販売されている。顧客向けのすべての商品及びサービスに関し入念な調査

を行った結果、ビーポストは、IFRS第15号の要求事項の適用に関し、2018年度の業績にも2017年度の業績にも

及ぼす影響はないと判断した。

▶ バンドル型サービスに対する価格のほうが低くなる場合には、契約の中の様々なサービスについては、

IFRS第15号と整合し、等しく按分された割合で減額される。

▶ 履行義務に関して、ビーポストが代理人となるか本人となるかに関して区分が必要な場合、ビーポストは

引き続きIFRS第15号と整合した、2018年より前と同じ方法で収益を認識し会計処理を行うことが可能であ

る。

▶ 契約の中の各履行義務には取引価格があり、場合によっては変動する（割引、ペナルティ等）可能性もあ

る。すでにビーポストはIFRS第15号に準拠して契約開始時に変動対価の見積りを行っている。

▶ さらに、収益の大半が一時点（例えば、サービスが提供された時点）で認識されることから、収益認識は

殆ど変わらなかった。

ビーポストは、2018年１月１日の初度適用日から、修正遡及アプローチを用いてIFRS第15号を適用した。修

正遡及アプローチの結果、2017年度の数値はIAS第18号に従って表示されている。2017年度の結果に影響があっ

た場合には、2018年１月１日の初度適用日現在のIFRS第15号の影響は、利益剰余金の期首残高への調整として

認識されることになる。

2018年１月１日をもって、IAS第39号「金融商品：認識及び測定」がIFRS第９号「金融商品」に置き換えられ

た。ビーポストは比較数値の修正再表示は行わず、2018年１月１日から修正遡及アプローチを用いてIFRS第９

号を適用した。2017年度の数値はIAS第39号に従って表示されている。IFRS第９号は、(a)分類及び測定、(b)減

損及び(c)ヘッジ会計という、金融商品会計プロジェクトの３つの要素すべてを一つにまとめたものである。

IFRS第９号による影響を主に受けるのは、その財政状態計算書が主に金融商品で構成されているビーポスト・

バンクへの50％に上る投資である。

IFRS第９号による影響の評価結果は以下のとおりである。

(a) 分類及び測定：IFRS第９号に基づく金融資産の分類と測定は、採用されている特定の事業モデルと、当

該資産の契約上のキャッシュ・フローの特徴に基づいて決められる。新しい要求事項がビーポストの金

融資産に及ぼす影響はない。ただし、IFRS第９号への移行時に、ビーポスト・バンクはその債券ポート

フォリオの大部分を、IAS第39号の売却可能の区分からIFRS第９号の償却原価の区分に分類変更を行っ

た。これにより、ビーポスト・バンクの資本は119.8百万ユーロ減少し、IFRS第９号への移行日に、ビー

ポストの関連会社への投資と関連準備金はその金額の50％に相当する約59.9百万ユーロ減少した。

IFRS第９号の適用が、2018年１月１日現在の金融資産（現金及び債権）に及ぼした影響の概要は以下のとお

りである。

IAS第39号測定区分 IFRS第９号測定区分

（単位：百万ユーロ） 帳簿価額
純損益を通じて

公正価値で測定
償却原価

OCIを通じて

公正価値で測定

金融資産（現金及び債権）

現金及び現金同等物 466.0 466.0

営業債権及びその他の債権 724.3 724.3

金融資産合計（現金及び債権） 1,190.3 1,190.3

ビーポストの金融負債の分類と測定に変更はない。

(b) 減損：IFRS第９号では、すべての負債性金融商品に対し、12ヶ月間又は全期間に基づく予想信用損失を

認識することが求められている。ビーポストの営業債権に及ぼす影響は大きくなかった。その一方、
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ビーポスト・バンクは、IAS第39号の既発生未報告損害支払備金（IBNR）に置き換わる、IFRS第９号のス

テージ分類手法である一般的な手法を採用する。ただし、その影響は大きくなかった（0.2百万ユー

ロ）。

(c) ヘッジ会計：ビーポストのヘッジ会計を用いた取引はごくわずかであるが、ビーポストは引き続きIAS第

39号のヘッジ会計を適用することを決定した。これは、マクロヘッジ・プロジェクトがIASBによって最

終化されるまで、ビーポスト・バンクが引き続きIAS第39号のヘッジ会計を適用する予定であることによ

る。

公表されているがまだ発効していないその他の基準、解釈指針又は改訂のうち、ビーポストが早期適用して

いるものはない。

ビーポストが未採用の基準書及び解釈指針

下記の新しいIFRS基準及びIFRIC解釈指針は、公表されているがまだ発効されていない又はまだ強制適用され

ておらず、ビーポストの連結財務書類の作成には採用されていない。

基準書及び解釈指針 発効日

IFRS第16号 － リース 2019年１月１日

IFRIC第23号 － 法人所得税務処理に関する不確実性 2019年１月１日

IFRS第９号の改訂 － 負の補償を伴う期限前償還要素 2019年１月１日

IAS第28号の改訂 － 関連会社及び共同支配企業に対する長期持分 2019年１月１日

IAS第19号の改訂 － 制度改訂、縮小又は清算 2019年１月１日

IFRSの年次改善 － 2015-2017年サイクル
1 2019年１月１日

IFRS第17号 - 保険契約
1 2021年１月１日

(1)  本報告書日現在、EUが承認していないもの

IFRS第16号は、IAS第17号「リース」、IFRIC第４号「契約にリースが含まれているか否かの判断」、SIC第15号

「オペレーティング・リース－インセンティブ」及びSIC第27号「リースの法形式を伴う取引の実質の評価」を

置き換える予定である。IFRS第16号は、リースに関する認識、測定、表示及び開示に関する原則を定め、借手

に対しすべてのリースを、IAS第17号に基づくファイナンスリースの会計処理と類似した、単一のオンバランス

シートモデルに基づいて会計処理するよう求めている。IFRS第16号は、2019年１月１日以降に開始する年度か

ら適用される予定である。ビーポストは移行日からの計算による修正遡及アプローチに従い、IFRS第16号を適

用する予定であるため、前年度の数値は調整されない予定である。ビーポストが行った初度適用に関する分析

の結果、IFRS第16号は主に、ベルギー企業が利用している車両や建物に関する賃貸借契約、海外企業が利用し

ている建物に関する賃貸借契約などに関し、連結財政状態計算書に大きな影響をもたらすことが判明してい

る。

2019年度から、これらのリースすべてに対して（締結した）受領した使用権資産を資産計上し、履行義務を

負債計上する予定である。ビーポストは低額資産及び短期リースに関して設けられた救済措置を利用する予定

である。分析の結果判明した影響により、2019年１月１日現在、リース負債及び使用権資産がそれぞれ417.8百

万ユーロ認識される。オペレーティング・リースに関する現行の表示とは異なり、使用権資産に係る減価償却

費とリース負債のディスカウントの解消から生じる支払利息が認識される。オペレーティング・リース費用が

含まれなくなることにより、EBITDAは改善する見込みである。IFRS第16号はまた、セール・アンド・リース

バック取引の処理についても新たな指針を設けている。売り手/借手は保有するリースに関する使用権資産を認

識するため、売却から生じる利益又は損失について按分された部分のみ認識することができる。

公表されているがまだ発効していない他の基準、解釈指針又は改訂のうちで、ビーポストが早期適用してい

るものはない。
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６.３.　重要な会計上の判断及び見積り

IFRSに準拠した連結財務書類を作成するにあたっては、一連の重要な会計上の判断に基づいている。これら

の判断は資産及び負債の価値に影響を及ぼしており、将来に関しては見積りと仮定が行われている。これらに

関しては継続的に再評価が行われ、過去のパターン及び現在の環境で妥当と考えられる将来の事象に関する期

待に基づいている。

従業員給付 － IAS第19号

従業員給付債務の評価及び給付費用の算定に欠かせない重要な仮定には、従業員の離職率、年金選択率、死

亡率、退職年齢、割引率、給付金の増加、及び将来の賃金の上昇等が含まれ、年次で更新されている。毎年過

去のデータが一年ずつ追加され、参照データベースが充実することにより、データの安定性と信頼性は年々高

まっている。実際の状況は仮定とは異なる可能性があり、従業員給付債務の金額は変化するため、その変動は

給付の種類により、損益計算書又は包括利益計算書の中で追加の利益又は費用として反映されている。

使用されている死亡率表はベルギーのMR（男性）及びFR（女性）の死亡率表であり、２年の年齢調整が行わ

れている。ビーポストは公式発表の死亡率表に２年の年齢補正を適用することにより、現職従業員及び退職従

業員双方に関して死亡率の動向を反映させることを決定した。

累積有給休暇手当に関しては、累積有給休暇の取得率（パターン）は、３年間（2018年12月に関しては2016

年度から2018年度）の平均取得率の統計データに基づいている。累積有給休暇の取得日数は年齢セグメントに

よって異なる。保証給与の割合は長期休暇の場合75％に設定されている。したがって、名目上の勘定に累積さ

れる日数分の費用を決定するために用いられる保証給与の比率は25％に固定されている。公務員の未消化の有

給累積有給休暇累計額の上限は63日に制限されている。

法律により、ベルギーの確定拠出制度では、最低保証給付額が設定されている。したがって、この制度は、

給付債務を計測するために予測単位積増方式の適用が求められることになり、確定給付制度に分類される。手

法に関して依然として全面的に明確になったわけではないものの、2015年12月付の新法制により、最低保証給

付額に関してはこれまでより明確になった。ベルギーにおける最低保証給付額の将来の動向に関する不透明感

は、WAP/LPC法の改正とともに2015年12月に払拭された。2016年からは、将来の拠出に係る最低リターンは、年

率1.75％を下限とする10年物リニア債の過去24ヶ月の平均リターンに等しくなった。ビーポストはいわゆるPUC

(予測単位積増)方式を継続して適用していたが、2018年からは当該制度がバックロードできなくなり、IAS第19

号第115項が適用されることにより、将来の発生給付見込額は盛り込まれていない。

公務員の家族手当に係る費用の請求方法は、法制度の変更（2014年12月19日法）を受けて改正された。結果

としてビーポストは公的機関としてプログラム法で定められた拠出金を支払っている。その金額は公務員数

（常勤換算）に合わせて毎年変更されるほか、インフレーションの影響も受けている。

給付制度の多くに関しては、休職者一人当たりの平均費用が給付金の評価に用いられている。この平均費用

は、年金管理者から入手した参照データに基づいて、休職者に対する年間費用を休職者数で除した金額で見積

られている。

割引率は財政状態計算書日時点の市場利回りを参考にして決定されている。ビーポストは割引率の決定にあ

たって、ダブルA格の金融社債及び非金融社債を組み合わせて、タワーズ・ワトソンRATE Link ツール
(1)

を用

いている。

(1) タワーズ・ワトソン・RATE Linkツールは、年金制度の特徴を正確に反映した割引率を選定できるよう、企業を支援するために設計さ

れたツールである。

企業結合の公正価値測定

IFRS第３号「企業結合」に従い、取得した識別可能な資産と企業結合から生じる条件付対価は、企業結合の

一部として取得日現在の公正価値で評価される。資産に係る公正価値調整は、外部評価又は評価モデルに基づ

いている。条件付対価が負債の定義に合致する場合には、事後の各報告日現在で再測定される。公正価値の決

定は割引キャッシュ・フローに基づいている。重要な仮定には各業績目標を達成する確率や割引要因等が含ま

れる。
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繰延収益及び収益関連の未収支金

ビーポストは貸借対照表上に顧客の前払金を認識している。これは主に、貸借対照表日現在、販売済みであ

るが顧客がまだ使用していない切手及び郵便料金別納証印刷機関連の売上である。ビーポストは、消費パター

ンの過去のデータに基づくモデルを用いてこれらの繰延収益を評価している。またビーポストは、海外の郵便

事業者との間でも国際郵便及び国際小包を取り扱い、発送している。貸借対照表日現在、配達状況に関する最

善の見積りは連結財政状態計算書に反映されているものの、最終決済は異なる仮定に基づいている（「キロ当

たりの個数」等）ため、最終決済は当初の評価から乖離する可能性がある。

法人所得税及び繰延税金

ビーポストは多数の法域で法人所得税の対象となっている。繰延税金は事業体ごとに算定される。ビーポス

トは、将来減算一時差異を解消するだけの課税所得が得られる可能性が高い範囲に限り、繰延税金資産を認識

する。ビーポストはビーポストが事業を展開する法域別の課税所得の見込額と繰延税金資産が回収可能な期間

を基にこれを決定する。同様の原則が、未使用の繰越欠損金に対しても適用される。

６.４.　重要な会計方針の要約

財務書類の作成に当たって使用されているすべての会計上の見積り及び仮定は、ビーポストの直近の承認済

みの予算及び長期計画と整合している。また、判断については、各財政状態計算書日現在に入手可能な情報に

基づいている。これらの見積りは経営陣が入手可能な最善の情報に基づいているものの、実際の結果は、最終

的にこの見積りとは異なる可能性がある。

連結

親会社及び親会社が支配しているすべての子会社が連結に含まれている。例外は認められていない。

子会社

親会社及び実質的に支配されている子会社の資産、負債、権利、コミットメント、収益及び費用が全額連結

されている。投資企業は、被投資企業への関与から生じる変動リターンにさらされている又は変動リターンに

対する権利を有しており、被投資企業に対するパワーを通じてそのリターンに影響を与える能力を有している

場合に被投資企業を支配している。

ビーポストが事業体の議決権を50％超有している場合に支配が存在しているとみなされる。これらの仮定

は、それに反する明確な証拠がある場合には覆される場合もある。現在行使可能又は転換可能な潜在的な議決

権の存在とその影響は、ビーポストが事業体を支配しているかどうかを判断する際に検討される。

子会社の連結は、被取得企業の純資産と業務に関する支配が取得企業に実質的に移転される取得日から行わ

れる。取得日から親会社（取得企業）は、被取得企業の財務業績を連結損益計算書の中に組み入れ、連結財政

状態計算書の中に、取得から生じたのれんを含む被取得企業の資産及び負債を（公正価値で）認識する。支配

が中止された日から、子会社は連結から外される。グループ企業間の債権債務及び取引は、当該企業グループ

間の取引に係る未実現損益とあわせ、全面的に消去される。

連結財務書類は、同様の取引及び同様の状況におけるその他の事象に対し、一貫した会計方針を用いて作成

される。

関連会社

関連会社とは、ビーポストが重要な影響力を有しているものの、子会社でもジョイント・ベンチャーでもな

い事業体をいう。重要な影響力とは投資先の財務上及び営業上の方針の決定に参加できる力であるが、その方

針の決定を支配するものではない。ビーポストが投資先の議決権の20％以上を保有している場合に重要な影響

力を有しているとみなされるが、20％未満の場合は重要な影響力がないとみなされる。ただしこれらの仮定

は、それに反する明確な証拠がある場合には覆される場合もある。

関連会社を含め、グループ全体で一貫した会計方針が適用されている。
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関連会社はすべて持分法を用いて会計処理される。参加持分は、期末日現在の連結財政状態計算書の中に

（「関係会社に対する投資」という項目で）、当期の損益を含む当該関連会社の持分に応じた金額で（IFRSで

規定されている通り）、別建てで計上されている。投資先から受け取った配当金は、当該投資の帳簿価額をそ

の分減額する。

ビーポストに帰属する関連会社の損益の持分は、連結損益計算書の中で、「持分法による投資利益」として

別建てで含まれている。

ビーポスト（又はその連結子会社）と関連会社との間の取引から生じる未実現損益は、当該関連会社に対す

る持分に応じて消去される。

ビーポスト・バンクは関連会社であり、ビーポストが重要な影響力を有しているものの、同行の経営陣を支

配していないことにより、持分法を用いて会計処理されている。

ビーポスト・バンクの財政状態計算書では、債券ポートフォリオの一部は「（キャッシュ・フローの）回収

目的保有金融資産」に分類され、一部は「（キャッシュ・フローの）回収及び売却目的保有金融資産」に分類

される。このポートフォリオに含まれるものは以下のとおりである。

▶ 確定利付有価証券（社債、譲渡可能負債性証券、有価証券の形態をとるソブリンローン等）

▶ 不確定利付有価証券

▶ 組込デリバティブ（必要に応じ、別建てで会計処理する）を含む、確定利付又は不確定利付有価証券

「（キャッシュ・フローの）回収目的保有金融資産」に分類される有価証券は、公正価値で測定され、公正

価値の変動はその他の包括利益の中の「未実現又は繰延損益」の項目に計上される。（キャッシュ・フロー

の）回収及び売却目的保有金融資産に分類される有価証券は償却原価で測定される。

確定利付有価証券に関しては、利子は実効金利法を用いて損益計算書の中で認識される。不確定利付有価証

券に関しては、収益は株主総会が配当金の分配を承認した後直ちに純損益の中で認識される。

のれん及び負ののれん

事業体が取得された場合、取得日現在の、当該投資の取得費用から、取得された識別可能な資産、負債及び

偶発債務の公正価値を差し引いた金額については、その金額が正の場合はのれんとして計上され、その金額が

負の場合は損益計算書上、利益として会計処理される。

条件付対価は、企業結合時に公正価値で測定され、移転された対価に含められる（すなわち、のれんの中で

認識される）。取得後の事象（利益目標を達成する等）により条件付対価の価額が変動した場合には、公正価

値の変動は損益で認識される。

のれんの償却は行われず、年次で減損テストが行われる。

無形資産

下記の条件を満たす場合に、無形資産は連結財政状態計算書において認識される。

(i)　資産が識別可能、若しくは分離可能（売却、譲渡又はライセンス付与が可能な場合）である、又は契約

上の権利若しくは法的権利から生じている。

(ⅱ) 当該資産に帰属する、将来の経済的便益がビーポストに流入する可能性が高い。

(ⅲ) ビーポストが資源を支配可能である。

(ⅳ) 当該資産の取得原価が信頼性をもって測定可能である。

無形資産は、償却累計額及び減損損失累計額を控除した後の取得原価で計上される（当該取引に直接付随す

る費用を含むが、間接費は含まない）。研究段階に関連した費用は損益計算書上で費用処理され、開発段階に

関連した費用は資産計上される。ビーポストの自己創設無形資産の主なものはITプロジェクト関連のものであ

る。
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無形資産は耐用年数にわたり定額法で償却される。適用される耐用年数は以下のとおりである。

無形資産 耐用年数

特許
(1) 12年

ノウハウ
(1) ５年

販売網拠点(再評価金額)
(1) 20年

IT開発費 最長５年

小規模なソフトウェアに係るライセンス 最長３年

商標/ ブランド名
(1) ５年‐無期限

顧客関係
(1) ５年‐20年

耐用年数の定めがない無形固定資産の償却は行わないが、年次で減損テストを行っている。ビーポストの場

合はのれんと商標が対象である。

(1) 耐用年数は個別に異なる可能性があり、取得原価配分時に行われる評価によって変わる。

有形固定資産

有形固定資産は減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した後の取得原価で計上される。原価には、当該

資産を本来の意図した方法で稼働するための直接付随費用を含んでいる。

資産の価値の増加に寄与せず維持するためのみの修繕及び維持に係る支出は、損益計算書上で費用処理され

る。ただし、当該資産から生ずる将来の経済的便益を増加させる重要な修繕及び維持に係る支出は、取得原価

のうちの別の項目として認識される。

使用目的又は売却のために必然的に相当の期間を要する資産の取得、建設又は生産に直接付随する借入費用

は、当該資産の取得原価の一部として資産計上される。

償却可能価額は、当該資産の耐用年数にわたって、定額法により均等に配分される。車両を除き、取得原価

が償却可能価額となる。車両に関しては、取得原価から耐用年数経過時の当該資産の残存価額を差し引いた金

額が償却可能価額となる。適用される耐用年数は以下のとおりである。

有形固定資産 耐用年数

土地 なし

本部管理棟 40年

ネットワーク棟 40年

事業用建物、仕分けセンター 25年

建物付属設備 10年

トラクター及びフォークリフト 10年

二輪車 ４年

その他の車両（自動車、トラック等） ５年

機械 ５年－10年

家具 10年

コンピュータ機器 ４年－５年

リース取引

資産の所有に伴うリスク及び経済価値のすべてを実質的に借手に移転するファイナンス・リースは、最低

リース料総額（リース料支払額に含まれる元本及び金利の合計額）の現在価値、又は、当該リース資産の公正

価値のいずれか低い価額で、資産及び負債として認識される。リース料支払額は、リース期間にわたり負債に

一貫した利率を適用するために、金融費用と、負債残高の減少に割り当てられる。リース資産の減価償却方法

は、所有する同種の資産に適用される減価償却方法に一致している。

オペレーティング・リース（資産の所有に伴うリスク及び経済価値のすべてが実質的に借手に移転しない

リース）による賃借料及び賃貸料は、賃貸借期間にわたり定額法で、賃借人の場合は費用として、賃貸人の場

合は収益として認識される。
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投資不動産

投資不動産は主として、郵便局として使用されていた建物の中にある集合住宅である。

投資不動産は、取得価額から減価償却累計額及び減損損失を控除した金額で計上される。減価償却額は、規

則的に定額法により計上され、当該資産の耐用年数にわたって配分される。適用される耐用年数は、上記の

「有形固定資産」の表にある通りである。

売却目的保有資産

主として継続的な使用ではなく、売却を通じて回収される非流動資産の帳簿価額は、財政状態計算書の中に

別建てで計上され、売却目的保有資産に分類される。これは、一定の厳格な条件（買手を探すための活発な計

画が開始されており、資産が現状のままでも即時に売却可能であり、売却の可能性が高く、分類日から一年以

内に発生する見込みである）を満たす場合に、行われる。

売却目的保有の非流動資産に対する減価償却は行われないが、減損対象となる場合もある。この資産は、帳

簿価額と、売却費用を差し引いた公正価値のいずれか低い金額で計上される。

切手コレクション

切手コレクションはビーポストが所有し永続的に使用しており、流動性がないことによるディスカウント分

を控除し、再評価が行われている。再評価金額は市場価格に基づき定期的に決定されている。ビーポストは５

年ごとにそのコレクションに関する再評価を行っている。切手コレクションに関しては、財政状態計算書の中

で「有形固定資産」として計上されている。

資産の減損

減損損失は、資産の帳簿価額が、処分費用控除後の公正価値（ビーポストが売却を通じて回収可能な現金に

相当する）と、使用価値（ビーポストが当該資産を継続して使用した場合に回収可能な現金に相当する）のい

ずれか高い金額である回収可能価額を上回る場合に認識される。

可能な場合には、減損テストは個々の資産に対して実施される。ただし資産が独立したキャッシュ・フロー

を生まないことが明らかな場合には、減損テストは、当該資産が属する資金生成単位（CGU）ごとに実施される

（CGUとは、他のCGUからのキャッシュ・フローとはおおむね別のキャッシュ・インフローを生む、識別可能な

資産の最小グループをいう）。

減損テストは、のれんに対し年次で実施される。のれんが配分されないCGUに対しては、減損の兆候がある場

合のみ、減損テストが実施される。減損テストの目的上、企業結合によって取得されたのれんは、取得日か

ら、企業結合のシナジーによる便益が見込まれるCGUグループに配分される。

減損が認識される場合には、最初に、CGUに配分されたのれんの帳簿価額を減額する。次に、減額しきれない

超過分については、CGU内の各資産の帳簿価額に基づいた比例按分によって、CGUのその他の資産に対して配分

する。ただし、当該資産の売却価格を下回らない範囲に限る。

のれんの減損は戻し入れられない。その他の固定資産に関する減損は、減損が計上された当時の状況ではな

くなった場合に、過年度において当該資産について認識された減損損失がなかったとした場合における償却後

の帳簿価額を限度として、戻し入れられる。

棚卸資産

棚卸資産は財政状態計算書日現在の正味実現可能価額と取得原価のいずれか低い価額で測定される。
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互換性のある棚卸資産の取得原価は、先入先出法を適用して決定される。長期にわたって価値と構成が変わ

らない重要性が低い棚卸資産は、固定された金額で財政状態計算書に計上される。

完成品棚卸資産の取得原価は、間接的な製造費用を含み、棚卸資産を現在の場所及び状態にもたらすために

かかったすべての費用から構成される。中でも、切手の原価には、製造に係る直接及び間接費用が含まれる

が、借入費用と、切手を現在の場所及び状態にもたらす以外の間接費用は含まれない。製造の固定費用は、正

常生産能力に基づいて取得原価に配分される。

財政状態計算書日現在の正味実現可能価額が取得原価を下回る場合には、評価減が必要となる。

収益認識

ビーポストの通常事業は、宛先特定及び宛先不特定の郵便物、印刷物、新聞及び小包の集荷、輸送、仕分け

及び配送から成る国内郵便小包及び国際郵便小包サービスの提供である。またビーポストは、郵便、小包、銀

行・金融商品、電子商取引関連の物流、速達、近接性を備えた小売業、文書管理及び関連業務等を含む広範な

商品の販売及びサービスの提供を行っている。さらに、ビーポストはベルギー政府の代わりにSGEI（一般的経

済利益を有するサービス）も行っている。通常事業に係るすべての収入は損益計算書上、売上収益として認識

されている。その他の収入はその他営業収益として計上されている。

ある時点で履行義務（顧客に対する商品又はサービスを移転する約束）が充足された際に収益が認識され

る。これはこれらの商品又はサービスに係る支配が顧客に移転された時点であり、通常は、郵便、小包又は他

のサービス若しくは財の配達時に、ビーポストがこれらのサービス又は財と交換に受領することが見込まれる

対価を反映した金額で認識される。

ビーポストは通常、収益契約の本人である。しかし、新聞の配達、梱包・発送サービス（以下の履行義務で

構成される：商品の受取り、保管、ピック＆パックサービス、返品業務）、ビーポスト・バンクの商品に係る

手数料及びビーポストが代理人として受け取る他のすべての手数料について、ビーポストは代理人であり、見

込まれる金額（手数料又はコミッション）の純額のみ認識する。

ビーポストは異なる商品には異なる価格体系を設定することで顧客に利便性を提供している。一部の契約

は、購入した商品又はサービスの量が契約で見込まれている一定の閾値を超えた場合、取扱量に応じた割戻を

見込んでおり、その場合は変動的な対価となる。ビーポストは契約開始時に履行義務の目標の見積りを行って

おり、期待価値原則に基づいて月次で割引額を見越計上している。

ビーポストは個別又はバンドル型のいずれかを通じたサービスを提供し、各履行義務にユニット当たりの独

立した販売価格が設けられている。バンドル型サービスの価格のほうが低くなる場合には、契約の中の各種の

サービスは等しく按分された率で減額される。

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）による報酬は、マネジメント契約の規定に基づいており、その収

益はサービスが提供された時点で認識される。また、ビーポストは、ネットワークを通じて行う業務提携先の

商品の販売に係る手数料を受け取っている。手数料収入は、当該役務が提供された時点で計上される。主に対

価が購読料や建物の賃料といった少額のサービスについては、収益はその契約期間にわたって認識される。

切手の販売及び郵便料金別納業務に関連した収益は、郵便物が配達された時点で収益認識される。したがっ

て、ビーポストは過去のデータに基づき予測された収益金額を認識する収益認識モデルを設定している。

他の海外の郵便事業者との間での国際郵便・小包の取扱い・配達については、特定の罰金（適時の配達に関

する品質等）により変動報酬となることがある。貸借対象表日現在の現在の未決済残高に係る最善の見積り

を、期待価値原則に基づき連結財政状態計算書に反映している。

当グループの子会社であるラディアルは、顧客の商品の金額に応じた比率で課金する収益分配モデル又は一

分単位又は一通話単位で課金される顧客向けサービスセンター通話、注文/品物単位の料率で課金されるフル

フィルメント業務等のアクティビティベースのモデルのいずれかにより、オムニチャネル技術やオペレーショ

ンサービスに対する収益を稼得している。ラディアルが決済・不正・税務（PT&F）対応サービスも行う場合に

は、不正対応サービスに関連した潜在的な支払について、ラディアルは期待価値手法に基づき返金負債を認識

する。
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ビーポストはサプライヤーの代わりに返品処理サービスを行っているが一切の債務を負わないため、ビーポ

ストは返品に係る債務を計上していない。

受取利息は実効金利法を用いて認識され、配当に関連した収益は、グループの支払を受け取る権利が確定し

た時点で認識される。

オペレーティング・リース又は投資不動産から生ずる賃貸料収入は、リース期間にわたって定額法で会計処

理される。

債権

債権は当初に公正価値で測定され、後に償却原価、すなわち、受け取るキャッシュ・フローの現在価値で測

定される（ただし、割引による影響が重要でない場合はその限りではない）。

ビーポストは、すべての営業債権に対し、全期間の予想信用損失（ECL）モデルに基づく予想信用損失引当金

を認識している。営業債権は重要な財務要素を含まないため、ビーポストは、現在及び将来予測的な情報によ

り調整した過去のデフォルト率に基づき、引当マトリクスを用いて予想信用損失率を算定する簡略法を適用し

ている。

前払金及び未収収益もこの項目の中に表示される。

投資有価証券

金融資産は、当初認識時に当該金融商品の特徴及び目的に基づいて分類される。その分類は、その測定方

法、及びその利益と費用が損益で認識されるか直接資本で認識されるかに関連している。

金融資産は以下に分類される。

(１) 売買目的で保有する金融資産には（a）デリバティブ、及び（b）ビーポストが、当初認識時に「損益を

通じて公正価値で測定する」カテゴリーに分類することを自発的に決定した資産が含まれる。これらの

金融資産は財政状態計算書日現在の公正価値で測定され、その公正価値の変動は損益計算書に認識され

る。

(２) 満期保有投資とは、デリバティブ以外であって、支払額が確定又は決定可能であり、満期日が確定して

おり、ビーポストが満期まで保有する積極的な意思及び能力を有しているものである。これらの資産は

実効金利法を用いて償却原価で測定される。

(３) ローン及び債権は、活発な市場での取引価格がなく、支払額が確定又は決定可能な非デリバティブ金融

資産である。当初認識後、これらの資産は実効金利法を用いて償却原価で測定される。

(４) 売却可能金融資産には、上記のいずれのカテゴリーにも分類されない、すべての金融資産が含まれ、

ビーポストが満期まで保有する意思も能力も持たない債券、資本性金融商品への投資（子会社、共同支

配事業体又は関連会社等の持分を除く）、オープンエンド型投資信託への投資等が該当する。これらの

売却可能金融資産は公正価値で測定され、その公正価値の変動は、従前に資本で認識された累積損益が

純損益に振り替えられる時点、すなわち当該金融資産の認識が中止されるまで、直接資本で認識され

る。

通常の方法による金融資産の購入又は売却は、決済日基準を用いて認識又は認識の中止が行われる。金融資

産の公正価値は、活発な市場における公表価格や取引価格を参考に決定される。

現金及び現金同等物

この項目には、手元現金、預金、未達金、流動性が高く容易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短期投資（満期日が取得日から３ヶ月を超えないもの）が含まれる。
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連結キャッシュ・フロー計算書では、上記で定義されている通り、現金及び現金同等物には銀行借越の残高

を差し引いた、現金及び短期投資が含まれている。

株主資本

普通株式は、「発行済資本金」の項目に分類される。

自己株式は資本から控除される。自己株式の変動は損益計算書には影響しない。

準備金は前年度の損益、法定準備金及び連結準備金で構成されている。

利益剰余金は、損益計算書に開示されている当事業年度の損益を含んでいる。

従業員給付

短期従業員給付

従業員がビーポストに対し役務を提供した場合、短期給付は費用計上される。財政状態計算書日時点で支払

が行われていない給付は、「未払人件費及び社会保険料」の項目に含められる。

退職後給付

退職後給付は、ビーポストがこれらの給付に関連する費用を負担する義務がある限り、数理計算上の算定技

法を用いて評価され、（制度資産からの控除により）引当金が計上される。この債務は法律上、契約上の債

務、又は推定的債務（過去の勤務に基づいて「付与された権利」）である。

これらの原則の適用に当たり、下記を認識するため、退職後給付に関連して引当金（IAS第19号で規定される

数理計算上の算定技法に従って算定される）が計上される。

▶ 現在の退職者に関連する将来の費用（これらの退職者に関する将来の見積り費用の100％に相当する引当

金）

▶ 各財政状態計算書日現在の従業員の累積勤務、及び従業員が給付を受給するために望ましい年齢に達する

という確率を考慮した、現職従業員に基づいて見積もる潜在的な退職者に係る将来の費用（引当金は、人

員が順調にキャリアを積むものとして漸進的に算出し計上する）

数理計算上の差損益から成る再測定は、発生した年度のOCIを通じ、利益剰余金に対し同額の増減を認識した

うえで、即座に財政状態計算書で認識される。数理計算上の差損益は、翌期以降に純損益に再分類されること

はない。

IAS第19号に準拠した従業員給付債務を評価するために、数理計算上の仮定（割引率、死亡率、将来の給付費

用、インフレーション等）が用いられている。その結果、（１）年度ごとの数理計算上の仮定の変動及び、

（２）IAS第19号に基づく評価に用いられる数理計算上の仮定と、実際の費用との乖離による数理計算上の差損

益が生じることは避けがたい。

債務の算定は、予測単位積増方式で行われる。各勤務期間は、付与する給付及びそれに関する債務を算定す

る際に考慮すべき、追加的な積増単位とみなされる。用いられる割引率は、評価対象となる給付と類似した償

還期限の優良社債の利回り、又は国債の利回りに基づいている。

勤務費用は、現在の勤務費用、過去勤務費用、制度縮小による損益及び非経常的な清算費用で構成されてい

る。

制度の変更又は制度の縮小から生じる過去勤務費用は、（１）制度の変更又は制度の縮小が発生した時点、

又は（２）当該企業がIAS第37号に従って関連する再編費用を認識した時点のいずれか早い時点で認識しなけれ

ばならない。過去勤務費用は損益計算書で認識される。

利息費用の純額は、正味確定給付制度負債又は正味確定給付制度資産に割引率を適用することにより算出さ

れる。純利息費用は損益計算書で認識される。
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退職後給付に関する制度資産は、IFRS第13号で用いられているものと同じ定義で、当該期間末現在の公正価

値で測定される。

長期従業員給付

長期従業員給付は、ビーポストがこれらの給付に関連する費用を負担する義務がある限り、数理計算上の算

定技法を用いて評価され、（制度資産からの控除により）引当金が計上される。この債務は法律上、契約上の

債務又は推定的債務（過去の勤務に基づいて「付与された権利」）である。

また、引当金は、複数年にわたって支払われるものの、過去の勤務に基づいてすでに従業員によって稼得さ

れている給付を認識するために長期従業員給付に対しても計上される。これについても同様に、IAS第19号で課

される数理計算上の算定技法に従って引当金が算定される。

引当金の算定方法は以下のとおりである。

　IAS第19号に基づく債務の数理計算上の算定額

　－　制度資産の公正価値

　＝　計上する引当金（又は、制度資産の公正価値のほうが高い場合には、認識すべき資産）

数理計算上の差損益から成る再測定額は、発生した年度の純損益を通じて即座に認識される。

IAS第19号に準拠した従業員給付債務を評価するためには、数理計算上の仮定（割引率、死亡率、将来の給付

費用、インフレーション等）が用いられている。その結果、（１）年度ごとの数理計算上の仮定の変動及び、

（２）IAS第19号に基づく評価に用いられる数理計算上の仮定と、実際の費用との乖離による数理計算上の差損

益が生じることは避けがたい。これらの数理計算上の差損益は、直接損益計算書で認識される。

債務の算定は、予測単位積増方式で行われる。各勤務期間は、付与する給付及びそれに関する債務を算定す

る際に考慮すべき、追加的な積増単位とみなされる。用いられる割引率は、評価対象となる給付と類似した償

還期限の優良社債の利回り、又は国債の利回りに基づいている。

勤務費用は、現在の勤務費用、過去勤務費用、制度縮小による損益及び非経常決済費用で構成されている。

制度の変更又は制度の縮小から生じる過去勤務費用は、（１）制度の変更又は制度の縮小が発生した時点、

又は（２）当該企業がIAS第37号に従って関連する再編費用を認識した時点のいずれか早い時点で認識しなけれ

ばならない。過去勤務費用は損益計算書で認識される。

利息費用の純額は、確定給付負債又は確定給付資産の純額に割引率を適用することにより算出される。純利

息費用は損益計算書で認識される。

早期退職給付

通常の退職日よりも前に、ビーポストが従業員の雇用契約を終了する場合、又は撤回不可能な雇用契約の終

了と引き換えに給付が行われる場合には、ビーポストが債務を負う限りにおいて、引当金が計上される。

引当金

引当金が認識されるのは以下の場合のみである。

(１) ビーポストが過去の事象の結果として、現在の債務（法的あるいは推定的）を有しており、

(２) 債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く（必要とならない可能性

より高い）

(３) 債務の金額について信頼性のある見積りができる場合。

その影響が重大である（主として長期引当金）と見込まれる場合には、引当金は正味現在価値によって見積

られる。時間の経過による引当金の増加は金融費用として認識される。
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ビーポストがその責任を負っている場合には、環境対策引当金が認識される。将来の営業損失に係る引当金

の計上は認められていない。

ビーポストが義務負担契約（契約による債務を履行するための不可避的な費用が、経済的便益の受取見込額

を超過している契約）を有している場合には、当該契約による現在の債務は引当金として認識される。

組織再編引当金は、ビーポストが財政状態計算書日現在、組織再編を行う推定的債務を有している場合のみ

計上される。この推定的債務は以下によって発生する。（a）組織再編の主な内容を明確にした詳細な公式計画

があること、及び（b）その計画を実行に移すことによって、又は影響を受ける者に対し、その主要な特徴を公

表することによって、ビーポストが組織再編を実行するであろうという妥当な期待を、影響を受ける者に対し

て惹起していること。

特定の年度の未払配当金は、（当該年度の翌年度中に）配当金を受け取る株主の権利が確定した時点で、は

じめて負債として認識される。

法人所得税及び繰延税金

法人所得税費用には当期税金及び繰延税金が含まれる。当期税金額は、過年度に関連して支払った（回収し

た）税金の調整額と合わせ、当事業年度の課税所得に関して支払う（回収する）税金である。税金額は財政状

態計算書日現在の税率を用いて算定される。

繰延税金は、財政状態計算書上の帳簿価額と税務基準額との間から生ずる一時差異に関し、資産負債法に

従って、繰延税金資産が回収又は繰延税金負債が決済される時点で適用が見込まれる税率を用いて算定され

る。実際には、財政状態計算書日現在で施行されている税率が用いられる。

以下の場合については、繰延税金は認識されない。

(１) 税務上償却されないのれん

(２) 企業結合ではなく、会計上の利益にも税務上の利益にも影響を及ぼさない取引における、資産又は負債

の当初認識

(３) 予測可能な将来において、配当金の分配が見込めない場合の、子会社、支店、関連会社及びジョイン

ト・ベンチャーに対する投資

繰延税金資産は、将来減算一時差異を解消するだけの課税所得が得られる可能性が高い範囲に限り、将来減

算一時差異に対し認識される。同様の原則が、未使用の繰越欠損金に対しても適用される。この基準は、財政

状態計算書日ごとに再検討される。

繰延税金は事業体ごとに算定される。異なる子会社の繰延税金資産及び繰延税金負債については、相殺して

の表示は行われない。

繰延収益

繰延収益は翌年度以降に関連しているものの、当年度又は過年度に受け取った収益である。

外貨建取引

外貨建取引は、当初取引日の実勢為替レートを用いて、関連する事業体の機能通貨で計上される。財政状態

計算書上の貨幣性資産及び負債に係る、為替差損益及び未実現の為替差損益は、損益計算書で認識される。

連結時には、外国事業に係る資産及び負債は財政状態計算書日現在の実勢為替レートで、損益計算書では取

引日の実勢為替レートで、それぞれユーロに換算される。連結に際して換算から生じる為替差額はその他の包

括利益で認識される。外国事業の処分時には、特定の外国事業に関するその他の包括利益の構成要素が、純損

益で認識される。
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デリバティブ金融商品

ビーポストは、オペレーション業務や財務活動から生じる為替リスクや金利リスクのエクスポージャーを

ヘッジするためにデリバティブ金融商品を利用している。その資金管理方針に従って、ビーポストはトレー

ディング目的でデリバティブ金融商品を保有したり発行したりすることはない。

デリバティブ金融商品は当初に、デリバティブ契約を締結した日の公正価値で認識され、その後は各報告期

間末現在の公正価値で測定される。ヘッジ会計が適用されるかどうかにより（下記参照のこと。）、当該デリ

バティブ金融商品の再測定から生じる損益は、直接その他の包括利益に認識されるか、損益計算書に認識され

るかのいずれかとなる。

ヘッジ会計

ビーポストは為替リスクを踏まえ、デリバティブと非デリバティブを含む特定のヘッジ手段を、在外営業活

動体の純投資ヘッジとキャッシュ・フロー・ヘッジにそれぞれ指定する。

ヘッジ関係の開始時に、ビーポストは、リスク管理目的とさまざまなヘッジ取引を行う戦略と併せ、ヘッジ

手段とヘッジ対象との関係を文書化する。さらに、ヘッジ開始時と継続的に、ビーポストは、デリバティブの

有効性を文書化し評価している。

キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジに適格なものとして指定されたデリバティブの公正価値の変動の有効部分は、

その他の包括利益に認識され、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金に積み立てられる。非有効部分に関する損

益は即座に純損益に認識される。

従前にその他の包括利益に認識され資本に積み立てられた金額は、認識されたヘッジ対象と同じ科目で、そ

のヘッジ対象が純損益に影響を与える期間の純損益に分類変更される。

ビーポストがヘッジ関係を撤回した場合、ヘッジ手段が満了、売却、終了、行使又はヘッジ関係の適格では

なくなった場合に、ヘッジ会計は中止される。その時点で、その他の包括利益に認識され資本に積み立てられ

ていた損益は資本に残り、予定取引が最終的に純損益に認識された際に認識される。予定取引の発生が見込め

なくなった場合には、資本に積み立てられていた損益は即座に純損益に認識される。

在外営業活動体に係る純投資ヘッジ

在外営業活動体に係る純投資ヘッジはキャッシュ・フロー・ヘッジと同様に会計処理される。ヘッジの有効

部分に関するヘッジ手段の損益は、その他の包括利益に認識され、外国為替換算準備金として積み立てられ

る。非有効部分に関する損益は即座に純損益に認識される。

在外営業活動体準備金に積み立てられたヘッジの有効部分に関するヘッジ手段の損益は、当該在外営業体の

処分時に純損益に分類変更される。

６.５.　リスク管理

アプローチ及び方法論

ビーポストは、グループ執行経営会による戦略の見直しや業務に関する四半期ごとのレビューといった、重

要なマネジメント活動における全社的なリスク管理プロセスを取り込んだ、全社的リスク管理（ERM）体制を策

定した。

リスクは組織内の異なる階層で特定される（業務管理、財務管理に加え、法務、規制、安全衛生、セキュリ

ティ、インテグリティといった本部のセカンド・ディフェンスラインの部署、ビジネス全般を網羅するグルー

プ執行経営会を含む）。
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リスク及び不確実性は３つのカテゴリーに分けて開示されている。

▶ 規制/法的リスク：ビーポストの戦略の実現に影響を及ぼし得る規制上の進展や法務コンプライアンス面の

問題。

▶ 外的ビジネスリスク：成長戦略に影響を及ぼす可能性がある外部事象。

▶ オペレーショナルリスク：主に、ビーポストの業績に影響を及ぼし得る内部体制の不備、又は予期せぬ災

害。これらは金融リスクも含む。

具体化され、取締役会による承認を受けたリスク評価規準に基づいて、企業全体を通じて（トップダウン及

びボトムアップ）リスクについて適切なコミュニケーションを図るために、ビーポストはリスクの優先順位付

けを行っている。各カテゴリーの中の主要なリスクに対し、ビーポストは低減策とモニタリング手法を定めて

いる。この手法の適用状況については、グループ執行経営会、監査委員会、取締役会が定期的にレビューを

行っている。

以下のリスクはいずれも、ビーポストのビジネス、財政状態及び営業成績に深刻な打撃を与える可能性があ

る。またビーポストが目下検知していない別のリスクが生じる可能性もある。また現在は重要でないと考えら

れているものの、最終的に深刻な負の影響をもたらし得るリスクもある。下記のリスク低減策はリスクに対応

するために考え得る対策や既に着手済みの対策を概括的に取り纏めたものであるが、当社のリスク対応を網羅

的にリスト化したものではない。また下記のリスク低減策は、リスクが顕在化しないことを保証するものでは

ない。リスク管理も内部統制システムも、企業の目標達成ができないことに対する絶対的な安全策を提供でき

るものではない。

規制/法的リスク

複雑な法的要求事項や規制上の要求事項に対するエクスポージャーを制限するために、適切な方針、プロセ

ス、内部統制手続が導入されている。またビーポストは、政府、意思決定者、規制当局向けをはじめとした、

建設的なステークホルダー管理を行っている。

ビーポストは国内、EU及びグローバルの規制当局を含む、厳しい規制がかけられた市場で事業を展開してい

る。ベルギー若しくは欧州の規制当局者又は外部の第三者が、適用法令へのビーポストの遵守状況に関して重

大な問題を提起したり、将来の法令、規制若しくは司法上の変更又は他の規制の進展が、ビーポストの事業、

業績、財政状態及び見通しに重大な負の影響を及ぼすかどうかは不明である。
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当社の郵便物及び小包事業関連

2015年11月に、ベルギーのド・クロー郵政相は、立法府としての発案を通じて新郵便法を採択する意向を発

表した。この新郵便法は、2018年１月18日に議会で可決され、2018年２月から施行された。新郵便法は、ベル

ギーの郵便業に対し、将来性と安定感があり、予測可能な法制度を設けるものであることから、ビーポストは

この法律の成立を歓迎している。

2012年に、欧州委員会はビーポストに対し、1992年から2012年までの期間にわたる国家補助金の返済を求め

た。2013年５月２日に、欧州委員会は、2013年から2015年までの期間を対象とする第５マネジメント契約の条

件に基づいてビーポストに付与される報酬を承認した。政府補助金に関する欧州委員会の決定は、1992年から

2015年までの期間の、政府補助金規則に基づくSGEI（一般的経済利益を有するサービス）の提供に対してビー

ポストが受け取る報酬の妥当性について一定の確約を与えるものであったとしても、この期間にわたりベル

ギー政府や他のさまざまな公共事業体に対して行っている、SGEI（一般的経済利益を有するサービス）のほ

か、他の公的サービス及び他のサービスに関連し、ビーポストが政府補助金に関して他にも申立てや調査を受

けないという保証はない。

ベルギー政府による欧州委員会との確約に従って、ベルギー政府は、国内の有力な新聞及び定期刊行物の配

送に関し、透明性があり差別的でない競争入札手続を行った結果、2015年10月16日に、2016年１月１日から

2020年12月31日までの期間にわたって当該業務を行う各種特権がビーポストとの間で成立した。2021年１月１

日以降の期間に関しては、新たな入札手続が行われるかどうか、また当該各種特権契約が再びビーポストとの

間で締結されるかどうかは不明である。

2015年12月３日に、ビーポストとベルギー政府の間でその他のSGEI（一般的経済利益を有するサービスのう

ち、小売ネットワークの維持、年金の支払、出納窓口での現金払戻し等の業務）に関して新しいマネジメント

契約（「第６マネジメント契約」）が締結された。第６マネジメント契約は2020年12月31日までの５年間にわ

たり、これらのSGEI（一般的経済利益を有するサービス）を継続して提供することを定めており、2013年５月

２日に欧州委員会が承認した、第５マネジメント契約の原則に沿った報酬が支払われる。2021年１月１日以降

の期間に関しては、ベルギー政府が特定の公共サービスの提供を中止（又はその範囲と内容を変更）する可能

性があるほか、かかるサービスはSGEI（一般的経済利益を有するサービス）には当たらないと結論付ける可能

性もあるため、報酬は保証されるものではなく、これらのサービスがビーポストに委託されない可能性もあ

る。

2016年６月３日、欧州委員会は、国家補助の規則に基づいて、第６マネジメント契約及び特権契約を承認し

た。2016年10月にVlaaamse Federatie van Persverkopers(「VFP」）は、欧州委員会の決定の撤回を求めて欧

州第一審裁判所に提訴した。2019年２月に、欧州第一審裁判所はVFPによる手続の中止要請を受けて、本件を登

録簿から抹消した。

ビーポストは、（住所変更があった場合の転送依頼に関する情報等）郵便インフラの特定の要素や郵便ネッ

トワークへのアクセス及び／又は特定のユニバーサル・サービスを、他の郵便事業者に対し利用させるよう求

められる場合がある。当社は、関係当局から、これらのサービスを非経済的な価格水準で利用できるよう求め

られたり、その利用に関して課せられた条件がビーポストに不利なものとなったりする可能性は排除できな

い。この要求に応じられない場合、ビーポストには（競争法の規則及び郵便規制に基づき）制裁金が課せられ

る場合があるほか、他の業者から損害賠償を求めて国家裁判所に訴訟を提起される可能性がある。

ビーポストは、ユニバーサル・サービス義務（USO）の料金設定が適切な価格であること、費用を基準とした

料金であること、透明性を有すること、差別的でないこと及び一律の規制料金であることという原則を遵守し

ていることを示す必要がある。小口郵便及びUSOに該当する小包に対する規制料金の値上げに関しても、その上

限があるほか、BIPTによる事前の認可を前提としており、上記の原則や上限を遵守していない場合にはBIPTが

その規制料金や値上げの認可を却下する可能性もある。2018年２月に施行された新郵便法は、安定感があり予

測可能な価格統制制度の一環として新たな上限を設けている。

加えて、ビーポストが市場において優越的地位を有するとみられている事業については、これに関する料金

設定が優越的地位の濫用に該当するものであってはならない。この要件を守れなかった場合には制裁金が課せ

られる場合があるほか、国立裁判所から特定の商業活動の打ち切りや、第三者に対する損害賠償を命じられた

りする可能性がある。
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また、ビーポストは、公共サービスと商用サービスとの間の相互補助を認めないという要件を課されてい

る。それに加え、国家補助の規則に従って、ビーポストが商用サービスに従事している場合には、かかるサー

ビスを提供する状況は、「民間投資家テスト」に適合しなければならない。すなわち、ビーポストは、民間の

投資家でも同様の投資決定を下していたであろうということを示せるようでなければならない。これらの原則

を遵守していない場合には、欧州委員会は、商用サービスが国家補助から不当な便益を得ていると考え、この

国家補助をビーポストから回収するよう命じる可能性がある。

欧州委員会によれば、クロスボーダーの小包配送は欧州における電子商取引の成長に影響を及ぼす重要な要

素の一つであるとされている。2016年５月に、欧州委員会はクロスボーダーの小包配送に関する規制の発案を

行った。内容について2017年末に概ね合意に達した後、本規制は2018年中に欧州協議会及び欧州議会によって

採択され、ビーポストのようなクロスボーダーの小包配送業者には価格の透明性強化と規制当局の監視強化が

課される。

ビーポストは2011年度から開始される８年間のUSOの提供者として指定された。新郵便法のもとで、ビーポス

トは2023年まではUSOの提供者として指定されている。USOに関する特別な条件は2019年から発行となる新しい

マネジメント契約で規定される予定である。USOは、ビーポストに財務的負担を強いることになる可能性があ

る。新郵便法では、USOの負担が不公平であるとみなされた場合に、ビーポストはベルギー政府から補償を受け

られると規定されているものの、USOを提供するための正味費用の全額が補償されるとは限らない。また、今

後、ビーポストをUSOの提供者として指定する条件を定めたマネジメント契約がなくなった場合に適用される条

件及び資金供与の仕組みについては依然として不確実性が存在する。

ビーポスト・バンク、ビーポストの関連会社関連

ビーポスト・バンクは規制が厳しい市場で事業を行っている。金融機関を取り巻く規制環境には大きな変化

（消費者保護やマネーローンダリング防止対策への強化等）が起きつつあり、健全性に関する監督も強化され

た（資本、流動性、コーポレートガバナンスに関する質と水準等）。ビーポスト・バンクの法令遵守状況に関

してベルギー又は欧州の規制監督者、あるいは他の第三者が重大な問題を提起するかどうか又はその程度、あ

るいは将来の法制・規制又は司法上の変更や他の規制動向の進展がビーポスト・バンクの事業、財政状態、業

績及び見通しに重大な負の影響を及ぼす可能性があるかどうかについては、依然として不透明である。ビーポ

スト・バンクは、新しい自己資本比率規制が導入された結果、自己資本を増強する必要に迫られる可能性もあ

る。

その他の法的要件及び規制要件関連

すべての民間の有限責任会社に適用される法令と、ビーポストに適用される特別な公法の規定と原則が相互

に及ぼす影響によって解釈に困難が生じ、法的側面からみて不確定要素が生じる可能性がある。例えばビーポ

ストは、特定の公法の規定と原則の適用から生じる、雇用に関する一定の特殊なリスクにさらされている。と

りわけ、現在、ビーポストは、補助配達人（郵便の集荷、仕分け、輸送及び配達といった一定の中核的機能を

担うために、2010年１月１日より採用されたすべての配達人が含まれる）が提起した訴訟に関わっている。

2016年５月に、モンス労働裁判所はビーポストに有利な判決を下し、すべての請求を棄却した。これ以上の控

訴は不可能である。

国家年金に関する法規制を含め、現行の法規制の改訂や新たな法規制の導入によって、ビーポストに追加の

負担が生じる可能性がある。また、ビーポストが、国家補助を理由とする一定の雇用関連事項に関する不服申

立てに直面しない保証もない。さらに、ビーポストの契約従業員がその処遇に関し異議を唱え、法定上の雇用

の保護と便益を奪われているとして、その補償のために損害賠償を求める可能性がある。

規制の変更も、通信手段としての郵便や小包の価値、ひいてはビーポストの売上に直接又は間接的に影響を

与える可能性がある。かかる規制の変更には、

▶ 2018年５月25日から施行されたデータ保護規制により、企業が継続的に商業利用的な活動を行えなくなる

可能性

▶ デジタル化の普及、電子通信と電子政府化を推進する法制の施行も、ビーポストの事業にマイナスの影響

を及ぼす可能性がある。2016年には、書留電子メールに対し一定の条件のもとで書留郵便と同じ法的地位

を付与する法制が施行された。
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外的ビジネスリスク

以下の段落で説明しているリスクについては、長期戦略を踏まえ検討され、ビーポストは各リスクに対する

当事者責任を明確化した。各当事者によりリスクが監視され、その傾向が観察され、必要に応じて低減措置が

講じられている。内部統制及びリスク管理体制については、コーポレートガバナンス報告書の中で詳述されて

いる。

郵便物・小包業界における代替手段と競争関連

主として電子メール及びインターネットの利用が広がった結果、近年の郵便の利用は減っている。郵便物取

扱量の低下は今後も続くとビーポストは見込んでいる。事務郵便物等の送付に対し、電子的代替手段の加速化

を進めるベルギー政府、他の公的機関、あるいは民間企業が導入する電子政府化の推進等の施策によっても、

郵便物取扱量の低下に拍車がかかる可能性もある。経営陣は「prior」スタンプ等のデジタル化リスクの対応措

置も講じてきた。ただし変化のスピードに加え、新商品や新しい働き方を打ち出してもそれを顧客がどう受け

止めるかは依然として不透明である。

　電子商取引の顧客は同日配送等の追加のサービスを求める一方、配送料を抑えたい意向が強く、新しい「デ

ジタル」分野が小包業界に影響を及ぼしている。この結果、小包業界のマージンと全体的な利益率にプレッ

シャーがかかっている。業界がこのような外的要因に影響を受けた結果、競争と顧客動向がベルギー国内及び

海外での小包分野の成長を阻む可能性がある。また、電子商取引市場の成長の鈍化も、小包配送事業やフル

フィルメント（業務受託）事業の成長に影響を及ぼす恐れがある。さらに、英国のEU離脱に関する不透明さも

欧州の小包事業に影響を及ぼす可能性がある。

オペレーショナルリスク － ビジネスリスク

ビーポストは、経営陣による適切な水準の注意喚起を必要とする、複数のオペレーション上の課題に直面し

ている。必要な場合、必要に応じて（リスクを）軽減するためのアクションプランが策定されている。内部統

制及びリスク管理体制に関しては、コーポレート・ガバナンス報告書の中に詳述されている。

ビーポストのネットワークによる事業の機動性と柔軟性関連

費用構造が相対的に固定化されているという性質上、ビーポストは費用を削減できない限り、郵便物取扱量

が減少すれば利益も著しく減少する可能性がある。そのためビーポストは、レガシー事業の変革のために、代

替的な配送モデル、ネットワークの最適化といった複数の施策を導入した。ただし、ビーポストがこの取組み

から見込んでいる便益がすべて実現されるとは限らない。チェンジマネジメント（意識改革）、プロジェクト

の優先順位付け、利害関係者の協力などが、これらの取組みを成功させるためには欠かせない要素である。

情報通信テクノロジー関連

ビーポストは、大半のサービス提供にあたり情報通信テクノロジー（ICT）に大きく依存している。これらの

システムは停電、インターネット通信の途絶、ソフトウェアのバグ、人的ミスから生じる問題といったリスク

の影響を受ける可能性があり、それらはいずれもデータ損失やビーポストのオペレーション上の重大な混乱を

引き起こす恐れがある。また、電子的に処理され保存された情報と常に連携し依存している現在の世界では、

極秘情報や機密性の高い情報が保護されなければ不適切な情報共有が行われることにもつながりかねない。

最近の買収の統合関連

意欲的な事業拡大を追求するために、ビーポストは近年複数の企業の買収を行ってきた。最も重要な買収先

は、米国のラディアルであった。ただし、ビーポストが合併後の統合事業の強化を図ったとしても、ビーポス

トがその統合を最終的に成功させることができるかどうか、又ビーポストの子会社が実際にその事業計画を実

現できるかどうかは依然として未知数である。

雇用者としてのビーポストの魅力関連
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ビーポストは、日次で確実に郵便物と小包を配送するために必要な要員を惹きつけ維持することが難しくな

る可能性がある。また、大企業として、重要な機能の有効な後継者育成の観点からみた人材管理や、戦略実行

に必要な新しい能力を自前で確保することが難しくなる可能性もある。

事業継続関連

ビーポストが顧客及び国民に対する業務を行う能力はおおむね、郵便及び小包が集約され、仕分けが行われ、

配達するための準備が行われる仕分けセンターに大きく依存している。ベルギー国内では、ビーポストは６つ

の仕分けセンターを運営している。仮にこれらの設備のうちの一又は複数が、停電、事故、ストライキ、火災

又は洪水が発生するような自然災害、テロ攻撃等により一定期間業務が停止された場合には、ビーポストは一

定期間配達が行えなくなったり、配達期限を遵守できなくなったりする可能性があり、これによりビーポスト

の評判、顧客満足度及び財務業績に負の影響を及ぼす可能性がある。

「不可抗力」関連

気候変動（火災、洪水、暴風、公害による従業員の健康上の問題等）の結果として起こる苛酷な自然事象に

より、業務の中断が長引く可能性があるリスクが増加している。ビーポストは、予防策や危機管理計画を通じ

て、建物への被害や業務の中断を可能な限り防ぐよう努めている。これらのリスクがもたらす被害については

保険契約によりカバーされている。

ビーポストのCSR戦略には、ビーポストの温室効果ガス（「GhG」）排出量を削減する意欲的な目標が含まれ

ている。これにより、気候変動や苛酷な自然事象の発生を抑制することになる。

オペレーショナルリスク － 財務リスク

気候変動リスク

当社の事業に影響を及ぼし得る、気候変動に関連した自然災害の増加や健康上の問題に続き、炭素税、排出

取引制度や燃料税も今後法整備されるものの中で際立って影響が大きい。2030年までに、平均炭素価格はメト

リックトン当たり120米ドルまで７倍以上に上昇する可能性がある。

炭素価格の上昇が企業に及ぼす影響は、動的かつ複雑なものとなることが見込まれる。

▶ 企業のみならず、その仕入先の排出総量に比例して企業のコストが上昇する可能性がある。

▶ 業界単位では、コスト増を転嫁するために販売価格が上昇する可能性が高い。

▶ 影響を受ける各市場では、顧客が価格に敏感に反応し需要が落ち込み、企業の売上とコストが減少する。

ビーポストは炭素価格リスクを監視し、CSR戦略の枠組みの中でカーボンフットプリント（二酸化炭素排出

量）を削減するための対策を講じている。

炭素価格予測と内部炭素価格の見積りを取り入れることにより、ビーポストは炭素規制の強化に伴うコスト

を抑え、低炭素経済の事業に対応することが可能である。

炭素価格予測に続き、ビーポストはその二酸化炭素排出量を削減することにも注力している。小包配送量の

伸びがもたらす環境面の影響を意識し、2030年までに、ビーポスト・グループ全体の排出量を2017年と比較し

て20％以上削減するという、新しい二酸化炭素削減目標を設定した。この目標は、企業がパリ協定の気候変動

の削減目標に従っていることを保証する「SBTイニシアティブ（科学的根拠に基づく目標）」により承認されて

いる。この目標を達成するために、ビーポストはまずディーゼル車の50％を2030年までに電気自動車に切り替

える予定である。

為替リスク

営業活動及び財務活動において、ビーポストは貸借対照表と損益計算書に影響を及ぼす外国為替レートの変

動にさらされている。

これらの為替リスクは主として（i）外国通貨によるキャッシュ・フローを伴う営業活動又は投資に関連する

取引リスクと、（ii）ユーロ（ビーポストの機能通貨）以外の通貨で事業を行っている子会社の連結に関連す

る換算リスクである。外国為替リスクに対する主なエクスポージャーは米ドル建ての資産である。
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これらの影響を軽減するために、ヘッジ手段が利用されている。

金利リスク

ビーポストの関連会社であるビーポスト・バンクは、他行と同様、直接的に金利リスクにさらされており、

その結果、利鞘に直接的な影響がもたらされる。また、金利は、ビーポスト・バンクが保有し、財政状態計算

書上（キャッシュ・フローの）回収目的保有金融資産に分類されている、債券ポートフォリオの価値評価にも

影響を及ぼす。その価値評価の変動は、その他の包括利益を通じて公正価値として反映される。ビーポスト・

バンクは持分法適用会社であるため、資本の変動の50％はビーポストの連結資本に直接の影響を及ぼす。以下

の表は、金利が１％変動する（例えば、１％から1.01％への変動）ことによる相対的な影響が、ビーポスト・

バンク、及び持分法を通じてビーポストの資本に及ぼす影響を表したものである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
金利が1％

上昇した場合
金利が1％

低下した場合

ビーポスト・バンクの資本 (0.2) 0.2

ビーポストの資本 (0.1) 0.1

また、ビーポストは外部借入により直接的に金利リスクにさらされている。ただし、ビーポストは、変動金

利と固定金利のバランスを図ることによりこのリスクを軽減している。現在このバランスは主に固定金利で構

成されているものの、市場動向により変化する可能性がある。

負債の金利構造を管理するために、ビーポストは金利スワップ等のヘッジ手段を利用する可能性がある。金

利構造を大きく変化させる場合には、グループ執行委員会による事前の検証が必要となる。

下表は、変動金利にさらされる負債（米ドル建ての長期借入及びユーロ建ての欧州投資銀行からの借入）に

対し、金利が100bp（１％から２％等）変動した場合の影響を示したものである。借入利息はEuribor/米ドル

Liborに利鞘を加えた利率で算出される。利鞘は契約で定められているため、感応度分析は「ベースレート」で

あるEuribor/米ドルLiborに対してのみ適用される。契約ではEuriborの下限がゼロと定められているため、

Euriborが100bp低下した場合の影響は、100bp上昇した場合の影響と比べ大幅に少ない。したがって感応度分析

は非対称的な結果となっている。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 市場金利が100bp低下した場合の感応度 市場金利が100bp上昇した場合の感応度

費用への影響 -1.9 2.1

ビーポストの金融費用は、従業員への給付債務を算定するために用いられる割引率の動向にも左右される。

2018年12月31日現在、平均割引率が0.5％上昇すれば金融費用は18.9百万ユーロ減少することになる。また、平

均割引率が0.5％下落すれば、金融費用は20.7百万ユーロ増加することになる。詳細については注記６.27を参

照のこと。

信用リスク

ビーポストは銀行の流動性商品への投資や管理、ビーポスト・バンクへの投資などの営業活動を通じて信用

リスクにさらされている。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

満期保有投資 0.0 0.0

現金及び現金同等物 680.1 466.0

営業債権及びその他の債権 712.0 719.4

金融資産の信用リスクの種類 1,392.1 1,185.4

事業活動
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定義によれば、信用リスクは、現金で前払いされないビーポストの業務にのみ関係している。ビーポスト・

エスエー／エヌヴィーは顧客の支払能力（信用状態）を調査することで、信用リスクエクスポージャーを積極

的に管理している。この調査結果は信用格付及び与信供与額に反映される。すべてのベルギーと海外の顧客に

関し、両者は日次でフォローアップが行われている。

2018年１月１日から、IFRS第９号「金融商品」の適用に伴い、ビーポスト・エスエー／エヌヴィーはすべて

の営業債権に対し、全期間予想信用損失（ECL）モデルに基づき予想信用損失引当金を認識している。営業債権

は重要な金融要素を含まないことから、ビーポストは、現在の情報及び将来予測的な情報によって調整した過

去のデフォルト率に基づいて、引当マトリクスを利用し、予想信用損失を算定する簡易的なアプローチを適用

することを決定した。IFRS第９号適用前は、債権の回収可能性に関する個別評価を行い、全額又は一部の現金

決済に懸念がある、又は回収不能である場合に減損を認識していた。

下記の表は予想信用損失引当金の変動を示したものである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

１月１日現在 17.5 13.4

減損：企業結合を通じた追加 0.2 3.9

減損：追加 1.0 2.2

減損：取崩 (0.4) (1.3)

減損：戻入 (1.1) (0.5)

減損：為替換算差額 0.6 0.0

12月31日現在 18.5 17.5

営業債権の延滞日数別内訳及び引当マトリクス適用後の信用リスクエクスポージャーは以下のとおりであ

る。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 延滞日数

正常 60日未満 60-120日 120日超
デフォルト

したSGEI残高
合計

　デフォルト時の帳簿価額推計額合計 568.2 67.7 7.8 14.3 6.5 664.5

　予想信用損失率 0.2% 5.0% 28.6% 35.3% 100.0%

　予想信用損失引当金 (1.3) (3.4) (2.2) (5.1) (6.5) (18.5)

営業債権 566.9 64.3 5.6 9.3 0 646.0

注記６．34に開示されている通り、ビーポストは2015年度のSGEI（一般的経済利益を有するサービス）報酬

の減額に係る未収債権として6.5百万ユーロを引当計上しており、この債権は債務不履行であると考えている。

流動性商品の投資

現金及び現金同等物並びに投資有価証券を含む、ビーポストによる流動性商品への投資に関しては、リスク

エクスポージャーは取引相手の債務不履行により生じるが、最大エクスポージャーは当該流動性商品の帳簿価

額に等しい。

ビーポスト・バンク

ビーポスト・バンクは顧客が預け入れた資金を運用している。同行は、ベルギー政府債、それ以外のソブリ

ン債、その他の金融機関債及び社債、並びに不動産抵当貸付にわたる投資の配分を決定するための厳格な運用

方針を採用している。2018年12月31日現在、ビーポスト・バンクは顧客が預け入れた資金を、インターバンク

資産（515.5百万ユーロ）、顧客向貸出金（主に住宅ローン及び長期貸出、4,936百万ユーロ）、証券（主に政

府債及び社債、5,242百万ユーロ）に投資している。それに加え、発行体別、業種別、格付別、国別及び通貨別

に集中の限度を定め、常に監視を行っている。

流動性リスク
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ビーポストの現在の流動性リスクは、手元流動性が高く、収益の大半はビーポストがサービスを提供する前

に顧客によって支払われるという事実により限定的なものとなっている。

前期の負債の満期日別の内訳は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
流動負債 非流動負債

１年以内 １年超５年以内 ５年超

2017年12月31日現在

ファイナンス・リース債務 1.7 7.5 11.9

営業債務及びその他の債務 1,218.2 45.2 0.0

銀行借入 698.1 36.7 0.0

2018年12月31日現在の、負債の契約上の満期日別の内訳は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
流動負債 非流動負債

１年以内 １年超５年以内 ５年超

2018年12月31日現在

ファイナンス・リース債務 1.6 4.1 12.5

営業債務及びその他の債務 1,212.9 17.5 0.0

銀行借入 8.6 189.6 0.0

長期債券 0.0 0.0 641.8

コマーシャル・ペーパー 165.1 0.0 0.0

その他の借入 0.3 1.0 0.0

上記の契約上の満期日は割引前の契約上の支払額に基づいている。これは財政状態計算書日現在の負債の帳

簿価額とは異なる可能性がある。

流動性リスクは、ビーポストの営業活動の規模に応じて設定されるクレジットラインの設定により、さらに

軽減されている。

資本管理の方針及び実施

ビーポストは、正味負債と営業キャッシュ・フローの最適バランスを保ち、財務基盤を管理し、株主価値を

最大化しようと努めている。そのために、配当金支払額の調整、株式数に影響を及ぼす取引の実行又はその正

味負債を削減するための資産の売却を行う可能性がある。

盤石な投資適格の信用度を維持することもビーポストの方針である。最も緊密に遵守している指標は、（i）

財務費用控除後の税引後営業キャッシュ・フローと（ii）調整後の正味負債の比率である。

以下の表は、正味キャッシュ・ポジションに対する正味負債比率と資本の状況を示したものである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年
2017年

(修正再表示)
2017年

資本

発行済資本金/授権資本 364.0 364.0 364.0

準備金 271.4 310.1 310.1

為替換算差額 12.7 (11.5) (11.5)

利益剰余金 51.6 110.9 110.9

非支配持分 2.5 4.3 4.3

合計 702.3 777.8 777.8

正味負債/(現金控除後）

有利子負債 1,024.8 755.3 758.2
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無利子負債 0.1 0.1 0.1

－ 投資有価証券 0.0 0.0 0.0

－ 現金及び現金同等物 (680.1) (466.0) (466.0)

合計 344.8 289.4 292.4

６.６.　企業結合

パーシファイの非支配持分の取得

2018年１月に、ビーポスト・エスエー／エヌヴィーは、パーシファイ・エヌヴィーの残りの株式を0.3百万ユー

ロで取得し、持分は100％となった。

ダイナグループ（DynaGroup）に関する条件付対価

2018年１月にビーポスト・エスエー／エヌヴィーは、条件付対価契約として42.0百万ユーロを支払った。当該

条件付対価の公正価値は負債として認識されていた。この支払は、当初に算定されたのれんにも、当年度の業

績にも影響を与えなかった。2019年に支払予定の残りの条件付対価（主に財務業績に基づく）は9.0百万ユーロ

が上限となっており、2018年度末現在、5.4百万ユーロが負債に認識されている。

フレイト・ディストリビューション・マネジメント（FDM）に関する条件付対価

2018年２月に、ビーポスト・エスエー／エヌヴィーは、条件付対価として、フレイト・ディストリビュー

ション・マネジメント・システムズ・ピーティーワイ・リミテッド及びエフディーエム・ウェアハウジング・

ピーティーワイ・リミテッドの2017年12月の業績に基づいて、5.0百万豪ドル（3.3百万ユーロ）を支払った。

当該条件付対価の公正価値は負債として認識されていた。この支払は、当初に算定されたのれんにも、当年度

の業績にも影響を与えなかった。

バブル・ポストの取得原価配分

2017年８月７日、ビーポスト・エスエー／エヌヴィーは、バブル・ポスト・エスエー／エヌヴィー（Bubble

Post NV/SA）取得のための契約を締結した。環境にやさしい都市部配送サービスの実績に加え、バブル・ポス

トはホテル・レストラン等の卸業者向け冷凍・冷蔵保存輸送やケータリング・弁当の配送に関する広範な専門

知識を有している。

ビーポストはバブル・ポストの全部の株式を１ユーロで取得したほか、4.0百万ユーロの資金を融通すること

を確約した。それに加え、当該契約には条件付対価の取決めが含まれており、2020年に達成するEBITに基づく

追加的な対価が見込まれている。直近の予測に基づき、条件付対価に係る負債は認識されていない。ビーポス

トには、この条件付対価の変動に対する重大な感応度はない。同社は、2017年８月からP&L事業セグメントの中

に全部連結法を用いて連結されている。取引費用は費用処理され、2017年度の営業費用に含められている。

のれんの算定結果は以下のとおりである。

被取得企業における、取得資産と引受負債の公正価値

（単位：百万ユーロ）

非流動資産 0.7

有形固定資産 0.1

無形資産 0.5

営業債権及びその他の債権 0.0

流動資産 1.2

棚卸資産 0.0

営業債権及びその他の債権 1.1
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現金及び現金同等物 0.1

非流動負債 (1.7)

有利子負債 (1.7)

営業債務及びその他の債務 0.0

流動負債 (4.4)

未払法人税 0.0

営業債務及びその他の債務 (4.4)

取得した正味資産の公正価値 (4.2)

取得により生じたのれん 4.2

移転された購入対価 0.0

うち

－　2017年度の現金支払額 -

－　条件付対価 0.0

取得に関するキャッシュ・フローの分析

（単位：百万ユーロ）

子会社の取得により得た正味現金 0.1

2017年度の現金支払額 -

正味現金流出額 0.1

営業債権の公正価値は1.1百万ユーロであり、契約金額の全額が回収見込みである。

2018年度のバブル・ポストの当グループの収益への貢献は2.1百万ユーロであり、継続事業からの税引前利益

への貢献はマイナス8.0百万ユーロであった。

のれんの4.2百万ユーロは、ビーポストとその子会社の事業との統合から見込まれるシナジー効果から導出さ

れている。法人税法上は、のれんが損金算入対象となることは見込まれていない。

ラディアルとその子会社の取得原価配分

2017年11月16日、ビーポスト・エスエー／エヌヴィーはその子会社である、ビーポスト・ノース・アメリ

カ・ホールディングス・インクを通じて、関連当局からの必要な許可をすべて得たうえで、ラディアル・ホー

ルディングス・エルピー及びラディアルIII ジーピー・エルエルシー（以下「ラディアル」という。）の発行

済株式のすべてを取得した。統合型の電子商取引関連ロジスティクス事業を手掛ける大手業者であるラディア

ルの買収は、ビーポストの成長戦略に完全に合致するものである。この買収により、ビーポストは現在の米国

でのプレゼンスを高め、電子商取引関連のロジスティクスのバリューチェーン全体とオムニチャネル・テクノ

ロジー全体を網羅する付加価値の高い分野の商品展開を拡充できるようになる。ラディアルは、2017年11月16

日から、全部連結法によりP&L事業セグメントに連結されている。株式すべてに対する取得価格は804.6百万米

ドルであり、2017年度に支払われている。取引費用の3.3百万米ドルは費用計上され、2017年度の営業費用に含

められている。

のれんの算定結果は以下のとおりである。

被取得企業における、取得資産と引受負債の公正価値の帳簿価額

（単位：百万米ドル） のれんの暫定額 のれんの最終額

非流動資産 177.9 354.0

有形固定資産 151.5 202.2

無形資産 19.2 144.6

営業債権及びその他の債権 7.2 7.2
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流動資産 290.8 285.3

棚卸資産 0.2 0.2

営業債権及びその他の債権 164.1 158.6

現金及び現金同等物 126.5 126.5

非流動負債 (23.0) (36.1)

有利子負債 (21.4) (17.9)

営業債務及びその他の債務 (1.3) (1.3)

引当金 0.0 (16.7)

繰延税金負債 (0.2) (0.2)

流動負債 (312.9) (314.6)

有利子負債 (0.7) (0.7)

引当金 0.0 (8.7)

未払法人税 (1.5) (0.8)

営業債務及びその他の債務 (310.7) (304.4)

取得した正味資産の公正価値 132.8 288.6

取得により生じたのれん 671.7 516.0

移転された購入対価 804.6 804.6

うち

－　2017年度の現金支払額 804.6 804.6

－　条件付対価

取得に関するキャッシュ・フローの分析

（単位：百万米ドル）

子会社の取得により得た正味現金 126.5 126.5

2017年度の現金支払額 (804.6) (804.6)

正味現金流出額 (678.0) (678.0)

流動資産及び非流動資産に含まれる営業債権の公正価値は165.7百万米ドルであり、契約金額の全額が回収見

込みである。

当初ののれんは、公正価値による影響と買収価格配分を受けて155.7百万米ドル減額された。公正価値への調

整は主に無形資産の認識によるものであり、その内訳は顧客関係（耐用年数：14年）、内部開発テクノロジー

（耐用年数：３年）及び商標（耐用年数：10年）であり、それぞれ85.0百万米ドル、14．0百万米ドル及び33.4

百万米ドルであった。固定資産、非流動項目に含まれる引当金、営業債務に関する公正価値への調整の正味影

響額は23.4百万米ドルであった。資産の公正価値評価は外部の独立した専門家の支援を受けて行われた。無形

資産に対する公正価値の影響による減価償却費の増加は、有形資産の耐用年数が延びたことにより、有形資産

に対する公正価値の影響による減価償却費が減少した結果、一部相殺されており、買収日から2017年12月31日

までのこれらの影響は僅少であった。

2018年度のラディアルによる、当グループの収益への貢献は887.5百万ユーロであり、継続事業からの税引前

利益への貢献はマイナス26.6百万ユーロであった。

のれんの516.0百万米ドルは、将来の事業拡大とシナジー効果への期待から導出されている。法人税法上は、

のれんが損金算入対象となることは見込まれていない。

エム・エー・アイ・エル・インクの買収

　2018年１月に、ランドマーク・グローバルの郵便部門であるMSIは、エム・エー・アイ・エル・インクの全部

の株式を取得した。同社は小売業者／ネット小売業者向けの業務郵便／カタログの配送やメールルーム業務、

小包配送を手掛けており、ビーポストは4.0百万米ドルを支払った。エム・エー・アイ・エル・インクは、2018
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年１月から全部連結法によりP&L事業セグメントに連結されている。取引費用は費用計上され営業費用に含めら

れている。

のれんの算定結果は以下のとおりである。

被取得企業における、取得資産と引受負債の公正価値

（単位：百万米ドル）

流動資産 1.4

棚卸資産 (0.1)

営業債権及びその他の債権 0.6

現金及び現金同等物 0.9

非流動負債 (0.1)

繰延税金負債 (0.1)

流動負債 (0.5)

営業債務及びその他の債務 (0.5)

取得した正味資産の公正価値 0.9

取得により生じたのれん 3.1

移転された購入対価 4.0

うち

－　現金支払額 4.0

－　条件付対価

取得に関するキャッシュ・フローの分析

（単位：百万米ドル）

子会社の取得により得た正味現金 0.9

現金支払額 (4.0)

正味現金流出額 (3.1)

流動資産及び非流動資産に含まれる営業債権の公正価値は0.6百万米ドルであり、契約金額の全額が回収見込

みである。

2018年度のエム・エー・アイ・エル・インクの当グループの収益への貢献は12.4百万ユーロであり、継続事

業からの税引前利益への貢献は1.3百万ユーロであった。

のれんの3.1百万米ドルは、将来の事業拡大とシナジー効果への期待から導出されている。法人税法上は、の

れんが損金算入対象となることは見込まれていない。

IMEX グローバル・ソリューションズ・エルエルシーの買収

2018年１月に、ランドマーク・グローバルの郵便部門であるMSIは、IMEX グローバル・ソリューションズ・

エルエルシーの全部の株式を取得した。IMEX グローバル・ソリューションズ・エルエルシーは米国のサード・

パーティ・ロジスティクス企業であり、クロスボーダーの出版物や郵便物の配送を行っている。ビーポストは

8.0百万米ドルを支払った。同社は、2018年１月から全部連結法によりP&L事業セグメントに連結されている。

のれんの算定結果は以下のとおりである。

被取得企業における、取得資産と引受負債の公正価値

（単位：百万米ドル）
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非流動資産 4.8

有形固定資産 0.7

無形資産 3.8

営業債権及びその他の債権 0.2

流動資産 6.4

棚卸資産 0.2

営業債権及びその他の債権 6.1

現金及び現金同等物 0.2

流動負債 (5.1)

営業債務及びその他の債務 (5.1)

取得した正味資産の公正価値 6.1

取得により生じたのれん 2.0

移転された購入対価 8.1

うち

－　現金支払額 8.1

－　条件付対価

取得に関するキャッシュ・フローの分析

（単位：百万米ドル）

子会社の取得により得た正味現金 0.2

現金支払額 (8.1)

正味現金流出額 (7.9)

流動資産及び非流動資産に含まれる営業債権の公正価値は6.3百万米ドルであり、契約金額の全額が回収見込

みである。

取得原価配分を受けた公正価値への調整は無形資産の認識であり、顧客関係（耐用年数：７年）の3.8百万米

ドルであった。

2018年度のIMEXグローバル・ソリューションズの当グループの収益への貢献は55.7百万ユーロであり、継続

事業からの税引前利益への貢献は0.2百万ユーロであった。

のれんの2.0百万米ドルは、将来の事業拡大とシナジー効果への期待から導出されている。法人税法上は、の

れんが損金算入対象となることは見込まれていない。

レーン・メンケン・フードサービス・ロジスティクス・ビーヴィーの買収

2018年１月11日に、ビーポストはオランダの企業のレーン・メンケン・フードサービス・ロジスティクス・

ビーヴィーを買収した。レーン・メンケン・フードサービス・ロジスティクス・ビーヴィーは電子商取引向け

に冷蔵・冷凍商品を輸送するロジスティクス業者である。ビーポストは全部の株式に対し0.85百万ユーロを支

払ったうえ、2.35百万ユーロの増資を行った。それに加え、当該契約には条件付対価の取決めが含まれてお

り、1.5百万ユーロを上限として追加的な対価が発生する可能性がある。同社は、2018年１月から全部連結法に

よりP&L事業セグメントに連結されている。取引費用は費用計上し営業費用に含めている。

のれんの算定結果は以下のとおりである。

被取得企業における、取得資産と引受負債の公正価値

（単位：百万ユーロ）

非流動資産 4.7

有形固定資産 4.7
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流動資産 4.2

棚卸資産 1.3

営業債権及びその他の債権 3.1

現金及び現金同等物 (0.2)

流動負債 (5.4)

有利子負債 (0.2)

営業債務及びその他の債務 (5.3)

取得した正味資産の公正価値 3.5

取得により生じたのれん 1.1

移転された購入対価 4.7

うち

－　現金支払額 3.2

－　条件付対価 1.5

取得に関するキャッシュ・フローの分析

（単位：百万ユーロ）

子会社の取得により得た正味現金 (0.2)

現金支払額 (3.2)

正味現金流出額 (3.4)

流動資産及び非流動資産に含まれる営業債権の公正価値は3.1百万ユーロであり、契約金額の全額が回収見込

みである。

2018年度のレーン・メンケンの当グループの収益への貢献は19.7百万ユーロであり、継続事業からの税引前

利益への貢献はマイナス0.8百万ユーロであった。

のれんの1.1百万ユーロは、将来の事業拡大とシナジー効果への期待から導出されている。法人税法上は、の

れんが損金算入対象となることは見込まれていない。

アントヒル・ビーヴィーの買収

2018年３月に、ビーポストはオランダの企業であるアントヒル・ビーヴィーの63.6％の株式を取得した。同

社はアクティブ・アンツ・ビーヴィーの100％の株式を保有している。アクティブ・アンツは電子商取引を行う

企業向けにe-梱包・発送業務や配送業務を行っている。同社は保管サービスに加え、（倉庫内の複数の保管場

所から物品を取り出し一括して梱包する）ピック＆パックサービスを行い商品を発送している。アントヒル社

は持株会社としてのみ機能している。ビーポストは株式の50％の対価として4.0百万ユーロを支払ったうえ、

3.0百万ユーロの増資を行いさらに株式の13.6％を取得した。さらに契約では、2018年のEBITDAに基づく条件付

対価として上限0.8百万ユーロを支払う可能性を見込んでいる。同社は、2018年３月から全部連結法を用いて

P&L事業セグメントに連結されている。取引費用は費用計上し営業費用に含めている。

のれんの暫定的な算定結果は以下のとおりである。

被取得企業における、取得資産と引受負債の公正価値

（単位：百万ユーロ）

非流動資産 5.0

有形固定資産 4.5

営業債権その他の債権 0.5

流動資産 5.3

棚卸資産 0.1

営業債権及びその他の債権 1.9
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現金及び現金同等物 3.3

非流動負債 (1.1)

有利子負債 (0.8)

営業債務及びその他の債務 (0.4)

流動負債 (6.3)

有利子負債 (4.1)

営業債務及びその他の債務 (2.2)

取得した正味資産の公正価値 2.9

取得により生じたのれん 4.9

移転された購入対価 7.8

うち

－　現金支払額 7.0

－　条件付対価 0.8

取得に関するキャッシュ・フローの分析

（単位：百万ユーロ）

子会社の取得により得た正味現金 3.3

現金支払額 (7.0)

正味現金流出額 (3.8)

取得日現在の取得資産及び引受負債の公正価値はまだ算定できていない。したがって、被取得企業の帳簿価

額と当該買収に係る取得原価配分は依然として検証中であり、2019年中にはすべて開示される予定である。

買収日からのアントヒル・ビーヴィーの当グループの収益への貢献は12.9百万ユーロであり、継続事業から

の税引前利益への貢献は0.6百万ユーロであったが、金額の変動が見込まれるため、当事業年度期首から開始し

た期間の金額は開示しない。

６.７.　セグメント情報

ビーポストの事業は、事業部門、サービス部門及びコーポレート部門に基づいて構成されている。2013年１

月１日より、ビーポストはMRS事業ユニットとP&L事業ユニットの２つの事業ユニットを通じて事業展開を行っ

ている。

郵便・リテールサービス（MRS）事業ユニットでは、官民の大口顧客、自営業者及び中小企業を対象とした業

務を展開する一方で、一般顧客に加え、郵便商品、出版物その他の商品を購入するために郵便局、ポストポイ

ント、ウビウェイの販売店又はビーポストのe-ショップといったマスマーケットのチャネルを利用するすべて

の顧客を対象にしている。また、ビーポストは、ビーポスト・バンク及びAGインシュアランスとの間で締結し

た代理店契約に従って、銀行・保険商品も販売しているほか、他の多数の決済商品も顧客に提供している。

小包・ロジスティクス（P&L）事業ユニットは、国際郵便、小包及び電子商取引関連のロジスティクス・ソ

リューション（フルフィルメント（業務受託）、出荷、配達及び返品管理）を専門に行っている。

ビーポストは、以下の商品ラインに基づいて商品及びサービスを提供している。(ⅰ)通常郵便、(ⅱ)広告郵

便、(ⅲ)出版物、(ⅳ)国内小包、(ⅴ)国際小包、(ⅵ)ロジスティクス・ソリューション、(ⅶ)付加価値サービ

ス、(ⅷ)国際郵便、(ⅸ)銀行・金融商品(ⅹ)配送及び(ⅺ)小売及びその他である。通常郵便、広告郵便、出版

物、配送及び銀行・金融商品からの売上収益はMRS事業ユニットに含まれ、国際郵便、ロジスティクス・ソ

リューション及び小包商品ラインからの売上収益はP&L事業ユニットに含まれる。小売及びその他の売上収益及

び付加価値サービスに関する売上収益は、MRS事業ユニットとP&L事業ユニットで配分される。

ビーポストには、業務を支援するサービス部門があり、その費用は、費用配分方式を用いて事業部門とコー

ポレート部門に振り替えられている。サービス部門には郵便サービス事業（MSO）ユニット、国際事業（IOPS）
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ユニット、情報通信技術（ICT）及びサービスオペレーション・ユニット、グローバル・サービス組織（GSO）

並びに人材・組織（HR&O）ユニットが含まれる。MSO サービス・ユニットは、ベルギー国内の郵便と小包の集

荷、仕分け及び配送を担当する部門である。IOPS サービス・ユニットは、ブリュッセル空港にて欧州メールセ

ンターの業務と、国際郵便・小包のハブとしての業務を行っている。

ビーポストのコーポレート部門には、財務（GSOを除く。）、法務・規制・管理・M&A・戦略及び内部監査の

ほか、従業員関連の債務及び引当金の費用が含まれている。コーポレート部門の費用は、他の部門に振り替え

られることはなく、コーポレート・セグメントとして報告されている。

２つの事業ユニット（MRS事業ユニット及びP&L事業ユニット）も、財務報告上の事業セグメントである。こ

れらの２つの各セグメントレベルの営業収益は、第三者向けの外部販売から得られるものである。２つのセグ

メントの営業収益の総額は、調整カテゴリーであるコーポレート・セグメントの営業収益とあわせて、ビーポ

ストの営業収益に一致する。ビーポストはセグメント別に営業活動に係る利益（EBIT）を算定している。

事業セグメントは、IFRS第８号第22項において定義される、最高経営意思決定者（CODM）によってその業績

を評価される最も細分化されたレベルである。ビーポストのCODMは取締役会であり、CODMが主要な損益の計測

に用いている指標はEBITである。

下記の表は、2018年12月31日及び2017年12月31日に終了した事業年度の、事業セグメント別の推移の比較を

示したものである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

MRS事業セグメント 1,986.1 2,008.3

P&L事業セグメント 1,825.8 972.7

事業セグメントに係る総営業収益 3,811.9 2,981.0

コーポレート・セグメント（調整カテゴリー） 38.3 42.9

営業収益合計 3,850.2 3,023.8

MRS事業セグメントに帰属する営業収益合計は、2018年度に22.2百万ユーロ減少した。これは主として国内郵

便物取扱量の低下（5.8％の低下）や銀行・金融商品の売上減によるものであるが、国内郵便物の価格引き上げ

や売上構成の変化のほか、ベルギー政府の代わりに行うクロスボーダーの過料の管理により付加価値サービス

が増加したことで部分的に相殺されている。

2018年度のP&L事業セグメントの営業収益は853.2百万ユーロ増加し、1,825.8百万ユーロとなった。これは主

として、ラディアルの統合に加え、電子商取引の増加に合わせ国内小包業務が23.3％と堅調な伸びを見せてい

ることや、国際小包・国際郵便業務が増加したことによるものである。

セグメント間の売上は僅かであり、内部営業収益はない。

マネジメント契約と出版物に関する特権契約（注６.８及び６.34を参照のこと）に規定されているサービス

を供給するために受領した報酬を除いては、ビーポストの営業収益総額の10％超を占める単独の外部顧客はい

ない。

商品種類別の動向は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

2017年から
2018年の増減

国内郵便 1,339.5 1,353.4 -1.0％

通常郵便物 809.3 807.9 0.2％

広告郵便 244.2 252.9 -3.4％

出版物 286.0 292.6 -2.2％

小包 1,561.4 796.1 96.1％

国内小包 262.3 224.2 17.0％

国際小包 242.9 222.6 9.1％
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ロジスティクス・ソリューション 1,056.2 349.2 -

他の収益源 911.0 831.5 9.6％

国際郵便 240.9 160.4 50.1％

付加価値サービス 110.7 101.5 9.0％

銀行・金融商品 167.1 182.6 -8.5％

配送 101.0 98.1 3.0％

小売及びその他 291.4 288.9 0.9％

コーポレート・セグメント(調整カテゴリー) 38.3 42.9 -10.7％

合計 3,850.2 3,023.8 27.3％

下記の表は、ビーポストが営業収益を稼得しているベルギー、ベルギー以外の欧州、米国及び他の海外に帰

属する外部顧客からの営業収益の合計金額を示したものである。外部顧客からの営業収益の配分は当該営業利

益を生み出している事業体の所在地に基づいている。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

2017年から
2018年の増減

ベルギー 2,481.9 2,459.3 0.9％

ベルギー以外の欧州 252.5 175.3 44.1％

米国 1,064.4 323.6 228.9％

他の海外 51.5 65.7 -21.6％

営業収益合計 3,850.2 3,023.8 27.3％

下記の表は、ベルギー、ベルギー以外の欧州、米国及び他の海外に帰属する非流動資産
(1)

を示したものであ

る。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

2017年から
2018年の増減

ベルギー 703.4 869.7 -19.1％

ベルギー以外の欧州 143.2 61.8 131.6％

米国 735.1 688.0 6.8％

他の海外 31.2 16.3 91.5％

非流動資産 1,612.9 1,635.9 -1.4％

(1) 非流動資産合計額は有形固定資産、無形資産、投資不動産並びに営業債権及びその他の債権（１年以上）で構成されて

いる。

下記の表は、2018年12月31日及び2017年12月31日に終了した事業年度の、ビーポストの事業セグメントに関

するEBITの情報を表示したものである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

MRS事業セグメント 368.1 435.4

P&L事業セグメント 35.3 67.4

事業セグメントに係るEBIT合計 403.5 502.8

コーポレート・セグメント（調整カテゴリー） (10.1) (9.9)

EBIT合計 393.4 492.9
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国内郵便からの収益の低下をコスト削減によりカバーできなかったことにより、2018年度のMRS事業セグメン

トに帰属するEBITは67.2百万ユーロ減少した。

P&L事業セグメントに帰属するEBITは、2017年度に比べ32.1百万ユーロ減少し、67.4百万ユーロから35.3百万

ユーロとなった。収益の増加をもってしても、過去からの設備投資に係るラディアルの減価償却費等のコスト

増をカバーするには至らなかった。

2018年度のコーポレート・セグメント（調整カテゴリー）に帰属するEBITは0.2百万ユーロの微減となった。

下記の表は、2018年12月31日及び2017年12月31日に終了した事業年度の、ビーポストの事業セグメントのEAT

に関する情報を表示したものである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

MRS事業セグメント 368.1 435.4

P&L事業セグメント 35.3 67.4

事業セグメントのEAT合計 403.5 502.8

コーポレート・セグメント（調整カテゴリー） (139.8) (179.8)

EAT合計 263.6 322.9

下記の表は、2018年12月31日及び2017年12月31日に終了した事業年度の、ビーポストのコーポレート・セグ

メント（調整カテゴリー）に関する業績を示したものである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

営業収益 38.3 42.9

本部部門（GSOを除く財務、法務、内部監査、最高経営責任者など） (62.2) (64.3)

その他の調整項目 13.8 11.6

営業費用 (48.4) (52.7)

コーポレート・セグメントのEBIT（調整カテゴリー） (10.1) (9.9)

持分法による投資利益 11.5 9.6

金融損益 (23.8) (13.7)

法人所得税費用 (117.4) (165.8)

コーポレート・セグメントのEAT（調整カテゴリー） (139.8) (179.8)

金融収益、金融費用、持分法による投資利益及び法人所得税費用については、すべて調整カテゴリーである

コーポレート・セグメントに含まれている。

取締役会に対しては、セグメント別の資産及び負債は報告されていない。

６.８.　売上収益

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）による報酬以外の売上収益 3,502.9 2,702.2

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）による報酬 271.4 270.0

合計 3,774.4 2,972.2

収益の性質、金額、時期、不確実性及び顧客との契約から生じる収益キャッシュフローについては、注記６.

２「作成の基礎」（IFRS第15号への移行）、注記６.４「重要な会計方針の要約」（履行義務）、注記６.７
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「セグメント情報」（収益の内訳）、注記６.28「営業債務及びその他の債務」（その他の履行義務）の中に開

示されている。重要な判断については、注記６.３「重要な会計上の判断及び見積り」の中に開示されている。

６.９.　その他営業収益

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

有形固定資産売却益 30.5 15.9

現物給付 0.1 0.4

投資不動産からの賃貸料収益 2.0 1.1

第三者の費用の回収金 10.3 12.0

条件付対価からの利益 18.2 7.9

その他の小売収益 4.8 4.7

その他 9.9 9.6

合計 75.8 51.6

有形固定資産売却益は、主として建物の売却によるものであるが14.6百万ユーロ増加した。前年度と比較し

て増加しているのは、主に売却した建物(Old Brussels X等)の規模の違いによる。

第三者の費用の回収金は1.7百万ユーロ減少したが、これは、ウビウェイや他の子会社が提供した非経常的な

サービスに関する第三者からの払戻しに加え、ビーポストの食堂による売上に関連したものである。

2017年12月20日に、ダイナグループの株式購入契約が修正され、条件付対価の支払の前倒しにより、ビーポ

ストは7.9百万ユーロの負債の取崩しを行った。2018年には、特定の要件が達成されなかったことにより、ダイ

ナグループの条件付対価に関連した負債のうち、3.6百万ユーロの取崩しが行われた。また2018年には、ビーポ

ストが当初の買収契約に盛り込まれていたプットオプションを行使して、デ・ビューレンへの投資を引き上げ

ることを決定したため、14.6百万ユーロの条件付対価の取崩しが行われた。

その他の小売収益は、主として小売チャネルによる一般商品の売上収益によるものである。

その他は、主としてビーポスト及びその子会社が被った損害に対する、第三者からの弁済によるものに加

え、子会社が提供した他のサービスからの収益である。
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６.10.　その他営業費用

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

引当金 (17.2) (3.9)

地方税、不動産関連税及びその他の税金 11.5 5.1

債権に係る減損 10.5 3.3

制裁金 0.3 0.1

その他 4.8 1.0

合計 9.8 5.6

その他の営業費用は、前年度と比較して4.2百万ユーロ増加した。新子会社の統合に関する営業費用を除く

と、主として引当金の戻入により営業費用は7.3百万ユーロ減少している。

６.11.　サービスその他の商品

商品及びサービスに係る費用は583.3百万ユーロ増加したが、新子会社の統合に関する費用を除くと74.8百万

ユーロの増加であった。増加は、主として賃料・賃借費用の増加（11.0百万ユーロ）、保守・修繕費用の増加

（3.0百万ユーロ）、エネルギー費用の増加（4.4百万ユーロ）、保険料の増加（5.8百万ユーロ）、輸送費用の

増加（38.9百万ユーロ）及びその他サービス費用の増加（3.7百万ユーロ）によるものである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

2017年から2018年の
増減

賃料・賃借費用 148.6 104.3 42.5％

保守・修繕 108.3 86.9 24.6％

エネルギー配達 45.9 40.7 12.7％

その他商品 38.6 26.2 47.6％

郵便・通信費用 21.2 8.9 137.3％

保険料 19.7 11.8 67.7％

輸送費 686.8 374.2 83.5％

宣伝・広告費用 24.4 18.7 30.6％

コンサルタント費用 21.7 19.4 12.1％

臨時雇用 192.5 107.1 79.8％

第三者への報酬・手数料 145.9 132.3 10.3％

その他サービス 102.6 42.4 142.0％

合計 1,556.2 972.8 60.0％

▶　賃料・賃借費用は44.3百万ユーロの増加となったが、新子会社の統合に関する費用を除くと11.0百万ユー

ロの増加であり、これは主にブリュッセルの新しい仕分けセンター（NBX）と車両の増加によるものであっ

た。

▶　保守・修繕に関する費用の増加（21.3百万ユーロ）は主として、新子会社の統合（18.3百万ユーロ）によ

るものであった。

▶　エネルギー配達費用は5.2百万ユーロの増加となったが、新子会社の統合に関する費用を除くと4.4百万

ユーロの増加であり、主として燃料価格の上昇と車両の増加によるものであった。

▶　輸送費用は686.8百万ユーロであり、前年度と比較すると312.6百万ユーロの増加となった。この増加は主

として対象範囲の変更（273.7百万ユーロ）に加え、海外事業の拡大と国内小包取扱量の増加によるもので

あった。
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▶　臨時雇用に関する費用の増加は、主として新子会社の統合によるものであり、人件費の項目を参照された

い。

▶　その他サービスは、主として新子会社の統合（56.5百万ユーロ）により60.2百万ユーロ増加した。

６.12.　人件費

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

従業員への報酬 1,185.7 987.8

社会保障関連費用 216.3 202.6

確定給付制度及び確定拠出制度関連費用 13.4 4.0

その他の人件費 40.3 12.2

合計 1,455.6 1,206.7

2018年12月31日現在、ビーポストの人員数は34,074人（2017年度は33,992人）であり、その内訳は以下のと

おりである。

▶　法定従業員:　9,509人（2017年度は10,296人）

▶　契約社員:　24,565人（2017年度は23,696人）

2018年度の平均常勤職員人数は31,201人（2017年度は25,323人）であった。

６.13.　金融収益及び金融費用

以下の金額が報告対象期間の損益計算書に含まれている。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

金融収益 6.1 5.8

金融費用 (29.9) (19.5)

正味金融損益 (23.8) (13.7)

金融収益

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものに指定された金融資産に関する受取利息 0.0 0.0

満期保有投資に係る金利収益 0.0 0.0

短期性銀行預金に係る金利収益 0.0 0.0

当座預金に係る金利収益 0.4 0.1

為替差益 5.1 5.0

その他の金融収益 0.6 0.6

金融収益 6.1 5.8

金融費用

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

給付債務に係る金融費用（IAS第19号） 3.0 6.0

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

147/431



借入に係る金利費用 4.7 0.7

長期債券に係る利息及び費用 4.4 0.0

ヘッジ前の金利スワップの終了に伴う費用 2.7 0.0

為替差損 8.4 5.7

流動資産／金融資産に係る減損 0.1 0.1

条件付対価に係る割引の振戻しと割引率の変更による影響 1.3 2.2

その他の金融費用 5.4 4.8

金融費用 29.9 19.5

６.14.　法人所得税/繰延税金

損益計算書に認識されている法人所得税の詳細は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

法人所得税費用の内訳:

当期税金費用 (125.6) (145.0)

過去の期間の当期税金に係る修正 6.0 (0.5)

繰延税金費用 2.2 (20.3)

法人所得税費用合計 (117.4) (165.8)

実効税率と、合算された加重名目税率との間の調整は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

法定税率を用いた法人所得税費用 112.7 166.1

税引前利益 381.0 488.7

法定税率 29.58％ 33.99％

法定税率と実効税率との間の調整

損金不算入費用に関する税効果 6.1 8.8

みなし利息控除 0.0 0.0

過年度の税効果 (4.4) 0.5

過年度に繰延税金資産が認識されなかった子会社が利用した税務上の欠損金に対する税効果 (1.8) (8.2)

繰延税金資産が認識されない、損失を計上している子会社 11.9 10.7

関連会社（持分法） (3.4) (3.3)

その他：

子会社の清算に係る税効果 0.0 (3.0)

税率の変更に係る税効果 0.0 7.0

その他の差異 (3.7) (12.8)

合計 117.4 165.8

実効税率を用いた税金（当年度） (117.4) (165.8)

税引前利益 381.0 488.7

実効税率 30.8％ 33.9％

前年度の残高に係る損金算入（4.4百万ユーロ）により、2018年度の実効税率はプラスの影響を受けた。

2017年にエクスボ・エスエー／エヌヴィーは清算され、3.0百万ユーロのプラスの影響がもたらされた。
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ベルギーと米国の法人税制改革が実質的に2017年12月31日より前に施行されたため、ビーポストはこれらの

新しい施策を考慮に入れた上でIFRSに基づく繰延税金資産の評価を行った結果、2017年度の税金費用は7.0百万

ユーロとなった。

永久差異による税効果(損金不算入費用を除く)は「その他の差異」の中に含まれている。

正味の繰延税金ポジションは法人別に開示されている。

一部の子会社について、ビーポストは、将来減算一時差異が利用可能な十分な課税利益が見込まれるかどう

か不確実であるため、未使用の繰越欠損金に係る繰延税金資産を認識していない。これを判定するために、

ビーポストは同社が事業を展開している法域と繰延税金資産が回収可能な期間別の課税利益の見積りを用いて

いる。ベルギーで計上される未認識の税務上の損失は無期限に繰り延べることができる一方、一部の国では繰

延可能な期間に制限が設けられている。

2018年12月31日現在、ビーポストは正味繰延税金資産として31.5百万ユーロを認識した。この正味繰延税金

資産の内訳は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

繰延税金資産

従業員給付 23.6 32.4

引当金 6.2 9.0

繰越欠損金 41.1 0.9

その他 29.5 15.8

繰延税金資産合計 100.3 58.0

繰延税金負債

有形固定資産 31.1 20.6

無形資産 37.7 5.9

その他 0.0 0.1

繰延税金負債合計 68.8 26.5

正味繰延税金資産 31.5 31.5

2018年12月31日現在、ラディアルの未使用の繰越欠損金に関連した繰延税金資産が認識されている（39.4百

万ユーロ）。

2018年12月31日現在、ビーポストは正味繰延税金負債として7.3百万ユーロを認識した。この繰延税金負債の

減少は主として取得原価配分に関連した無形資産の減価償却費と減損から生じており、その内訳は以下のとお

りである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

繰延税金資産

従業員給付 0.0 0.0

引当金 0.0 0.1

繰越欠損金 2.2 1.0

その他 0.0 0.0

繰延税金資産合計 2.2 1.1

繰延税金負債

有形固定資産 1.3 1.3

無形資産 8.3 11.2
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その他 (0.1) 0.8

繰延税金負債合計 9.5 13.4

正味繰延税金資産 (7.3) (12.3)

６.15.　一株当たり利益

IAS第33号に従って、基本的一株当たり利益は、親会社の普通株主に帰属する当期利益を、期中加重平均普通

株式数で除すことにより算定する。

希薄化後の一株当たり利益の金額は、期中加重平均普通株式数に、すべての潜在普通株式が普通株式に転換

された場合に発行されるであろう普通株式の加重平均株式数を加えた株式数で、親会社の普通株主に帰属する

当期利益（すべての潜在普通株式の影響を調整後）を除すことにより算定されなければならない。

ビーポストの場合、親会社の普通株主に帰属する当期利益及び加重平均普通株式数に希薄化効果が及ぼす影

響はない。

下記の表は、株式分割後の株式数に基づいて、基本的一株当たり利益及び希薄化後の一株当たり利益の算定

に用いられた利益及び株式に関するデータである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

基本的利益に関する親会社の普通株主に帰属する当期利益 264.8 324.9

希薄化効果による調整

希薄化効果による調整後の親会社の普通株主に帰属する当期利益 264.8 324.9

（単位：百万株）

基本的一株当たり利益に関する加重平均普通株式数 200.0 200.0

希薄化による影響

希薄化効果による調整後の加重平均普通株式数 200.0 200.0

（単位：ユーロ）

基本的、親会社の普通株主に帰属する一株当たり当期利益 1.32 1.62

希薄化後、親会社の普通株主に帰属する一株当たり当期利益 1.32 1.62
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６.16.　有形固定資産

（単位：百万ユーロ）
土地及び
建物

設備及び
施設

備品及び
車両

付帯設備
その他の

有形固定資産
合計

取得価額

2017年１月１日現在の残高 836.1 383.9 259.2 129.5 28.9 1,637.7

取得 0.6 30.8 27.7 22.9 14.7 96.7

企業結合を通じた取得 6.7 (0.2) 150.8 41.7 2.4 201.3

処分 0.0 (18.9) (15.9) (3.3) 0.3 (37.9)

企業結合を通じた処分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

売却目的保有資産又は投資不動産 (18.6) 0.0 0.0 (0.5) 0.0 (19.1)

為替換算差額 (0.1) (0.4) (2.9) (0.5) 0.0 (3.9)

その他の変動 4.9 28.2 1.0 (5.2) (29.8) (0.9)

2017年12月31日現在の残高
(修正再表示)

829.6 423.4 419.8 184.5 16.4 1,873.9

2018年１月１日現在の残高
(修正再表示)

829.6 423.4 419.8 184.5 16.4 1,873.9

取得 1.6 25.6 33.0 26.8 1.9 88.9

企業結合を通じた取得 5.1 6.6 8.5 0.4 0.0 20.7

処分 (64.1) (44.9) (16.9) (33.4) 0.0 (159.3)

企業結合を通じた処分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

売却目的保有資産又は投資不動産 (43.7) (1.3) (1.7) (0.1) 0.0 (46.8)

為替換算差額 0.1 (0.1) 6.6 1.0 0.1 7.7

その他の変動 (10.9) 0.6 0.5 16.6 (5.6) 1.1

2018年12月31日現在の残高 717.9 409.8 449.9 195.8 12.8 1,786.2

再評価

2017年１月１日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.4

売却目的保有資産又は投資不動産 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

為替換算差額 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の変動 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2017年12月31日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.4

2018年１月１日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.4

売却目的保有資産又は投資不動産 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

為替換算差額 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の変動 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2018年12月31日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.4
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（単位：百万ユーロ）
土地及び
建物

設備及び
施設

備品及び
車両

付帯設備
その他の

有形固定資産
合計

減価償却費及び減損損失

2017年１月１日現在の残高 (475.4) (299.4) (222.8) (82.1) (3.7) (1,083.5)

企業結合を通じた減価償却費 (0.2) 2.0 (17.1) (1.3) 0.2 (16.3)

処分 0.0 18.8 15.8 3.3 0.0 37.9

減価償却費 (15.5) (21.5) (21.8) (20.6) 0.0 (79.3)

減損損失 0.0 0.0 (0.7) (0.2) 0.0 (0.9)

売却目的保有資産又は投資不動産 11.9 0.0 0.0 0.2 0.0 12.1

為替換算差額 0.0 0.2 0.5 0.1 0.0 0.8

その他の変動 (8.8) 1.5 (1.3) 9.6 (0.2) 0.8

2017年12月31日現在の残高
（修正再表示）

(487.9) (298.4) (247.4) (91.0) (3.7) (1,128.5)

（単位：百万ユーロ）
土地及び
建物

設備及び
施設

備品及び
車両

付帯設備
その他の

有形固定資産
合計

2018年１月１日現在の残高
(修正再表示）

(487.9) (298.4) (247.4) (91.0) (3.7) (1,128.5)

企業結合を通じた減価償却費 (2.1) (2.2) (7.1) (0.1) 0.0 (11.5)

処分 43.6 44.5 16.9 29.5 0.0 134.5

企業結合を通じた処分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

減価償却費 (18.8) (23.4) (45.8) (23.9) 0.0 (111.9)

減損損失 1.7 (0.3) 0.1 0.4 0.0 1.9

売却目的保有資産又は投資不動産 30.6 0.5 1.3 0.1 0.0 32.6

為替換算差額 0.0 (0.1) (1.2) (0.1) 0.0 (1.4)

その他の変動 9.9 0.2 0.4 (11.8) 0.0 (1.3)

2018年12月31日現在の残高 (423.0) (279.2) (282.9) (96.8) (3.7) (1,085.6)

帳簿価額

2017年12月31日現在(修正再表示) 341.7 125.0 172.4 93.5 20.1 752.8

2018年12月31日現在 295.0 130.7 167.0 99.0 16.4 708.0

有形固定資産は752.8百万ユーロから708.0百万ユーロへと44.8百万ユーロ減少した。この減少は主として以

下の理由による。

▶　レーン・メンケン・フードサービス・ロジスティクス、IMEX、エム・エー・アイ・エル及びアクティブ・

アンツの統合（9.2百万ユーロ）。

▶　取得（88.9百万ユーロ）は、仕分け及び印刷業務用設備（23.3百万ユーロ）、郵便及び小売販売網のイン

フラ（13.5百万ユーロ）、ATM及びセキュリティ対策のインフラ（1.7百万ユーロ）、輸送関連のインフラ

（36.9百万ユーロ）、IT及び他のインフラ（13.5百万ユーロ）のためである。

▶　減価償却費及び減損損失（110.0百万ユーロ）は前年度（2017年度は80.2百万ユーロ）に比べ増加した。

▶　主に建物の売却による処分（24.8百万ユーロ）。

▶　売却目的保有資産への区分変更（1.2百万ユーロ）及び投資不動産への区分変更（13.0百万ユーロ）。

償却費及び減価償却費はすべて、損益計算書の「減価償却費及び償却費」の項目に含められている。
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６.17.　投資不動産

（単位：百万ユーロ） 土地及び建物

取得価額

2017年１月１日現在の残高 18.2

取得 0.0

他の資産カテゴリーからの移動/他の資産カテゴリーへの移動 (0.5)

2017年12月31日現在の残高 17.6

2018年１月１日現在の残高 17.6

取得 0.0

他の資産カテゴリーからの移動/他の資産カテゴリーへの移動 43.7

2018年12月31日現在の残高 61.3

減価償却費及び減損損失

2017年１月１日現在の残高 (12.0)

減価償却費 (0.1)

他の資産カテゴリーからの移動/他の資産カテゴリーへの移動 0.2

2017年12月31日現在の残高 (11.9)

2018年１月１日現在の残高 (11.9)

減価償却費 (0.1)

他の資産カテゴリーからの移動/他の資産カテゴリーへの移動 (30.5)

2018年12月31日現在の残高 (42.6)

帳簿価額

2017年12月31日現在 5.7

2018年12月31日現在 18.7

投資不動産は、主として郵便局として利用されていた建物の中にある集合住宅やブリュッセルの本社建物の

一部の賃貸部分である。投資不動産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失を控除した価額で計上され

ている。減価償却費は耐用年数にわたって均等に配分されている（通常は40年）。

投資不動産からの賃貸料収入は2.0百万ユーロ（2017年度は1.1百万ユーロ）であった。投資不動産の公正価

値の見積りは、賃貸しているセントル・モネの建物（本社）を増床したことにより、5.7百万ユーロから18.7百

万ユーロへと増加した。
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６.18.　売却目的保有資産

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

資産

有形固定資産 0.0 0.6

アルファディス 12.1 0.0

デ・ビューレン 2.6 0.0

売却目的保有資産 14.7 0.6

負債

アルファディス (7.8) 0.0

デ・ビューレン (3.0) 0.0

売却目的保有資産に直接関連した負債 (10.8) 0.0

有形固定資産

2018年度に、売却目的保有資産は0.6百万ユーロから0.0百万ユーロへ減少した。

売却目的保有資産に認識された建物は、2017年度末には３棟であったが、2018年度末は１棟であった。これ

らの資産の大半は、郵便局及び郵便センターネットワークの合理化の結果、空室となったリテール店舗であ

る。

30.5百万ユーロ（2017年度は15.9百万ユーロ）の処分益は、損益計算書の「その他営業収益」の項目に含ま

れている。2018年度には、2.1百万ユーロの減損損失が「減価償却費及び償却費」に計上されている。

アルファディス

2018年12月３日に、ビーポストはウビウェイ・エスエー／エヌヴィー及びエーエムピー・エスエー／エヌ

ヴィーの子会社である、アルファディス・エスエー／エヌヴィーの売却プロセスの開始を決定した。

アルファディスは販売拠点にプリペイドカードやバウチャー、電子的サービス業務を提供している。アル

ファディスの売却は、規制上の承認を条件として、財務諸表報告日から１年以内に完了する見込みである。

2018年12月31日現在、MRS事業セグメントの一部であったアルファディスは、売却目的保有資産に分類された。

売却目的保有に分類されたアルファディスの主な資産と負債の種類は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年

資産

有形固定資産 0.3

無形資産 0.1

長期営業債権及びその他の債権 0.0

棚卸資産 2.7

短期営業債権及びその他の債権 8.5

現金及び現金同等物 0.5

売却目的保有資産 12.1

負債

長期有利子負債 0.0

繰延税金負債 0.1

引当金 0.0

短期営業債務及びその他の債務 (7.9)
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売却目的保有資産に直接関連した負債 (7.8)

処分グループに直接関連した純資産 4.3

売却目的保有への分類を受けて、取得原価配分から生じた公正価値ヒエラルキーでレベル１に分類されてい

た無形資産（ブランド名及び顧客関係）は、拘束力のある売却契約に基づき、当該資産の帳簿価額を売却費用

控除後の公正価値まで減額し1.0百万ユーロの評価減を行った。それ以上の評価減は必要なかった。

デ・ビューレン

2018年12月３日に、ビーポストは、当初の購入契約に盛り込まれていたプットオプションを通じて、オラン

ダで小包用ロッカーの「オープン」ネットワークを展開するデ・ビューレン・インターナショナル・ビー

ヴィーへの出資から引き上げることに同意した。このプットオプションにより、ビーポストはデ・ビューレン

への出資を少数株主に売却することが認められていた。この取引は2019年２月21日に完了した。従って、2018

年12月31日現在、P&L事業セグメントの一部を成すデ・ビューレンは売却目的保有に分類された。

売却目的保有に分類されたデ・ビューレンの主な資産と負債の種類は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年

資産

有形固定資産 0.9

無形資産 0.9

繰延税金資産 0.0

長期営業債権及びその他の債権 (0.2)

棚卸資産 0.8

短期営業債権及びその他の債権 (0.1)

現金及び現金同等物 0.3

売却目的保有資産 2.6

負債

長期有利子負債 (1.7)

繰延税金負債 (0.1)

引当金 0.0

短期営業債務及びその他の債務 (1.2)

売却目的保有資産に直接関連した負債 (3.0)

処分グループに直接関連した純資産 (0.4)

デ・ビューレンへの51％の持分の売却により、ビーポストは条件付対価や他の類似の債務から解放されたた

め、14.6百万ユーロの条件付対価の戻入を行い、その他営業収益に計上した（注記６．９を参照）。売却目的

保有への分類を受けて、取得原価配分から生じた無形資産（ノウハウ）は、のれん（4.2百万ユーロ）と同様、

当該資産の帳簿価額を売却費用控除後の公正価値まで減額し5.6百万ユーロの評価減を行った。

６.19.　無形資産

（単位：百万ユーロ） のれん 開発費 ソフトウェア
その他
無形資産

合計

取得価額

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

155/431



2017年１月１日現在の残高 199.2 101.2 129.1 38.7 468.1

取得 606.4 16.4 8.0 0.2 631.0

企業結合を通じた取得及び追加 (132.3) 0.5 37.6 144.5 50.3

処分 0.0 0.0 (2.5) (0.3) (2.7)

企業結合を通じた処分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

売却目的保有資産又は投資不動産 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

為替換算差額 (8.1) 0.0 (1.7) 3.0 (6.7)

その他の変動 (0.6) (1.6) 3.8 (0.7) 0.9

2017年12月31日現在の残高（修正再表示) 664.6 116.5 174.4 185.4 1,140.9

2018年１月１日現在の残高（修正再表示） 664.6 116.5 174.4 185.4 1,140.9

取得 0.0 12.7 13.5 0.4 26.5

企業結合を通じた取得及び追加 3.0 0.0 0.2 3.2 6.4

処分 0.0 (8.7) (5.7) (3.2) (17.7)

企業結合を通じた処分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

売却目的保有資産又は投資不動産 (4.2) (1.2) (10.0) (2.5) (17.8)

為替換算差額 21.6 0.0 1.6 (0.6) 22.6

その他の変動 (1.5) 0.3 (1.3) 1.4 (1.1)

2018年12月31日現在の残高 683.6 119.6 172.6 184.0 1,159.8

（単位：百万ユーロ） のれん 開発費 ソフトウェア
その他
無形資産

合計

償却費及び減損損失

2017年１月１日現在の残高 (24.8) (79.4) (110.8) (28.8) (243.8)

企業結合を通じた取得及び追加 0.0 (0.6) 0.9 15.6 15.9

処分 0.0 0.0 2.5 0.3 2.7

子会社の売却を通じた処分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

償却費 0.0 (5.5) (13.8) (5.8) (25.1)

減損損失 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

売却目的保有資産又は投資不動産 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

為替換算差額 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5

その他の変動 0.0 (1.2) 0.4 0.0 (0.8)

2017年12月31日現在の残高(修正再表示) (24.8) (86.6) (120.3) (18.8) (250.6)

2018年１月１日現在の残高(修正再表示) (24.8) (86.6) (120.3) (18.8) (250.6)

企業結合を通じた取得及び追加 (0.2) 0.0 (0.1) (0.8) (1.1)

処分 0.0 8.7 5.6 3.2 17.4

企業結合を通じた処分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

償却費 0.0 (8.5) (22.0) (14.6) (45.0)

減損損失 (16.3) 0.1 (5.6) (1.0) (22.8)

売却目的保有資産又は投資不動産 4.2 0.7 10.0 2.0 16.8

為替換算差額 0.0 0.0 (1.0) 0.1 (1.0)

その他の変動 0.3 (0.2) 0.0 1.2 1.3

2018年12月31日現在の残高 (36.7) (85.9) (133.4) (28.8) (284.8)

帳簿価額

2017年12月31日現在（修正再表示） 639.8 29.9 54.1 166.6 890.4

2018年12月31日現在 646.8 33.7 39.2 155.2 874.9
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無形資産は15.4百万ユーロ減少した。この理由の主な内訳は以下のとおりである。

▶ デ・ビューレン、サーティポスト、バブル・ポストに係るのれん16.3百万ユーロの減損を含む、67.8百万

ユーロの償却費及び減損損失。

▶ レーン・メンケン・フードサービス・ロジスティクス、IMEX、エム・エー・アイ・エル及びアクティブ・

アンツの買収に係る5.3百万ユーロにより一部相殺されている。

▶ 換算レートの推移（21.6百万ユーロ）

▶ ソフトウェア及びライセンスへの投資（13.5百万ユーロ）、開発費の資産計上（12.7百万ユーロ）及びそ

の他の無形資産（0.4百万ユーロ）

償却費及び減価償却費はすべて、損益計算書の「減価償却費及び償却費」の項目に含められている。

企業結合は、取得法を用いて会計処理されている。取得費用は取得日現在の公正価値で測定され移転された

対価と、被取得企業の非支配持分を合算した金額で測定される。

移転された対価の合計額が取得した資産と引き受けた負債の特定可能な正味の金額を上回った金額は、のれ

んとして当初取得価額で測定される。

当初認識後、のれんは減損損失累計額控除後の取得価額で測定される。

減損テストでは、IAS第36号「資産の減損」に従い、のれんは当社グループの各資金生成単位（又は資金生成

単位グループ）に配分する。

2017年度まで、ビーポストののれんは取得した企業結合にあわせて資金生成単位に配分されていた。2017年

12月31日現在、のれんの帳簿価額は639.8百万ユーロであり、主としてラディアル（430.2百万ユーロ）、ダイ

ナグループ（73.6百万ユーロ）、ウビウェイ（50.2百万ユーロ）、デ・ビューレン（4.2百万ユーロ）、バブ

ル・ポスト（11.6百万ユーロ）、ランドマーク・グローバル・インク（18.1百万ユーロ）、FDM（16.3百万ユー

ロ）といった買収及び、個別には重要でない他ののれんの合計35.6百万ユーロであった。取得した企業結合に

あわせた資金生成単位の減損テストの結果、資産の減損には至らなかった。

2018年にビーポストは戦略的一貫性を強化し、整合性を高めるためにセグメントの設定の見直しを行った。

その結果、CGUの構成が変化し、関連する単位にのれんを再配分した。

（単位：百万ユーロ）
2017年度
修正再表示

買収及び売却 移管 減損 為替換算差額 2018年度

従前の企業結合

バブル・ポスト 11.6 (7.3) 0.0 (4.2) 0.0 0.0

サーティポスト 7.9 0.0 0.0 (7.9) 0.0 0.0

ウビウェイ 50.2 0.0 (50.2) 0.0 0.0 0.0

ダイナグループ 73.6 0.0 (73.6) 0.0 0.0 0.0

2018年からのれんが配分されたCGU

新聞 0.0 0.0 21.9 0.0 0.0 21.9

近接小売ネットワーク 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 28.3

付加価値サービス 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

ベネルクス地域の小包事業 5.6 0.0 36.9 (4.2) 0.0 38.3

欧州・アジア地域の電子商取引関連の物流 8.9 6.0 36.8 0.0 0.0 51.7

クロスボーダー 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

北米の電子商取引関連の物流 472.9 0.0 0.0 0.0 20.4 493.3

国際郵便 7.8 4.2 0.0 0.0 0.0 12.0

合計 639.8 2.9 0.0 (16.3) 20.4 646.8

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

157/431



「新聞」のCGUは新聞の配送に関連するすべての業務を分類し直し、従前のウビウェイの企業結合の一部を含

んでいる。「近接小売ネットワーク」のCGUはビーポストとウビウェイの小売ネットワークを含んでいる。「ベ

ネルクス地域小包事業」のCGUはビーポスト・エスエー／エヌヴィーの小包の宅配と従前のシティデポ及びダイ

ナグループの企業結合（一部）を含んでいる。「欧州・アジア地域の電子商取引関連の物流」のCGUは従前のダ

イナグループ（一部）とランドマーク・ネザーランズ及びポーランド、新規に取得した企業であるレーン・メ

ンケンとアントヒルの企業結合と、ビーポスト・エスエー／エヌヴィーとラディアル・ヨーロッパの電子商取

引事業を統合したものである。北米の電子商取引関連の物流は、従前のラディアルUS、ランドマークUS、アッ

プル・エクスプレスとFDMの企業結合を合わせたものである。国際郵便は従前のMSIに加え、新規に取得した子

会社であるIMEXとエム・エー・アイ・エルの企業結合を含んでいる。

バブルポストののれん（7.3百万ユーロ）は、取得原価配分の結果調整された（注記６.６「企業結合」を参

照のこと。）。IFRS第３号「企業結合」に従い、測定期間内での調整が行われた。測定期間は取得日から１年

を超えることはできない。さらにビーポストは、デ・ビューレンの売却とバブル・ポストの事業の中止を決定

し、売却費用控除後の公正価値が帳簿価額を下回っていたことにより8.4百万ユーロの減損を認識した。現行の

eIDカードの段階的廃止によりキャッシュ・フローがゼロになる可能性があることから、回収可能価額を使用価

値によって裏付けることができず、サーティポストののれん7.9百万ユーロを減損した。

のれんは償却されないが、年次で減損テストが行われている（当期は2018年12月）。テストは当該資産（又

は資産グループ）のCGUとその回収可能価額の比較により行われる。回収可能価額は使用価値に基づいている。

使用価値は各CGU又はCGUグループから導出される将来キャッシュ・フローの現在価値に等しく、下記のイン

プットを用いて決定されている。

▶ ４年間を対象とし、上級管理職が承認した事業計画と予算（EBITDAを含む）

▶ 上記を参考にし、事業活動及び資産の所在地からみて適当とみなされる長期成長率を踏まえ、事業計画の

最終年度のキャッシュ・フローから推計して得られるキャッシュ・フローから決定したターミナルバ

リューの対価

▶ 加重平均資本コストの計算式を用いて決定した利率による、期待キャッシュ・フローの割引

割引率は、仮に原資産への投資を選択した場合に投資家が求めるであろうリターンを反映するために、同業

他社（競合）との広範な比較に基づいて見積もられる。2018 年から、同業他社グループは、郵便関連の同業他

社と、小包関連の同業他社に分割された。これに加え、経済環境の差も加重平均資本コスト（WACC）の決定に

反映されている。結果として将来キャッシュ・フローを割り引くために用いられるWACCは2017年には平均7.7％

であったものが、2018年には6.6％から8.4％までの間でばらつきが生じた。長期成長率は、郵便物事業につい

ては0%に設定し、小包事業については2%に設定した（2017年はどちらも0%に設定した）。

CGU（グループ）の回収可能価額がその帳簿価額を大幅に上回っていたことにより、CGU単位で実施された減

損テストでは、資産の減損には至らなかった。具体的には、すべての場合においてCGUの帳簿価額と使用価値と

の間には当該帳簿価額の42％以上の余裕があった。したがって、CGUの回収可能価額のベースである重要な仮定

に合理的な変化が生じても、関連するCGUに減損損失は生じないであろう。

この点において、のれんの総額の90％を占める北米の電子商取引関連ロジスティクス、欧州・アジアの電子

商取引関連ロジスティクス、ベネルクス地域の小包事業の３つのCGUに関し、下記の感応度分析の最悪シナリオ

でも、依然として各帳簿価額の18％以上の余裕があると見込まれる。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
北米の電子商取引関
連ロジスティクス

欧州・アジアの
電子商取引関連ロジ

スティクス

ベネルクス地域の
小包事業

長期成長率が１％低下した場合の感応度 (130.2) (41.5) (87.0)

長期成長率が１％上昇した場合の感応度 179.6 64.6 135.5

割引率が0.5％低下した場合の感応度 92.4 31.5 66.2
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割引率が0.5％上昇した場合の感応度 (78.7) (25.3) (53.2)

EBITDAマージンが１.0％低下した場合の感応度 (171.5) (34.6) (76.0)

EBITDAマージンが１.0％上昇した場合の感応度 171.5 34.6 76.0

上記に開示されている成長率、割引率、EBITDAマージンのいずれに不利な変動が生じた場合でも、減損が生

じることは見込まれない。

６.20.　リース

ファイナンス・リース

2018年12月31日現在のファイナンス・リース債務は、リースされている建物、機械装置及び設備に関連して

いる。

リース資産の正味帳簿価額及び耐用年数は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ） 耐用年数
2018年

12月31日現在
の帳簿価額

土地及び建物 25年 14.6

機械装置及び設備 5年 2.2

車両 5年 0.0

監査対象の各報告期間末日現在の、将来の最低リース料支払額は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

最低リース料支払額

１年以内 3.0 1.7

１年から５年 8.7 11.1

５年超 17.0 19.0

合計 28.7 31.7

控除

将来の金融費用 10.6 10.6

最低リース支払額の現在価値

１年以内 1.6 1.7

１年から５年 4.1 7.5

５年超 12.5 11.9

合計 18.3 21.1

ファイナンス・リース契約には、固定のリース料支払額及びリース期間終了時の購入オプションが含まれて

いる。

オペレーティング・リース

ビーポストのオペレーティング・リースに係る将来の最低リース料支払額は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１年以内 100.8 115.5

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

159/431



１年から５年 232.4 303.0

５年超 128.1 235.3

合計 461.3 653.8

オペレーティング・リース契約には固定のリース料支払額が含まれている。所有に係るリスク及び経済価値

はビーポストに移転されていない。

オペレーティング・リースに関する将来の最低リース料支払額が前年度に比べて減少しているのは、主とし

て2019年１月１日から適用される予定のIFRS第16号適用の一環としての変更によるものである。2018年度の残

高は、IFRS第16号の枠組みの中で割引による影響を除き、2019年１月１日から使用される予定の範囲と整合し

ている。

ビーポストのオペレーティング・リースに関する将来の最低リース料受取額は以下のとおりであり、建物に

関連している。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１年以内 1.3 2.1

１年から５年 3.7 4.8

５年超 2.9 2.1

合計 7.9 9.0

オペレーティング・リース契約に関連する収益は、2018年度の「その他営業収益」の項目に2.0百万ユーロ計

上されている。

６.21.　有価証券投資

（単位：百万ユーロ）
非流動資産に
計上される
投資合計

満期保有金融資産
流動資産に
計上される
投資合計

合計

取得原価

2017年１月１日現在の残高 0.0 12.0 12.0 12.0

取得 0.0 0.0 0.0 0.0

企業結合を通じた取得 0.0 0.0 0.0 0.0

公正価値の変動 0.0 0.0 0.0 0.0

処分 0.0 (12.0) (12.0) (12.0)

2017年12月31日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0

2018年１月１日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0

取得 0.0 0.0 0.0 0.0

企業結合を通じた取得 0.0 0.0 0.0 0.0

公正価値の変動 0.0 0.0 0.0 0.0

処分 0.0 0.0 0.0 0.0

2018年12月31日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0

減損損失

2017年１月１日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の変動 0.0 0.0 0.0 0.0

2017年12月31日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0

2018年１月１日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0

その他の変動 0.0 0.0 0.0 0.0
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2018年12月31日現在の残高 0.0 0.0 0.0 0.0

帳簿価額

2017年12月31日現在 0.0 0.0 0.0 0.0

2018年12月31日現在 0.0 0.0 0.0 0.0

IAS第７号が定めた現金及び現金同等物の定義を満たす投資有価証券は、現金及び現金同等物として計上され

ている。2018年12月31日現在、ビーポストが保有する投資有価証券はない。
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６.22.　関連会社に対する投資

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１月１日現在の残高 329.2 373.7

取得/処分 0.0 (0.3)

持分法による投資利益 11.5 9.6

配当金受取額 (4.0) (11.8)

IFRS第９号への移行による影響 (59.9) 0.0

関連会社の資本におけるその他の変動 (25.5) (42.1)

12月31日現在の残高 251.2 329.2

持分法による投資損益

2018年度には、ビーポスト・バンクの当期利益に対するビーポストの持分は11.5百万ユーロであった。前年

度のビーポスト・バンク及びシティーの当期利益に対するビーポストの持分は、9.6百万ユーロであった。

配当金受取額

2018年度には、ビーポストは、ビーポスト・バンクから4.0百万ユーロの配当金を受領した。2017年度には、

ビーポストはビーポスト・バンクから11.8百万ユーロの配当金を受領した。

IFRS第９号への移行による影響

2018年１月１日から、IAS第39号「金融商品：認識及び測定」はIFRS第９号「金融商品」に置き換えられた。

IFRS第９号への移行に当たり、ビーポストは、その債券ポートフォリオの大部分をIAS第39号の売却可能の区分

からIFRS第９号の償却原価の区分へ分類変更した。その結果、IFRS第９号への移行日にビーポスト・バンクの

資本は119.8百万ユーロ減少し、ビーポストの関連会社への投資及び関連する準備金はその50％となる59.9百万

ユーロ減少した。

その他の変動

この金額は、ビーポスト・バンクの債券ポートフォリオに関する税控除後の未実現利益の減少によるもので

ある（25.5百万ユーロ）。

関連会社の主な財務数値は下表のとおりである。

（単位：百万ユーロ） 持分割合 総資産
総負債

(純資産を除く)
総収益 当期利益/（損失）

2017年

ビーポスト・バンク 50％ 10,658.2 9,999.9 273.2 19.9

シティー 0％ 0.0 0.0 0.2 (1.1)

2018年

ビーポスト・バンク 50％ 11,045.3 10,542.9 265.7 22.9
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６.23.　営業債権及びその他の債権

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年
2017年

（修正再表示）
2017年

営業債権 0.0 0.0 0.0

その他の債権 11.2 9.4 9.4

非流動資産に含まれる営業債権及びその他の債権 11.2 9.4 9.4

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年
2017年

（修正再表示）
2017年

営業債権 646.0 624.4 628.9

法人所得税以外の未収税金 6.1 8.0 8.0

その他の債権 59.9 82.5 82.5

流動資産に含まれる営業債権及びその他の債権 712.0 714.9 719.4

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年
2017年

（修正再表示）
2017年

未収収益 8.3 6.8 6.8

繰延費用 45.7 41.5 41.5

その他の債権 5.9 34.3 34.3

流動項目 － その他の債権 59.9 82.5 82.5

非流動資産に区分される債権は、短期間に払われる見込みであり、貨幣の時間的価値による影響には重要性

が認められないことから、その帳簿価額は当該金融資産の公正価値に近似すると考えられる。

流動資産に区分される営業債権及びその他の債権はほぼ前年並みであったが、2.9百万ユーロと若干減少し

712.0百万ユーロとなった（2017年：714.9百万ユーロ）。これは主として営業債権が21.6百万ユーロ増加した

ことによるが、前年度はラディアルの買収に関連した未収債権が含まれていたその他の債権が22.6百万ユーロ

減少したことにより相殺されている。

未収税金は未収付加価値税である。

営業債権及びその他の債権は主に短期のものであり、その帳簿価額は公正価値に近似すると考えられる。
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６.24.　棚卸資産

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

原材料 2.3 2.2

製品 6.2 6.2

販売用に購入した製品 29.2 35.8

評価減 (0.8) (5.1)

棚卸資産 36.9 39.1

原材料には消耗品、すなわち印刷用材料が含まれている。製品は販売用切手である。販売用に購入した製品

とは、主に、ポストグラム、ポストカード、販売用補給品、出版物販売在庫及び販売用商品在庫（煙草、飲

料、マルチメディア商品など）である。

６.25.　現金及び現金同等物

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

郵便ネットワークへの預け金 151.2 171.7

未達勘定 107.0 83.8

実行中の現金支払取引 (39.4) (19.2)

銀行当座勘定 461.4 229.7

短期の預金 0.0 0.0

現金及び現金同等物 680.1 466.0

銀行当座勘定は、日次の銀行預金利率に基づいて変動金利で付利されている。短期の預金は、緊急の現金需

要に従い、１日から３ヶ月までの間のさまざまな期間で預け入れられ、各短期の預金利率に基づいて付利され

ている。
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６.26.　金融負債

非資金変動  

(単位：
百万ユーロ)

2017年
12月31日
現在

2017年
12月31日
現在
(修正
再表示)

キャッ
シュ・
フロー

外国為替
の変動

新規の
リース

取得及び
企業結合

公正価値
の変動

振替 その他
2018年
12月31日
現在

償却原価で測定される金融負債

銀行借入 36.7 36.7 158.8 2.7 0.0 0.0 0.0 (9.2) 0.4 189.6

長期債券 0.0 0.0 641.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 641.8

その他の借入 2.2 2.2 (0.8) (0.1) 0.8 0.4 0.0 0.1 (1.7) 1.0

ファイナンス・
リース債務

19.4 16.5 (1.7) 0.8 0.0 0.8 0.0 (0.7) 1.0 16.7

非流動負債 58.4 55.4 797.7 3.4 0.8 1.2 0.0 (9.8) 0.3 849.1

非流動負債に含まれる有利子負債は、表面利率1.25％の８年物債券650.0百万ユーロの発行、2021年７月に満

期が到来する（2023年７月まで延長可能）185.0百万米ドルの長期借入の発行、及び変動金利体制によって

793.6百万ユーロ増加し、849.1百万ユーロとなった。これらの投資は2017年11月のラディアル・ホールディン

グス・エルピーの買収に充てるためのものであった。ビーポストは在外営業活動体に係る為替換算差額のリス

クを軽減するために一部を米ドルで借り入れているためビーポストは純投資ヘッジを行った。この増加は、流

動負債に振り替えられた欧州投資銀行からの借入の9.1百万ユーロにより一部相殺されている。

非資金変動  

(単位：
百万ユーロ)

2017年
12月31日
現在

2017年
12月31日
現在

(修正再表示)

キャッ
シュ・
フロー

外国為替
の変動

新規の
リース

取得及び
企業結合

公正価値
の変動

振替 その他
2018年
12月31日
現在

償却原価で測定される金融負債

銀行借入 698.1 698.1 (700.9) 0.0 0.0 0.9 0.0 9.2 1.2 8.6

コマーシャル・
ペーパー

0.0 0.0 165.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.1

その他の借入 0.1 0.1 (2.2) 0.5 0.0 2.7 0.0 (0.1) (0.7) 0.4

ファイナンス・
リース債務

1.7 1.7 (1.6) 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 1.6

流動負債 699.9 699.9 (539.5) 0.5 0.0 4.4 0.0 9.8 0.5 175.7

流動負債に含まれる有利子負債は、ラディアルを買収するため2017年に借り入れたブリッジローンを返済し

たことにより、524.2百万ユーロ減少して175.7百万ユーロとなった。当ブリッジローンは債券の発行と長期借

入（両方とも非流動負債に計上）により借り換えられている。この減少は、165.1百万ユーロのコマーシャル・

ペーパーの発行により部分的に相殺されている。

上述の二つの表にある「キャッシュ・フロー」の項目の合計額は258.2百万ユーロであるが、連結キャッ

シュ・フロー計算書の中の「借入金及びファイナンス・リース債務に関連する正味キャッシュ・フロー」は

254.2百万ユーロである。この差異の3.96百万ユーロは、主として本注記では開示されていない、営業債務及び

その他の債務の勘定に係る利息である。

また、ビーポストは合計375.0百万ユーロとなる、２件の未実行のリボルビング・クレジット・ファシリティ

を有している。注記6.33「権利及びコミットメント」を参照のこと。
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６.27.　従業員給付

ビーポストでは、現職従業員及び退職者に対し、退職後給付、長期従業員給付、その他の長期従業員給付及

び早期退職給付を支給している。これらの給付制度はIAS第19号に準拠して算定されている。そのうちの一部

は、包括雇用契約（「CLA」）の枠組みで取り決められた施策による。これらの制度に基づいて支給される給付

金は、公務員（すなわち法定従業員）、固定給契約従業員、補助郵便配達人及び非固定給契約従業員という

ビーポストの従業員のカテゴリーによって異なっている。

従業員給付の内容は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

退職後給付 (32.8) (50.7)

長期従業員給付 (113.5) (108.2)

早期退職給付 (8.5) (6.6)

その他の長期従業員給付 (153.5) (161.5)

合計額 (308.4) (326.9)

繰延税金資産を控除した後の従業員給付関連の金額は、284.8百万ユーロ（2017年度は294.5百万ユーロ）で

あった。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

従業員給付 (308.4) (326.9)

繰延税金資産による影響 23.6 32.4

繰延税金資産控除後の従業員給付 (284.8) (294.5)

ビーポストの従業員給付に係る正味負債の内訳は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

給付債務総額の現在価値 (373.7) (380.3)

制度資産の公正価値 65.3 53.4

正味債務の現在価値 (308.4) (326.9)

未認識の数理計算上の(利益)/損失

正味負債 (308.4) (326.9)

財政状態計算書上の従業員給付 0.0 0.0

負債 (308.4) (326.9)

正味負債 (308.4) (326.9)
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当該債務の現在価値の変動は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１月１日現在の現在価値 (380.3) (401.2)

勤務費用 (16.3) (4.5)

－ 当期の勤務費用 (22.0) (23.1)

－ 解雇給付費用 (5.2) 0.0

－ 過去勤務(費用)/利益 10.9 18.6

純利息費用 (4.9) (5.5)

支払給付金 27.9 36.2

利益/(損失)の再測定 6.3 (1.8)

－ 損益計算書で認識された数理計算上の利益/(損失） 6.3 (1.8)

その他の包括利益の中の利益/(損失)の再測定 (0.8) 3.9

－ 数理計算上の利益/(損失） (0.8) 3.9

清算拠出金 0.0 10.0

企業結合を通じた追加 0.0 (17.4)

移管 (5.6) 0.0

12月31日現在の確定給付債務 (373.7) (380.3)

制度資産の公正価値は以下のとおり調整される。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１月１日現在の制度資産の公正価値 53.4 44.5

雇用者による拠出額 31.0 34.6

従業員による拠出額 1.4 1.3

支払給付金 (27.9) (36.2)

制度資産に係る金利収益/(費用)（損益計算書項目） 0.8 0.8

企業結合を通じた追加 0.0 8.0

制度資産に係る数理計算上の利益/(損失)（その他の包括利益項目） 6.6 0.4

12月31日現在の制度資産の公正価値 65.3 53.4

制度資産は、IAS第19号に基づくグループ保険給付に関連している。この制度資産は第三者の保険会社が管理

しており、雇用者及び従業員からの拠出による累積準備金で構成されている（利回り保証型の保険契約）。
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損益計算書に計上された費用は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

勤務費用 (14.6) (3.0)

－ 当期の勤務費用 (20.3) (21.6)

－ 解雇給付費用 (5.2) 0.0

－ 過去勤務（費用）/利益 10.9 18.6

純利息費用 (4.0) (4.6)

利益（損失）の再測定 6.3 (1.8)

－ そのうち金融損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） 1.0 (1.4)

－ そのうち営業損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） 5.2 (0.4)

正味費用 (12.4) (9.4)

割引率の変動によって生じた数理計算上の利益及び損失は、金融費用として計上されており、退職後給付に

係る数理計算上の利益及び損失はその他の包括利益で計上されている。その他の数理計算上の利益及び損失は

すべて営業費用として計上されている。

利息費用及び数理計算上の利益及び損失は、金融費用に計上されている。上述のその他の費用は、すべて損

益計算書の「人件費」の項目に含められている。

損益計算書の中の人件費及び金融費用に及ぼす影響は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

人件費 (9.4) (3.4)

金融費用 (3.0) (6.0)

正味費用 (12.4) (9.4)

その他の包括利益の項目で認識されている費用は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

利益/(損失)の再測定 5.8 4.3

－ 数理計算上の利益/(損失） 5.8 4.3

正味費用 5.8 4.3

財政状態計算書日現在での給付債務の算定に用いられた主な仮定は以下のとおりである。

2018年
12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

インフレ率 1.8％ 2.0％

将来の賃金上昇率 2.8％ 3.0％

医療費率 5.0％ 5.0％

死亡率 MR/FR-2 MR/FR-2
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割引率は財政状態計算書日現在での市場利回りを参考にして決定されている。2018年度に使用された割引率

は0.00％から1.80％（2017年度は0.00％から1.80％）であった。

給付金 期間
割引率

2017年度 2018年度

家族手当 6.9 1.05％ 1.15％

銀行 14.7 1.70％ 1.70％

葬儀費用給付 8.1 1.25％ 1.30％

遺族給付金 11.8-14.1 1.50％-1.60％ 1.55％-1.65％

グループ保険 10.9-17.9 1.50％-1.55％ 1.55％-1.80％

累積有給休暇 2.3 0.00％ 0.15％

労働補償 12.4 1.55％ 1.55％

労働災害に係る医療費 17.3 1.80％ 1.80％

年金貯蓄日 9.3 1.30％ 1.40％

特別給付 6.8-8.0 1.05％-1.10％ 1.15％-1.30％

DSPR JOR 8.8 1.30％ 1.35％

パートタイム制度 1.8-4.0 0.00％ 0.45％

待期期間 0.5-1.8 0.00％ 0.00％-0.15％

2018年度末現在の確定給付制度債務の平均期間は10.8年（2017年度は10.9年）であった。

2018年12月31日現在の重要な仮定に関する定量的感応度は以下のとおりである。

仮定 割引率
死亡率表

（男性/女性）
医療費率

感応度の水準 0.5％の上昇 0.5％の低下 1年減少 1％増加

（単位：百万ユーロ）

確定給付債務に対する影響：（増加）/減少 18.9 (20.7) (5.8) (2.0)

感応度分析は、報告期間末現在発生している主な仮定の合理的な変更の結果、確定給付債務に及ぼす影響を

推計する手法に基づいて決定されている。

退職後給付

退職後給付には家族手当、銀行費用、葬儀費用、退職記念品及びグループ保険が含まれている。2017年度中

に、ビーポストは交通費の支給中止を決定した。退職後の公務員及びその家族に、ベルギー国内の移動に係る

交通切符と交換可能又はその他の交通切符の割引を受けられるクーポン券が支給していた。ビーポストはペン

ソックに対し、10.0百万ユーロの一括清算金を支払い、15.3百万ユーロの評価差額が2017年度に過去勤務利益

として計上された。

家族手当

扶養対象者（年少者及び障害者）を持つビーポストの公務員（現役従業員及び年金受給者）は、労働者家族

手当局から家族手当を受け取る。その費用はビーポストに再請求される。公務員の家族手当に係る費用の請求

方法は法制度の改正（2014年12月19日法）を受けて変更された。結果としてビーポストは公的機関としてプロ

グラム法で定められた拠出金を支払っている。この金額は公務員数（常勤換算）に合わせて毎年変更されるほ

か、インフレーションの影響を受けている。
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銀行

すべての現役従業員、年金受給待機者、年金受給者は、当座預金口座に係る手数料の減額のほか、貯蓄証

書、投資信託、保険及び貸付に関する金利の優遇／減額等の便益を受けている。2017年に貯蓄口座に対する優

遇金利の見直しが行われ、3.9百万ユーロの評価差額が計上された。

グループ保険

ビーポストは現職の契約従業員に対し、グループ保険を給付している。ベルギーでのWAP/LPC法の導入後、こ

れらの制度はIAS第19号に基づく確定給付制度の特徴を備えることになる。

法的に、雇用者は制度資産に対し一定のリターンを保証しなければならなくなった。2015年末にWAP/LPC法が

改正される前は、ビーポストは雇用者による拠出に対して3.25％（保険料に係るコスト控除後）に加え、従業

員による拠出に対して3.75％の法的最低リターンを設ける必要があった。雇用者の拠出に対する法的最低リ

ターンは「全期間」リターンであり、年度ごとのリターンではないのに対し、従業員の拠出に対する法的最低

リターンは年度ごとに付与する必要がある。

手法に関し、依然として全面的に明確になったとはいえないものの、2015年12月に成立した新法により、最

低給付額に関しては明確になった。2015年12月末に成立したWAP/LPC法により、ベルギーにおける最低給付率の

今後の動向に関する不透明さは解消された。2016年からの最低給付リターンは、最低年利回りを1.75％とし

た、10年物リニア債の過去24ヶ月の平均利率と等しくなった。

ビーポストが一貫して適用してきた手法により、類似の年金制度を持つ企業と比較して負債は多くなった。

手法に関する市場での完全な合意形成はないものの、2018年には、IAS第19号に基づくこれらの確定拠出年金制

度の会計処理に使用された手法を、新たな知見に基づき市場における手法の進展を考慮して微調整した。ビー

ポストは引き続きPUC(予測単位積増方式)を使用するが、制度ではバックロードされない(拠出金が年齢ととも

に増加しない)ため、将来の拠出金と給与の予測は行わない。キャリアの後期段階で拠出金が大幅に増加し得る

唯一の理由は、昇給がステップ・レート・プランの物価スライド制よりも高いためである。また2018年度に

ビーポストはIAS第19号の第115項を適用し、資産及び負債は保険会社が保証する、計算上の準備金に対する契

約上の利息保証を考慮せずに決定する。第115項を適用すると、保証利率が割引率よりも高い場合には資産が増

加し、正味負債が減少する可能性がある。上記の影響により、評価差額を10.9百万ユーロ計上した。

ビーポストの従業員向け退職後給付に係る正味負債の内訳は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

確定給付債務総額の現在価値 (98.1) (104.0)

制度資産の公正価値 65.3 53.4

正味債務の現在価値 (32.8) (50.7)

正味負債 (32.8) (50.7)

財政状態計算書上の従業員給付 0.0 0.0

負債 (32.8) (50.7)

正味負債 (32.8) (50.7)
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当該債務の現在価値の変動は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１月１日現在の現在価値 (104.0) (126.6)

勤務費用 2.6 9.5

　－ 現在の勤務費用 (8.3) (9.1)

　－ 解雇給付費用 0.0 0.0

　－ 過去勤務(費用)/利益 10.9 18.6

純利息費用 (1.4) (1.9)

支払給付金 5.6 12.0

利益/(損失)の再測定 0.0 0.0

　－ 損益計算書で認識された数理計算上の利益/(損失） 0.0 0.0

　－ 未認識の数理計算上の利益/(損失） 0.0 0.0

その他の包括利益の中の利益/(損失)の再測定 (0.8) 3.9

　－ 数理計算上の利益/(損失） (0.8) 3.9

清算拠出金 0.0 10.0

企業結合を通じた追加 0.0 (10.9)

12月31日現在の確定給付債務 (98.1) (104.0)

グループ保険の給付に関し、保険会社が保有する制度資産の公正価値は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１月１日現在の制度資産の公正価値 53.4 44.5

　雇用者による拠出額 6.2 5.8

従業員による拠出額 1.4 1.3

支払給付金 (3.1) (7.4)

制度資産に係る金利収益/費用（損益計算書項目） 0.8 0.8

企業結合を通じた追加 0.0 8.0

制度資産に係る数理計算上の利得/(損失)（その他の包括利益項目） 6.6 0.4

12月31日現在の制度資産の公正価値 65.3 53.4

損益計算書に計上された費用は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

勤務費用 4.3 11.0

　－ 現在の勤務費用 (6.7) (7.6)

　－ 解雇給付費用 0.0 0.0

　－ 過去勤務(費用)/利益 10.9 18.6

純利息費用 (0.6) (1.1)

利益/(損失)の再測定 0.0 0.0

　－ そのうち金融損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） 0.0 0.0

　－ そのうち営業損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） 0.0 0.0

正味費用 3.6 9.9
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人件費及び金融費用に対する影響額は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

人件費 4.3 11.0

金融費用 (0.6) (1.1)

正味費用 3.6 9.9

その他の包括利益に認識された費用は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

利益/(損失)の再測定 5.8 4.3

　－ 数理計算上の利益/(損失） 5.8 4.3

正味費用 5.8 4.3

長期従業員給付

長期従業員給付には、累積有給休暇、年金貯蓄日及びパートタイム給付金がある。

累積有給休暇

公務員は一年間に21日間の病気休暇を与えられている。この21日間は、医師からの診断書があれば、給与の

100％を受け取ることができる。いずれの年度においても公務員の病気休暇の取得日数が21日間に満たない場合

は、未消化の病気休暇は最多で63日間まで翌年度以降に繰り越すことができる（後述の年金貯蓄日の項を参照

のこと。）。一年間に21日を超えて取得した従業員は、まず当該年度に割り当てられた休暇をすべて消化し、

その後に前年度から繰り越された休暇を割り当てる。この期間は、公務員は給与の全額を受け取ることができ

る。当該年度に割り当てられた休暇及び繰り越された休暇のすべてを消化した場合には、減給扱いとなる。

「病気休暇」中の給与の全額、及びそれを超えた期間の減額された給与に係る人件費は、ビーポストが負担

する。

2017年度から金額の算定方法に変更はない。金額の算定は将来の「見積支給額/キャッシュ・アウトフロー」

に基づいている。キャッシュ・アウトフローは、2018年度の12ヶ月にわたる統計から算出された一定の休暇消

化率に基づいて、対象となる現職従業員全体について算定される。各自の「計算上の」勘定が将来に渡って見

積られ、そこから実際に取得された病気休暇の日数が差し引かれる。

年間支払金額は、休暇取得日数（繰り越された累積有給休暇日数が上限となる）に、見積上の給与金額（社

会保険料を加算）を100％とし、そこから減給部分を減じた金額を乗じた額である。関連する引出率及び死亡率

が、給付期間に適用される割引率と合わせて適用されている。

年金貯蓄日

公務員は各自の「計算上の」勘定（上記の「累積有給休暇」給付金を参照のこと）に累積された63日を超え

た未消化の累積有給休暇日数を年金貯蓄日に転換（７日の累積有給休暇につき１年金貯蓄日）することがで

き、さらに毎年最大３日まで法定外休日に転換できる。恒久的契約を交わした契約従業員は、一年につき最大

２日の年金貯蓄日を付与され、毎年最大３日まで法定外休日に転換できる。年金貯蓄日は毎年累積され、50歳

から利用可能となる。

年金貯蓄日の金額の算定は、「累積有給休暇」と同じ方法に基づいている。算定は将来の「見積支払/キャッ

シュ・アウトフロー」に基づいている。キャッシュ・アウトフローは、人事部門から提供される、2018年度の

12ヶ月にわたる統計から算出された一定の日数消化率に基づいて、対象となる現職従業員全体について算定さ

れる。「年金貯蓄日」は１従業員毎に見積られ、実際に取得された年金貯蓄日が差し引かれる。
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年間支払額は、使用された年金貯蓄日に１日当たりの見積給与額（社会保険料、休日手当、年末手当、管理

職及び統合的手当を加算）を乗じた額である。関連する引出率及び死亡率が、給付期間に適用される割引率と

合わせて適用されている。

パートタイム制度（50歳以上）

ビーポストの従業員を対象としたパートタイム制度に関する規制上の枠組みは以下の通りである。

▶　2012年12月20日の枠組協定では、54歳以上の配達人及び55歳以上のその他の従業員が利用可能な、特例的

な部分的（50％）キャリア中断制度を新たに承認した。ビーポストは配達人に対しては最長で72ヶ月間、

他の対象者に対しては最長で48ヶ月間にわたって年間給与総額の7.5％に相当する金額を支払う。

▶　2014年５月22日の枠組協定では、 (i)2012年度に承認され配達人が利用可能であった制度の対象範囲が、

夜間勤務員にも拡大されること、(ⅱ)他の従業員は、55歳以上で利用可能となることを承認した。ビーポ

ストは夜間勤務員に対しては最長で72ヶ月間、他の対象者に対しては最長で48ヶ月間にわたって年間給与

総額の7.5％に相当する金額を支払う。

2016年に、二つの制度が承認された。

▶　2016年６月２日の枠組協定（2016年12月まで有効）では、(i)2012年に承認されすでに夜間勤務員に対し

ても適用が2014年まで延長された制度は、代理人にも適用されること、(ⅱ)他の従業員は、57歳以上で本

制度が利用可能となることを承認した。ビーポストは、代理人に対しては最長72ヶ月間、他の対象者に対

しては最長48ヶ月間にわたって年間給与総額の7.5％に相当する金額を支払う。

▶　2016年９月30日の枠組協定では、(i)販売者、代理人、夜間勤務員は55歳以上で本制度が利用可能となる

こと、(ⅱ）他の従業員は57歳以上で利用可能となることを承認した。ビーポストは夜間勤務員、販売者、

代理人に対しては最長72ヶ月間、他の対象者に対しては最長48ヶ月間にわたって年間給与総額の7.5％に相

当する金額を支払う。本制度は、2018年12月20日の枠組協定を受けて、2020年12月まで延長される。

ビーポストの長期従業員給付に係る正味負債の内訳は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

確定給付債務総額の現在価値 (113.5) (108.2)

制度資産の公正価値 0.0 0.0

正味債務の現在価値 (113.5) (108.2)

正味負債 (113.5) (108.2)

財政状態計算書上の従業員給付 0.0 0.0

負債 (113.5) (108.2)

正味負債 (113.5) (108.2)
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当該債務の現在価値の変動は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１月１日現在の現在価値 (108.2) (107.7)

勤務費用 (13.1) (13.5)

　－ 現在の勤務費用 (13.1) (13.5)

　－ 過去勤務(費用)/利益 0.0 0.0

純利息費用 (1.0) (1.0)

支払給付金 11.9 13.3

利益/(損失)の再測定 2.5 0.6

　－ 損益計算書に認識された数理計算上の利益/(損失） 2.5 0.6

企業結合による取得 0.0 0.1

移管 (5.6) 0.0

12月31日現在の確定給付債務 (113.5) (108.2)

損益計算書に計上された費用は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

勤務費用 (13.1) (13.5)

　－ 現在の勤務費用 (13.1) (13.5)

　－ 解雇給付費用 0.0 0.0

　－ 過去勤務(費用)/利益 0.0 0.0

純利息費用 (1.0) (1.0)

利益/(損失)の再測定 2.5 0.6

　－ そのうち金融損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） 1.0 (0.4)

　－ そのうち営業損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） 1.5 1.0

正味費用 (11.7) (14.0)

人件費及び金融費用に対する影響額は以下の通りである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

人件費 (11.6) (12.5)

金融費用 (0.1) (1.4)

正味費用 (11.7) (14.0)

早期退職給付

早期退職制度

2018年度末現在、過去に導入された下記の早期退職制度にともなう費用が退職給付に含まれている。

▶　2013年12月31日までに一定の年齢、勤務年数と勤務組織に関する条件を満たす公務員が利用可能な、2012

年７月１日の枠組協定に基づく制度。2013年12月19日の共同委員会は、次の包括雇用計画を締結するまで

は現行の施策を延長した。

▶　一定の年齢、勤務年数と勤務組織に関する条件を満たす公務員が利用可能な、2014年５月22日の枠組協定

に基づく早期退職制度。2015年12月17日の共同委員会は、次の包括雇用計画又は2016年６月30日までは現

行の施策を延長した。
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これらの早期退職制度では、この制度による退職者が定年に達するまで、ビーポストは退職時の給与の一部

（定年までの期間に応じて60％から75％）に相当する金額を支払い続ける。早期退職期間はみなし就労期間と

して取り扱われている。

早期退職制度は、アルファ社会保障制度と連動して、2015年７月23日に共同委員会によって承認された。こ

の制度は一定の年齢、勤務年数を満たすことに加え、アルファ社会保障制度によって影響を受ける勤務組織に

属する公務員が利用可能である。この制度による退職者が定年に達するまで、ビーポストは退職時の給与の一

部（定年までの期間に応じて65％から75％）に相当する金額を支払い続ける。それに加え、定年までの早期退

職期間に応じて特別の年間手当を支払った。早期退職期間はみなし就労期間として取り扱った。

アルファ社会保障制度の対象となる公務員のうち、新部門発足後12ヶ月以内に当該新部門に異動しなかった

場合には、早期退職の対象となる。この制度による退職者が定年に達するまで、ビーポストは退職時の給与の

一部（定年までの期間に応じて60％から70％）に相当する金額を支払い続けた。さらに、早期退職期間はみな

し就労期間として取り扱った。

2016年度には、二つの新しい早期退職制度が承認された。

▶　2016年６月２日に締結され、12月末まで利用可能な制度は、一定の年齢と勤続年数を満たすことに加え、

特定の勤務組織に属する公務員が利用可能である。退職者が定年に達するまで、ビーポストは退職時の給

与の一部（定年までの期間に応じて60％から75％）に相当する金額を支払い続ける。

▶　2016年９月30日に締結された制度は、一定の年齢と勤続年数を満たすことに加え、特定の勤務組織に属す

る公務員が利用可能である。退職者が定年に達するまで、ビーポストは退職時の給与の75％に相当する金

額を支払い続ける。この制度には利用可能期限がない。

(i)通常の定年よりも前に雇用が終了し、(ⅱ)ビーポストが提案した退職給付を受け入れるかどうかは従業員

が決定するため、早期退職制度に関連した従業員給付によりビーポストの負債が生じている。

ビーポストの退職給付に係る正味負債の内訳は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

確定給付債務総額の現在価値 (8.5) (6.6)

制度資産の公正価値 0.0 0.0

正味債務の現在価値 (8.5) (6.6)

正味負債 (8.5) (6.6)

財政状態計算書上の従業員給付 0.0 0.0

負債 (8.5) (6.6)

正味負債 (8.5) (6.6)
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当該債務の現在価値の変動は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１月１日現在の現在価値 (6.6) (4.1)

勤務費用 (5.2) 0.0

　－ 現在の勤務費用 0.0 0.0

　－ 解雇給付費用 (5.2) 0.0

　－ 過去勤務(費用)/利益 0.0 0.0

純利息費用 0.0 0.0

支払給付金 3.6 4.0

利益/(損失)の再測定 (0.3) 0.2

　－ 損益計算書に認識された数理計算上の利益/(損失） (0.3) 0.2

　－ 未認識の数理計算上の利益/(損失） 0.0 0.0

その他の包括利益に認識された利益(損失)の再測定 0.0 0.0

　－ 数理計算上の利益/(損失） 0.0 0.0

企業結合による追加 0.0 (6.7)

12月31日現在の確定給付債務 (8.5) (6.6)

損益計算書に計上された費用は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

勤務費用 (5.2) 0.0

　－ 現在の勤務費用 0.0 0.0

　－ 解雇給付費用 (5.2) 0.0

　－ 過去勤務(費用)/利益 0.0 0.0

純利息費用 0.0 0.0

利益/(損失)の再測定 (0.3) 0.2

　－ そのうち財務損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） 0.0 0.0

　－ そのうち営業損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） (0.3) 0.2

正味費用 (5.5) 0.2

人件費及び金融費用に対する影響額は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

人件費 (5.5) 0.2

金融費用 0.0 0.0

正味費用 (5.5) 0.2

その他の長期従業員給付

業務上災害補償制度

2000年10月１日まで、ビーポストは業務上災害及び通勤災害に対しては自家保険をかけていた。その結果と

して、2000年10月１日までに発生した業務上災害に対するすべての補償は、ビーポスト自社が負担し、資金の

手当ても行っていた。

2000年10月１日以降、ビーポストはそういったリスクをカバーするために保険契約を締結した。
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ジョブ・モビリティ・センターに対するDSPR/ DVVP

2016年９月30日付の枠組契約では、ジョブ・モビリティ・センターに対するDSPR/ DVVP（Dispense

Précédant la Retraite/ Dienstvrijstelling voorafgaand aan de Pensionering）制度が定められた。この制

度は、61歳に達しジョブ・モビリティ・センターに所属し、かつセンター移籍後１年後にも依然として同セン

ターに所属している公務員が退職するまでの不定期間を見込んだものである。ビーポストは、対象者に対し退

職時の給与の70％を、最長で５年間、定年に達するまでの期間にわたって継続して支払う。

ビーポストのその他の長期従業員給付に係る正味負債の内訳は以下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年 2017年

確定給付債務総額の現在価値 (153.5) (161.5)

制度資産の公正価値 0.0 0.0

正味債務の現在価値 (153.5) (161.5)

正味負債 (153.5) (161.5)

財政状態計算書上の従業員給付 0.0 0.0

負債 (153.5) (161.5)

正味負債 (153.5) (161.5)

当該債務の現在価値の変動は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

１月１日現在の現在価値 (161.5) (162.8)

勤務費用 (0.6) (0.5)

　－ 現在の勤務費用 (0.6) (0.5)

　－ 解雇給付費用 0.0 0.0

　－ 過去勤務(費用)/利益 0.0 0.0

純利息費用 (2.4) (2.5)

支払給付金 6.8 6.8

利益/(損失)の再測定 4.1 (2.6)

　－ 損益計算書に認識された数理計算上の利益/(損失） 4.1 (2.6)

　－ 未認識の数理計算上の利益/(損失) 0.0 0.0

その他の包括利益に認識された利益/(損失)の再測定 0.0 0.0

　－ 数理計算上の利益/(損失） 0.0 0.0

12月31日現在の確定給付債務 (153.5) (161.5)

損益計算書に計上された費用は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

勤務費用 (0.6) (0.5)

　－ 現在の勤務費用 (0.6) (0.5)

　－ 解雇給付費用 0.0 0.0

　－ 過去勤務(費用)/利益 0.0 0.0

純利息費用 (2.4) (2.5)

利益/(損失)の再測定 4.1 (2.6)

　－ そのうち金融損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） 0.1 (1.0)

　－ そのうち営業損益として計上されている数理計算上の利益/(損失） 4.0 (1.6)

正味費用 1.2 (5.5)
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人件費及び金融費用に対する影響額は以下のとおりである。

（単位：百万ユーロ）
2018年

12月31日に終了
した事業年度

2017年
12月31日に終了
した事業年度

人件費 3.5 (2.0)

金融費用 (2.3) (3.5)

正味費用 1.2 (5.5)

６.28.　営業債務及びその他の債務

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年
2017年

(修正再表示)
2017年

営業債務 0.0 0.0 0.0

その他の債務 17.5 45.2 45.2

非流動負債に含まれる営業債務及びその他の債務 17.5 45.2 45.2

非流動負債に含まれる営業債務及びその他の債務は17.5百万ユーロであり、その主なものは、ビーポスト・

バンクから調達した運転資金に加え、シティデポとレーン・メンケンの買収に関連した条件付対価の契約であ

る。

12月31日現在

(単位：百万ユーロ） 2018年
2017年

(修正再表示)
2017年

営業債務 499.9 461.9 466.6

未払人件費及び社会保険料 332.5 347.2 342.4

法人所得税以外の未払税金 12.4 14.6 14.6

その他の債務 367.7 394.7 394.7

流動負債に含まれる営業債務及びその他の債務 1,212.5 1,218.4 1,218.2

これらの債務の帳簿価額は公正価値に近似するとみなされる。流動負債に含まれるその他の債務の内訳は以

下のとおりである。

12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 2018年
2017年

(修正再表示)
2017年

発注に係る前受金 10.9 10.5 10.5

郵便金融サービスにかかる前受金 18.8 18.8 18.8

預り保証金 9.6 10.2 10.2

未払金 122.4 105.1 105.1

繰延収益 55.9 59.0 59.0

第三者からの預り金 0.1 0.1 0.1

その他 150.0 190.8 190.8

流動負債 － その他の債務 367.7 394.7 394.7

未充足の残存履行義務に配分された、顧客により既に支払われた対価は55.9百万ユーロであり、主に、貸借

対照表日現在、販売済みであるが顧客が未使用の切手及び郵便料金別納証印刷機の残高である。残存履行義務

の大半は１年以内に認識されると見込まれ、他のすべての履行義務は２年以内に認識されると見込まれてい

る。

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

178/431



６.29.　引当金

（単位：百万ユーロ） 訴訟 環境
義務負担
契約

組織再編
その他

合計

2017年１月１日現在の残高 38.0 0.6 1.6 18.5 58.7

追加認識された繰入 3.8 0.1 0.8 4.9 9.6

企業結合を通じた追加 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7

目的使用 (0.1) 0.0 0.0 (4.0) (4.1)

戻入 (10.2) 0.0 (0.2) (3.1) (13.6)

その他の変動 (0.1) 0.0 0.0 (5.8) (5.9)

2017年12月31日現在の残高 32.1 0.6 2.2 10.5 45.4

　企業結合を通じた追加 0.0 0.0 21.6 0.0 21.6

　為替換算差額 0.0 0.0 (0.4) 0.0 (0.4)

2017年12月31日現在の残高（修正再表示） 32.1 0.6 23.4 10.5 66.5

非流動負債に含まれる事業年度末現在の残高（修正再表示） 20.4 0.6 14.9 2.3 38.1

流動負債に含まれる事業年度末現在の残高（修正再表示） 11.8 0.0 8.5 8.2 28.4

32.1 0.6 23.4 10.5 66.5

2018年１月１日現在の残高（修正再表示） 32.1 0.6 23.4 10.5 66.5

追加認識された繰入 1.8 0.0 0.1 4.3 6.2

目的使用 (1.9) 0.0 (6.6) (3.4) (11.9)

戻入 (15.8) 0.0 (4.3) (3.0) (23.0)

為替換算差額 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4

その他の変動 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2018年12月31日現在の残高 16.2 0.6 14.1 8.5 39.3

非流動負債に含まれる事業年度末現在の残高 11.9 0.6 9.1 0.9 22.6

流動負債に含まれる事業年度末現在の残高 4.3 0.0 5.0 7.5 16.8

16.2 0.6 14.1 8.5 39.3

2018年度にラディアルの取得原価配分が最終決定した結果、期首残高が修正再表示されている。この影響は

「企業結合を通じた追加」の項目に示されている。

訴訟損失引当金は16.2百万ユーロとなった。これは、ビーポストと第三者との間の（実際に提起されている

又は提起が見込まれる）数多くの訴訟に関連して発生が見込まれるキャッシュ・アウトフローである。

これに関するキャッシュ・アウトフロー発生予想時期は、その時期が依然としてはっきりしないため、当該

訴訟期間における進捗状況によって変わる。

2018年度における戻入は、訴訟の再評価によるものである。

ビーポストは現在、仲立人が提起した、以下の係争中の訴訟の当事者となっている。

▶　パブリメール・エスエー／エヌヴィーにより提起され、ブリュッセル商事裁判所で係争中の訴訟に関す

る、請求金額（暫定）約21.1百万ユーロ（遅延利息を除く）の損害賠償請求。ブリュッセル商事裁判所は

2016年５月３日、パブリメール・エスエー／エヌヴィーの訴えを棄却した。パブリメールは、2016年12月

16日にこの決定に対して不服申立てを行った。この控訴は、目下ブリュッセル控訴裁判所で係争中であ

る。

▶　リンク・ツー・ビズ・インターナショナル・エスエー／エヌヴィーにより提起され、ブリュッセル商事裁

判所で係争中の訴訟に関する請求金額（暫定）約28.0百万ユーロ（遅延利息を除く）の損害賠償請求。リ
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ンク・ツー・ビズとビーポストとの契約上の関係の一部の要素も停止及び排除命令の対象となっており

（2010年６月21日に適用）、ビーポストは2010年８月にこれに控訴し、目下ブリュッセル控訴裁判所で係

争中である。

すべての主張及び申立てに対しビーポストは争っている。

また、2011年７月20日に、ベルギー郵便規制当局（IBPT/BIPT）は、ビーポストの2010年度の料金設定方針

が、ベルギー郵便法に抵触したとして、2.3百万ユーロの制裁金を課した。ビーポストは2012年度に当該制裁金

を支払ったものの、IBPT/BIPTの決定に対する不服申立てを行った。2016年３月10日に、ブリュッセル控訴裁判

所はビーポストの申立てを認め、IBPT/BIPTの決定を撤回した。ビーポストは2016年10月に、2.3百万ユーロの

罰金を回収した。

さらに2012年12月10日に、ベルギー競争当局は、2010年１月から2011年７月までのビーポストの料金設定方

針が、ベルギー及び欧州の競争規則に反しているとして、約37.4百万ユーロの制裁金を課した。ビーポストは

2013年度に当該制裁金を支払ったものの、ブリュッセル控訴裁判所に対し、ベルギー競争当局の決定に対する

不服申立てを行った。2016年11月10日に、ブリュッセル控訴裁判所は競争当局の決定を撤回した。ベルギー競

争当局は、法律の観点から高等裁判所に対し本判決に対する不服申立てを行った。2018年11月22日に高等裁判

所は判決を下した。これは不服申立てを一部認めるものであり、ブリュッセル控訴裁判所に対し新たに訴訟が

提起される可能性がある。

環境引当金の計上額は0.6百万ユーロであり、土地の土壌浄化に対応するものである。

義務負担契約に対する引当金は、郵便局及び小売店の閉鎖や、ウェブストア・プラットフォームの段階的縮

小のICTメンテナンスに関連して発生が見込まれる費用の最善の見積りである。

その他の引当金の計上金額は8.5百万ユーロとなった。

６.30.　金融資産及び金融負債

下記の表は、2017年12月31日現在の、ビーポストの金融資産及び金融負債の公正価値測定ヒエラルキーを示

したものである。

レベル別公正価値

（単位：百万ユーロ） 帳簿価額

活発な市場に

おける取引価格

（レベル１）

重要な他の

観察可能な情報

（レベル２）

重要な観察

不能な情報

（レベル３）

償却原価で測定される金融資産

非流動資産

金融資産 9.4 0.0 9.4 0.0

流動資産

金融資産 1,182.5 0.0 1,182.5 0.0

金融資産合計 1,191.9 0.0 1,191.9 0.0

償却原価で測定される金融負債

非流動負債

金融負債 100.6 0.0 100.6 0.0

流動負債

金融負債 1,956.8 0.0 1,956.8 0.0

金融負債合計 2,057.5 0.0 2,057.5 0.0

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

180/431



下記の表は、2018年12月31日現在の、ビーポストの金融資産及び金融負債の公正価値測定ヒエラルキーを示

したものである。

レベル別公正価値

（単位：百万ユーロ） 帳簿価額

活発な市場に

おける取引価格

（レベル１）

重要な他の

観察可能な情報

（レベル２）

重要な観察

不能な情報

（レベル３）

償却原価で測定される金融資産

非流動資産

金融資産 11.2 0.0 11.2 0.0

流動資産

金融資産 1,397.8 0.0 1,397.8 0.0

金融資産合計 1,409.1 0.0 1,409.1 0.0

償却原価で測定される金融負債(デリバティブを除く)

非流動負債

長期債券 641.8 629.7 0.0 0.0

金融負債 224.7 0.0 224.7 0.0

流動負債

デリバティブ商品－為替スワップ 0.1 0.0 0.1 0.0

デリバティブ商品－為替先渡 0.7 0.0 0.7 0.0

デリバティブ商品－クロスカレンシースワップ 0.0 0.0 0.0 0.0

金融負債 1,409.7 0.0 1,409.7 0.0

金融負債合計 2,277.0 629.7 1,635.2 0.0

償却原価で測定される非流動及び流動金融資産と、償却原価で測定される非流動及び流動金融負債の公正価

値は、その帳簿価額に近似している。これらは財政状態計算書の中で公正価値で測定されていないため、その

公正価値は開示されていない。

本期間中には、公正価値ヒエラルキー間の振替はなく、評価手法及び使用されたインプットにも変更はな

かった。

償却原価で測定される金融資産

償却原価で測定される金融資産の増加は、主として現金及び現金同等物の増加（214.1百万ユーロ）によるも

のである。

公正価値で測定される金融負債－非流動

2018年度末現在、非流動項目に含まれる金融負債の内容は以下のとおりである。

▶　185.0百万米ドルの無担保長期借入。この借入は2018年７月３日に行われ、期間は３年であるが１年ずつ

２つの延長オプションが設けられている。

▶　650.0百万ユーロの債券。2018年７月に1.25％のクーポンレートで８年物の債券が発行された。この発行

を見込んで、ビーポストは2018年２月に、当該債券の金利リスクをヘッジするための想定金額600.0百万

ユーロの10年物の先渡金利スワップを締結した。

▶　27.3百万ユーロのEIB(欧州投資銀行)からの借入。ビーポストは2007年５月５日に100.0百万ユーロの借入

を行った。これには毎年9.1百万ユーロずつの約定弁済があり、2022年に最終返済が見込まれている。年間

返済額の9.1百万ユーロは、「有利子負債―流動」の項目に含まれている。
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デリバティブ商品

ビーポストは日々の業務に関連した特定のリスクにさらされている。デリバティブを用いて管理されている

主なリスクは外国為替リスクである。ビーポストは外国為替先渡契約と外国為替スワップ契約を用いて、外国

為替のエクスポージャーの一部を管理している。これらの契約は、ビーポストが子会社向けに行ったグループ

企業間貸付に連動した為替リスクをヘッジするために締結されている。2018年度末現在、先渡契約と外国為替

スワップ契約の公正価値の影響により、負債が0.8百万ユーロ増加した。

償却原価で測定される金融負債－流動

2018年度中に、ビーポストはラディアルの買収のために2017年に締結したブリッジローンを返済した。また

2018年度末現在、ビーポストが発行したコマーシャル・ペーパーの発行残高は165.0百万ユーロであった。それ

ぞれののコマーシャル・ペーパーの償還期限は１ヶ月から６ヶ月の間にわたっている。現在の市況を鑑みる

に、ビーポストはマイナス金利の恩恵を受け得る。

６.31.　デリバティブ金融商品及びヘッジ

デリバティブ商品

ビーポストは外国通貨のエクスポージャーの一部を管理するために外国為替先渡契約や外国為替スワップ契

約を締結している。これらの契約は、ビーポストが子会社に対して行ったグループ企業間ローンに連動した為

替リスクをヘッジするために実施した。2018年度末現在、４件の外国為替スワップと３件の外国為替先渡契約

を有している。

金利スワップ

2018年２月に、ビーポストは想定元本額600.0百万ユーロ、10年物の先日付スタートの金利スワップを締結し

た。この取引は、ラディアルの買収のために2017年11月に締結した買収向けブリッジローンの借り換えに発行

を予定している長期債の金利リスクをヘッジするためのものである。

2018年７月にビーポストは最終的に８年物の650.0百万ユーロの債券を発行した。発行した債券の期間と元本

金額が同年2月のものから変化したことにより、キャッシュ・フロー・ヘッジの非有効部分の金額（仮想デリバ

ティブ手法に基づく）は、1.5百万ユーロとなり、純損益に金融費用として認識されている。キャッシュ・フ

ロー・ヘッジの有効部分（20.0百万ユーロ）はその他の包括利益にキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金として

税引後で14.8百万ユーロ認識されている。このキャッシュ・フロー・ヘッジは長期債のキャッシュ・フローが

発効日から８年間にわたり純損益に影響を及ぼすことが見込まれるため、同期間にわたり純損益に分類変更さ

れる。2018年度には1.2百万ユーロが損益計算書に分類変更された。

純投資ヘッジ

2018年度第３四半期に、ビーポストは満期３年であるが１年ずつ２回延長可能な米ドル建てのタームローン

を締結した。債券の発行と同時に、機能通貨がユーロであるビーポストは、2017年11月のラディアル・ホール

ディングス・エルピーの買収資金を借り換えるために米ドルを借り入れた。在外営業活動体に係る為替換算差

額を低減するために一部を米ドルで借り入れたため、ビーポストは純投資ヘッジを行った。その結果、ヘッジ

手段の公正価値の変動の有効部分はその他の包括利益に認識された。ヘッジの想定元本額は143.0百万米ドルで

あり、ユーロに換算された帳簿価額は124.9百万ユーロであった。2018年12月31日現在、その他の包括利益に認

識され、為替換算差額に累積された、米ドル建借入の再評価に係る純損失は5.7百万ユーロである。2018年12月

31日に終了した年度に非有効部分はなかった。
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６.32.　偶発債務及び偶発資産

注記6.29に記載されている通り、2016年11月10日に、ブリュッセル控訴裁判所は、37.4百万ユーロの制裁金

を課すという競争当局の決定を撤回した。ベルギー競争当局は法律の観点からこの判決について高等裁判所に

対する不服申立てを行った。高等裁判所は2018年11月22日に判決を下し、この不服申立てを部分的に容認し

た。これによりブリュッセル控訴裁判所に対し、新たな訴訟が提起される可能性がある。控訴裁判所がベル

ギー競争当局の決定を再撤回した場合、上記は偶発資産を構成することとなり、ビーポストは37.4百万ユーロ

の制裁金（利息を除く）を回収できる可能性がある。

６.33.　権利及びコミットメント

被保証

2018年12月31日現在、ビーポストは顧客との取引のために合計19.4百万ユーロ（2017年度：13.3百万ユー

ロ）の銀行保証を受けている。顧客が債務不履行に陥った場合又は倒産した場合に、この保証に基づき履行請

求を行うことで、ビーポストは銀行より支払を受けることができる。この保証により、ビーポストは当該顧客

との契約期間中にわたって、より確実に資金を回収することができる。

委託販売商品

2018年12月31日現在、郵便ネットワークを通じた販売のために、売価で1.7百万ユーロに相当する商品を取引

相手より委託されている。

リボルビング・クレジット・ファシリティ

ビーポストは総額375.0百万ユーロ、２件の未実行のリボルビング・クレジット・ファシリティを有してい

る。シンジケート・ファシリティは300.0百万ユーロで2022年10月に満期が到来し（2024年までは延長可能）、

75.0百万ユーロの相対取引によるクレジット・ファシリティは2023年6月に満期が到来し（2025年までは延長可

能）米ドルとユーロでの借入が可能である。300.0百万ユーロのリボルビング・クレジット・ファシリティの金

利は外部が決定したビーポストの持続性に関する格付に従って変動する。

保証供与

ビーポストとエンジー・エレクトラベル（Engie Electrabel）の間で締結されたドゥ・マイ・ムーヴ

（DoMyMove）協力契約の枠組みの中で、ビーポストは保証の提供者となっている（1.1百万ユーロ）。

ビーポストは、ベルフィウス(Belfius)、アイ・エヌ・ジー（ING）及びケー・ビー・シー（KBC）との間で、

単純な要求手続により、最大82.1百万ユーロまで保証を供与する契約を締結している。

通貨スワップ

2018年度末現在、ビーポストは４件の外国為替スワップ契約と３件の外国為替先渡契約を締結しており、そ

のうちの６件はINGと、１件はKBCとの間で締結している。

2018年１月５日に、ビーポストは、シンガポールドル建ての特定の債務に係る為替リスクをカバーするため

に、0.5百万シンガポールドルを0.3百万ユーロと交換するスワップ契約を締結した。2018年３月28日には、

ポーランド・ズウォティ建ての特定の債務に係る為替リスクをカバーするために、KBCとの間で1.9百万ポーラ

ンド・ズウォティを0.4百万ユーロと交換する外国為替スワップ契約を締結した。他の２件の外国為替スワップ

は、0.5百米ドルと0.4百万ユーロを交換するために、ともに2018年４月13日に開始された。また2018年５月２

日には、8.9百万米ドルを7.0百万ユーロと交換するために３件の外国為替先渡契約を締結した。米ドルの契約

はすべて、米ドル建ての特定の債務の為替リスクをカバーするために用いられている。
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ベルギー政府の資金

ビーポストは、ベルギー政府に代わり政府機関の金融取引（税金、付加価値税等）を行っている。政府の資

金は「政府に代わって行う」取引のためのものであり、ビーポストの財政状態計算書には含まれていない。

６.34.　関連当事者取引

a) 株主との関係

株主としてのベルギー政府

ベルギー政府は、直接及びSociétée Fédéerale de Prticipations et d’Investissement/Federale

Participatie-en Investeringsmaatschappij(SFPI／FPIM)を通じたビーポストの大株主であり、ビーポスト株

式の51.04％を保有している。したがって、過半数の決議を要する株主総会におけるあらゆる決定を支配する力

を有する。

ビーポストの株主としてのベルギー政府の権利は、「第５ 提出会社の状況 －５ コーポレート・ガバナンス

の状況等」を参照のこと。（ビーポストのウェブサイトで閲覧可能）

公的権威としてのベルギー政府

ベルギー政府は、欧州連合とともに郵便事業における主な立法者である。国の規制当局であるBelgian

Institute for Postal services and Telecommunications（BIPT）は、ベルギーにおける郵便事業の主要な監

督機関である。

顧客としてのベルギー政府

ベルギー政府は、ビーポストの大口顧客の一つである。SGEI（一般的経済利益を有するサービス）関連の報

酬を含め、2018年のビーポストの総営業収益（収入）の10.2％はベルギー政府及びベルギー政府関連事業体に

帰属するものであった。

ビーポストは、商業上の条件及びマネジメント契約の規定の双方に基づき、多くの省庁に郵便配達サービス

を提供している。

ビーポストは、ベルギー政府から委託された郵便、金融及びその他公共サービスに及ぶ一般的な郵便業務及

びSGEI（一般的経済利益を有するサービス）を提供する。1991年３月21日付法律、2018年１月26日付の郵便

法、マネジメント契約及び各種特権契約には、一般的な郵便業務及びSGEI（一般的経済利益を有するサービ

ス）を実施する際にビーポストが負う義務の履行並びに該当する場合にはベルギー政府が支払う金銭的な報酬

に関する規則及び条件が記載されている。

マネジメント契約に基づきビーポストに委託されているSGEI（一般的経済利益を有するサービス）には、小

売販売網の維持管理、日常のSGEI（一般的経済利益を有するサービス）（すなわち、「店頭支払」サービス及

び年金・社会福祉手当の宅配）の提供、及び一定の特別SGEI（一般的経済利益を有するサービス）（その性質

上１回限り提供されるSGEI（一般的経済利益を有するサービス）である。）の提供が含まれている。特別SGEI

には、特に単身世帯又は最低保障世帯に関連した配達人の社会的役割（かかるサービスは、配達中の配達人が

手持ちが可能な大きさの電子端末及び電子IDカードを使用することで提供される。）、「プリーズ・ポストマ

ン（Please Postman）」サービス、一般向け情報の配信、投票用紙小包の配達に関する協力、宛先特定及び宛

先不特定の選挙関連印刷物の配達、団体が発送する郵便物の特別料金での配達、料金受取人払制度に該当する

書信郵便物の配達、選挙中の参加費用の支払、制裁金の財務上及び行政上の処理、漁業許可証の印刷及び販売

並びに切手の販売が含まれる。

マネジメント契約に基づきビーポストに委託されるSGEI（一般的経済利益を有するサービス）は、公益に関

連した一定の目標達成を目的としている。地域的及び社会的な団結を確実にするために、ビーポストは1,300ヶ

所以上の郵便サービス・ポイントから構成される小売販売網を維持しなければならず、そのうちの650ヶ所以上

が郵便局でなければならない。
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マネジメント契約に基づき提供されるこれらのサービスの一部についての規制料金及びその他の条件は、当

社、ベルギー政府及び（関連ある場合には）関係当事者又は関係機関の間の実施契約において決定される。

第５マネジメント契約は2015年12月31日に満了した。2015年12月３日、当社とベルギー政府は第６マネジメ

ント契約を締結した。第６マネジメント契約では、2020年12月31日までの５年間について上述のSGEI（一般的

経済利益を有するサービス）を継続して提供することが定められている。

またビーポストは引き続き、新聞の早朝配達及び定期刊行物の配送に係るSGEI（一般的経済利益を有する

サービス）も行う予定である。2015年12月31日までは、これらのサービスは第５マネジメント契約に基づいて

行われていた。欧州委員会に対するベルギー政府の確約に従って、これらのサービスに関し、競争力があり、

透明性が高く差別的ではない、市場に即した手続が行われ、それを受けて2015年10月にこれらの業務の提供は

ビーポストが行うことになった。その結果、2016年１月１日から、新聞及び定期刊行物の配達／配送業務は、

当社とベルギー政府との間で2015年11月に締結した特権契約に基づいて行われている。

2016年６月３日、欧州委員会は第６マネジメント契約並びに国家補助規則に基づく新聞及び定期刊行物の配

達/配送業務に係る特権契約を承認した。
(1)

ビーポストは、郵便サービスを規定する1970年１月12日付国王令（郵便金融サービスを規制する2007年４月

30日付国王令により改正。）及び郵便サービスを規制する1970年１月12日付国王令を改正する2013年４月14日

国王令に基づき、ベルギー政府及び一定の公的組織に対し口座管理サービスを提供している。

本アニュアルレポートの注記６．８で開示されている通り、SGEI（一般的経済利益を有するサービス）に関

してビーポストに支払われた報酬は、2018年度は271.4百万ユーロ（2017年度は270.0百万ユーロ）であった。

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）に対する報酬は純回避原価（NAC）方式による算定に基づいてい

る。この算定技法は、(i)報酬がSGEI（一般的経済利益を有するサービス）の業務の提供に係る純費用と、(ii)

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）を行わない場合の純費用との差額に基づくと定められている。

新聞及び定期刊行物の配達／配送に対する報酬は、定額の報酬と配達／配送量に基づく変動手数料で構成さ

れている。かかる報酬は事後検証を条件とし、NAC方式に準拠しなければならない。

2015年、ベルギー政府は、SGEI（一般的経済利益を有するサービス）に対する報酬を6.5百万ユーロ引き下げ

ることを一方的に決定した。ただしビーポストは自身の権利を留保し、貸倒債権として同額を計上し、2018年

12月末現在もそのまま計上している。当該貸倒債権計上額を含めると、2018年12月31日現在、SGEI（一般的経

済利益を有するサービス）に係る報酬に関するベルギー政府への債権残高は107.6百万ユーロ（2017年12月31日

現在は100.2百万ユーロ）であった。またビーポストは、ベルギー政府に対し、SGEI（一般的経済利益を有する

サービス）に対する報酬に関する5.4百万ユーロの銀行保証を提供している。

SGEI（一般的経済利益を有するサービス）に対する報酬を除くと、ベルギー政府関連の顧客に提供したサー

ビスは、ビーポストの総営業利益の５％を上回ることはない。

(1) 2016年10月に、Flemish Federation of Press Vendors（Vlaamse Federatie van Persverkopers）は、EU第一審裁判所に対し欧州委

員会の承認取消しを求める手続きを行った。2019年２月に、第一審裁判所はVFPによる手続の中止要請を受けて、本件を登録簿から抹消し

た。

b) 連結対象会社

子会社（及び持分法適用会社）の一覧は、各社の事業内容の概要とともに本アニュアルレポートの注記６.35

に記載されている。

ビーポストと、その関連当事者である子会社との間の残高及び取引は、連結財務書類の中では消去されてお

り、本注記でも開示されていない。

c) 関連会社との関係

ビーポスト・バンクは、ビーポストが50％を所有する関連会社である。ビーポスト・バンクの他の株主であ

るBNPパリバ・フォルティス（BNP Paribas Fortis）が残る50％を所有している。
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銀行・保険業務の登録仲介業者としてビーポストは、ビーポスト・バンクに代わり銀行・保険商品を提供し

ている。さらに、質の高いサービスを提供する業者として、バックオフィス業務及びその他の付随サービスを

ビーポスト・バンクに提供している。これに関する３社間の契約及び取決めは以下のとおりである。

ビーポストを通じてビーポスト・バンクが販売している主要銀行・保険商品は、当座預金口座、普通預金口

座、定期預金口座、BNPパリバ・フォルティスが提供する譲渡性預金証書及びファンド若しくは仕組み商品、AG

インシュアランス（AG Insuranse）が提供する損害及び／又は医療保険並びに「branch21」及び「branch23」

という生命保険を含む年金商品である。

2018年12月31日現在、ビーポスト・バンクは約735,000の当座預金口座と約909,000の普通預金口座を有して

いた。すべての口座には、デビットカード、支払及び送金サービスの利用並びに郵便局の出納窓口又はATMでの

現金引出し等の基本サービスが含まれている。ビーポストはまた、マスターカードと提携したビーポスト・バ

ンク・クレジット・カードを提供している。

ビーポスト・バンクの対顧客貸出業務は、個人向けローンと抵当貸付の提供・供与から構成されている。

2018年12月31日現在、ビーポスト・バンクの貸借対照表に計上された貸出金は、約4,936百万ユーロであった。

ビーポスト・バンクは、資産運用業務、プライベート・バンキング業務、商業貸出業務は行っていない。

銀行・保険パートナーシップ協定

ビーポスト・バンクに関するビーポスト・バンクとBNPパリバ・フォルティスの提携については、2013年12月

13日に見直されて締結された銀行パートナーシップ協定に規定されている。

枠組契約では、実質的に(i)ビーポスト及びBNPパリバ・フォルティスは、ビーポストの関連会社であるビー

ポスト・バンクを通じた提携関係を継続すること、(ⅱ)ビーポストは引続き、パートナーシップ協定で定めら

れている一部の例外を除き、郵便局網を通じてビーポスト・バンクの商品とサービスの独占的な販売者となる

こと、及び（ⅲ)ビーポストは継続してビーポスト・バンクに対し、バックオフィス業務及びその他の付随サー

ビスを提供することが規定されている。

AGインシュアランスの保険商品は、ビーポストの販売網を使ってビーポスト・バンクが提供・販売してい

る。

AGインシュアランス、ビーポスト・バンク及びビーポスト間の提携については、2014年12月17日に見直され

て締結された保険販売契約に規定されている。

この保険販売契約では、アクセス・フィー、ビーポストが販売するすべての保険商品に関する手数料、及び

一定の販売目標を達成した場合に支払われる追加手数料が定められている。

ビーポスト・バンクは銀行・保険商品の販売に関して、市況及び特定のバックオフィス業務の実施状況に応

じて決定された手数料をビーポストに支払っている。銀行・保険商品の販売に対する手数料金額は、ビーポス

ト・バンクが稼得した利鞘に加え、ビーポストの小売ネットワークを通じて達成した資産運用残高と金融・保

険商品の販売高によって決まる。2018年度の金融・保険商品に関連した総収益は167.1百万ユーロ（2017年度：

182.6百万ユーロ）であり、その大半はビーポスト・バンクによって支払われた手数料であった。2018年12月31

日現在、ビーポストに対するビーポスト・バンクの債務残高は7.2百万ユーロ（2017年12月31日現在は5.7百万

ユーロ）であった。

運転資本

ビーポスト・バンクは、保証又はビーポストからの利息の支払なくしてビーポストが自由に利用できる運転

資本を12.0百万ユーロ設定している。この運転資本は、銀行パートナーシップ協定の締結期間を通じてビーポ

ストが引続き利用可能となっている。これはビーポスト・バンクの代わりにビーポストが業務を行えるように

するための運転資本となるものである。

配当

2018年度に、ビーポストはビーポスト・バンクから4.0百万ユーロの配当金を受領した（2017年度は11.75百

万ユーロ）。
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d) 経営幹部に対する報酬

経営幹部とは、企業の戦略的方向性に対する権限と責任を有する者をいい、ビーポストの経営幹部は、取締

役会メンバー全員及びグループ執行経営会のメンバーで構成されている。

詳細は報酬報告書に記載されている通り、取締役会メンバー（最高経営責任者を除く）の報酬は2000年４月

25日の定時株主総会で決定されており、2018年度にも継続して適用されている。

最高経営責任者を除く取締役会メンバーには固定額の年間報酬が支給されている。また諮問委員会の会議へ

の出席のたびに出席手当が支給されている。

2018年に、取締役会メンバー（最高経営責任者を除く。）に支払われた報酬額の合計は、0.33百万ユーロ

（2017年度：0.35百万ユーロ）であった。

最高経営責任者及びグループ執行経営会のメンバーの報酬は、(i)基本給、(ⅱ)短期の目標達成に係る変動報

酬、(ⅲ)年金拠出及び、(ⅳ)さまざまなその他の給付で構成されている。

2018年12月31日に終了した年度において、変動報酬以外に、最高経営責任者、経営委員会及びグループ執行

経営会のメンバーに対し、グローバルで4.06百万ユーロ(2017年度：2.88百万ユーロ)が支払われており、その

内訳は以下の通りである。

▶ 基本給:3,489,148.24ユーロ(2017年:2,458,846.37ユーロ)

▶ 年金拠出:327,859.56ユーロ(2017年:227,723.16ユーロ)

▶ その他の給付:238,206.00ユーロ(2017年:198,415.74ユーロ)

▶ 在任中の死亡、障害及び医療に対する保障:90,549.57ユーロ(2017年:74,685.96ユーロ)

▶ 出席手当:29,319.58ユーロ(2017年:24,529.86ユーロ)

▶ 社用車のリース費用:118,336.85ユーロ(2017年:99,199.92ユーロ)

それに加え、最高経営責任者及びグループ執行経営会のメンバーは、2017年12月31日に終了した年度の企業

目標と個々の目標が達成された（2017年度の評価は2018年度になって完了した）ことにより、2018年度中にグ

ローバルで1,210,367.99ユーロ（2017年:1,196,125.45ユーロ)の変動報酬を受け取っている。

2018年度中に、最高経営責任者、又はグループ執行経営会の他のメンバーに対して、株式、ストックオプ

ション又は株式を取得する他の権利が付与、又は行使されたものも、満了したものもない。また、従前のス

トックオプション制度に基づくオプションで、2018年度中に未行使のものはない。

ビーポストの経営幹部に対する報酬の詳細及びビーポストの報酬方針については、報酬報告書の中に含めら

れている。
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６.35.　グループ会社

　主要な子会社の事業活動は以下のとおりである。

－　ユーロ-スプリンターズ（Euro-Sprinters）は、特急宅配サービスを中核とした、ビーポストの特別

物流網を運営している。

－　スペオス・ベルギー（Speos Belgium）は、顧客の発送書類のフローを管理しており、請求書、銀行

取引明細書及び給与明細書等の財務及び管理文書の業務委託を専門としている。サービスとしては、書類

作成、印刷（白黒及びフルカラー）及び封入、電子配送（電子メール、zoomit（ネットバンキング・ツー

ル）、ウェブサービス）並びに保管等を行っている。また、スペオスは自身の印刷会社で企業向けのバッ

クアップ及びピーク時サービスも提供している。さらに、スペオスは専用包括サービス（例えば欧州連合

ナンバープレート等）も提供している。

－　サーティポスト（Certipost）は、文書セキュリティ及びデジタル認証事業並びにベルギー政府の電

子認証事業（e-ID）を行っている。

－　米国を拠点とするメール・サービシズ・インコーポレイテッド（Mail Services Incorporated）

（MSI）は、国際的な郵便物の混載業者であり、主として海外向け国際配送商品を提供している。2018年に

IMEXグローバル・ソリューションズ（IMEX Global Solutions）とエム・エー・アイ・エル（M.A.I.L.）を

買収し、MISと共にメール・グループ（Mail Group）として事業を行っている。エム・エー・アイ・エルは

米国のサード・パーティー・ロジスティクス業者であり、クロスボーダーの印刷物や郵便物の配送を行っ

ている。エム・エー・アイ・エルは小売業者／ネット小売業者向けの業務郵便／カタログの配送やメール

ルーム業務、小包配送を手掛けている。

－　 ランドマーク・グローバル（UK）（Landmark Global (UK)）は英国を拠点とする郵便、小包及び輸

送会社で、英国市場にグローバル・ロジスティクス・サービスを提供している。ヒースロー空港の近くに

拠点を構えるランドマーク・グローバル（UK）は、通関サービスとＸ線荷物検査サービスを提供すること

が可能な保税施設を有している。ランドマーク・グローバル（UK）は、世界各地の他のビーポストのグ

ループ会社のための国内宛及び国外宛両方におけるゲートウェイとしての機能を担っている。

－　ランドマーク・グローバル（UK）を通じて、ビーポストはアジアで活発に事業展開している。シン

ガポールではビーポスト・シンガポール・ピーティーイー（bpost Singapore Pte）を通じて、香港では

ビーポスト・ホンコン（bpost Hong Kong）を通じて活動している。両社はもともと金融関連文書の配達に

力を入れていたが、ビーポストは、ビーポスト・ホンコンに配達とロジスティクスの総合的サービス（国

際郵便・小包や電子商取引のフルフィルメント（業務受託）を含む。）を提供させるために再編成を進め

ている。両社の顧客は銀行、保険会社、資産運用会社、出版・印刷会社の各業種に広がっている。MSIと同

様、外国の電子商取引関連企業から小包を直接集荷し、欧州と他の地域における配達を担う事業に重点を

置いている。ビーポスト・インターナショナル・ロジスティクス（ベイジン）カンパニー（bpost

International Logistics (Beijing) Co.）は、ビーポスト・ホンコンの関連会社であり、北京（中国）に

設立されている。同社は、総合的な国際小包配送サービスを中国のオンライン小売業者と混載業者に提供

しており、欧州や世界の他地域の購入者への小包の配達に重点を置いている。主な活動地域は北京、上海

及び深センである。
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－　米国を拠点とするランドマーク・グローバル（Landmark Global）及びカナダを拠点とするランド

マーク・トレード・サービシズ（Landmark Trade Services）は、大手国際小包混載業者であり、米国とカ

ナダで活動している。両社は、米国を拠点とするオンライン小売業者から電子商取引の小包を集荷し、カ

ナダ、欧州及びオーストラリアで配送することに重点を置いている。同社はまた、電子商取引関連の顧客

に対する様々なフルフィルメント（業務受託）サービスを米国全土で提供している。近年、同社は既存の

顧客基盤に向けて提供する物流サービスの種類を拡げている。

－　ランドマーク・グローバル（PL）（Landmark Global (PL)）の主な事業は、フルフィルメント（業

務受託）、物流及び配送である。同社は西欧、中欧及び東欧において直販会社に対し物流及び配送業務を

展開している。

－　ランドマーク・グローバル（ネザーランズ）（Landmark Global (Netherlands) ）の業務は、欧州

での商品販売を目指す米国の顧客に対する輸入関連業務である。かかる業務には、通関手続き、倉庫保

管、集荷・梱包及び宅配が含まれる。ランドマーク・トレード・サービシズ（ネザーランズ）（Landmark

Trade Services (Netherlands) ）は、ランドマーク・グローバル（ネザーランズ）から独立した会社であ

り、米国の新規顧客に対して欧州市場への参入について助言を行う。これには、通関／付加価値税手続の

立上げや欧州各国での商品登録に関する助言が含まれる。

－　ランドマーク・トレード・サービシズ（UK）（Landmark Trade Services(UK) ）は英国市場への商

品の輸入関連手続きサービスを提供する。ロンドン・ヒースロー空港に隣接していることから、米国から

英国への空輸貨物の輸入サービスを提供するのに最適な環境を整えている。ランドマーク・トレード・

サービシズ USA （Landmark Trade Services USA）は、米国への輸入商品について輸入関連サービスを提

供する。

－　フレイト・ディストリビューション・マネジメント・システムズ・ピーティーワイ（Freight

Distribution Management Systems PTY)及びエフディーエム・ウェアハウジング・ピーティーワイ（FDM

Warehousing PTY)は、オーストラリア国内で、個々の顧客に応じた倉庫保管サービス、フルフィルメント

（業務受託）サービス及び商品配送サービスの提供を専門としている。この事業は、サードパーティー・

ロジスティクス（3PL）の倉庫保管、輸送及び配送サービスから構成されている。

－　アップル・エクスプレス・クーリエ（Apple Express Courier）及びアップル・エクスプレス・クー

リエ（Apple Express Courier）の業務は、カナダ及び米国内の顧客向け宅配、輸送及びフルフィルメント

（業務受託）から構成されている。

－　ウビウェイ・グループ（Ubiway Group）の事業は、出版物及び出版物以外の物流、並びに利便性と

近接性を備えた小売事業である。エーエムピー（AMP）はベルギーの出版物配送市場において、多くの販売

拠点を有し、多種類の出版物を配送する大手業者である。ウビウェイ・グループも、小包や付加価値のあ

る電子商取引サービスに関連した出版物以外の物流サービスを提供している。サードパーティー・ロジス

ティクス（サプライ・チェーン・サービス）やベルギー国内においてカリブー！（Kariboo!）ブランドの

下でのアクセスが自由な小包集荷配送拠点網はその一例である。利便性を備えた小売り関連では、バーノ

ンヴィル（Burnonville）が小売業者に出版物や食品以外の（レジカウンター近辺に置かれるような）商品

の納入を行っている。ウビウェイ・リテール（Ubiway Retail）は、国内の出版物、たばこ、利便性を備え

た小売り市場において重要な役割を果たしており、そのネットワークでは、多くの店舗がプレス・ショッ

プ（Press Shop）、リレイ（Relay）、ハロー！（Hello!）、ハビズ（Hubiz）といったブランドの下で運

営されている。

－　ラディアル（Radial）は、ブランドや小売業者に小売顧客の期待を上回る利益をもたらすことがで

きる電子商取引ロジスティクスおよびオムニチャネル技術サービスを総合的に提供する業界トップの業者

である。ラディアルの技術と強力なオムニチャネルのサービスは、効率の良いフルフィルメント（業務委

託）と輸送手段、インターネット上の不正行為対策、支払、及び税金システム、並びにカスタマイズされ

た顧客に手厚いサービスを通じて小売業者と消費者を結びつける。また、ラディアルと提携を組む数多く

の小売業者やブランドは、ネット広告からアクセスするネットショッピングを簡素化し、顧客満足度を高

めている。ラディアルは、小売業者やブランドのサプライチェーンにフレキシビリティとスケーラビリ

ティを提供するほか、発注から配送までの流れの中で、最適な方法、最適な時期、最適な場所を提供す

る。
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－　ダイナグループ（Dyna Group）は、電子製品の修理（スマートフォンやドローンからコーヒーマシ

ンに至るまで）、小型商品の配送（パスポートやスマートフォンなど玄関先で契約を行う）、大型消費財

の配送・設置（大型テレビ、洗濯機、家具などの）など、カスタマイズした電子商取引の配送サービスや

多岐にわたる専門的なロジスティクス業務とソフトウェアを手掛けている。

－　レーン・メンケン・フードサービス・ロジスティクス（Leen Menken Foodservices Logistics）は

電子商取引向けに冷蔵・冷凍商品を輸送するロジスティクス業者である。

－　アクティブ・アンツ（Active Ants）は、電子商取引企業向けに商品保管、ピック＆パック業務、商

品発送、輸送、返品処理、配送等を事業として行っている。

議決権所有割合

会社名 2018年 2017年 設立国

ビーポスト・バンク・エヌヴィー／ビーポスト・バンク・エスエー 50％ 50％ ベルギー

議決権所有割合

会社名 2018年 2017年 設立国

アルテリス・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

ランドマーク・グローバル（ベルギー）エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

サーティポスト・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

ユーロ－スプリンターズ・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

シティデポ・エスエー／エヌヴィー 99.7％ 99.7％ ベルギー

パーシファイ・エスエー／エヌヴィー
(1) 100.0％ 51.0％ ベルギー

ランドマーク・グローバル（PL）エスピー・ズィー・オーオー 100.0％ 100.0％ ポーランド

スペオス・ベルギー・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

メール・サービシズ・インク 100.0％ 100.0％ 米国

ランドマーク・グローバル（UK）リミテッド 100.0％ 100.0％ 英国

ビーポスト・ホンコン・リミテッド 100.0％ 100.0％ 香港

ビーポスト・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド 100.0％ 100.0％ シンガポール

ビーポスト・インターナショナル・ロジスティクス（ベイジン）カンパニー・リミテッド 100.0％ 100.0％ 中国

ビーポスト US ホールディングス・インク 100.0％ 100.0％ 米国

ランドマーク・グローバル・インク 100.0％ 100.0％ 米国

ランドマーク・トレード・サービシズ・リミテッド 100.0％ 100.0％ カナダ

ランドマーク・グローバル（オーストラリア）ディストリビューション・ピーティーワイ・
リミテッド

100.0％ 100.0％ オーストラリア

ランドマーク・グローバル（ネザーランズ）ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ランドマーク・トレード・サービシズ（ネザーランズ）ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ランドマーク・トレード・サービシズ（UK）リミテッド 100.0％ 100.0％ 英国

ランドマーク・トレード・サービシズ USA インク 100.0％ 100.0％ 米国

アップル・エクスプレス・クーリエ・インク 100.0％ 100.0％ 米国

アップル・エクスプレス・クーリエ・リミテッド 100.0％ 100.0％ カナダ

フレイト・ディストリビューション・マネジメント・システムズ・ピーティーワイ・
リミテッド

100.0％ 100.0％ オーストラリア

エフディーエム・ウェアハウジング・ピーティーワイ・リミテッド 100.0％ 100.0％ オーストラリア

エーエムピー・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

バーノンヴィル・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

インポート・ラックス・バーノンヴィル・エス・エー・アール・エル 100.0％ 100.0％ ルクセンブルグ

アルファディス・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

ウビウェイ・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

190/431



ディストリスード・ベレンス・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

ウビウェイ・サービシズ・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

インターナショナル・ブークハンデル・ディストリビューティディーンスト・エスエー／
エヌヴィー

100.0％ 100.0％ ベルギー

ディストリデイール・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

ウビウェイ・リテール・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

カリブー！・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

デ・ビューレン・インターナショナル・ビーヴィー
(1) 51.0％ 51.0％ オランダ

デ・ビューレン・ネダーランド・ビーヴィー
(1) 51.0％ 51.0％ オランダ

デ・ビューレン・アファールツェントルム・ビーヴィー
(1) 51.0％ 51.0％ オランダ

デ・ビューレン・テクニーク・ビーヴィー
(1) 51.0％ 51.0％ オランダ

ドラフストラ・アウトマティセリング・ビーヴィー
(1) 51.0％ 51.0％ オランダ

ヌーレフェルバール エヌエル・ビーヴィー
(1) 51.0％ 51.0％ オランダ

デ・ビューレン・ベルギー・エスエー／エヌヴィー
(1) 51.0％ 51.0％ ベルギー

デ・ビューレン・フィナンシャル・ビーヴィー 51.0％ - オランダ

バブル・ポスト・エスエー／エヌヴィー
(1) 100.0％ 100.0％ ベルギー

バブル・ポスト・ビーヴィー
(2) - 100.0％ オランダ

パーシファイ・ビーヴィー
(2) - 51.0％ オランダ

ウェルカム・メディア・エスエー／エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

ダイナグループ・ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ダイナフィックス・リペア・ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ダイナロジック・ベネルクス・ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ダイナフィックス・ケア・ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ダイナロジック・クーリエ・ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ダイナフィックス・コンピューター・リペア・ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ダイナシュア・ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ダイナフィックス・オンサイト・ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ダイナリンク・ビーヴィー 100.0％ 100.0％ オランダ

ダイナロジック・ベルギー・エヌヴィー 100.0％ 100.0％ ベルギー

ラディアル・ソリューションズ・ホンコン・リミテッド 100.0％ 100.0％ 香港

ラディアル・ホールディングス・エルピー 100.0％ 100.0％ 米国

ラディアル・コマース・インク 100.0％ 100.0％ 米国

ラディアル・サウス・エルピー 100.0％ 100.0％ 米国

ラディアル・インク 100.0％ 100.0％ 米国

935 エイチキュー・アソシエーツ・エルエルシー 100.0％ 100.0％ 米国

ラディアル・ルクセンブルグ・エス・エー・アール・エル 100.0％ 100.0％ ルクセンブルグ

ラディアル・オムニチャネル・テクノロジーズ・インディア・プライベート・リミテッド 100.0％ 100.0％ インド

トレード・ポート・ドライブ・エルエルシー 100.0％ 100.0％ 米国

ラディアル・オムニチャネル・インターナショナル・エス・エル・ユー 100.0％ 100.0％ スペイン

ラディアル・フルフィルメント・ゲーエムベーハー 100.0％ 100.0％ ドイツ

ラディアル・ゲーエムベーハー 100.0％ 100.0％ ドイツ

ラディアル・コマース・リミテッド 100.0％ 100.0％ 英国

ラディアル・ソリューションズ・シンガポール・プライベート・リミテッド 100.0％ 100.0％ シンガポール

ラディアル・Eコマース（シャンハイ）コープ・リミテッド 100.0％ 100.0％ 中国

ビーポスト・ノース・アメリカ・ホールディングス・インク 100.0％ 100.0％ 米国

ラディアル・IIIジーピー・エルエルシー 100.0％ 100.0％ 米国
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ラディアル・サウス・ジーピー・エルエルシー 100.0％ 100.0％ 米国

IMEXグローバル・ソリューションズ・エルエルシー 100.0％ - 米国

エム・エー・アイ・エル(メーリング・アシスタンス・イン・ラファイエット)インク 100.0％ - 米国

レーン・メンケン・フードサービス・ロジスティクス・ビーヴィー 100.0％ - オランダ

アクティブ・アンツ・ビーヴィー 63.6％ - オランダ

アントヒル・ビーヴィー 63.6％ - オランダ

(1) 全部連結

(2) 2018年中に清算
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６.36.　後発事象

2019年２月に、ビーポストはデ・ビューレンへの出資を引き揚げることに同意した。当該プロセスにおいて

ビーポストは、ベルギーにおけるデ・ビューレンの資産を取得した。これにより、ビーポストは、小包用ロッ

カー網の充実化により、ベルギーにおけるラストワンマイル小包宅配事業の展開を強化することが可能にな

る。

次へ
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Nr.
0214596464

1
C 2.2

2

B. 個別財務書類
　2018年12月31日に終了した事業年度

補足的な監査又は修正業務に関する表明

取締役会は、監査に関する業務も、（財務書類の）修正に関する業務も、監査及び税務の専門家に関する1999

年4月22日付の法律第34条及び第37条に基づいて認可されていない人物が行ってはいないことを表明する。

年次財務書類は、外部の会計士又は法定監査人ではない監査人による以下の業務を受けているか？

　受けている / 受けていない。

当該業務を受けている場合には、各外部の会計士又は監査人の氏名、職業、住所、専門家団体の会員番号、及

び当該業務の内容を以下に記載する。

A. 記帳代行
＊＊

B. 年次財務書類の作成
＊＊

C. 年次財務書類の監査及び/又は

D. 年次財務書類の修正

認可された会計士又は認可された税務コンサルタントによりA又はBのいずれかに基づく業務が実施されている

場合には、認可された会計士又は認可された税務コンサルタントの各氏名、職業及び住所、所属する会計士及

び税務コンサルタントの専門家団体の会員番号、及び当該業務の内容を下記に記載する。

氏名、職業及び住所 会員番号

業務の内容

(A, B, C 及び Dの

すべて又は

そのいずれか)

*　　適宜削除すること。

**　 開示は任意である。

1
　ベルギーの提出フォームにおける会社番号。

2
　ベルギーの提出フォームにおける開示情報の識別番号。
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Nr. 0214596464 C 3.1

年次財務書類

貸借対照表

（単位：ユーロ） 注 コード
2018年

12月31日現在

2017年

12月31日現在

資産

組織費 6.1 20 2,615,446.03

固定資産 21/28 1,821,535,773.07 1,688,346,778.37

無形固定資産 6.2 21 21,984,727.49 14,481,450.56

有形固定資産 6.3 22/27 302,897,191.16 329,347,919.13

土地及び建物 22 104,762,453.75 140,829,694.51

設備、機械及び施設 23 31,819,066.17 30,161,089.49

家具及び車両 24 55,332,345.04 51,375,079.86

リース及びその他の権利 25

その他の有形固定資産 26 110,559,378.24 106,982,055.27

建設仮勘定及び前払金 27 423,947.96

金融固定資産 6.4/6.5.1 28 1,496,653,854.42 1,344,517,408.68

子会社等 6.15 280/1 1,496,493,749.29 1,343,579,629.47

参加持分 280 1,343,797,378.36 1,254,287,996.16

未収入金 281 152,696,370.93 89,291,633.31

関連会社等 6.15 282/3

参加持分 282

未収入金 283

その他の金融資産 284/8 160,105.13 937,779.21

株式 284 13,951.00 40,824.00

未収入金及び差入保証金 285/8 146,154.13 896,955.21

流動資産 29/58 1,046,718,956.98 830,076,198.62

長期未収入金 29

営業債権 290

その他の未収入金 291

棚卸資産及び仕掛注文 3 8,272,721.72 9,087,447.47

棚卸資産 30/36 8,272,721.72 9,087,447.47

原材料及び消耗品 30/31 4,020,318.47 3,640,159.99

仕掛品 32

製品 33 3,159,050.56 3,845,780.10

販売用に購入した棚卸資産 34 1,092,797.56 1,224,889.90

販売用不動産 35 555.13 376,617.48

前払金 36

仕掛注文 37

１年内回収予定の未収入金 40/41 505,907,148.57 444,012,331.12

営業債権 40 449,292,102.26 404,605,023.01

その他の未収入金 41 56,615,046.31 39,407,308.11

短期投資 6.5.1/6.6 50/53 4,697.87 5,140,027.89

自己株式 50

その他の投資及び預け金 51/53 4,697.87 5,140,027.89

現金及び預金 54/58 490,215,855.20 349,010,204.70

前払費用及び未収収益 6.6 490/1 42,318,533.62 22,826,187.44

資産合計 20/58 2,870,870,176.08 2,518,422,976.99
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Nr. 0214596464 C 3.2

資本及び負債 注 コード
2018年

12月31日現在

2017年

12月31日現在

資本 10/15 587,679,310.77 587,372,541.55

資本金 6.7.1 10 363,980,448.31 363,980,448.31

発行済資本金 100 363,980,448.31 363,980,448.31

未払込資本金
4 101

株式プレミアム勘定 11

再評価差額金 12 76,039.96 76,039.96

準備金 13 50,846,959.34 50,846,959.34

法定準備金 130 50,846,957.82 50,846,957.82

処分不能準備金 131

自己株式準備金 1310

その他 1311

免税準備金 132

処分可能準備金 133 1.52 1.52

利益剰余金 (+)/(-) 14 172,775,863.16 172,469,093.94

投資補助金 15

資産の分配に係る関連会社への前渡金
5 19

引当金及び繰延税金 16 169,132,629.90 183,119,726.29

負債及び費用に係る引当金 160/5 169,132,629.90 183,119,726.29

年金及び類似の債務 160 29,660,990.42 26,301,834.53

税務 161

大規模修繕及び保守 162 55,888.74 1,201,738.02

環境関連負債 163

その他の債務及び費用 6.8 164/5 139,415,750.74 155,616,153.74

繰延税金 168

未払金 17/49 2,114,058,235.41 1,747,930,709.15

長期未払金 6.9 17 860,274,108.28 68,363,636.37

金融負債 170/4 848,274,108.28 56,363,636.37

劣後ローン 170

非劣後債 171 644,429,328.60

リース債務及び類似の債務 172

金融機関 173 188,844,779.68 36,363,636.37

その他のローン 174 15,000,000.00 20,000,000.00

買入債務 175

買掛金 1750

支払手形 1751

仕掛注文に係る前受金 176

その他の未払金 178/9 12,000,000.00 12,000,000.00

１年内支払予定の未払金 6.9 42/48 1,123,425,841.01 1,550,311,437.30

１年内支払予定の長期未払金 42 34,872,823.74 724,141,945.03

金融負債 43 165,055,155.16 100.00

金融機関 430/8 50.75 100.00

その他のローン 439 165,055,104.41

買入債務 44 195,995,165.81 177,899,046.97

買掛金 440/4 195,995,165.81 177,899,046.97

支払手形 441

仕掛注文に係る前受金 46 27,969,887.19 28,350,963.40

税金、報酬及び社会保障 6.9 45 371,284,437.63 400,645,809.31

税金 450/3 24,931,473.55 46,307,994.66

報酬及び社会保障 454/9 346,352,964.08 354,337,814.65

その他の未払金 47/48 328,248,371.48 219,273,572.59

未払費用及び前受収益 6.9 492/3 130,358,286.12 129,255,635.48

負債合計 10/49 2,870,870,176.08 2,518,422,976.99

4
　発行済資本金から控除される金額。

5
　資本のその他の構成要素から控除される金額。
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Nr. 0214596464 C 3.1

年次財務書類

貸借対照表（続）

（単位：円） 注 コード
2018年

12月31日現在

2017年

12月31日現在

資産

組織費 6.1 20 321,621,398

固定資産 21/28 223,994,254,014 207,616,003,336

無形固定資産 6.2 21 2,703,461,939 1,780,783,975

有形固定資産 6.3 22/27 37,247,267,597 40,499,913,615

土地及び建物 22 12,882,638,938 17,317,827,534

設備、機械及び施設 23 3,912,790,567 3,708,909,175

家具及び車両 24 6,804,218,470 6,317,593,570

リース及びその他の権利 25

その他の有形固定資産 26 13,595,486,742 13,155,583,337

建設仮勘定及び前払金 27 52,132,881

金融固定資産 6.4/6.5.1 28 184,043,524,478 165,335,305,745

子会社等 6.15 280/1 184,023,836,350 165,219,987,036

参加持分 280 165,246,763,617 154,239,794,888

未収入金 281 18,777,072,733 10,980,192,148

関連会社等 6.15 282/3

参加持分 282

未収入金 283

その他の金融資産 284/8 19,688,128 115,318,709

株式 284 1,715,554 5,020,127

未収入金及び差入保証金 285/8 17,972,573 110,298,582

流動資産 29/58 128,715,030,140 102,074,470,144

長期未収入金 29

営業債権 290

その他の未収入金 291

棚卸資産及び仕掛注文 3 1,017,296,590 1,117,483,415

棚卸資産 30/36 1,017,296,590 1,117,483,415

原材料及び消耗品 30/31 494,378,562 447,630,474

仕掛品 32

製品 33 388,468,447 472,915,579

販売用に購入した棚卸資産 34 134,381,316 150,624,711

販売用不動産 35 68,264 46,312,652

前払金 36

仕掛注文 37

１年内回収予定の未収入金 40/41 62,211,402,060 54,600,196,358

営業債権 40 55,249,449,815 49,754,279,680

その他の未収入金 41 6,961,952,245 4,845,916,678

短期投資 6.5.1/6.6 50/53 577,697 632,069,230

自己株式 50

その他の投資及び預け金 51/53 577,697 632,069,230

現金及び預金 54/58 60,281,843,714 42,917,784,872

前払費用及び未収収益 6.6 490/1 5,203,910,079 2,806,936,269

資産合計 20/58 353,030,905,553 309,690,473,480

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 3.2

資本及び負債 注 コード
2018年

12月31日現在

2017年

12月31日現在

資本 10/15 72,266,924,845 72,229,201,434

資本金 6.7.1 10 44,758,675,729 44,758,675,729

発行済資本金 100 44,758,675,729 44,758,675,729

未払込資本金
4 101

株式プレミアム勘定 11

再評価差額金 12 9,350,634 9,350,634

準備金 13 6,252,650,590 6,252,650,590

法定準備金 130 6,252,650,403 6,252,650,403

処分不能準備金 131

自己株式準備金 1310

その他 1311

免税準備金 132

処分可能準備金 133 187 187

利益剰余金 (+)/(-) 14 21,246,247,893 21,208,524,482

投資補助金 15

資産の分配に係る関連会社への前渡金
5 19

引当金及び繰延税金 16 20,798,239,499 22,518,232,742

負債及び費用に係る引当金 160/5 20,798,239,499 22,518,232,742

年金及び類似の債務 160 3,647,411,992 3,234,336,592

税務 161

大規模修繕及び保守 162 6,872,638 147,777,724

環境関連負債 163

その他の債務及び費用 6.8 164/5 17,143,954,868 19,136,118,425

繰延税金 168

未払金 17/49 259,965,741,208 214,943,039,304

長期未払金 6.9 17 105,787,907,095 8,406,676,364

金融負債 170/4 104,312,267,095 6,931,036,364

劣後ローン 170

非劣後債 171 79,245,474,538

リース債務及び類似の債務 172

金融機関 173 23,222,242,557 4,471,636,364

その他のローン 174 1,844,550,000 2,459,400,000

買入債務 175

買掛金 1750

支払手形 1751

仕掛注文に係る前受金 176

その他の未払金 178/9 1,475,640,000 1,475,640,000

１年内支払予定の未払金 6.9 42/48 138,147,675,669 190,641,797,445

１年内支払予定の長期未払金 42 4,288,311,135 89,047,734,980

金融負債 43 20,296,832,430 12,297

金融機関 430/8 6,241 12,297

その他のローン 439 20,296,826,189

買入債務 44 24,101,525,540 21,876,245,806

買掛金 440/4 24,101,525,540 21,876,245,806

支払手形 441

仕掛注文に係る前受金 46 3,439,457,028 3,486,317,969

税金、報酬及び社会保障 6.9 45 45,656,847,295 49,267,415,171

税金 450/3 3,065,823,302 5,694,494,103

報酬及び社会保障 454/9 42,591,023,993 43,572,921,068

その他の未払金 47/48 40,364,702,241 26,964,071,221

未払費用及び前受収益 6.9 492/3 16,030,158,444 15,894,565,495

負債合計 10/49 353,030,905,553 309,690,473,480

4
　発行済資本金から控除される金額。

5
　資本のその他の構成要素から控除される金額。

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 4

損益計算書

（単位：ユーロ） 注 コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

営業収益 70/76A 2,180,393,345.05 2,155,661,769.05

売上高 6.10 70 2,128,163,363.50 2,114,748,341.02

棚卸資産、仕掛品及び仕掛注文の増加

（減少） (+)/(-)
71 -686,729.54 297,377.87

資産計上された自家建設資産 72 3,183,694.03

その他の営業収益 6.10 74 48,521,860.25 40,616,050.16

非経常的な営業収益 6.12 76A 1,211,156.81

営業費用 60/66A 1,810,837,122.64 1,764,127,120.33

原材料及び消耗品 60 6,189,362.12 7,914,792.76

仕入 600/8 6,437,428.26 7,434,141.44

棚卸資産の減少（増加） (+)/(-) 609 -248,066.14 480,651.32

サービス及びその他の商品 61 661,182,116.75 606,304,837.16

報酬、社会保障費用及び年金 (+)/(-) 6.10 62 1,090,967,790.48 1,087,764,643.41

組織費、無形固定資産及び有形固定資産の

償却額
630 54,866,838.38 53,142,779.05

棚卸資産、仕掛注文及び営業債権の評価損失

の増減 － 繰入（戻入） (+)/(-)
631/4 1,061,350.17 179,841.00

債務及び費用に係る引当金 － 繰入

（戻入） (+)/(-)
6.10 635/8 -13,987,096.39 -5,603,797.49

その他の営業費用 6.10 640/8 9,477,537.41 13,297,149.08

組織再編費用として資産計上された営業費用 (-) 649

非経常的な営業費用 6.12 66A 1,079,223.72 1,126,875.36

営業利益（損失） (+)/(-) 9901 369,556,222.41 391,534,648.72

金融収益 75/76B 31,986,479.06 45,778,138.89

経常的な金融収益 75 31,986,479.06 36,051,610.88

金融固定資産からの収益 750 26,999,995.85 32,578,950.19

流動資産からの収益 751 3,334,651.94 1,730,870.18

その他の金融収益 6.11 752/9 1,651,831.27 1,741,790.51

非経常的な金融収益 6.12 76B 9,726,528.01

金融費用 6.11 65/66B 35,762,146.95 14,768,015.72

経常的な金融費用 65 20,262,145.84 5,333,823.24

負債費用 650 10,230,356.65 726,948.80

棚卸資産、仕掛注文及び営業債権を除く

流動資産に係る評価減 (+)/(-)
651 73,307.17 67,499.21

その他の金融費用 652/9 9,958,482.02 4,539,375.23

非経常的な金融費用 6.12 66B 15,500,001.11 9,434,192.48

税引前当期利益（損失） (+)/(-) 9903 365,780,554.52 422,544,771.89

繰延税金からの戻入額 780

繰延税金への繰入額 680

法人所得税 (+)/(-) 6.13 67/77 103,472,548.66 131,581,305.71

法人所得税 670/3 109,533,740.48 131,581,305.71

法人税等の調整及び税務引当金の戻入 77 6,061,191.82

当期純利益（損失） (+)/(-) 9904 262,308,005.86 290,963,466.18

免税準備金からの戻入額 789

免税準備金への繰入額 689

当期発生の処分可能利益（損失） (+)/(-) 9905 262,308,005.86 290,963,466.18

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 4

損益計算書（続）

（単位：円） 注 コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

営業収益 70/76A 268,122,969,641 265,081,727,740

売上高 6.10 70 261,700,248,810 260,050,603,495

棚卸資産、仕掛品及び仕掛注文の増加

（減少） (+)/(-)
71

-84,447,132 36,568,557

資産計上された自家建設資産 72 391,498,855

その他の営業収益 6.10 74 5,966,733,155 4,994,555,688

非経常的な営業収益 6.12 76A 148,935,953

営業費用 60/66A 222,678,640,971 216,934,711,987

原材料及び消耗品 60 761,105,860 973,282,066

仕入 600/8 791,610,553 914,176,373

棚卸資産の減少（増加） (+)/(-) 609 -30,504,693 59,105,693

サービス及びその他の商品 61 81,305,564,897 74,557,305,826

報酬、社会保障費用及び年金 (+)/(-) 6.10 62 134,156,309,195 133,762,418,200

組織費、無形固定資産及び有形固定資産の

償却額
630

6,746,975,116 6,534,967,540

棚卸資産、仕掛注文及び営業債権の評価損失

の増減 － 繰入（戻入） (+)/(-)
631/4

130,514,230 22,115,048

債務及び費用に係る引当金 － 繰入（戻入） (+)/

(-)
6.10 635/8

-1,719,993,243 -689,098,977

その他の営業費用 6.10 640/8 1,165,452,775 1,635,150,422

組織再編費用として資産計上された営業費用 (-) 649

非経常的な営業費用 6.12 66A 132,712,141 138,571,863

営業利益（損失） (+)/(-) 9901 45,444,328,670 48,147,015,753

金融収益 75/76B 3,933,377,330 5,629,337,739

経常的な金融収益 75 3,933,377,330 4,433,266,590

金融固定資産からの収益 750 3,320,189,490 4,006,233,505

流動資産からの収益 751 410,062,149 212,845,106

その他の金融収益 6.11 752/9 203,125,691 214,187,979

非経常的な金融収益 6.12 76B 1,196,071,149

金融費用 6.11 65/66B 4,397,671,210 1,816,022,893

経常的な金融費用 65 2,491,636,074 655,900,244

負債費用 650 1,258,026,957 89,392,894

棚卸資産、仕掛注文及び営業債権を除く

流動資産に係る評価減 (+)/(-)
651

9,014,583 8,300,378

その他の金融費用 652/9 1,224,594,534 558,206,972

非経常的な金融費用 6.12 66B 1,906,035,136 1,160,122,649

税引前当期利益（損失） (+)/(-) 9903 44,980,034,789 51,960,330,599

繰延税金からの戻入額 780

繰延税金への繰入額 680

法人所得税 (+)/(-) 6.13 67/77 12,724,019,309 16,180,553,163

法人所得税 670/3 13,469,364,067 16,180,553,163

法人税等の調整及び税務引当金の戻入 77 745,344,758

当期純利益（損失） (+)/(-) 9904 32,256,015,481 35,779,777,436

免税準備金からの戻入額 789

免税準備金への繰入額 689

当期発生の処分可能利益（損失） (+)/(-) 9905 32,256,015,481 35,779,777,436

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 5

利益処分計算書

（単位：ユーロ） コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

未処分利益（損失） (+)/(-) 9906 434,777,099.80 434,470,330.58

処分可能利益（損失） (+)/(-) (9905) 262,308,005.86 290,963,466.18

繰越利益（損失） (+)/(-) 14P 172,469,093.94 143,506,864.40

資本金及び準備金からの振替 791/2

資本金及び株式プレミアム勘定からの振替 791

準備金からの振替 792

資本金及び準備金への振替 691/2

資本金及び株式プレミアム勘定への振替 691

法定準備金への振替 6920

その他の準備金への振替 6921

繰越利益（損失） (+)/(-) (14) 172,775,863.16 172,469,093.94

損失に係る株主の持分（負担額） 794

利益処分額 694/7 262,001,236.64 262,001,236.64

配当金 694 262,001,236.64 262,001,236.64

取締役又はマネージャーへの配分 695

従業員への配分 696

その他の受益者への配分 697

Nr. 0214596464 C 5

利益処分計算書（続）

（単位：円） コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

未処分利益（損失） (+)/(-) 9906 53,464,539,962 53,426,816,551

処分可能利益（損失） (+)/(-) (9905) 32,256,015,481 35,779,777,436

繰越利益（損失） (+)/(-) 14P 21,208,524,482 17,647,039,115

資本金及び準備金からの振替 791/2

資本金及び株式プレミアム勘定からの振替 791

準備金からの振替 792

資本金及び準備金への振替 691/2

資本金及び株式プレミアム勘定への振替 691

法定準備金への振替 6920

その他の準備金への振替 6921

繰越利益（損失） (+)/(-) (14) 21,246,247,893 21,208,524,482

損失に係る株主の持分（負担額） 794

利益処分額 694/7 32,218,292,070 32,218,292,070

配当金 694 32,218,292,070 32,218,292,070

取締役又はマネージャーへの配分 695

従業員への配分 696

その他の受益者への配分 697

次へ

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

202/431



Nr. 0214596464 C 6.1

追加開示

組織費明細表

（単位：ユーロ） コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

正味帳簿価額の前期末残高 20P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額

新規発生費用 8002 2,780,161.05

減価償却費 8003 164,715.02

その他(+)/(-) 8004

正味帳簿価額の当期末残高 (20) 2,615,446.03

内訳

組織費又は増資費用、ローン発行費用及び他の組織費 200/2 2,615,446.03

組織再編費用 204

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.2.1

無形固定資産明細表

（単位：ユーロ） コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

開発費

取得原価の前期末残高 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 64,829,773.02

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8021 9,530,273.70

売却及び処分 8031 1,926,168.20

他の項目からの振替 (+)/(-) 8041

取得原価の当期末残高 8051 72,433,878.52

減価償却及び減損損失累計額の前期末残高 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 56,848,782.05

当期変動額

認識額 8071 1,450,133.42

戻入額 8081

第三者からの取得 8091

売却及び処分に伴う減少 8101 1,926,168.20

他の項目からの振替 (+)/(-) 8111

減価償却及び減損損失累計額の当期末残高 8121 56,372,747.27

当期末残高 81311 16,061,131.25

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.2.3

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

営業権、特許、ライセンス、ノウハウ、ブランド及び類似の

権利

取得原価の前期末残高 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 72,220,236.19

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8022 583,224.44

売却及び処分 8032 2,967,781.31

他の項目からの振替 (+)/(-) 8042 -19,869.75

取得原価の当期末残高 8052 69,815,809.57

減価償却及び減損損失累計額の前期末残高 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 68,208,196.27

当期変動額

認識額 8072 1,512,004.70

戻入額 8082

第三者からの取得 8092

売却及び処分に伴う減少 8102 2,967,781.31

他の項目からの振替 (+)/(-) 8112

減価償却及び減損損失累計額の当期末残高 8122 66,752,419.66

当期末残高 211 　3,063,389.91

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.2.4

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

のれん

取得原価の前期末残高 8053P xxxxxxxxxxxxxxx 46,894,272.27

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8023 1,023,863.56

売却及び処分 8033

他の項目からの振替 (+)/(-) 8043

取得原価の当期末残高 8053 47,918,135.83

減価償却及び減損損失累計額の前期末残高 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 44,405,852.60

当期変動額

認識額 8073 652,076.90

戻入額 8083

第三者からの取得 8093

売却及び処分に伴う減少 8103

他の項目からの振替 (+)/(-) 8113

減価償却及び減損損失累計額の当期末残高 8123 45,057,929.50

当期末残高 212 　2,860,206.33

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)
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Nr. 0214596464 C 6.3.1

有形固定資産明細表

（単位：ユーロ） コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

土地及び建物

取得原価の前期末残高 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 536,448,842.73

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8161 407,107.04

売却及び処分 8171 78,619,943.93

他の項目からの振替 (+)/(-) 8181

取得原価の当期末残高 8191 458,236,005.84

再評価差額金の前期末残高 8251P xxxxxxxxxxxxxxx 1,512,519.28

当期変動額

再評価額 8211

第三者からの取得 8221

取崩額 8231

他の項目からの振替 (+)/(-) 8241

再評価差額金の当期末残高 8251 1,512,519.28

減価償却及び減損損失累計額の前期末残高 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 397,131,667.50

当期変動額

認識額 8271 11,654,350.75

戻入額 8281 1,032,550.76

第三者からの取得 8291

売却及び処分に伴う減少 8301 52,767,396.12

他の項目からの振替 (+)/(-) 8311

減価償却及び減損損失累計額の当期末残高 8321 354,986,071.37

当期末残高 (22) 　104,762,453.75

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

207/431



Nr. 0214596464 C 6.3.2

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

設備、機械及び施設

取得原価の前期末残高 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 184,011,752.44

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8162 7,346,883.49

売却及び処分 8172 37,247,037.16

他の項目からの振替 (+)/(-) 8182

取得原価の当期末残高 8192 154,111,598.77

再評価差額金の前期末残高 8252P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額

再評価額 8212

第三者からの取得 8222

取崩額 8232

他の項目からの振替 (+)/(-) 8242

再評価差額金の当期末残高 8252

減価償却及び減損損失累計額の前期末残高 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 153,850,662.95

当期変動額

認識額 8272 5,631,323.81

戻入額 8282

第三者からの取得 8292

売却及び処分に伴う減少 8302 37,189,454.16

他の項目からの振替 (+)/(-) 8312

減価償却及び減損損失累計額の当期末残高 8322 122,292,532.60

当期末残高 (23) 　31,819,066.17

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.3.3

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

家具及び車両

取得原価の前期末残高 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 220,996,673.36

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8163 20,257,436.39

売却及び処分 8173 14,324,063.00

他の項目からの振替 (+)/(-) 8183 19,869.75

取得原価の当期末残高 8193 226,949,916.50

再評価差額金の前期末残高 8253P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額

再評価額 8213

第三者からの取得 8223

取崩額 8233

他の項目からの振替 (+)/(-) 8243

再評価差額金の当期末残高 8253

減価償却及び減損損失累計額の前期末残高 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 169,621,593.50

当期変動額

認識額 8273 16,374,527.55

戻入額 8283

第三者からの取得 8293

売却及び処分に伴う減少 8303 14,378,549.59

他の項目からの振替 (+)/(-) 8313

減価償却及び減損損失累計額の当期末残高 8323 171,617,571.46

当期末残高 (24) 　55,332,345.04

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.3.5

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

その他の有形固定資産

取得原価の前期末残高 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 263,283,198.38

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8165 23,311,111.77

売却及び処分 8175 11,737,881.64

他の項目からの振替 (+)/(-) 8185

取得原価の当期末残高 8195 274,856,428.51

再評価差額金の前期末残高 8255P xxxxxxxxxxxxxxx 7,441,694.17

当期変動額

再評価額 8215

第三者からの取得 8225

取崩額 8235

他の項目からの振替 (+)/(-) 8245

再評価差額金の当期末残高 8255 7,441,694.17

減価償却及び減損損失累計額の前期末残高 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 163,742,837.28

当期変動額

認識額 8275 18,671,644.97

戻入額 8285

第三者からの取得 8295

売却及び処分に伴う減少 8305 10,675,737.81

他の項目からの振替 (+)/(-) 8315

減価償却及び減損損失累計額の当期末残高 8325 171,738,744.44

当期末残高 (26) 　110,559,378.24

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.3.6

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

建設仮勘定及び前払金

取得原価の前期末残高 8196P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8166 423,947.96

売却及び処分 8176

他の項目からの振替 (+)/(-) 8186

取得原価の当期末残高 8196 423,947.96

再評価差額金の前期末残高 8256P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額

再評価額 8216

第三者からの取得 8226

取崩額 8236

他の項目からの振替 (+)/(-) 8246

再評価差額金の当期末残高 8256

減価償却及び減損損失累計額の前期末残高 8326P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額

認識額 8276

戻入額 8286

第三者からの取得 8296

売却及び処分に伴う減少 8306

他の項目からの振替 (+)/(-) 8316

減価償却及び減損損失累計額の当期末残高 8326

当期末残高 (27) 　423,947.96

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.4.1

金融固定資産

（単位：ユーロ） コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

子会社等 - 参加持分

取得原価の前期末残高 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 1,279,212,334.34

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8361 105,009,383.31

売却及び処分 8371

他の項目からの振替 (+)/(-) 8381

取得原価の当期末残高 8391 1,384,221,717.65

再評価差額金の前期末残高 8451P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額

再評価額 8411

第三者からの取得 8421

取崩額 8431

他の項目からの振替 (+)/(-) 8441

再評価差額金の当期末残高 8451

減損損失累計額の前期末残高 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 24,153,338.18

当期変動額

認識額 8471 15,500,001.11

戻入額 8481

第三者からの取得 8491

売却及び処分に伴う減少 8501

他の項目からの振替 (+)/(-) 8511

減損損失累計額の当期末残高 8521 39,653,339.29

未払込金額の前期末残高 8551P xxxxxxxxxxxxxxx 771,000.00

当期変動額 (+)/(-) 8541

未払込金額の当期末残高 8551 771,000.00

当期末残高 (280) 　1,343,797,378.36

子会社等 － 未収入金

前期末残高 281P 　xxxxxxxxxxxxxxx 　89,291,633.31

当期変動額

増加 8581 69,780,400.36

返済 8591

評価減 8601

戻入 8611

外国為替換算差額 (+)/(-) 8621 -189,862.32

その他 (+)/(-) 8631 -6,185,800.42

当期末残高 (281) 　152,696,370.93

未収入金に係る減損損失累計額の当期末残高 8651 　              

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.4.3

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

その他の会社 - 参加持分

取得原価の前期末残高 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 40,824.00

当期変動額

自己生産した固定資産を含む取得 8363

売却及び処分 8373 26,873.00

他の項目からの振替 (+)/(-) 8383

取得原価の当期末残高 8393 13,951.00

再評価差額金の前期末残高 8453P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額

再評価額 8413

第三者からの取得 8423

取崩額 8433

他の項目からの振替 (+)/(-) 8443

再評価差額金の当期末残高 8453

減損損失累計額の前期末残高 8523P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額

認識額 8473

戻入額 8483

第三者からの取得 8493

売却及び処分に伴う減少 8503

他の項目からの振替 (+)/(-) 8513

減損損失累計額の当期末残高 8523

未払込金額の前期末残高 8553P xxxxxxxxxxxxxxx

当期変動額 (+)/(-) 8543

未払込金額の当期末残高 8553

当期末残高 (284) 　13,951.00

その他の会社 - 未収入金

前期末残高 285/8P 　xxxxxxxxxxxxxxx 　896,955.21

当期変動額

増加 8583

返済 8593 752,970.56

評価減 8603

戻入 8613

外国為替換算差額 (+)/(-) 8623

その他 (+)/(-) 8633 2,169.48

当期末残高 (285/8) 　     146,154.13

未収入金に係る減損損失累計額の当期末残高 8653 　               

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.5.1

投資の持分に関する情報

他の会社に対する投資の持分及びその他の権利

会社が参加持分を保有している会社（資産の項目280及び282に計上されている）及び、会社が発行済資本金の

合計の10％以上の所有権を保有している他の会社（資産の項目284及び51/53に計上されている）の一覧。

名称、登記上の住所及び

ベルギー法に準拠して

設立されている場合には

会社コード

所有形態 年次財務書類が入手可能な直近の期間の情報

種類

直接所有 子会社
主な

財務書類
通貨

資本及び

準備金
当期純利益

株式数 ％ ％
(+)又は(-)

(各通貨単位)

バンク・ドゥ・ラ・ポスト・ピー

エルシー

ベルギー王国 1000

ブリュッセル １

マルキースストラート1/2

0456.038.471

無額面

株式

450,000 50.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 396,191,000 26,765,000

サーティポスト・ピーエルシー

ベルギー王国 1000

ブリュッセル１ サントル

モネ－マンサントラン

0475.396.406

無額面

株式

8,260 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 28,698,069 2,685,303

ユーロ-スプリンターズ・ピーエル

シー

ベルギー王国 1000

ブリュッセル１ サントル

モネ－マンサントラン

0447.703.597

無額面

株式

21,676 99.99 0.012017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 6,178,971 807,642

スペオス・ベルギー・ピーエル

シー

ベルギー王国 1000

ブリュッセル１ サントル

モネ－マンサントラン

0427.627.864

無額面

株式

77,413 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 9,179,533 4,031,665

アルテリス・ピーエルシー

ベルギー王国 1000

ブリュッセル１ サントル

モネ－マンサントラン

0474.218.449

無額面

株式

4,099,999 99.99 0.012017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 111,740,367 17,233,602

ランドマーク・グローバル(ベル

ギー) エスエー/エヌヴィー

ベルギー王国 1000

ブリュッセル１ サントル

モネ－マンサントラン

0889.142.877

無額面

株式

615 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 1,268,179 -55,663

ランドマーク・グローバル(UK) リ

ミテッド

英国

ユニットA1 パークウェイ

クランフォードレーン

ヘストン TW59QA

普通

株式

32,497,599 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ポンド -2,502,675 -3,060,707

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.5.1

投資の持分に関する情報

他の会社に対する投資の持分及びその他の権利

名称、登記上の住所及び

ベルギー法に準拠して

設立されている場合には

会社コード

所有形態 年次財務書類が入手可能な直近の期間の情報

種類

直接所有 子会社
主な

財務書類
通貨

資本及び

準備金
当期純利益

株式数 ％ ％
(+)又は(-)

(各通貨単位)

ランドマーク・グローバル・イン

ク

米国

カリフォルニア州 93101

アナカパストリート 212

サンタバーバラ

普通

株式

45,071,273 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

米ドル 28,807,361 8,151,547

ランドマーク・トレード・サービ

シズ・リミテッド

カナダ

オンタリオ州 N9A6J3

ハルフォード・ドライブ 5130

ウィンザー

普通

株式

151 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

カナダ

ドル

2,580,542 675,598

ビーポスト US ホールディング

ス・インク

米国

ニューキャッスル郡 19808

スイート400

センターヴィル・ロード 2711

ウィルミントン

普通

株式

500,000 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

米ドル 31,625,777 -76,165

シティデポ・ピーエルシー

ベルギー王国

3500 ハッセルト

スケエプヴァールトカーイ 5B

0627.630.877

無額面

株式

5,268,596 99.69 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ -147,810 -4,173,759

ランドマーク・グローバル(PL) Sp

z.o.o.

ポーランド

05-850 オジャルフ・マゾビエツキ

ウリツァ・シフィエラドゥフ 1A

ブロンゼ

普通

株式

1,000 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ズウォ

ティ

4,311,247 -1,636,214

フレイト・ディストリビューショ

ン・マネジメント・ウェアハウジ

ング

オーストラリア

NSW 2766 － シドニー

ユーカリプタス・プレイス 7

イースタン・クリーク

普通

株式

2,226 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

豪ドル 8,690,629 1,165,425

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.5.1

投資の持分に関する情報

他の会社に対する投資の持分及びその他の権利

名称、登記上の住所及び

ベルギー法に準拠して

設立されている場合には

会社コード

所有形態 年次財務書類が入手可能な直近の期間の情報

種類

直接所有 子会社
主な

財務書類
通貨

資本及び

準備金
当期純利益

株式数 ％ ％
(+)又は(-)

(各通貨単位)

フレイト・ディストリビューショ

ン・マネジメント・システム

オーストラリア

NSW 2766 － シドニー

ユーカリプタス・プレイス 7

イースタン・クリーク

普通

株式

2,226 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

豪ドル 3,451,750 732,174

アップル・エクスプレス・クーリ

エ・リミテッド

カナダ

オンタリオ- L4W 512

サテライト・ドライブ 5300

ミシサガ

普通

株式

100 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

カナダ

ドル

23,897,253 505,700

パーシフィー・ピーエルシー

ベルギー王国

2000 アントウェルペン

クローネンブルグストラート

14-16

0635.738.988

普通

株式

2,441,396 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 664,646 -1,886,319

エーエムピー ピーエルシー

ベルギー王国

1070 ブリュッセル 7

ルート・ド・レニク 451

0403.482.188

普通

株式

167,992 92.60 7.402017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 9,739,100 -7,100,761

デ・ビューレン・インターナショ

ナル

オランダ

デンメルスウェッハ 104

ヘンゲロー 7556 BN

普通

株式

1,250,000 51.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 5,944,007 -52,553

ウビウェイ (旧 LS ディストリ

ビューション ベネルクス) ピーエ

ルシー

ベルギー王国

1070 ブリュッセル 7

ルート・ド・レニク 451

0474.686.326

普通

株式

1,000 99.99 0.012017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 511,819 -1,491,664

ダイナグループ・ビーヴィー

オランダ

メルカートル 2

シッタルト 6135 RW

無額面

株式

2,900 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 12,185,830 -8,201

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.5.1

投資の持分に関する情報

他の会社に対する投資の持分及びその他の権利

名称、登記上の住所及び

ベルギー法に準拠して

設立されている場合には

会社コード

所有形態 年次財務書類が入手可能な直近の期間の情報

種類

直接所有 子会社
主な

財務書類
通貨

資本及び

準備金
当期純利益

株式数 ％ ％
(+)又は(-)

(各通貨単位)

ビーポスト・ノース・アメリ

カ・ホールディング・インク

米国

ペンシルべニア州

935 ファースト・アベニュー

キング・オブ・プルシア

無額面

株式

500,000 100.00 0.002017年12月

30日に終了

した事業年

度

米ドル 1,355,588,682 -3,366

ウェルカム・メディア・エス

エー／エヌヴィー

ベルギー王国

1000 ブリュッセル１

マンサントラン－サントルモネ

0680.928.617

無額面

株式

10,000 99.99 0.01 ユーロ 0 0

バブル・エスエー／エヌヴィー

ベルギー王国

9051 シント＝デアイス＝ウェス

トレム

バイエレンストラート 26

0844.482.394

無額面

株式

565,996 100.00 0.002017年６月

30日に終了

した事業年

度

ユーロ -4,912,117 -5,826,217

ラディアル・ルクセンブルグ・

エス・エー・アール・エル

ルクセンブルグ

リュー・ド・メルル 74

2146

普通

株式

125 100.00 0.002017年８月

31日に終了

した事業年

度

米ドル 105,142,185 -21,220

レーン・メンケン・フードサー

ビス・ロジスティクス・ビー

ヴィー

オランダ

クロームストラート 155

RJズーテルメール 2718

普通

株式

2,100 100.00 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 1,185,090 -465,421

アントヒル・ビーヴィー

オランダ

1e インドゥストリーウェグ14　

ローピク3411　

普通

株式

157 63.60 0.002017年12月

31日に終了

した事業年

度

ユーロ 241,789 -55,444

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.6

その他の投資及び預金、前払費用及び未収収益（資産）

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

投資: その他の投資及び預金

株式及び債券投資以外の流動資産に含まれる投資 51

株式：未払込金額を合わせた帳簿価額 8681

株式：未払込金額 8682

貴金属及び美術品 8683

債券 52 1,749,937.08

金融機関が発行した債券 8684 1,749,937.08

定期預金 53 4,697.87 3,390,090.81

満期までの残存期間又は通知預金

１ヵ月以内 8686

１ヵ月超１年以内 8687 4,697.87 3,390,090.81

１年超 8688

上記に記載されていないその他の投資 8689

2018年12月31日

に終了した年度

前払費用及び未収収益

（金額が重要である場合の）資産項目 490/1 の内訳

490 支払家賃 2,745,488.03

490 金利スワップ: 有効部分 18,807,965.80

490 その他 12,701,112.32

491 配達及びサービス、手数料に係る収益 8,062,579.75

491 受取金融収益 1,387.72

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.7.1

資本及び株主構成

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

資本

資本金

前期末現在の発行済資本金残高 100P xxxxxxxxxxxxxxx 363,980,448.31

当期末現在の発行済資本金残高 (100) 363,980,448.31

コード 金額 株式数

当期中変動額:

資本構成

株式の種類

S.F.P.I.及びベルギー政府 185,766,825.60 102,075,649

浮動株 178,213,622.71 97,925,295

記名式株式 8702 xxxxxxxxxxxxxxx 100,141,368

無券面株式 8703 xxxxxxxxxxxxxxx 99,859,576

コード 未払込資本金
請求済未払込

資本金

未払込資本金

未払込資本金 (101) xxxxxxxxxxxxxxx

請求済未払込資本金 8712 xxxxxxxxxxxxxxx

まだ全額を払い込んでいない株主

コード
2018年12月31日

に終了した年度

自己株式

自己所有分

所有資本金額 8721

所有株式数 8722

子会社所有分

所有資本金額 8731

所有株式数 8732

株式発行に関するコミットメント

転換権の行使による

転換ローン残高 8740

引き受けられる株式の金額 8741

上記による最大発行株式数 8742

新株引受権行使による

新株引受権発行残高 8745

引き受けられる株式の金額 8746

上記による最大発行株式数 8747

授権済未発行資本金 8751

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.7.1

コード
2018年12月31日

に終了した年度

資本を構成しない発行済株式

株式数

所有株式数 8761

上記に係る議決権数 8762

株主別内訳

自己所有株式数 8771

子会社所有株式数 8781

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.8

その他の負債及び費用に係る引当金
2018年12月31日

に終了した年度

（金額が重要である場合の）負債項目 164/5 の内訳

1636 係争中の訴訟等に関する損失債務及び費用に係る引当金 15,671,778.94

1637 労働災害に関する債務及び費用に係る引当金 119,331,710.12

1639 業務以外の損失債務及び費用に係る引当金 1,768,688.95

1640 保険ファンドに係る引当金 2,643,572.73

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.9

未払金、未払費用及び前受収益明細表

コード
2018年

12月31日現在

当初の満期までの期間が１年超の長期未払金の償還期限別内訳

１年内支払予定の長期未払金

金融負債 8801 34,872,823.74

劣後ローン 8811

非劣後債 8821

リース債務及び類似の債務 8831

金融機関 8841 34,872,823.74

その他のローン 8851

買入債務 8861

仕入先 8871

支払手形 8881

仕掛注文に係る前受金 8891

その他の未払金 8901

１年内支払予定の長期未払金合計 (42) 34,872,823.74

１年超５年内支払予定の長期未払金

金融負債 8802 203,844,779.68

劣後ローン 8812

非劣後債 8822

リース債務及び類似の債務 8832

金融機関 8842 188,844,779.68

その他のローン 8852 15,000,000.00

買入債務 8862

仕入先 8872

支払手形 8882

仕掛注文に係る前受金 8892

その他の未払金 8902 12,000,000.00

１年超５年内支払予定の長期未払金合計 8912 215,844,779.68

支払期限までが５年超の長期未払金

金融負債 8803 644,429,328.60

劣後ローン 8813

非劣後債 8823 644,429,328.60

リース債務及び類似の債務 8833

金融機関 8843

その他のローン 8853

買入債務 8863

仕入先 8873

支払手形 8883

仕掛注文に係る前受金 8893

その他の未払金 8903

支払期限までが５年超の長期未払金 合計 8913 644,429,328.60

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.9

コード
2018年12月31日

に終了した年度

保証付債務(負債項目 17 及び 42/48)

ベルギーの公的機関が保証する未払金

金融負債 8921 36,363,636.37

劣後ローン 8931

非劣後債 8941

リース債務及び類似の債務 8951

金融機関 8961 36,363,636.37

その他のローン 8971

買入債務 8981

仕入先 8991

支払手形 9001

仕掛注文に係る前受金 9011

報酬及び社会保障 9021

その他の未払金 9051

ベルギーの公的機関が保証する未払金合計 9061 36,363,636.37

自己資産の供与又は確約による取消不能保証付未払金

金融負債 8922

劣後ローン 8932

非劣後債 8942

リース債務及び類似の債務 8952

金融機関 8962

その他のローン 8972

買入債務 8982

仕入先 8992

支払手形 9002

仕掛注文に係る前受金 9012

税金、報酬及び社会保障 9022

税金 9032

報酬及び社会保障 9042

その他の未払金 9052

自己資産の供与又は確約による取消不能保証付未払金合計 9062

コード
2018年12月31日

に終了した年度

税金、報酬及び社会保障に係る未払金

税金 (負債項目の 450/3 及び 178/9)

納付期限を経過した未払税金 9072

納付期限内の未払税金 9073

見積未払税金 450 24,931,473.55

報酬及び社会保障 (負債項目の454/9 及び 178/9)

ベルギー国家社会保障局への未払金 9076

報酬及び社会保障に係る未払金 9077 346,352,964.08

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.9

2018年12月31日

に終了した年度

未払費用及び前受収益

（金額が重要である場合の）負債項目 492/3 の内訳

4920 未払費用 61,089,202.13

4929 その他の未払費用 14,785,035.05

4930 前受収益 53,987,532.91

4960 為替換算差額 496,516.03

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.10

経営成績

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

営業収益

純売上高

業務種類別内訳

業務郵便 809,775,592.00 808,368,433.80

広告郵便 243,881,015.00 253,427,958.70

刊行物 286,494,513.10 292,970,266.50

小包 312,015,592.50 274,754,268.00

付加価値サービス 59,663,612.10 51,180,128.60

国際郵便 149,233,748.10 136,686,530.30

銀行・金融商品 166,352,332.60 181,965,095.80

利便性を備えた小売その他 100,746,958.10 115,395,659.30

地理別内訳

その他の営業収益

公的機関から支払われた補助金及び補償金 740

営業費用

会社がDIMONA申告を行っている従業員又は、人事記録台帳に登

録のある従業員

決算日現在総従業員数 9086 25,770 25,460

常勤者に換算した場合の平均従業員数 9087 23,585.6 23,392.7

実労働時間数 9088 34,365,723 34,222,216

人件費

報酬及び福利厚生費 620 893,811,145.04 887,836,609.95

雇用者による社会保障負担額 621 181,992,197.59 186,150,350.53

雇用者が負担する追加の社会保険料 622 5,491,663.03 4,854,351.76

その他の人件費 623 9,672,784.82 8,923,331.17

老齢年金及び寡婦年金 624

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.10

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

年金引当金

増減（目的使用及び戻入額) (+)/(-) 635 3,359,155.89 1,906,399.71

評価減

棚卸資産及び仕掛注文

繰入 9110

戻入 9111 44,288.06

営業債権

繰入 9112 1,061,350.17 224,129.06

戻入 9113

債務及び費用に係る引当金

繰入 9115 26,580,234.78 28,772,513.89

目的使用及び戻入 9116 40,567,331.17 34,376,311.38

その他の営業費用

業務に関連する税金 640 5,126,330.95 2,333,730.25

その他の費用 641/8 4,351,206.46 10,963,418.83

臨時雇用従業員及び派遣従業員

決算日現在総従業員数 9096

常勤者に換算した場合の平均従業員数 9097 1,027.3 965.6

実労働時間数 9098 2,030,019 1,908,050

会社負担費用 617 53,491,402.20 48,491,156.53

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

226/431



Nr. 0214596464 C 6.11

金融損益

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

経常的な金融収益

その他の金融収益

公的機関から付与され、当事業年度の収益に計上された

補助金

元本に対応する補助金 9125

利息に対応する補助金 9126

その他の金融収益の配分

その他 : 為替換算差額 1,651,709.41 1,741,714.56

その他 121.82 75.95

経常的な金融費用

ローン発行費用の償却額 6501 164,715.02

資産計上された利息 6503

流動資産の貸倒償却額

繰入 6510 73,307.17 67,499.21

戻入 6511

その他の金融費用

未収入金に対する貸出条件緩和が行われた結果、会社が

負担する割引額
653

金融業務引当金

繰入額 6560

目的使用及び戻入 6561

その他の金融費用の配分

652 投資ファンドに係る減損 46,365.11

654 為替換算差額実現費用 5,971,459.58 1,536,668.40

655 現金差額 434,736.40 624,660.17

658 銀行手数料 1,005,946.43 2,302,674.05

659 ローン及び債券の利息 2,525,496.99

659 郵便為替手数料 20,842.62 29,007.50

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.12

例外的な規模又は事象による収益及び費用

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

非経常的な収益 76 1,211,156.81 9,726,528.01

非経常的な営業収益 (76A) 1,211,156.81

無形固定資産及び有形固定資産の減価償却及び償却額の

戻入
760 1,032,550.76

特別な営業負債及び費用に係る引当金の戻入 7620

無形固定資産及び有形固定資産の処分に係るキャピタル

ロス
7630 178,606.05

その他の非経常的な営業収益 764/8

非経常的な金融収益 (76B) 9,726,528.01

金融固定資産償却額の戻入 761 9,726,528.01

特別な金融負債及び費用に係る引当金の戻入 7621

金融固定資産の処分に係るキャピタルロス 7631

その他の非経常的な金融収益 769

非経常的な費用 66 16,579,224.83 10,561,067.84

非経常的な営業費用 (66A) 1,079,223.72 1,126,875.36

組織費、無形固定資産及び有形固定資産の非経常的な

減価償却及び償却
660 1,079,223.72 1,126,875.36

特別な営業負債及び費用に係る引当金 － 処分

(目的使用) (+)/(-)
6620

無形固定資産及び有形固定資産の処分に係るキャピタル

ロス
6630

その他の非経常的な営業費用 664/7

リストラクチャリング費用として資産に計上された

非経常的な営業費用(減額)
6690

非経常的な金融費用 (66B) 15,500,001.11 9,434,192.48

金融固定資産償却額 661 15,500,001.11 744,813.67

特別な金融負債及び費用に係る引当金 － 処分

(目的使用) (+)/(-)
6621

金融固定資産の処分に係るキャピタルロス 6631 8,689,378.81

その他の非経常的な金融費用 668

リストラクチャリング費用として資産に計上された

非経常的な金融費用(減額)
6691

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.13

法人所得税及びその他の税金

コード
2018年12月31日

に終了した年度

法人所得税

当事業年度の業績に係る法人所得税 9134 109,426,808.39

法人所得税及び源泉所得税の未納又は納付額 9135 110,008,143.27

資産計上した法人所得税前払金及び源泉徴収税支払額の還付額 9136 581,334.88

見積追加納税額 9137

過年度に係る法人所得税 9138 106,932.09

法人所得税の未納又は追加納付額 9139 106,932.09

見積追加納付法人税額 9140

年次財務書類に計上されている当期税引前利益と、法人所得税の

見積課税所得との重要な差異

損金不算入費用 25,087,872.55

各種の税控除額 -41,625,426.77

株式に係る償却及びキャピタルロス 15,500,001.11

2018年12月31日

に終了した年度

当事業年度の法人所得税額に対する非経常損益が及ぼす影響

コード
2018年12月31日

に終了した年度

繰延税金

繰延税金資産 9141

将来の課税所得から減算される累積繰越損失 9142

繰延税金負債 9144

繰延税金負債の内訳

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

付加価値税及び他の預り税金

付加価値税額

会社に課される付加価値税（損金算入可能） 9145 25,682,152.59 19,609,568.11

会社が課す付加価値税額 9146 43,609,713.26 41,926,987.88

預り税金（源泉徴収額）

給与に係る源泉徴収税額 9147 139,001,333.82 152,100,155.56

投資収益に係る源泉徴収税額 9148 34,553,815.74 31,027,465.11

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.14

貸借対照表に反映されない権利及びコミットメント

コード
2018年12月31日

に終了した年度

第三者の債務及びコミットメントに対する保証の供与及び取消不能の確約 9149 　               

内、

会社が裏書きした発行済支払手形 9150

会社が保証又は振り出した支払手形 9151

会社が保証した第三者の債務又はコミットメントの最大額 9153

物上保証

自社の債務及びコミットメントに対する担保として、自己資産の供与又は

取消不能の確約による保証

抵当

抵当権が設定された不動産の帳簿価額 9161

登記金額 9171

のれんに対する担保の提供 - 登記金額 9181

その他の資産の担保提供 - 担保に供したその他の資産の帳簿価額 9191

将来資産に対して提供した保証 - 関連する資産の金額 9201

第三者の債務及びコミットメントの担保として自己資産の供与又は取消不能

の確約による保証

抵当

抵当権が設定された不動産の帳簿価額 9162

登記金額 9172

のれんに対する担保の提供 - 登記金額 9182

その他の資産の担保提供 - 担保に供したその他の資産の帳簿価額 9192

将来資産に対して提供した保証 - 関連する資産の金額 9202

コード
2018年12月31日

に終了した年度

貸借対照表には表示されず、第三者がその名義で保有するものの、

リスクと便益は当該会社に帰する財及び価値

取得した固定資産に係る実質的なコミットメント

処分した固定資産に係る実質的なコミットメント

先渡取引

購入した商品 （受取予定） 9213

売却した商品 （引渡予定） 9214

購入した通貨 （受取予定） 9215 3,324,910.23

売却した通貨 （引渡予定） 9216 55,615,077.42
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Nr. 0214596464 C 6.14

貸借対照表に反映されない権利及びコミットメント
2018年12月31日

に終了した年度

売却又はサービスに関する、技術保証に係るコミットメント

2018年12月31日

に終了した年度

訴訟及び他の重要なコミットメントに関する金額、内容及び形態

ドゥ・マイ・ムーブ（DO MY MOVE） － 無償サービス契約 1,147,412.91

委託商品 1,748,557.58

与信枠 457,123,946.76

銀行保証 19,409,804.88

ベルギー政府 3,019,181.45

偶発債務 10,729,769.97

会社の従業員又は役員のための補完的な退職年金又は遺族年金制度

概要

1995年1月にビーポスト・エスエーは、制度対象外である、クラスF又はHに連動した業務を担当する契約職員向けに補

完的な年金制度(保険契約 01.1790) を導入した。

2012年１月に、ビーポスト・エスエーは、クラスF又はHに連動した業務を担当する契約職員向けに新たに補完的な年

金制度 (保険契約 07.8382) を導入した。1995年の制度加入者である職員は、現行の制度に継続して加入するか、新制

度に加入するか選択できるものとした。新規加入者はすべて新制度に加入した。

2013年１月に、ビーポスト・エスエーは、ノンバレルの契約職員向けに対し、新たに補完的な年金制度 (保険契約

07.8555) を導入した。1995年の制度加入者である職員は、現行の制度に継続して加入するか、新制度に加入するか選択

できるものとした。新規加入者はすべて新制度に加入した。

これらの年金制度はいわゆる「確定拠出型」年金制度であり、外部委託され団体保険契約により運用されている。こ

れらの制度は雇用者と従業員が支払う拠出金の支払を定めており、その主な目的は65歳に達した際に支払われる年金額

を積み立てることである。

当該費用を補填するために企業が講じた手段

雇用者の引当金及び個人拠出金は定期的に年金運用機関に支払われる。ベルギー法に基づき、雇用者は雇用者による

給付と個人の拠出双方に適用される最低リターンを保証する必要がある。貸借対照表日現在、保険会社は、設定した計

算上の準備金と比較して法的に必要な準備金の積立不足はないと報告している。保険会社が採用している手法はエンベ

デッド・バリュー法である。この手法は、貸借対照表日現在の年金制度で定められた個人の積立金と個人口座／契約で

利用可能な積立金を、貸借対照表日現在で算定された個人の最低積立金と比較することで行われる。負の差額は、期末

日現在の個人の積立不足を表している。積立不足合計は個人の積立不足によるものである。

コード
2018年12月31日

に終了した年度

企業年金

過去勤務からのコミットメント見積額 9220

見積方法

EDINET提出書類
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Nr. 0214596464 C 6.14

貸借対照表に反映されない権利及びコミットメント
2018年12月31日

に終了した年度

貸借対照表又は損益計算書に含まれない、期末日以降の重要な事象の内容及び金銭的影響額

2018年12月31日

に終了した年度

売却又は購入に係るオプションの発行体として会社が利用可能な購入又は売却に係る

コミットメント

2018年12月31日

に終了した年度

貸借対照表に反映されない取引の内容及び目的

かかる取決めから生じる便益が重大であり、かかるリスク又は便益の開示が会社の財政状態の

評価に必要である場合。

2018年12月31日

に終了した年度

貸借対照表に反映されない他の権利及びコミットメント（計量化できないものを含む。）

Cfr. C 6.20 37,399,786.00
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Nr. 0214596464 C 6.15

参加持分を保有している関係会社、関連会社、他の企業との関係

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

子会社等

金融固定資産 (280/1) 1,496,493,749.29 1,343,579,629.47

参加持分 (280) 1,343,797,378.36 1,254,287,996.16

劣後未収入金 9271

その他の未収入金 9281 152,696,370.93 89,291,633.31

未収入金 9291 71,515,395.94 28,619,234.06

１年超 9301

１年以内 9311 71,515,395.94 28,619,234.06

短期投資 9321

株式 9331

未収金 9341

未払金 9351 29,286,679.62 27,461,188.41

１年超 9361 12,000,000.00 12,000,000.00

１年以内 9371 17,286,679.62 15,461,188.41

人的保証及び物上保証

子会社等の負債又はコミットメントに対する担保

として、会社が提供又は確約した取消不能の保証
9381

会社の負債又はコミットメントに対する担保として、

子会社等が提供又は確約した取消不能の保証
9391

その他の重要な金融コミットメント 9401

金融損益

金融固定資産からの収益 9421 26,999,995.85 32,578,950.19

流動資産からの収益 9431 2,793,138.09 1,241,399.81

その他の金融収益 9441

負債費用 9461

その他の金融費用 9471

固定資産処分損益

固定資産処分益 9481

固定資産処分損 9491

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

233/431



Nr. 0214596464 C 6.15

参加持分を保有している関係会社、関連会社、他の企業との関係

コード
2018年12月31日

に終了した年度

2017年12月31日

に終了した年度

関連会社等

金融固定資産 9253

参加持分 9263

劣後未収入金 9273

その他の未収入金 9283

未収入金 9293

１年超 9303

１年以内 9313

未払金 9353

１年超 9363

１年以内 9373

人的保証及び物上保証

子会社等の負債又はコミットメントに対する担保として、

会社が提供又は確約した取消不能の保証
9383

会社の負債又はコミットメントに対する担保として、

子会社等が提供又は確約した取消不能の保証
9393

その他の重要な金融コミットメント 9403

参加持分を有している他の企業

金融固定資産 9252

参加持分 9262

劣後未収入金 9272

その他の未収入金 9282

未収入金 9292

１年超 9302

１年以内 9312

未払金 9352

１年超 9362

１年以内 9372

2018年12月31日

に終了した年度

市場条件以外による、参加持分を有している企業との取引

重要性がある場合には、その取引金額、当該関連当事者との関係、及び（報告）会社の状況を

把握するために必要となる、当該取引に関するすべての情報を記載する

該当なし

EDINET提出書類
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有価証券報告書
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Nr. 0214596464 C 6.16

下記の者との金銭上の関係

コード
2018年12月31日

に終了した年度

取締役又はマネージャー、提出会社と関連はないが、提出会社を支配している

個人又は法人、又はこれらの者が支配している他の企業

当該人物からの未収金 9500

未収金に係る条件、利率、期間、払戻される可能性がある金額、取消し又は

債権放棄した金額

当該人物のために供与した保証 9501

当該人物のために引き受けた他の重要なコミットメント 9502

開示によって排他的又は主に識別可能な個人の状況が明らかになってしまう場合を

除く損益計算書に含まれる直接的又は間接的な報酬及び年金

取締役及びマネージャーに対する報酬及び年金 9503 290,243.85

退任した取締役及びマネージャーに対する報酬及び年金 9504 34,437.36

コード
2018年12月31日

に終了した年度

監査人又は監査人の関係者

監査報酬 9505 380,000.00

監査人が当社に対して行った例外的なサービス又は特別な業務に係る報酬

その他の保証業務 95061 231,370.00

税務助言サービス 95062

監査以外のその他の業務 95063 87,993.61

監査人の関係者が当社に対して行った例外的なサービス又は特別な業務に係る

報酬

その他の保証業務 95081

税務助言サービス 95082

監査以外のその他の業務 95083 2,300.00

ベルギー会社法第134条第６項に基づく記述
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連結財務書類に関する情報

会社の連結財務書類に関するベルギー会社法に従い、各社が開示する情報

会社は連結年次財務書類及び事業報告書を作成した
*
。

会社は以下の理由によりその作成義務を免除されているため、連結年次財務書類も事業報告書も作成しなかっ

た*。

連結ベースの会社及びその子会社について、ベルギー会社法の第16条に規定される制限事項の超過が一を超

えていない*。

会社は、連結資産、連結財政状態又は連結財務業績を個別又は併せて検討した場合、僅少な規模の子会社し

か有していない*（会社法第110条）。

会社自体が、その年次財務書類が含まれている連結財務書類を作成し公表している会社の子会社である*。

親会社の会社の名称、登記上の所在地、及びベルギー法に基づいて設立されている場合には、親会社の会

社コード、及び親会社が、当該会社の年次財務書類を含んだ連結年次財務書類を作成しているかどうかの

特定を以下に記載する**。

親会社が国外法に準拠して設立されている場合には、連結財務書類の入手可能な場所を以下に記載す

る**。

*　該当がない場合は削除。

**　会社の財務書類が異なる階層レベルで連結されている場合には、当該会社が子会社となっている最上位レベルの連結単位と、連結財

務書類が作成され公表される最下位レベルの連結単位双方の連結情報を提出しなくてはならない。
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Nr. 0214596464 C 6.18.2

監査人又は監査人の関係者と、ベルギー国内で当社が率いるグループとの金銭上の関係

コード
2018年12月31日

に終了した年度

ベルギー会社法第134条第４項及び第５項に基づく記述

本情報を公表する企業が率いるグループの監査業務を行う監査人に対する監査報酬 9507 600,169.84

監査人が当該グループに対して行った例外的なサービス又は特別な業務に係る報酬

その他の保証業務 95071 273,707.00

税務助言サービス 95072

監査以外のその他の業務 95073 87,993.61

本情報を公表する企業が率いるグループの監査業務を行う監査人の関係者に対する

監査報酬
9509 665,104.72

監査人の関係者が当該グループに対して行った例外的なサービス又は特別な業務に

係る報酬

その他の保証業務 95091

税務助言サービス 95092

監査以外のその他の業務 95093 264,780.25

ベルギー会社法第134条第６項に基づく記述
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評価方法
bpost SA

取締役会

評価方法

企業の年次財務諸表に関する1976年10月８日付国王令第15条の規定に基づき策定されている。

調整

2016年11月30日に制定

内容

条

第I章 資産

組織費

無形資産 - アプリケーション・ソフトウェア

土地及び建物

有形固定資産

家具及び車両

賃借有形固定資産

その他の有形固定資産

建設仮勘定及び前払金

金融資産

原材料、消耗品及び工具

仕掛品、製品、販売用不動産(完工)

棚卸資産

販売用資産

仕掛注文

一年内回収予定の未収入金

現金投資

現金及び預金

EDINET提出書類
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評価方法

第II章: 負債

発行済資本金

再評価差額金

法定準備金

配賦不能のその他準備金

投資に対する補助金

年金及び類似の債務に係る引当金

その他の債務及び費用に係る引当金

大規模修繕及び保守に係る引当金

係争中の訴訟

保険ファンド

労働災害

土壌浄化引当金

その他の負債引当金

一年内支払予定の未払金

経過勘定

留意事項:

すべての投資は、事業の用に供した日から定額法で按分されて償却される。

設置費用、輸送費用、関税、他の損金不算入税金、公証人手数料、建築費用などの付随費用は、当該投資の元本と同様の方

法で償却される。

ビーポスト・バンクとの契約に基づいて郵便局のコンピュータ化及び近代化に投資する義務の一環として、ビーポスト・エ

スエー／エヌヴィーが行った費用及び投資は、資産として認識され、該当する評価方法に従い償却される。

流動資産及び流動負債は、貸借対照表日から開始する12ヶ月間に関連する内容に係る勘定科目である。これらの評価規則は

2006年１月１日から適用されている。

第I章

資産

第１条

I.　組織費(20)

組織費は発生期間にわたり認識される。

組織再編費用の経済的耐用年数は５年であり、定額法で償却される。

EDINET提出書類
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評価方法

第１条の２

II.　無形固定資産 (21).

第三者から取得又は寄付された無形固定資産は取得価額で資産として認識される。第三者から取得したもの以外の無形固定

資産の再販売費用は、これらの資産の使用価値の慎重な見積り又は会社の将来利回りを上回らない場合にのみ、資産に認識

される。

連結調整勘定は無形固定資産であるとみなされている。

ポストステーション(PostStation)の調査開発への投資は資産として認識されている。

無形固定資産の経済的耐用年数は３年から５年であり、その経済的耐用年数に従い定額法で償却される。

アプリケーション・ソフトウェア

アプリケーション・ソフトウェアは、以下の条件に基づき無形固形資産として認識されている。

第三者から取得又は使用権のために（一時払いにより）入手され、企業により１事業年度よりも長期間にわたり使用される

場合には、アプリケーション・ソフトウェアは企業の社会的目標の達成に貢献し、内部で使用されたものとして、当該ソフ

トウェアは取得価額又はその一時払いの金額で測定される。

あるいは、アプリケーション・ソフトウェアがビーポスト・エスエー／エヌヴィー独自に開発される場合には、ビーポス

ト・エスエー／エヌヴィーに限定される既知のプロジェクトの一部を成す、コーディング、テスティング、メンテナンスの

費用は資産として認識される。これらの費用は商用化され得ることを条件として、資産に認識される。

アプリケーション・ソフトウェアの耐用年数は５年であり、定額法で償却される。
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評価方法

第２条

III.A.　土地及び建物(22)

第１項　土地は取得価額で測定される。土地の経済的耐用年数は10年から30年であり、定額法で償却される。

　　　　浄化費用は償却されない。

第２項　建物は取得価額で測定される。

第３項　レジ・デ・ポスツ（Régie des postes） の第１マネジメント契約を承認し、レジ・デ・ポスツ（Régie des

postes） に関する施策を定めた1992年９月14日付国王令の施行時に無償で取得した土地及び建物は寄与価値で測

定されている。

第４項　レジ・デ・ポスツ（Régie des postes） の決算が終了した1992年９月30日時点で存在していた土地及び建物は、

当該決算で計上されていた価額で測定されている。

第５項　管理用建物及びPOSネットワーク、それらに付帯した恒久的な稼動設備は取得価額で測定され、30年で償却され

る。レジ・デ・ポスツ（Régie des postes）の設立中に政府が取得した建物は、改装も併せ、1971年度から30年

にわたり償却されている。

第６項　購入又は取得した事業用建物は25年で償却される。

第７項　土地と建物を別々に取得した場合は、取得時に外部の専門家によって測定される。

第８項　不動産の購入又は取得に関連して実施された専門的評価の費用はその不動産の取得価額に含まれる。償却はその資

産の償却に合わせて行われる。

第９項　新たな建物のリノベーションは総勘定元帳の特別な勘定科目に認識され、10年又は残存償却期間が10年超の場合は

その残存期間にわたって償却される。

第３条

III.B.　有形固定資産 (23)

第１項　これらの資産は取得価額で測定される。

第２項　技術的特徴又は法的特徴が同一の資産項目の取得価額は、各項目の価額を個別に取り扱うことにより決定される。

第３項　これらの資産の耐用年数は10年であり、定額法で償却される。
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評価方法

第４条

III.C.　家具及び車両(24)

第１項　これらの資産項目は取得価額で測定される。

第２項　技術的特徴又は法的特徴が同一の資産項目の取得価額は、各項目の価額を個別に取り扱うことにより決定される。

第３項　ビーポスト・エスエー／エヌヴィーが独自に製造した資産の項目はその時価で測定される。

第４項　ビーポスト・エスエー／エヌヴィーが行った車両に対する改修費用は時価で測定される。

第５項　家具の経済的耐用年数は10年であり、定額法で償却される。

第６項　車両の経済的耐用年数は４年から10年であり、通常は５年であるが、その経済的耐用年数に従い定額法で償却され

る。

ただし、以下の例外が適用される。

-　入手又は取得したレッカー車及びフォークリフトは10年で償却される。

-　入手又は取得したバイク及び原動機付自転車は４年で償却される。

第７項　下記の資産は５年で償却される。

車両付帯物

耐用年数又は使用期間が短い資産項目

第８項　情報処理機器は、その使用期間に従い４年又は５年で償却される。

第４条の２

III.D.　ファイナンスリース契約により保有する有形固定資産 (25)

ファイナンスリース契約に従って保有する有形固定資産は、不動産、対象物又は契約の価値の資産化の再構築に相当する分

割支払い部分を上限として測定される。

償却は、ファイナンスリース契約に定められている当該資産の経済的耐用年数見込みに基づいて行われる。
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評価方法

第５条

III.E.　その他の有形固定資産(26)

第１項　原則

これらの資産項目は取得価額で測定される。

第２項　コレクション

切手コレクションは、流動性がないことによるディスカウント分を控除したうえで、市場価格で認識されている。

切手及び郵便関連品 は寄与価値で測定される。

第３項　改装

賃貸している建物及びベルギー政府が所有する建物の改装は取得価額で測定されている。

償却は、作業時の残存賃貸期間を考慮に入れて行われる。通常の償却期間は10年である。

第４項　廃止資産

特定の建物が事業の用に適さなくなったと判断された場合には、その償却額と合わせ、貸借対照表上III.E の資産に移管さ

れる。

償却は、当該資産の実現可能価値見込額に達するまで継続して行われる。

第５項　事業の用に適さなくなった動産

動産が事業の用に適さなくなったと判断された場合には、様々な勘定科目の中に計上される。

第６条

III.F.　建設仮勘定及び前払金(27)

これらの資産項目は取得価額で測定される。
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評価方法

第７条

IV.　金融資産(28)

参加持分と株式は取得価額で測定される。未収入金及び差入保証金は額面価値で測定される。

評価減:

参加持分と株式に対しては、企業の状況、収益性又は見通しにより、長期的な損失又は価値の下落が見込まれる場合に、評

価減が行われる。

予算、企業の見通し、第三者による評価、契約、事業等により、企業が利益を上げるという十分な見通しがないと判明した

場合に、評価減が行われる。

第８条

A)　VI.A.1. 原材料、消耗品及び工具(30/31)

原材料は取得価額で測定される。

取得価額で測定される工具と制服を除き、消耗品の購入は費用化する。

B)　VI.A.2/A.3/A.5. 仕掛品、製品、販売用資産 (完工) (32/33/35)

これらの資産は、事業年度末日現在の、原価又は時価のいずれか低い価額で測定される。

この項目における切手は印刷費で測定される。原価は製造に係る直接費用と間接費用で構成される。

C)　VI.A.4. 販売用に購入した商品(34)

これらの資産は、事業年度末日現在の、原価又は時価のいずれか低い価額で測定される。この価値は、FIFO（先入先出法）

により算定される。

D)　売却目的保有資産(35)

売却契約が締結済みの売却目的保有資産は、公正証書が締結されるまでこの項目で認識される。

これらの資産は、償却累計額控除後の取得価額又はその時価のいずれか低い方で測定される。

E)　VI.B. 仕掛注文(37)

これらの資産は原価で測定される。

これらの資産が確実に売却されることが見込まれることを条件として、その作業の進捗状況を勘案し、帰属する収益を加算

できる。
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評価方法

第９条

VII.　１年内回収予定の未収入金 (40/41)

未収入金は額面価値で測定される。

第１項　回収が不確実な場合には、未収入金は回収懸念勘定として認識される。

第２項　回収懸念金額として認識された未収入金は、年次で評価減が行われる。評価減見込額は損益に認識される。

第３項　回収不能未収入金で以前評価減が行われていない部分は損益に認識される。

第10条

VIII.　現金投資(50/53)

有価証券は取得価額で測定される。

定期預金に係る未収入金は額面価値で測定される。

第11条

IX.　現金及び預金 (54/58)

現金及び預金は額面価値で測定される。

第１項　外国通貨建ての場合には期末日現在の為替レートでユーロに換算される。換算による負又は正の差額は損失又は利

益として、コード490/1 及びコード 492/3に経過勘定として認識される。

二つの勘定科目が財務年度末の損益で決済される。
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評価方法

第II章 負債

第12条

I.A. 発行済資本金(100)

現金出資は額面価値で測定される。現物出資は公正価値で測定される。現物出資の公正価値は、出資又は配分が行われた際

の対象物の時価が上限となる。

第13条

III.　再評価差額金(12)

再評価差額金の内容は以下の通りである。

a)　建設プロジェクトに係る未実現利益

b)　メヘレンの切手コレクションの価値

第14条

IV.　準備金(13)

これらは額面価値で測定される。

A)　IV.A. 法定準備金

合計金額が授権資本の1/10に達するまで、純利益の５％以上の金額が法定準備金に積み立てられる。

B)　IV.B.2. 配賦不能のその他準備金

1993事業年度から、取締役会の決定により、年間利益の一部を特別準備金の一部に割り当てられるようになっており、その

配分先は財務書類が作成され利益の配分が行われる際に取締役会が決定する。

ビーポスト・エスエー／エヌヴィーの設立に関する1971年７月６日付法第10条第４項に従い、利益分配制度によりビーポス

ト・エスエー／エヌヴィーの経営者及び職員へ割り当て付与されるために年間利益の５％の金額が控除されているが、会社

法第617条の規定に影響を与えることはない。

第14条の２

VI. 投資に対する補助金 (15)

受領した投資に対する補助金は、その補助金に関連した繰延利息控除後の額面価値で測定される。
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第15条

VII.A.1. 年金及び類似の債務に係る引当金

枠組協定が締結される場合に、これらの債務の費用に充当するため引当金が積み立てられる。この引当金は毎年見直しが行

われる。

第16条

VII.A .3.　大規模修繕及び保守に係る引当金(16)

資産の保守に必要な場合には、大規模修繕及び定期的維持の費用に充当するため引当金が積み立てられる。費用は技術的評

価に基づいて見積もられる。

第17条

VII.A .4.　その他の債務及び費用に係る引当金

係争中の訴訟(16)

この引当金は、期末日現在判明している係争中の訴訟に基づいて積み立てられる。この引当金には現在係争中の訴訟に関連

するすべての費用と利益を含める必要がある。

第18条

VII.A .4. その他の債務及び費用に係る引当金

保険ファンド(16)

保険ファンドに関する法的原則は1971年７月６日付法律第10条第３項に規定されており、1992年9月14日付勅令の第15条第

１項及び2007年４月１日付法律により改訂され、2007年５月14日付のMoniteur belge/Belgisch Staatsbladに公表されてい

る。同法第５条によれば、「ラ・ポスツ/ドゥ・ポスト（La Poste/De Post）は、会計上保険基金に係る勘定を開設す

る。」とされている。

保険ファンドは、火災、盗難、損失又は損害に起因する損失及び費用、並びに事故又は第三者に損害を与えた場合における

補償に充当することを目的としている。この保険ファンドの補償対象には、保険がかけられていないものもしくは既存の保

険の補償範囲を上回る部分が含まれる。

保険ファンドの配分は、信頼できる統計情報に基づいて計算される。この計算は毎年監査委員会に提出され、承認を受け

る。

第19条

VII.A .4.　その他の債務及び費用に係る引当金

労働災害・職業病(16)

労働災害及び職業病に対する引当金が積み立てられている。

この引当金は、労働災害又は職業病の被害者及びその権利保有者に対する利益及び/又は資金の供与に充当するためのもの

である。

引当金は、未払保険金残高と「労働災害」保険会社が適用する条件に基づいて毎年計算される。
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第20条

土壌浄化引当金

引当金は、土壌浄化義務に関する法律及び勅令から生じ得る費用に充当するために積み立てられる。この引当金は関連リス

クが存在する土地に対して計上される。

第21条

VII.A.4 その他の債務及び費用に係る引当金

発生債務に係る引当金

円滑な進行を確保するために現金が必要となり得る事象から生じる債務に対し、引当金を積み立てることができる。現金の

必要性は信頼できる方法で見積もらなければならない。

第22条

IX.１年内支払予定の未払金(42/43/44/45/46/47/48)

未払金は額面価格で測定される。

郵便局員に付与される休暇の未使用残高は未払金として認識される。

この未払金は、年末度時点で有効な個人報酬に社会保障を加えた金額に基づいて個別に算定される。

第23条

未払費用及び前受収益

期末期間中に実施されなかった作業又はサービスに関連するすべての収益・費用は経過勘定で認識される。

経過勘定は額面金額で測定される。

作業手順に組み込まれるべき評価方法の補則

第1条の２

アプリケーション・ソフトウェア

最低額はアプリケーションごとに1,000ユーロとする。

第２条

土地及び建物

建物の改装が投資とみなされる最低基準額は3,800ユーロに設定されている。

ケーブルの取り替えや設置に要する費用は、大幅な利益を伴わない場合、直ちに損益の「費用」として認識される。

第３条及び第４条

有形固定資産、家具及び車両

これらは、取得価額又は製造原価が250ユーロ(付加価値税を除く)以上である場合に、有形資産として認識される。

第５条

コレクションは５年ごとに測定される。

コレクションの棚卸資産は、「切手」部門のインフラ関連機器の棚卸資産とは区別されている。
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改装:賃貸建物や政府から取得した建物の改装が投資とみなされる最低基準額は、3,800ユーロに設定する。

第８条 (b)

間接費には事業継続上の非生産的な間接費は含まれない。

第９条

下記の場合、未収金の回収に懸念があるとみなされる。

1)　債務者が支払義務を果たすことができず、ビーポストがその金額を回収するために他の当事者を利用することが強いら

れる場合

2)  債権の満期が到来し、120日超延滞している場合。ただし、以下を含まない。

1. ビーポストが出資により連携している企業又は関連会社からの受取額。

2. ビーポストの取引先のうちの上位15の顧客であること。ただし、以下を条件とする。

-請求書に関する意見相違がないこと。

-対象顧客に支払不能リスクがないこと。

-対象顧客が次のいずれかに該当すること。

-通信事業者

-公的機関

-金融機関又は保険会社

-コミューン共同体組織

3. 建物の売却に係る未収入金

3)　他の理由により、未収入金に貸倒懸念があるという結論に至った場合。

下記の場合、未収入金は回収不能であるとみなされる。

1. 回収手続が非常に予測不可能であると判断された場合、又は回収手続に要する費用が当該未収入金の金額と比較して高

額になると予想される場合は、ビーポストは当該債権を放棄する。(1971年７月６日付法第17条第２項)

2. 債務者が破産宣告を受け、その破産が永続的である場合。

3. 債務者が死亡し、相続人が相続を放棄した場合。

4. 他の理由により、未収入金が回収不能であるという結論に至った場合。

第17条

以下の規則に従い、訴訟案件ごとに引当金を設定する。

-原則:相手方の請求額と同額に加え、

-法律上、司法上、道徳上及び/又は契約上の利益

-費用(専門家による報告書作成費用、裁判費用、弁護士費用、その他の訴訟費用)

-例外：下記の場合には、引当金額は請求額を下回る場合がある。

-未収入金が保険で担保されている場合:この場合、引当金は保険規約に定められている適用除外分に等しくする。

-請求額を減額し得る(専門家による報告書、第一審の有利な判決、別の裁定、契約条項など)

側面がある。
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-ビーポストが勝訴する可能性が50%未満である場合には、上記の判定に基づき原則を適用し、引当金額は請求額の

100％支給額とする。

第20条

土壌浄化引当金

外部の専門家による報告書は、関連リスクが存在する土地に基づいたものでなければならない。

次へ
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

　「１ 財務書類」を参照のこと。

３【その他】

(１) 後発事象

「１ 財務書類―Ａ.連結財務書類―６ 連結財務書類の注記」6.36を参照のこと。

(２) 訴訟

「１ 財務書類―Ａ.連結財務書類―６ 連結財務書類の注記」6.29及び6.32を参照のこと。
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４【ベルギーと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】

a.国際財務報告基準（IFRS）と日本における会計原則の相違

番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

1 連結 - 連結の

範囲

(IFRS10.7)

支配の概念による。

以下の要件を全て満たす場合に支配を有する

ものと判断される。

・投資先に対してパワーを有している。

・投資先への関与から生じる変動リターンに

さらされている、もしくは変動リターンに

対する権利を有している。

・投資者のリターンの金額に影響を与えるよ

うなパワーを、投資先に対して行使するこ

とができる。

(IFRS10.B22, B47)

支配の有無を判断する際には、実態を伴う潜

在的議決権を考慮する。その際は、投資者が

保有する潜在的議決権のみならず、他の当事

者が保有する議決権も踏まえて判断する。

(IFRS10.B41, B42)

投資者が投資先の議決権のうち、過半数に満

たない部分しか保有していない場合であって

も、いわゆる「事実上の支配」が成立する可

能性がある。

(IFRS10.18, B58)

支配の有無の判断にあたり、意思決定権保持

者が意思決定権を本人として自身の利益のた

めに行使するか、代理人として他の当事者の

ために行使するかを考慮しなければならな

い。

(連結財務諸表に関する会計基準第6, 7, 13

項)

支配力の概念による。

親会社が、他の企業の財務及び営業又は事業

の方針を決定する機関(意思決定機関)を支配

している場合、当該他の企業に対する支配が

存在する。

日本基準には、支配の有無の判断にあたり、

潜在的議決権の影響や、意思決定権の行使が

本人と代理人のいずれの立場として行われる

か等を考慮することを明示的に求める規定は

存在しない。

一方、IFRS第10号の「事実上の支配」に一部

類似する考え方として、自らの議決権が過半

数に満たない場合であっても、「緊密な者」

と「同意している者」が所有する議決権を合

わせた判断を行うこと、取締役会の構成、資

金調達の状況及び方針決定を支配する契約の

存在等を考慮することを求める規定が存在す

る。

2 連結 - 連結会

社間の会計方針

の統一

(IFRS10.19, B87)

同様の状況における類似の取引及びその他の

事象については、統一された会計方針を用い

て連結財務諸表を作成しなければならない。

統一すべき会計方針と異なる会計方針が用い

られている場合には、連結財務諸表を作成す

る際に、適切な修正を行う必要がある。

(連結財務諸表に関する会計基準第17項)

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い((実務対応報告第

18号)))

同一環境下で行われた同一の性質の取引等に

ついて、親会社及び子会社が採用する会計方

針は、原則として統一する。

ただし、在外子会社の財務諸表が、IFRS又は

米国基準に準拠して作成されている場合に

は、当面の間、4項目の調整を除いて、それら

を連結決算手続上利用することができる。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

3 企業結合 - 企

業結合の会計処

理

(IFRS3.4)

取得法を適用して各企業結合を会計処理す

る。

(IFRS3.2)

IFRS第3号は、共同支配の取決めの形成及び共

通支配下の企業又は事業の結合などには適用

されない。

(企業結合に関する会計基準第17項)

共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以

外の企業結合は、取得とされ、パーチェス法

が適用される。

4 企業結合 - の

れんの当初認識

と非支配持分の

測定方法

(IFRS3.19, 32)

企業結合ごとに、以下のいずれかを選択でき

る。

1)非支配持分も含めた取得企業全体を公正価

値で測定し、のれんは非支配持分に帰属す

る部分も含めて認識する方法(全部のれんア

プローチ)。

2)非支配持分は、取得企業の識別可能純資産

の公正価値に対する比例持分相当額として

測定し、のれんは取得企業の持分相当額に

ついてのみ認識する方法(購入のれんアプ

ローチ)。

(企業結合に関する会計基準第31項)

のれんとは、被取得企業又は取得した事業の

取得原価が、取得した資産及び引き受けた負

債に配分された純額を超過する額として算定

される(購入のれんアプローチのみ)。

(連結財務諸表に関する会計基準第20項)

全面時価評価法により、子会社の資産及び負

債のすべてを支配獲得日の時価により評価す

る。

* IFRSで選択できるような、非支配持分自体

を支配獲得日の時価で評価する処理は認め

られていない。

5 企業結合 - の

れんの取扱い

(IFRS3.B63(a), IAS36.88, 90)

規則的な償却は行わないが、減損の兆候が無

くても毎期1回、減損の兆候がある場合には追

加で、減損テストを行う。

(企業結合に関する会計基準第32項, 連結財務

諸表に関する会計基準第24項)

20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、

定額法その他合理的な方法により償却する。

ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合

には、当該のれんが生じた事業年度の費用と

して処理することができる。

(固定資産の減損に係る会計基準二第8項)

のれんに減損の兆候がある場合には、減損損

失を認識するかどうかを判定する。

6 有形固定資産 -

解体及び除却費

用並びに原状回

復費用等

(IAS16.16(c), 18, IAS 37.10, 14, 19, 45,

47, IFRIC1.3, 8)

IAS第37号に従い、引当金の認識要件を満たす

解体及び除却費用ならびに原状回復費用等

は、有形固定資産の取得原価に含める。IAS第

37号の引当金には、法的債務及び推定的債務

が含まれる。

有形固定資産が原価モデルで測定されてお

り、引当金に係る割引率が事後的に変更され

た場合は、引当金を再測定し、変動額を有形

固定資産の取得原価に加減する。

引当金の割引に関する振戻しは、金融費用と

して費用計上する。

(資産除去債務に関する会計基準第3, 6, 7,

11, 14項, 資産除去債務適用指針第9項)

資産除去債務計上額を関連する有形固定資産

の帳簿価額に加える。

資産除去債務には、除去に関して法令又は契

約で要求される法律上の義務及びそれに準ず

るものを計上する。

資産除去債務の割引率は負債計上時に決定

し、その後の変更は行わない(ただし、将来CF

の見積額が増加した場合は、その時点の割引

率に変更し、減少した場合は負債計上時の割

引率を用いる)。

時の経過による資産除去債務の調整額は、損

益計算書上、当該資産除去債務に関連する有

形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて

計上する。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

7 資産の減損 -

減損プロセス－

減損の認識判定

に用いる数値

(IAS36.59)

1段階アプローチ

減損の兆候が存在する場合には、回収可能額

を算定し、資産の帳簿価額がその回収可能価

額を上回る場合に、その差額を減損損失とし

て認識する。

回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値

と使用価値のいずれか高い金額となる。

(固定資産の減損に係る会計基準二2, 3)

2段階アプローチ

減損の兆候が存在する場合には、最初に減損

の認識の判定(資産の帳簿価額を、使用及び最

終的処分を通じて発生する割引前将来キャッ

シュ・フローの総額と比較する)を行う。その

結果、資産の帳簿価額が割引前キャッシュ・

フローの総額よりも大きいため、回収不能と

判断された場合、資産の帳簿価額を回収可能

価額(正味売却価額と使用価値のいずれか高い

金額)まで減額するように減損損失を認識す

る。

8 資産の減損 -

減損損失の戻入

れ

(IAS36.110, 117, 124)

のれんに関し、その戻入れは禁止されている

が、他の資産については、毎年、戻入れの兆

候について検討しなければならない。戻入れ

が必要な場合は、過年度に減損がなかったと

した場合の(償却又は減価償却控除後の)帳簿

価額を上限として、減損損失を戻し入れる。

(固定資産の減損に係る会計基準三2)

あらゆる資産について禁止される。

9 リース - ファ

イナンス・リー

スの定義

(IAS17.4, 8, 10)

資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質的

にすべて借手に移転するリース取引をいい、

所有権移転の有無は問わない。

リースがファイナンス・リースであるか、オ

ペレーティング・リースであるかは、契約の

形式よりも取引の実質により判断される。

(リース取引に関する会計基準第5項, リース

取引に関する会計基準の適用指針第9項)

解約不能かつフルペイアウトの要件を充足す

るリース取引をいい、以下のいずれかに該当

する場合はファイナンス・リース取引に該当

する。

・解約不能のリース期間中のリース料総額の

現在価値が、見積現金購入価額の概ね90%以

上

・解約不能のリース期間が、当該リース物件

の経済的耐用年数の概ね75%以上

10 金融商品 - 事

後測定総論

(IFRS9.4.1.1)

金融資産は、事後測定の目的上、以下の3つの

区分のいずれかに分類される。

・償却原価で測定するもの

・その他の包括利益を通じて公正価値で測定

するもの

・純損益を通じて公正価値で測定するもの

(金融商品に関する会計基準第14項-第18項)

債権と有価証券に分けて捉え、基本的には有

価証券のみを分類の対象としている。

11 金融商品 - 公

正価値測定の範

囲

(IFRS9.5.2.1, B5.4.14)

公表価格がない資本性金融商品及びそのデリ

バティブ(資産)に関するIAS第39号における取

得原価評価の例外規定は廃止され、必ず公正

価値で測定する必要がある。

(金融商品会計に関する実務指針第63項但書)

市場で売買されない株式については、時価を

把握することが極めて困難と認められる有価

証券として取り扱う。

(金融商品会計に関する実務指針第104項)

取引慣行が成熟していない一部のウェザー・

デリバティブ等で公正な評価額を算定するこ

とが極めて困難と認められるデリバティブ取

引については、取得価額をもって貸借対照表

価額とする。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

12 金融商品 - 通

常の方法による

金融資産の購入

又は売却

(IFRS9.3.1.2)

通常の方法による金融資産の購入又は売却に

ついては、取引日会計又は決済日会計によ

り、認識及び認識の中止を行わなければなら

ない。当該方法は会計方針として選択でき

る。

(金融商品会計に関する実務指針第22, 26項)

有価証券の売買契約については、約定日から

受渡日までの期間が市場の規則又は慣行に

従った通常の期間である場合、売買約定日に

買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価

証券の消滅の認識を行う。

ただし、保有目的区分ごとに買手は約定日か

ら受渡日までの時価の変動のみを認識し、ま

た、売手は売却損益のみを約定日に認識する

修正受渡日金融商品に関する会計基準による

ことができる。

貸付金及び借入金は、資金の貸借日にその発

生を認識し、その返金日に消滅を認識する。

13 金融商品 - 金

融資産の認識の

中止

(IFRS9.3.2.6)

リスク経済価値アプローチに基づき、金融資

産の認識を中止する。

金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほ

とんどすべてを移転したわけでも、ほとんど

すべてを保持しているわけでもない場合は、

「支配」の有無を検討する。引き続き支配を

保持している場合は、継続的関与アプローチ

に基づき認識を継続する。

(金融商品に関する会計基準第12項)

財務構成要素アプローチに基づき、金融資産

の消滅を認識する。

14 金融商品 - そ

の他の金融負債

(IFRS9.4.2.1)

事後測定には、純損益を通じて公正価値で測

定(以下、FVPL)に該当する場合を除き、常に

実効金利法に基づく償却原価が用いられる。

(金融商品に関する会計基準第26項, 金融商品

会計に関する実務指針第70, 126項)

金銭債務は原則として債務額をもって貸借対

照表価額とされる。償却原価法が用いられる

のは、社債を社債金額よりも低い価額又は高

い価額で発行した場合などに限られ、その

際、利息法の他、継続適用を条件として定額

法を用いることも認められる。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

15 金融商品 - 金

融資産の分類

(IFRS9.4.1.1-4.1.5, 5.2.1, 5.7.5)

・負債性投資(債券・債権等)

「ビジネスモデル・テスト」及び「契約上

のキャッシュ・フローの特徴テスト」に従

い、以下の3つに区分される。

・償却原価

当該金融資産を保有するビジネスモデル

が回収であり、かつ、契約上のキャッ

シュ・フローの特性テストを満たすもの

・(リサイクルあり)その他の包括利益を通

じて公正価値で測定(FVOCI)

当該金融資産を保有するモデルが回収と

売却の両方であり、かつ、契約上の

キャッシュ・フローの特性テストを満た

すもの

・純資産を通じて公正価値で測定(FVPL)

上記のいずれにも該当しないもの

償却原価又はFVOCIに分類される場合であって

も、公正価値オプションを適用し、FVPLに分

類できる。

・資本性投資(株式等)

トレーディング目的ではなく、当初取得時

に企業が指定した場合のみ、(リサイクルな

し)その他の包括利益を通じて公正価値で測

定される。上記指定が行われない投資は

FVPLに分類される。

(金融商品に関する会計基準第15項-第18項)

有価証券については以下のとおり区分され

る。

・売買目的有価証券

・満期保有目的の債券

・子会社株式及び関連会社株式

・その他有価証券

16 金融商品 - ト

レーディング目

的で保有する金

融負債

(IFRS9.4.2.1, Appendix A)

トレーディング目的で保有する金融負債は、

FVPLに分類される。

(金融商品に関する会計基準第15項)

デリバティブ取引により生じる正味の債務を

除いて、金融負債は時価評価されない。

17 金融商品 - 金

融資産の再分類

及び区分変更

(IFRS9.4.4.1, 4.4.2)

負債性投資について、ビジネスモデルが変更

された稀なケースにおいてのみ、再分類が認

められる。資本性投資及び金融負債について

は、再分類は認められない。

(金融商品会計に関する実務指針第80項)

有価証券の保有目的区分は、正当な理由なく

変更することはできないとしており、正当な

理由に該当するケースとして、資金運用方針

の変更又は特定の状況の発生に伴って、保有

目的区分を変更する場合等が挙げられてい

る。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

18 金融商品 -

FVOCI/その他有

価証券(株式)に

係る利得及び損

失

(IFRS9.5.7.5-5.7.6)

売却可能金融資産の区分は廃止された。当初

認識時にFVOCIと指定された資本性投資につい

ては、受取配当金のみ純損益に計上され、そ

れ以外の利得及び損失はすべてその他の包括

利益に計上され、その後の純損益への振替は

行われない。

(金融商品に関する会計基準第18項, 第20項-

第22項, 金融商品会計に関する実務指針第91,

92項)

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額

は税効果を考慮のうえ、以下のいずれかの方

法により処理する。

・合計額を純資産の部に計上

・時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差

額は純資産の部に計上、時価が取得原価を

下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失と

して処理

時価が著しく下落し、かつ、回復可能性が認

められない場合又は実質価額が著しく低下し

た場合には、減損損失を認識し、評価差額を

当期の損失として処理する。減損の戻入れは

禁止される。

19 金融商品 - 外

貨建売却可能金

融資産/その他

有価証券の為替

差額の処理

(IFRS9.B5.7.2-B5.7.4, IAS21.28)

投資が外貨建の貨幣性金融商品である場合、

為替レートの変動による利得又は損失は、純

損益に計上しなければならない。FVOCIに指定

した外貨建資本性投資に係る為替変動はOCIで

認識する。

(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第

16項)

外貨建その他有価証券の評価差額に関して、

取得原価又は償却原価に係る換算差額も評価

差額と同様に処理する。

ただし、外貨建債券については、外国通貨に

よる時価の変動に係る換算差額を評価差額と

し、それ以外の差額については為替差損益と

して処理することもできる。

20 金融商品 - 償

却原価法と実効

金利

(IFRS9.5.4.1)

常に実効金利法による。

(IFRS9 Appendix A)

実効金利には、契約当事者間で授受される手

数料、取引費用、ならびにその他のプレミア

ム及びディスカウント、すでに発生している

クレジット・ロス等を考慮する。

(金融商品会計に関する実務指針第70項後段

(2), 第105項)

償却原価法は原則として利息法によるが、継

続適用を条件として、簡便法として定額法を

採用することも認められる。

(金融商品会計に関する実務指針70項)

満期保有目的及びその他有価証券の債券は、

金利調整差額のみを対象とする償却原価法を

適用する。

21 金融商品 - 非

上場資本性投資

(時価のない株

式)

(IFRS9.5.2.1, B5.4.14-B5.4.17)

取得原価評価の例外規定は廃止され、常に公

正価値測定することが求められる。

ただし、一定の状況では取得原価が公正価値

の最善の見積りとみなせる場合もあり得ると

したうえで、そのような判断が適切ではない

状況に関するガイダンスが提供されている。

(金融商品に関する会計基準第19項, 金融商品

会計に関する実務指針第63項)

市場で売買されず市場価格に基づく価額がな

い株式については、時価を把握することが極

めて困難と認められる有価証券として、取得

原価をもって貸借対照表価額とする。

22 金融商品 - 貸

倒引当金と減損

の区別

(IFRS9.2.1, 5.5.1)

償却原価で測定される金融資産、負債性金融

商品のうちFVOCIの金融資産、リース債権及び

IFRS第15号に基づく契約資産等に対して単一

のアプローチで予想信用損失に対する損失評

価引当金が認識される。

(金融商品に関する会計基準第20項-第21項,

第27項-第28項)

債権の貸倒れと有価証券の減損に分けて検討

する。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

23 金融商品 - 貸

倒引当金及び減

損(有価証券)

(IFRS9.5.5.1-5.5.8, 5.4.1)

・負債性金融商品の場合

当初認識時点ですでに減損の客観的な証拠

がある資産(不良債権等)を除き、減損規定

の対象資産は、すべて12ヶ月予想信用損失

(ECL: Expected Credit Losses)が引き当て

られる(ステージ1)

当初認識後に信用リスクの著しい増加があ

る場合には、引当額が12ヶ月ECLから全期間

ECLに切り替わる(ステージ2)

(利息収益の認識)

減損の客観的な証拠が生じるまでは、利息収

益は、総額ベースの帳簿価額に実効金利(EIR)

を適用する。減損の客観的な証拠がある場合

には、ネットの帳簿価額にEIRを適用する(ス

テージ3)。

・資本性金融商品の場合

非デリバティブ資本性投資は、すべてFVPL

又はFVOCI(リサイクルなし)で処理されるた

め、減損という手続き自体がなくなってい

る。

(金融商品に関する会計基準第20項-第21項)

有価証券については、時価が著しく下落した

ときは、回復する見込みがあると認められる

場合を除き、時価をもって貸借対照表価額と

し、評価差額は当期の損失として処理する。

時価を把握することが極めて困難な株式につ

いて、実質価額が著しく低下した場合には、

相当の減額をなし、評価差額は当期の損失と

して処理する。

(金融商品会計に関する実務指針第93項)

債券について時価を把握することが極めて困

難なケースについても規定している。

24 金融商品 - 営

業債権と貸付金

の貸倒引当金の

設定

(IFRS9.5.5.15-5.5.16)

以下については、簡便法の適用が強制又は会

計方針により認められる。なお、簡便法が適

用された場合、常に全期間ECLを認識する。

・重要な財務要素のない営業債権及び契約資

産…簡便法が強制

・重要な財務要素のある営業債権及び契約資

産、ならびにリース債権(1年超を含む)…会

計方針により、原則法と簡便法を選択。

(金融商品に関する会計基準第27, 28項)

区分に応じ、債権の貸倒見積高を以下のとお

り算定する。

・一般債権：過去の貸倒実績率等、合理的な

基準により算定

・貸倒懸念債権：債権の状況に応じ、次のい

ずれかの方法を継続適用する

- 債権額から担保の処分見込額等を減額

し、その残額について債権者の財政状態

及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算

定する方法

- 将来キャッシュ・フローの現在価値と債

権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とす

る方法

・破産更生債権等：債権額から担保の処分見

込額等を減額し、その残額を貸倒見積高と

する。
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日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

25 金融商品 - 減

損の戻入れ

(IFRS9.5.4.1-5.4.2)

負債性金融商品については、減損認識後の事

象と客観的に関連付けられる場合、戻し入れ

なければならない。

資本性投資については、減損及び減損の戻入

れという問題はそもそも生じなくなる。

(金融商品に関する会計基準第15, 22項)

売買目的有価証券は、減損後引き続き時価評

価されるが、満期保有目的の債券、子会社及

び関連会社株式、その他有価証券について減

損の戻入れは行われない。

26 金融商品 - デ

リバティブの定

義

(IFRS9 Appendix A)

デリバティブとは、以下の3つの特徴のすべて

を有するものをいう。

・その価値が、基礎数値(金利やコモディティ

価格など)の変動に応じて変動すること。

・当初の純投資を全く要しないか、又は市場

要因の変動に対する反応が類似する他の種

類の契約について必要な当初の純投資より

も小さい。

・将来のある日に決済される。

(金融商品会計に関する実務指針第6項)

デリバティブとは、次のような特徴を有する

金融商品である。

・その権利義務の価値が基礎数値の変化に反

応して変化する①基礎数値を有し、かつ、

②想定元本か固定若しくは決定可能な決済

金額のいずれか又は想定元本と決済金額の

両方を有する契約である。

・当初純投資が不要であるか、又は市況の変

動に類似の反応を示すその他の契約と比べ

当初純投資をほとんど必要としない。

・その契約条項により純額(差金)決済を要求

若しくは容認し、契約外の手段で純額決済

が容易にでき、又は資産の引渡しを定めて

いてもその受取人を純額決済と実質的に異

ならない状態に置く。

27 金融商品 -

ヘッジ会計の手

法

(IFRS9.6.5.2, IAS39.86, 89, 95)

公正価値ヘッジ(ヘッジ対象の特定のリスクに

係る公正価値の変動と、ヘッジ手段の公正価

値の変動を、ともに純損益として認識・計上

する)、キャッシュ・フロー・ヘッジ(ヘッジ

手段の公正価値変動のうち、有効部分をOCIに

計上する)、および在外営業活動体に対する純

投資のヘッジについて、ヘッジ会計が認めら

れている。

(金融商品に関する会計基準第32項)

原則として、ヘッジ手段に係る損益又は評価

差額を、税効果を考慮のうえ、原則、ヘッジ

対象にかかる損益が認識されるまで純資産の

部において繰り延べる。

ただし、ヘッジ対象に係る相場変動等を純損

益に反映させる時価ヘッジも認められる。

28 金融商品 -

ヘッジ非有効部

分の処理

(IFRS9.6.5.11, IAS39.95(b))

ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち非有効

部分は、純損益として認識しなければならな

い(特に、キャッシュ・フロー・ヘッジの場合

に問題となる)。

(金融商品会計に関する実務指針第172項)

ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の

要件が満たされている場合には、非有効部分

についても繰延処理することができる。

非有効部分を合理的に区分できる場合には、

当期の純損益に計上することができる。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準
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29 金融商品 - 有

効性評価

(IFRS9.6.4.1, 6.5.6等)

ヘッジの有効性評価を省略することは認めら

れない。以下の有効性に係る要件のすべてを

満たす場合に、ヘッジ関係に対してヘッジ会

計を適用することができる(80%から125%とい

う数値基準は廃止されている)。

・ヘッジ対象とヘッジ手段の間に経済的関係

があること。

・信用リスクの影響が、当該経済的関係から

生じる価値変動に著しく優越するものでは

ないこと。

・ヘッジ関係のヘッジ比率が、企業が実際に

ヘッジしているヘッジ対象の量と企業が

ヘッジ対象の当該量を実際にヘッジするの

に使用しているヘッジ手段の量から生じる

ものと同じであること。

事後的有効性評価においては、①ヘッジ関係

に係るリスク管理目的が変わっていないか、

②ヘッジ手段とヘッジ対象に経済的関係が引

き続き存在するか、③信用リスクがヘッジ関

係に優越していないかについて評価を行う。

(IAS39.88(e), F.4.2, F.4.7, F.5.5等)

ヘッジの有効性評価を省略することは認めら

れない。

ヘッジの有効性を累計ベースで判定すること

がヘッジ文書で定められている場合、たとえ

ヘッジが特定の期において非常に有効でな

かったとしても、ヘッジ関係の存続期間にわ

たって十分に有効と想定される場合には、

ヘッジ会計が排除されるものではない。

また、キャッシュ・フロー・ヘッジの事後的

有効性評価については、ヘッジ手段に係る

キャッシュ・フローの公正価値変動を、ヘッ

ジ対象の「割引後」見積キャッシュ・フロー

の変動と比較する必要がある。

(金融商品会計に関する実務指針第143項(2),

第146, 156, 158項)

ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一

で、ヘッジ開始時から継続して相場又は

キャッシュ・フローの変動の完全な相殺が想

定できる場合、有効性の判定を省略できる。

事前テストが高い有効性を示していれば、た

とえ事後テストが高い相関関係を示していな

くとも、その原因が変動幅が小さいことによ

る一時的なものと認められるときは、ヘッジ

会計の適用を継続できる。

キャッシュ・フローを固定するヘッジは、

ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計との間に高い相関関係があ

れば、有効性が認められる。

30 法人所得税 -

繰延税金資産・

負債の当初認識

に関する適用除

外

(IAS12.15, 24)

企業結合でない取引であり、かつ取引時に会

計の利益にも課税所得(欠損金)にも影響を与

えない取引から生じた資産又は負債の当初認

識から生ずる繰延税金資産、負債を認識する

ことは禁止されている。

IFRSのような例外規定は存在しない。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

31 法人所得税 -

のれんに対する

税効果

(IAS12.15(a))

のれんの当初認識時は、繰延税金負債を認識

しない。

(IAS12.21B)

ただし、各国の税法において、のれんの償却

費が税務上損金算入される場合に、税務上の

償却計算により当初認識後に新たに発生する

将来加算一時差異については、繰延税金負債

を計上する。

(IAS12.32A)

のれんの当初認識時に会計上の帳簿価額を税

務基準額が上回る場合には、回収可能性があ

ると判断される場合に限り、企業結合の処理

として当該将来減算一時差異に関して、繰延

税金資産を認識する。

(連結財務諸表における税効果会計に関する実

務指針第27項)

のれんについては、繰延税金資産及び負債を

認識しない。

32 法人所得税 -

繰延税金資産の

回収可能性の判

断

(IAS12.24, 27-31)

繰延税金資産は、下記を考慮のうえ、将来減

算一時差異を利用できる課税所得が生ずる可

能性が高い(probable)範囲内で認識しなけれ

ばならない。なお、評価性引当金を計上する2

段階アプローチは採用されておらず、繰延税

金資産は回収可能性があると認められる金額

で直接計上する。

・収益力に基づく課税所得の十分性

・タックスプランニングの存在

・将来加算一時差異の十分性

なお、回収可能性の判断にあたり、一定のガ

イダンスが提供されている。ただし、日本基

準のように会社区分や数値基準は示されてい

ない。

連結上の未実現利益の消去に係る繰延税金資

産の回収可能性について、日本基準のような

例外規定がないため、原則どおり回収可能性

の検討が必要である。

(個別財務諸表における税効果会計に関する実

務指針第21項, 監査委員会報告第66号)

将来減算一時差異に係る繰延税金資産から控

除する金額(評価性引当額アプローチを採用)

の決定に当たっては、下記を考慮のうえ、当

該資産の回収可能性について十分に検討し、

慎重に決定する。

・収益力に基づく課税所得の十分性

・タックスプランニングの存在

・将来加算一時差異の十分性

なお、回収可能性の判断にあたり、会社区分

ごとに数値基準(将来5年以内、将来1年以内

等)を含めた詳細な取扱いが示されている。

(連結財務諸表における税効果会計に関する実

務指針第16項)

連結上の未実現利益の消去に係る繰延税金資

産の回収可能性について、個別財務諸表にお

ける税効果会計に関する実務指針第21号の判

断要件は適用しない(回収可能性の検討は不

要)。

また、2015年12年28日に、企業会計基準委員

会によって、「回収可能性適用指針」が公表

された。回収可能性適用指針では、監査委員

会報告第66号等において定められている指針

を基本的に引き継いだ上で、必要な見直しを

行うこととしており、①～⑤の5つの会社区分

への分類や、計上可能範囲に関する数値基準

を含んだ取扱いを規定している。そのため、

プリンシプル・ベースであるIFRSとは依然と

して差異があり、監査委員会報告第66号と同

様の留意が必要である。
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33 法人所得税 -

未実現利益の消

去に係る税効果

(IAS12.47)

日本基準のような例外規定はなく、原則どお

り一時差異が発生している資産を有する企業

(売却先)の税率を使用して計算する。

(連結財務諸表における税効果会計に関する実

務指針第13, 14項)

グループ内未実現損益に関する繰延税金資産

又は負債の計上額は、売却元において当該未

実現損益に対して売却年度の課税所得に適用

された、法定実効税率を使用して計算する。

34 引当金及び偶発

事象 - 引当金

の認識要件

(IAS37.14)

以下の要件すべてを満たす場合に認識しなけ

ればならない。

・企業が過去の事象の結果として現在の債務

(法的又は推定的)を有している。

・当該債務を決済するために経済的便益を有

する資源の流出が必要となる可能性が高

い。

・当該債務の金額について信頼できる見積り

が可能である。

(企業会計原則注解18)

以下の要件すべてを満たす場合に認識しなけ

ればならない。

・将来の特定の費用又は損失である。

・その発生が当期以前の事象に起因する。

・発生の可能性が高い。

・その金額を合理的に見積ることができる。

35 引当金及び偶発

事象 - 環境及

び除去に関する

費用

(IAS37.19, 21)

IAS第37号に定める一般原則を、環境及び除去

費用等の引当に際しても適用する必要があ

る。すなわち、費用負担の法的又は推定的債

務が存在する場合に、引当金を計上する。

(資産除去債務に関する会計基準第3項)

有形固定資産の除去に関して法令又は契約で

要求される法律上の義務及びそれに準ずるも

のについて、資産除去債務の計上が求められ

る。

環境対策に係る引当金について該当する基準

はなく、一般的計上要件(企業会計原則注解

18)に従って計上する。

36 収益認識 - 基

本概念

(IFRS15.2, Appendix A)

収益とは、資本参加者からの拠出に関連する

もの以外で、資本の増加をもたらす会計期間

中の企業の通常の活動過程で生じる経済的便

益の増加をいう。

収益は、顧客への財又はサービスの移転と交

換に、企業が権利を得ると見込む対価を反映

した金額で認識する。

(企業会計原則第二3B)

売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の

販売又は役務の給付によって実現したものに

限り認識される。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

37 収益認識 - 5ス

テップモデル

IFRS第15号の基本原則は、次の5つのステップ

から構成されるモデルを用いて適用される。

1．顧客との契約を特定する

2．契約における履行義務を識別する

3．取引価格を決定する

4．取引価格を契約における各履行義務に配分

する

5．各履行義務が充足された時点で(または充

足されるにつれて)収益を認識する

顧客との契約に当該モデルを適用するにあた

り、各ステップにおいて、関連するすべての

事実および状況を考慮し、判断することが求

められる。IFRS第15号は、当該5つのステップ

から構成されるモデルに加え、契約獲得の増

分コストおよび契約履行に直接関連するコス

トの会計処理についても定めている。IFRS第

15号には、知的財産のライセンス、製品保

証、返品権、本人か代理人かの検討、追加の

財またはサービスに対する選択権、顧客の権

利不行使といった特定の一般的な契約に同基

準の規定を適用する際の適用ガイダンスが定

められている。

日本では、企業会計原則の損益計算書原則

に、「売上高は実現主義の原則に従い、商品

等の販売または役務の給付によって実現した

ものに限る。」とされているものの、収益認

識に関する包括的な会計基準はこれまで開発

されていなかった。

企業会計基準委員会は、2018年3月30日に企業

会計基準第29号「収益認識に関する会計基

準」および企業会計基準適用指針第30号「収

益認識に関する会計基準の適用指針」を公表

し、2021年4月1日以後開始する連結会計年度

および事業年度の期首から適用される。ただ

し、早期適用が可能である。

38 株式報酬 - 持

分決済型の株式

報酬取引の測定

日

(IFRS2.11-13)

・従業員等との取引：付与日

・従業員等以外との取引：

財貨又はサービスの受領日

(ストック・オプション等に関する会計基準第

6, 14, 15項)

・従業員等との取引

・財貨又はサービスの取得の対価としてス

トック・オプションを付与する取引：付

与日

・従業員等以外との取引

・財貨又はサービスの取得の対価として自

社株式オプションを付与する取引：付与

日(契約成立時点)

・財貨又はサービスの取得の対価として自

社の株式を交付する取引：契約日
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

39 株式報酬 - 持

分決済型の株式

報酬取引の測定

方法

(IFRS2.10-13)

・従業員等との取引：

付与した資本性金融商品の公正価値で測定

・従業員等以外との取引：

受領した財貨又はサービスの公正価値で測

定。受領した財貨及びサービスの公正価値

が信頼性をもって測定できない場合にの

み、付与した資本性金融商品の公正価値に

基づいて測定。

(ストック・オプション等に関する会計基準第

6, 14, 15項)

・従業員等との取引：

・ストック・オプション付与時：通常、市

場価格を観察することができないため、

合理的な価額の見積りに関して広く受け

入れられている算定技法で測定

・従業員等以外との取引：

・対価として用いられた自社株式オプショ

ン(又は自社の株式)の公正な評価額もし

くは取得した財貨又はサービスの公正な

評価額のうち、いずれかより高い信頼性

をもって測定可能な評価額で測定

40 従業員給付 -

確定給付制度債

務の期間配分方

法

(IAS19. 67, 70)

給付算定式方式

ただし、後期の年度における従業員の勤務

が、初期の年度より著しく高い水準の給付を

生じさせるような場合には、昇給の影響を除

き、従業員の勤務がそれ以上の重要な給付を

発生させなくなる日まで定額法で按分する。

(退職給付に関する会計基準第19項, 退職給付

に関する会計基準の適用指針第11, 12, 13項)

次のいずれかの方法を選択適用

・期間定額基準

・給付算定式基準(なお、勤務期間の後期にお

ける給付算定式に従った給付が、初期より

も著しく高い水準となるときには、当該期

間の給付が均等に生じるとみなして補正し

た給付算定式に従う)。

41 従業員給付 -

確定給付制度-

資産計上など

(IAS19.8, 64)

確定給付制度において積立超過がある場合、

確定給付資産の純額として認識しうる額は、

当該積立超過の額又はアセット・シーリング

のいずれか低い金額に制限される。

(退職給付に関する会計基準第13項)

年金資産の額が退職給付債務を超える場合に

は、資産として計上する(なお、個別財務諸表

については別個の定めがある。(退職給付に係

る会計基準第39項(1))。

42 従業員給付 -

確定給付制度 -

割引率

(IAS19.83)

以下の順序で検討する。

割引率は、退職後給付債務と同一通貨で同様

の期日を有する優良社債の報告期間の末日現

在の市場利回りを参照して決定する。

そのような社債について厚みのある市場が存

在しない通貨では、報告期間の末日現在にお

ける当該通貨建の国債の市場利回りを使用し

なければならない。

(退職給付に関する会計基準第20項注解6,退職

給付に関する会計基準の適用指針第24項)

安全性の高い債券の利回りを基礎として決定

する(検討にあたり順序はない)。

割引率の基礎とする安全性の高い債券の利回

りとは、期末における国債、政府機関債及び

優良社債の利回りが含まれる。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

43 従業員給付 -

確定給付制度-

期待運用収益

(IAS19.123)

期待運用収益という概念はない。

上記で算定された割引率を確定給付制度負債

(資産)の純額に乗ずることで、確定給付制度

負債(資産)の純額に係る利息純額を算定す

る。

(退職給付に関する会計基準第23項, 退職給付

に関する会計基準の適用指針第21, 25項)

期待運用収益は、期首の年金資産の額(期中に

年金資産に重要な変動があった場合には、こ

れを反映させる)に合理的に期待される収益率

(長期期待運用収益率)を乗じて計算する。

利息費用は、期首の退職給付債務に割引率を

乗じて計算する。

44 従業員給付 -

確定給付制度

- 過去勤務費用

(IAS19.103)

制度改訂又は縮小の発生時と、会社が関連す

るリストラ費用や解雇給付を認識した時のい

ずれか早い時期に過去勤務費用を損益としで

認識する。

(退職給付に係る会計基準第15, 25項注解9,

10, 退職給付に関する会計基準の適用指針第

33, 41, 42, 43項)

過去勤務債務は、原則として各期の発生年度

費用処理又は各期の発生額について、平均残

存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を

毎期費用処理する。また、当期に発生した未

認識過去勤務秘奥は税効果を調整の上、その

他の包括利益を通じて純資産の部に計上す

る。

その他の包括利益累計額に計上されている未

認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理さ

れた部分について、その他の包括利益の調整

(組替調整)を行う。

退職金規程等の改訂が頻繁に発生する場合の

過去勤務費用については、未認識過去勤務費

用の残高の一定割合を費用処理する方法によ

ることができる。なお、数理計算上の差異に

ついては当期発生額を翌期から費用処理する

方法は許容されているが、過去勤務費用につ

いては許容する規定はない。

退職従業員に係る過去勤務費用は、他の過去

勤務費用と区分して発生時に全額を費用処理

することが可能である。

過去勤務費用と数理計算上の差異の費用処理

年数は別個に設定することが可能である。
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番号 項目 国際財務報告基準(IFRS)
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

45 従業員給付 -

確定給付制度

- 数理計算上の

差異

(IAS19.8, 63, 122)

確定給付制度負債(又は資産)の純額を財政状

態計算書に認識しなければならない(そのた

め、数理計算上の差異の遅延認識は認められ

ない)。

その他の包括利益に計上された数理計算上の

差異の純損益への振替は認められない。

(退職給付に関する会計基準第15, 24項注解7,

退職給付に関する会計基準の適用指針第33項-

第40項, 第43項)

数理計算上の差異は、原則として各期の発生

額について、発生年度に費用処理又は平均残

存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を

毎期費用処理する。また、当期に発生した未

認識数理計算上の差異は税効果を調整の上、

その他の包括利益を通じて、純資産の部に計

上する。

その他の包括利益累計額に計上されている未

認識数理計算上の差異のうち、当期に費用処

理された部分について、その他の包括利益の

調整(組替調整)を行う。

数理計算上の差異については、未認識数理計

算上の差異の残高の一定割合を費用処理する

方法によることができる。また、数理計算上

の差異については、当期の発生額を翌期から

費用処理する方法を用いることもできる。

過去勤務費用と数理計算上の差異の費用処理

年数は別個に設定することが可能である。

46 従業員給付 -

確定給付制度費

用

(IAS19.120)

確定給付制度費用に関して、勤務費用及び確

定給付制度負債(資産)の純額に関する利息純

額は純損益に、また再測定項目はその他の包

括利益に認識する。

ただし、他の基準書が資産の原価に含めるこ

とを求めている、又は許容している場合は除

く。

(退職給付に関する会計基準第14, 15, 28項注

解2)

次の項目の当期に係る額は、退職給付費用と

して、当期純利益を構成する項目に含めて計

上する。

・勤務費用

・利息費用

・期待運用収益

・数理計算上の差異に係る当期の費用処理額

・過去勤務費用に係る当期の費用処理額

退職給付費用は、原則として売上原価又は販

売費及び一般管理費に計上する。

47 従業員給付 -

未払有給休暇

(IAS19.13-18)

累積型については、将来の有給休暇に対する

権利を増加させる勤務を従業員が提供したと

きに、有給休暇に係る予想コストを認識する

ことが求められる。

非累積型については、休暇取得時に認識す

る。

該当する基準はない。
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b.ベルギーと日本における会計原則及び会計慣行の相違

番号 項目
ベルギー基準

（一般に公正妥当と認められる会計原則）
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

1 企業結合 - の

れんの当初認

識と非支配持

分の測定方法

取得価額と取得した純資産の簿価に係る取得

者の持分との差額（取得した資産及び負債の

公正価値に対し、この差額を最大額まで配賦

後）が、無形資産のうち、のれんとして別建

てで認識される.

(企業結合に関する会計基準第31項)

のれんとは、被取得企業又は取得した事業の

取得原価が、取得した資産及び引き受けた負

債に配分された純額を超過する額として算定

される。

(連結財務諸表に関する会計基準第20項)

全面時価評価法により、子会社の資産及び負

債のすべてを支配獲得日の時価により評価す

る。

2 企業結合 - の

れんの取扱い

のれんは定額法により５年にわたって償却さ

れる。のれんは経済的又は技術的な環境変化

により、特別償却の対象となる。経済的に合

理的でなくなった場合には、当該評価減の戻

入れが行われる。

(企業結合に関する会計基準32, 連結財務諸

表に関する会計基準第24項)

20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、

定額法その他合理的な方法により償却する。

ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合

には、当該のれんが生じた事業年度の費用と

して処理することができる。

(固定資産の減損に係る会計基準二8)

のれんに減損の兆候がある場合には、減損損

失を認識するかどうかを判定する。

3 無形資産 - 自

己創設研究開

発費

研究費は資産計上できない。開発費は下記の

要件をすべて満たした場合に資産計上でき

る。

①発生した費用はプロジェクトに関連してお

り、区分して測定できる

②商品やプロセスの技術的な実現可能性を実

証できる

③財務的な実現可能性を証明できる

すなわち、経営者が十分なリソースを確保し

ているか、プロジェクト完了のためのリソー

スの入手を合理的に期待できることを意味す

る。

(研究開発費等に係る会計基準三)

研究開発費は、すべて発生時に費用として処

理しなければならない。

ソフトウェア制作費のうち、研究開発に該当

する部分も研究開発費として費用処理する。
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番号 項目
ベルギー基準

（一般に公正妥当と認められる会計原則）
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

4 有形固定資産

- 解体及び除

却費用並びに

原状回復費用

等

解体及び除去費用に要する費用は、有形固定

資産の取得原価には含めない。

(資産除去債務に関する会計基準

3,6,7,11,14, 資産除去債務適用指針第9項)

資産除去債務計上額を関連する有形固定資産

の帳簿価額に加える。

資産除去債務には、除去に関して法令又は契

約で要求される法律上の義務及びそれに準ず

るものを計上する。

資産除去債務の割引率は負債計上時に決定

し、その後の変更は行わない(ただし、将来

キャッシュ・フローの見積額が増加した場合

は、その時点の割引率に変更し、減少した場

合は負債計上時の割引率を用いる)。

時の経過による資産除去債務の調整額は、損

益計算書上、当該資産除去債務に関連する有

形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて

計上する。

5 資産の減損 -

減損の認識判

定に用いる数

値

有形固定資産については帳簿価額が使用価値

を上回る場合に減損が認識される。ただし、

遊休資産については帳簿価額が実現価値を上

回る場合に減損が認識される。

(固定資産の減損に係る会計基準二2,3)

2段階アプローチ

減損の兆候が存在する場合には、最初に回収

可能性テスト(資産の帳簿価額を、使用及び

最終的処分を通じて発生する割引前将来

キャッシュ・フローの総額と比較する)を行

う。その結果、資産の帳簿価額が割引前

キャッシュ・フローの総額よりも大きいた

め、回収不能と判断された場合、資産の帳簿

価額を回収可能価額（正味売却価額と使用価

値のいずれか高い金額）まで減額するように

減損損失を認識する。

6 資産の減損 -

減損損失の戻

入れ

毎期、減損の兆候について検討し、減損の兆

候が存在しなくなった場合には減損の戻入れ

が生じうる。

(固定資産の減損に係る会計基準三2)

あらゆる資産について禁止される。
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番号 項目
ベルギー基準

（一般に公正妥当と認められる会計原則）
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

7 法人所得税 -

繰延税金

ベルギーでは、一般的に繰延税金は計上され

ず、（ⅰ）固定資産への投資に対する国家補

助、（ⅱ）無形資産及び有形固定資産、並び

にベルギーの公的機関が発行した証券の処分

益、（ⅲ）将来の期間に繰り延べられた

（ⅰ）又は（ⅱ）と同種の外国税の場合のみ

生じる。

また、未使用の繰越欠損金は株主資本として

「利益剰余金」に計上されるが、財務書類を

理解するために重要であるとみなされる場合

は独立掲記される。なお、繰延税金負債は負

債に分類されるが、繰延税金資産は認識され

ない。

(税効果に係る会計基準)

繰延税金は、財政状態計算書項目の帳簿価額

と課税ベースとの一時差異に対し、資産負債

アプローチに従って、資産が回収可能又は負

債が決済される際に適用が見込まれる税率を

用いて算定される。

(個別財務諸表における税効果会計に関する

実務指針21、監査委員会報告第66号)

繰延税金資産は、将来減算一時差異（複数の

将来一時差異が存在する場合には、それらの

合計）及び税務上の繰越欠損金が将来課税所

得を減少させ、税金負担額を軽減することが

できると認められる範囲内で計上するものと

し、その範囲を超える額については控除しな

ければならない。

また、未使用の繰越欠損金は株主資本として

「利益剰余金」に計上されることはない。

また、2015年12年28日に、企業会計基準委員

会によって、「回収可能性適用指針」が公表

された。回収可能性適用指針では、監査委員

会報告第66号等において定められている指針

を基本的に引き継いだ上で、必要な見直しを

行うこととしており、①～⑤の5つの会社区

分への分類や、計上可能範囲に関する数値基

準を含んだ取扱いを規定している。

8 引当金及び偶

発事象 - 引当

金の認識要件

負債及び費用に関する引当金は、一定の条件

を満たす場合に認識される。すなわち、将来

の特定の費用又は損失であって、発生が当期

以前の事象に起因し、高い発生可能性がある

ものが、最善の見積もりに基づき規則的に計

上される。

(企業会計原則注解18)

以下の要件すべてを満たす場合に認識しなけ

ればならない。

・将来の特定の費用又は損失である。

・その発生が当期以前の事象に起因する。

・発生の可能性が高い。

・その金額を合理的に見積ることができる。

9 引当金及び偶

発事象 - 環境

及び除去に関

する費用

引当金は、一定の条件を満たす場合に認識さ

れる。すなわち、将来の特定の費用又は損失

であって、発生が当期以前の事象に起因し、

高い可能性がある場合に、最善の見積もりに

基づき規則的に計上される。

(資産除去債務に関する会計基準第4項)

法令又は契約で要求される法律上の義務及び

それに準ずるものについて、資産除去債務の

計上が求められる。
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番号 項目
ベルギー基準

（一般に公正妥当と認められる会計原則）
日本基準

(一般に公正妥当と認められる会計原則)

10 株式報酬 - 会

計処理

ベルギーでは、転換社債の残高、発行済新株

予約権の数、行使時に発行される株式数及び

それに伴う払込金額を含め、転換権又は新株

予約権の行使に伴う株式交付義務を開示する

という要件を除いて、株式報酬に関する個別

のガイダンスは定められていない。

(ストック・オプション等に関する会計基準

第3, 6, 14, 15, 17項)

会社法施行日（2006年５月１日）以後に付与

されたストック・オプションについては、ス

トック・オプションの付与日から権利確定日

までの期間にわたり、付与日現在のストッ

ク・オプションの公正な評価額に基づいて報

酬費用が認識され、対応する金額は純資産の

部に新株予約権として計上される。公正な評

価額は、条件変更の場合を除き、その後は見

直されない。当該会計基準は上記の会社法施

行日前に付与されたストック・オプションに

ついては適用されない。

11 従業員給付 -

確定給付制度

債務の期間配

分方法

該当する基準はない。長期従業員給付は、従

業員による従業員給付の実際の受入れに基づ

くものに限り財務書類に計上される。

ベルギーでは、多くの退職給付制度は確定給

付制度ではなく確定拠出年金制度である。

(退職給付に関する会計基準第19項,退職給付

に関する会計基準の適用指針第11,12,13項)

退職給付見込額のうち期末までに発生したと

認められる額は、次のいずれかの方法を選択

適用して計算する。

・期間定額基準

・給付算定式基準

(勤務期間の後期における給付算定式に従っ

た給付が、初期よりも著しく高い水準となる

ときには、当該期間の給付が均等に生じると

みなして補正した給付算定式に従わなければ

ならない)。

12 従業員給付 -

確定給付制度

費用

該当する基準はない。 (退職給付に関する会計基準第14,15,28項注

解2)

次の項目の当期に係る額は、退職給付費用と

して、当期純利益を構成する項目に含めて計

上する。

・勤務費用

・利息費用

・期待運用収益

・数理計算上の差異に係る当期の費用処理額

・過去勤務費用に係る当期の費用処理額

退職給付費用については、原則として売上原

価又は販売費及び一般管理費に計上する。

数理計算上の差異の当期発生額及び過去勤務

費用の当期発生額のうち、費用処理されない

部分については、その他の包括利益に含めて

計上する。

13 配当 - 認識 特定の年度に提案された利益処分（配当金を

含む）は、その翌年まで配当宣言され支払わ

れることがなくても、特定の年度の財務書類

に負債として計上される。

株主総会又は取締役会で決議されるまでは、

配当金は負債に計上されない。
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第７【外国為替相場の推移】

　ユーロと日本円の間の為替相場は、日本国内において時事に関する事項を掲載する２以上の日刊新聞紙に最

近５事業年度において掲載されているため記載を省略する。
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第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

以下は、当社普通株式に関する株式事務、権利行使の方法及び関連事項の概要である。

１．本邦における株式事務等の概要

(１) 株式の名義書換取扱場所及び名義書換代理人

　日本においては、当社普通株式の名義書換取扱場所又は名義書換代理人は存在しない。

　当社普通株式の取得者（以下「実質株主」という。）は、その取得窓口となった証券会社（以下「窓口

証券会社」という。）との間に外国証券取引口座約款（以下「約款」という。）を締結する必要があり、

約款により、実質株主の名義で外国証券取引口座（以下「取引口座」という。）が開設される。売買取引

の執行、売買代金の決済、証券の保管及び当社普通株式に関するその他の取引に関する事項は、すべて取

引口座を通じて処理される。

(２) 株主に対する特典

　該当事項なし

(３) 株式の譲渡制限

　当社普通株式に譲渡制限はない。

(４) その他株式事務に関する事項

(ａ) 当社普通株式の登録

　取引口座を通じて保有される当社普通株式は、窓口証券会社を代理するベルギーにおける保管機関

（以下「現地保管機関」という。）又はその被任命者の名義で、当社の株主名簿に登録される。

(ｂ) 配当等基準日

　当社から配当等を受け取る権利を有する実質株主は、当社の取締役会が配当支払等のために定めた

基準日現在において当社普通株式を実質的に所有する者である。

(ｃ) 事業年度の終了

毎年12月31日

(ｄ) 公告

日本においては、当社普通株式に関する公告が行われない。

(ｅ) 実質株主に対する株式事務に関する手数料

　実質株主は、窓口証券会社の定めるところにより、約款に規定された手続及び関連行為のための費

用として、取引口座を維持するための管理費を支払う。さらに、実質株主は、約款に規定されたその

他の費用を支払う可能性もある。

２．日本における実質株主の権利行使方法

(１) 実質株主の議決権の行使に関する手続

　議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその被任命者

が行う。他方、実質株主が指示をしない場合、現地保管機関又はその被任命者は実質株主のために保有さ

れている当社普通株式について議決権を行使しない。

(２) 配当請求等に関する手続
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(ａ) 現金配当の交付手続

　約款に従い、現金配当は、窓口証券会社が現地保管機関又はその被任命者から一括受領し、取引口

座を通じて実質株主に交付する。

(ｂ) 株式配当等の交付手続

　株式分割により割り当てられた当社普通株式は、現地保管機関又はその被任命者の名義で登録さ

れ、窓口証券会社はかかる当社普通株式を取扱口座を通じて処理する。ただし、実質株主から別段の

要請がない限り、売買数がベルギーにおける売買単位未満の端数の当社普通株式については、窓口証

券会社を代理する現地保管機関によりベルギーで売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保

管機関又はその被任命者から一括受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。

　株式配当により割り当てられた当社普通株式は、実質株主から別段の要請がない限り、窓口証券会

社を代理する現地保管機関によりベルギーで売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機

関又はその被任命者から一括受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。

(３) 株式の譲渡に関する手続

　実質株主がその持株の売却注文をなす際の実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨又は窓口証券会

社が応じうる範囲内の外貨による。窓口証券会社は、国内店頭取引についての当社普通株式の決済を口座

の振替によって行い、当社普通株式の取引の結果として現地保管機関の当社普通株式数残高に増減が生じ

た場合には、当社普通株式の名義書換の手続に従ってベルギーの登録機関において当該当社普通株式の譲

渡手続がとられる。

(４) 新株引受権

　実質株主が保有する当社普通株式について新株引受権が与えられる場合には、新株引受権は、通常、窓

口証券会社を代理する現地保管機関によりベルギーで売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保

管機関又はその被任命者から一括受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。

(５) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い

　本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。

(ａ) 配当

　日本において実質株主に対して支払われる配当金は、日本の税法上の課税対象となる。国内におけ

る支払の取扱者を通じて交付を受ける「上場株式等」（租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その

後の改正を含む。）に定義され、外国金融商品市場で売買取引される外国株式を含む。）の配当金に

ついては、外国において当該配当の支払の際に徴収された源泉徴収税がある場合にはこの額を外国に

おける当該配当の支払額から控除した後の金額に対して、20％（所得税15％、住民税５％）の税率で

源泉徴収により課税される。

　申告不要の特例を利用する場合は、当該配当所得の金額の多寡にかかわらず源泉徴収で課税関係が

終了する。上場株式等の配当所得を申告する場合には、その申告する上場株式等の配当所得のすべて

について総合課税と申告分離課税のいずれか一方を選択することになる。当該配当所得について総合

課税による確定申告をした場合、外国株式の配当所得について配当控除の適用はないが、外国におい

て徴収された税額については日本の税法に従い外国税額控除を申請することができる。申告分離課税

を選択した場合は、上場株式等に係る課税配当所得の金額の20％（所得税15％、住民税５％）の税率

で課税される。総合課税による申告を選択した場合、当該配当所得と譲渡損失との損益通算は認めら

れない。申告分離課税を選択した場合は、当該配当所得および上場株式等の譲渡損失のほか、特定公
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社債の利子、特定公社債の償還差損益、および特定公社債の譲渡損益等も、適用ある法令に定める要

件および制限に従って損益通算を行うことができ、かかる損益通算においてなお控除しきれない部分

の上場株式等の譲渡損失（償還差損を含む。）については、一定の条件および限度で、翌年以後３年

間にわたって、上場株式等（特定公社債を含む。）に係る利子所得、配当所得および譲渡所得等から

の繰越控除を行うことができる。

　日本の法人である実質株主の場合には、支払を受けた配当は税法上益金として課税される。なお、

法人に対する支払について源泉徴収された税額は納付税額から控除される。外国において徴収された

税額については、日本の税法に従い外国税額控除を申請することができる。

　上記に加え、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特

別措置法により、令和19年12月31日まで、上記各記載の所得税率に基づく所得税額の2.1％が復興特

別所得税として課される。

(ｂ) 売買損益

　日本の居住者たる個人又は日本の法人による当社普通株式の日本における売買に基づく損益につい

ての課税は、内国会社の上場株式等の売買損益課税と原則として同様である。

(ｃ) 相続税

　当社普通株式を相続し又は遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税が課

せられるが、外国税額控除が認められる場合がある。

(６) 実質株主に対する諸通知

　当社が登録株主に対して行う通知及び通信は、現地保管機関又はその被任命者に対してなされる。現地

保管機関はこれを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社はこれをさらに各実質株主に送付す

る義務がある。実費は実質株主に請求される。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合又は当該通

知若しくは通信の性格上重要性が乏しい場合には、送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実

質株主の閲覧に供される。
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第９【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社の発行する有価証券は金融商品取引法第24条第１項第１号及び第２号に該当しないため、該当事項は

ない。

２【その他の参考情報】

提出書類

(1)　有価証券報告書及びその添付書類(事業年度　自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)

　平成30年６月29日　関東財務局長に提出

(2)　半期報告書及びその添付書類(中間会計期間　自　平成30年１月１日　至　平成30年６月30日)

　平成30年９月28日　関東財務局長に提出

　上記以外に、平成30年１月１日以降本有価証券報告書提出日までの間に金融商品取引法第25条第１項に基づ

き提出した書類はない。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

該当事項なし

第２【保証会社以外の会社の情報】

該当事項なし

第３【指数等の情報】

該当事項なし
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（訳文）

2018年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類に関し、

ビーポスト・エスエー/エヌヴィーの株主総会に宛てた、共

同監査人の報告書

法令上の要件及び会社の定款に従い、当共同監査人はビーポスト・エスエー/エヌヴィー（以

下、「貴社」という。）及びその子会社（以下、総称して「貴社グループ」という。）の法定共

同監査人として、株主に宛てて報告を行う。この報告書は、2018年12月31日現在の連結財政状態

計算書、同日に終了した事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書

及び連結キャッシュ・フロー計算書並びに開示（以下、総称して「連結財務書類」という。）に

対する当共同監査人の意見と共に、その他の法令上及び規制上の要件に対する当共同監査人の報

告を含んでいる。これらの二つの報告は一つの報告とみなされ、不可分である。

当共同監査人は、監査委員会及び従業員代表委員会の勧告を受けた取締役会による提議に従

い、2018年５月９日の株主総会において法定共同監査人として指名されている。2020年12月31日

に終了する事業年度の年次財務報告に関する審議を行う株主総会で、当共同監査人の業務は満了

する。貴社グループの連結財務書類監査に対する、当共同監査人の連続関与期間は10年間であ

る。

連結財務書類監査に関する報告

無限定適正意見

当共同監査人は、ビーポスト・エスエー/エヌヴィーの2018年12月31日現在の連結財政状態計算書、同日に終了した事業

年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに開示からな

る連結財務書類の監査を行った。連結財政状態計算書の総額は3,345.1百万ユーロ、同事業年度の連結包括利益計算書の貴

社に帰属する当期利益は263.6百万ユーロであった。

当共同監査人の意見として、貴社の連結財務書類は、欧州連合が採用した国際財務報告基準（以下、「IFRS」という。）

並びにベルギーで適用される法令上の要件及び規制上の要件に準拠して作成された、2018年12月31日における貴社グループ

の連結純資産、連結財政状態、同日に終了した事業年度の連結経営成績並びに連結キャッシュ・フローに関して、真実かつ

公正な概観を示しているものと認める。

無限定適正意見の基礎

当共同監査人は、国際監査基準（以下、「ISAs」という。）に準拠して監査を実施した。これらの基準に基づく当共同監

査人の責任は、当共同監査人の報告書の「連結財務書類監査に関する監査人の責任」のセクションに詳述されている。

当共同監査人は、独立性を含め、ベルギーにおける当共同監査人の連結財務書類監査に関連するすべての倫理上の要件を

遵守している。

当共同監査人は貴社の取締役会及び役員から当共同監査人の監査に必要な説明と情報を受けており、当共同監査人は、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な事項

監査上の主要な事項とは、当共同監査人の職業的専門家としての判断によって、当事業年度の連結財務書類監査において

最も重要であると判断された事項のことをいう。

監査上の主要な事項は、連結財務書類全体に対する当共同監査人の監査の実施過程及び監査意見の形成において検討した

事項であり、当共同監査人は監査意見と別に、これらの事項に対して個別の意見を表明しない。

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

415/431



長期従業員給付

監査上の主要な事項の内容

2018年12月31日現在の長期従業員給付引当金は308.4百万ユーロであり、連結財務書類の注記6.27に開示されている。こ

の領域は、その金額が多額であることに加え、重要な数理計算上の仮定（割引率、インフレ率、死亡率、昇給率、医療費率

の上昇等）に関する判断が求められ、これらの引当金を評価し、IAS第19号に従って連結財務書類の中に適切に影響を反映

させるための専門性が必要であることから、当共同監査人の監査上重要である。また、基礎となる加入者情報（加入対象、

年齢、勤続年数、賃金等）が正確に管理され、制度の改定が連結財務書類に適切かつ適時に反映されるよう確実にするため

に適切な内部統制上の手続が重要となる。

主な監査上の対応

・当共同監査人は、制度のすべての特徴が数理計算に適切に反映されていることを確認するために、貴社が採用した外部の

アクチュアリーが作成したアクチュアリーレポートの詳細な検証を行った。

・当共同監査人は、貴社が採用した外部のアクチュアリーの専門性、独立性及び誠実性を評価した。

・当共同監査人は、外部のアクチュアリーによる引当金の算定に用いられた入力データ（加入対象、年齢、勤続年数、賃金

等）と、入力元である貴社の人事部門の情報を照合した。

・当共同監査人は、内部の数理計算専門家の支援を受けて、重要な数理計算上の仮定（割引率、インフレ率、死亡率、昇給

率、医療費率の上昇等）の適切性を評価した。

・当共同監査人は、数理計算の結果が連結財務書類上の引当金に適切に反映されていることを検証し、その影響がIAS第19

号に従い正確に計上されていることを確かめた。

・当共同監査人は、引当金のロールフォワードを検証することによって重要な長期従業員給付制度に関する詳細な分析を行

い、前年度と比較した引当金の評価の変動を把握した。

・当共同監査人は、IAS第19号の要求事項に基づいて、連結財務書類の注記6.27の開示の十分性と網羅性を評価した。

企業結合

監査上の主要な事項の内容

近年、貴社は複数の重要な企業結合取引を締結し、結果として2018年12月31日現在、合計683.6百万ユーロがのれんの帳

簿価額として認識され、条件付対価の取決めに基づいて多額のアーンアウト関連の負債（2018年12月31日現在で10.7百万

ユーロ）が見積もられている。連結財務書類の注記6.6と6.19に記載されている通り、IFRS第３号に従っていくつかの重要

な取得原価配分の算定が当期中に完了した。IFRS第３号に従い貴社が取得原価配分を決定するまでに一年を要することか

ら、4.9百万ユーロののれんは依然として暫定的なものである。

取得原価配分の算定には、被取得企業の会計記録を貴社の会計方針と整合させることが求められ、IFRS第３号に従い、取

得した資産及び引き受けた負債の公正価値を評価するために、経営陣による重要な判断が関わる。またアーンアウト負債を

評価する際には、その計算モデルの基礎となる仮定についても重要な判断が必要になる。計算モデルは、株式購入契約にて

決定されている通り、主に主要業績評価指標（KPI）の見込みに基づいている。

主な監査上の対応

・当共同監査人は、取得日現在の被取得企業の財務情報に対する監査手続を実施した。当共同監査人は、貴社が採用した外

部の専門家によるデューディリジェンス手続で特定された主な発見事項について評価し協議した。最終的に、当共同監査

人は、ローカルの財務情報と貴社の会計方針との整合について妥当性を検証した。

・内部の評価専門家の支援を受けて、当共同監査人は、取得した資産及び引き受けた負債の公正価値の見積りに貴社が使用

した手法が、IFRS第３号と業界慣行に沿っていることを確認した。

・内部の評価専門家の支援を受けて、当共同監査人は、貴社が作成した取得原価配分の算定に用いられた主なインプットと

仮定（基礎となる開始残高、事業計画、割引率、EBITDA、成長率等）を評価し、ベンチマーキングを行った。

・当共同監査人は、貴社が利用した外部の評価専門家の能力、独立性及び誠実性を評価した。

・当共同監査人は、取得原価配分によって生じた、取得した資産及び引き受けた負債に対する公正価値の影響に関連する、

すべての重要な会計仕訳の検証を行った。
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・アーンアウト負債の評価に関連して、当共同監査人は契約内容を分析し、その条件がアーンアウト負債の見積りの評価に

正確に反映されているかどうかを検証した。当共同監査人は、アーンアウト負債の決定根拠として使用された、被取得企

業の事業計画について評価し協議した。最終的に、当共同監査人は、アーンアウト負債の評価の裏付けとなる詳細な算定

の計数の正確性を評価した。

・さらに当共同監査人は、IFRSの要求事項に基づいて、連結財務書類の注記6.6と6.19の開示の十分性と網羅性を評価し

た。

長期資産の減損

監査上の主要な事項の内容

注記６.19に記載されている通り、長期資産（のれんを含む）の減損テストに関連して、貴社はその資金生成単位

（「CGU」）を、年次又は減損の兆候が表れている場合はより頻繁に検証している。減損テストは、当該CGUの使用価値の見

積りと帳簿価額との比較による。この評価は判断を必要とするプロセスであり、使用価値の判定に当たって取り入れられ

る、当該CGUに関連した予想将来キャッシュ・フロー、加重平均資本コスト（「WACC」）、収益やコストの成長率に関する

見積りが必要とされる。

金額的重要性に加え、長期資産に対する減損テストの実施に高度な専門性や判断が必要とされることから、この領域は監

査にとって重要である。

主な監査上の対応

・のれん及び長期資産に対する経営陣の減損テストに関し、内部統制の整備状況と運用状況を評価した。

・プロセスに正確なインプットデータが適用されているかどうかを評価するために、基礎となるモデルの正確性を検証し

た。

・年次の減損テストで採用した主な仮定それぞれについて検証した。これらの主な仮定には、WACC、成長率、キャッシュ・

フロー予測が含まれる。バリュエーションに関する内部の専門家により、これらの仮定を評価したほか、比較可能な外部

データとのベンチマーキングを行った。貴社グループの過去の予測に関する正確性を踏まえ、キャッシュ・フロー予測の

妥当性を検証し、これらの予測を取締役会が承認した長期計画と比較した。

・のれんを減損しないという経営陣の結論について、又は減損が必要な場合の減損損失の評価に関する経営陣の結論の妥当

性についての検討を行った。

・経営陣による感応度分析に加え、感応度に関する開示の適切性と網羅性を評価した。

・連結財務書類の注記6.19に含まれている、IAS第36号に従った開示の適切性と網羅性を評価した。

収益認識

監査上の主要な事項の内容

金額的重要性（2018年度の営業収益は3,850.2百万ユーロ）に加え、IFRS第15号に従い年度末に複数の種類の収益を見積

もるために用いる仮定と複雑さを勘案し、収益認識を監査上の重要な事項と考えている。主なリスク領域は以下の通りであ

る。

・複雑な計算と契約上合意した原則に基づいて年度末に見積りが行われる、一般的経済利益を有するサービス（「SGEI」）

と、新聞や定期刊行物の配達に対する金銭的な報酬による収益。連結財務書類の注記6.8に、2018年度は271.4百万ユーロ

と開示されている。これらの契約には、最低限の報酬が付与され、収益認識に関係する、年次の金銭的な報酬を決定する

ための異なる計算モデルが含まれている。これらの計算モデルは多様なインプットデータ（実際の取扱量、品質目標、関

連サービスに係る発生費用等）に基づいており、経営陣による見積りが関わっている。

・年度末現在で見積もられ、翌年１月に顧客に請求される、ラディアルに関する2018年12月の収益。ラディアルは、電子商

取引に関する委託業務（テクノロジーサービス、決済処理サービス、配送関連サービス、ウェブストアに関する年中無休

の顧客サービス、注文管理、フルフィルメント業務）や他の専門的サービスを顧客に提供している。算定に用いられる多

様な入力データ、取引量、顧客と合意した特定の契約条件などを考慮すると、IFRS第15号に基づく2018年12月の収益の見

積りは複雑である。

・多様なインプットデータを必要とする複雑な計算に基づいた見積りが行われる、他の郵便事業者との間の収益（「ターミ

ナル料金」）。これらの収益の見積りは、授受される取引量（キログラム当たり及び個数当たり）、海外の郵便事業者と

の間で合意した価格のほか、他の契約条件（郵便配達業務の質など）に基づいている。
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主な監査上の対応

・当共同監査人は、収益プロセスに関連した内部統制環境を把握し、収益に関する重要な取引種類のウォークスルーを実施

し、重要な内部統制の整備状況と運用状況を評価した。また当共同監査人は、内部のIT専門家の支援を受けて、IT全般統

制と、収益プロセスに対応する重要なITアプリケーション統制の評価を行った。

・当共同監査人は、(i)算定モデルに用いられた主要なインプットと仮定に関する評価と、それと契約内容との比較、(ii)

リスクと経済価値の移転が、契約内容に基づいて適切に反映されているかどうかの確認、(iii)収益算定モデルで使用さ

れている主な基礎データ（取扱量、金額等）と、基礎となるITシステム、契約書、外部の当事者から入手した他の文書と

の照合を行うことにより、経営者による見積りプロセスを評価し、その算定を検証した。

・当共同監査人は、異常な傾向や取引を検出するために、前年度との収益の比較に加え、収益の月次分析を行うなど、重要

な収益源に対する分析的手続を実施した。

・当共同監査人は、2019年になってから計上された重要な取引を検証し、かかる取引を年度末現在で計上された見積りと比

較することにより、後発事象に関する手続を実施した。

・当共同監査人は、IFRSの要求事項に基づいて、連結財務書類の中の収益に関する開示の十分性と網羅性を評価した。

連結財務書類の作成に関する取締役会の責任

取締役会には、IFRS並びにベルギーで適用される法令上の要件及び規制上の要件に従って真実かつ公正な概観を示す連結

財務書類を作成する責任のほか、不正又は誤謬による重要な虚偽記載がなく、真実かつ公正な概観を示す連結財務書類の作

成に関連した内部統制を整備する責任がある。

連結財務書類を作成するに当たって、取締役会には、継続企業として存続する貴社の能力を評価し、継続企業に関する事

項を必要に応じて開示する責任がある。取締役会は、貴社の清算若しくは営業を停止する意図がある場合、又はそれ以外に

現実的な選択肢がない場合を除き、継続企業の前提を会計基礎として連結財務書類を作成しなければならない。

連結財務書類監査に関する監査人の責任

当共同監査人の目的は、連結財務書類に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得

たうえで、監査に基づき当該連結財務書類に関する当共同監査人の意見を表明することである。合理的な保証とは、相当に

高い程度の心証であるが、ISAsに準拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの

ではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、これらの連結財務書類の利用者

の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

ISAsに準拠した監査の一環として、当共同監査人は、監査を通じて、職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家

としての懐疑心を保持する。また当共同監査人は、以下の事項を実施する。

・不正又は誤謬のいずれによるかを問わず、連結財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別し評価すること、それらのリスク

に対応するための監査手続を立案し実施すること、及び意見表明の基礎を提供するために十分かつ適切な監査証拠を入手

すること。不正による重要な虚偽表示が発見できないリスクは、かかる虚偽表示が誤謬による場合よりも高くなる。これ

は、不正には、共謀、偽造、意図的な脱漏、虚偽の言明、又は内部統制の無効化が伴う可能性があることによる。

・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解すること。ただし、これは貴社の内部統

制の有効性に対する意見を表明するためではない。

・選択及び適用された会計方針、並びに取締役会によって行われた会計上の見積りの妥当性、関連する開示の適切性に加

え、取締役から提供された基礎となる情報の妥当性を評価すること。

・取締役会が継続企業の前提を会計基礎として連結財務書類を作成していることの適切性について、入手した監査証拠に基

づいて、貴社又は貴社グループの継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性がある事象や状況に関連

して、重大な不確実性が存在するか否かについて、結論を下すこと。当共同監査人は、重大な不確実性が存在するという

結論を下した場合、監査人の監査報告書において、連結財務書類の関連開示に注意を向けさせること、又は当該開示が不

十分である場合は、無限定適正意見ではない意見を表明することが求められている。当共同監査人の結論は、当共同監査

人の監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象又は状況が原因で、貴社が継続企

業としての存続を中止することもあり得る。

・連結財務書類の全体的な表示、構成及び内容を評価し、連結財務書類が、基礎となる取引や会計事象を真実かつ適正に表

示しているかどうかを評価すること。
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当共同監査人は、取締役会の中の監査委員会に対し、特に、監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含め、計画し

た監査の範囲とその実施時期、及び監査上の主要な発見事項を伝達する。

当共同監査人は最終的に監査意見に対する責任を負っていることから、子会社の監査に対する指示、監督、実施にも責任

がある。この点を踏まえ、当共同監査人はグループ企業に対して実施する監査手続の内容と範囲を決定した。

当共同監査人は、取締役会の中の監査委員会に対し、当共同監査人の独立性についての職業倫理規定を遵守している旨を

書面で伝達するほか、当共同監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係及びその他の事項、また該

当する場合には関連するセーフガードについても報告する。

当共同監査人は、取締役会の中の監査委員会と協議した事項の中から、当事業年度の連結財務書類監査で最も重要な事項

を、監査上の主要な事項と決定する。当共同監査人は、これらの事項を、法令や規制によって禁止されている場合を除き、

当共同監査人の監査報告書に記載する。

その他の法令上及び規制上の要件に関する報告

取締役会の責任

取締役会には、連結財務書類に関する取締役会の報告書、取締役会の報告書に添付される非財務情報及び、年次報告書に

含まれるその他の情報の作成及びその内容に責任がある。

共同監査人の責任

当共同監査人の業務に関連して、ベルギーで適用される国際監査基準（ISAs）の追加基準（改訂）に準拠して、連結財務

書類に関する取締役会の報告書、取締役会の報告書に添付される非財務情報及び、年次報告書に含まれるその他の情報につ

いて、すべての重要な点において検証し、これらの事項に関する報告を行うことは当共同監査人の責任である。

取締役会の報告書及び年次報告書に含まれるその他の情報に関連する事項

取締役会の報告書に対し特定の手続を実施した結果、当共同監査人は、取締役会の報告書は連結財務書類と整合してお

り、ベルギー会社法第119条に従って作成されていると認める。

連結財務書類監査に関連して、当共同監査人は、監査の実施過程で得た情報に基づき、取締役会の報告書及び年次報告書

に含まれるその他の情報の、

・主要数値の概要

・利害関係者に対する報告

・当事業年度の主要な事象

に著しい不整合又は不正確若しくは誤解を招く情報が含まれているかどうかを検討する責任がある。実施した作業に照ら

し、報告すべき重要な不整合はない。また当共同監査人は、取締役会の報告書及び年次報告書に含まれるその他の情報に関

し、いかなる形でも合理的な保証は表明しない。ベルギー会社法第119条第２項で求められる非財務情報は、連結財務書類

に関する年次報告書の中に含まれている。貴社はこの非財務情報をGlobal Reporting Initiatives（「GRI」）が公表した

基準に基づいて作成している。ただし、当共同監査人は、この非財務情報が、すべての重要な点において、GRIに準拠して

作成されているかどうかについてはコメントしない。また当共同監査人は、この非財務情報の中に含まれている個別の要素

に関し、いかなる形でも合理的な保証は表明しない。

独立性に関する事項

当共同監査人及びそのネットワークは連結財務書類監査と相反する業務は一切行っておらず、当共同監査人の業務を通じ

貴社及び貴社グループから独立していた。

ベルギー会社法第134条に基づく、連結財務書類監査と相反しない追加的業務に関する報酬は、連結財務書類の開示の中

に正確に開示され詳述されている。

その他のコミュニケーション

本報告書は、EU規則537/2014の第11条に定められている、共同監査人が監査委員会に提出する追加的な報告書と整合してい

る。
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2019年３月19日

ブリュッセル

アーンスト・アンド・ヤング・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー

ロムアルド・ビレム、パートナー*

*ビーヴィービーエー／エスピーアールエルの代表とする。

ピーヴィーエムディー・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー

キャロリン・バエール、パートナー*

*ビーヴィービーエー／エスピーアールエルの代表とする。

EDINET提出書類

ビーポスト・エスエー／エヌヴィー(E27646)

有価証券報告書

420/431



（訳文）

ビーポスト・エスエー/エヌヴィーの取締役会に宛てた、ベルギー企業監査人協会会

員である共同監査人による、中間配当金の支払いを目的とした報告書

　ベルギー会社法第618条及びビーポスト・エスエー/エヌヴィー（以下、「貴社」という。）の

定款に従い、ベルギー企業監査人協会会員である監査人（以下、「当共同監査人」という。）の

資格で、当共同監査人は、計画中の中間配当金の支払いを目的として作成された2018年10月31日

における貴社の資産負債計算書に関して、貴社に対しここに報告を行う。

　当共同監査人は、ベルギーで適用されている財務報告の枠組に準拠して作成された、添付の

2018年10月31日における貴社の資産負債計算書をレビューした。

資産負債計算書の作成に係る取締役会の責任

　取締役会は、ベルギーで適用されている財務報告の枠組及びベルギー会社法第92条１項１号の

原則に準拠して資産負債計算書を作成し、また、会社法第618条の要求する情報を作成する責任

を負う。

共同監査人の責任

　当共同監査人の責任は、当共同監査人が実施したレビューに基づいて、期中財務情報、すなわ

ち資産負債計算書に対する結論を表明することにある。

　当共同監査人は、国際レビュー業務基準第2410号「事業体の独立監査人が実施する期中財務情

報のレビュー」に準拠して、レビューを実施した。資産負債計算書のレビューは、主として財務

及び会計関連事項の責任者への質問、分析的手続及びその他のレビュー手続の適用から構成され

ている。レビューは国際監査基準に準拠して行われる監査より相当に範囲が狭く、その結果、当

共同監査人は、監査において識別されたかもしれないすべての重大な事項に当共同監査人が気づ

くであろうという保証を入手することができない。したがって、当共同監査人は資産負債計算書

に対する監査意見を表明するものではない。

結論

当共同監査人が実施したレビューに基づき、2018年10月31日現在の貸借対照表の総額が

2,769,292,022.12ユーロであり、同日に終了した10ヵ月間の利益が229,600,179.40ユーロである

資産負債計算書が、全ての重要な点において、ベルギーで適用されている財務報告の枠組に準拠

して作成されていないと当共同監査人に信じさせる事項は発見されなかった。

当共同監査人による結論の配布制限
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　この報告書はベルギー会社法第618条に従った利用のためにのみ発行され、その他のいかなる

目的のためにも利用してはならない。

ブリュッセル、2018年11月29日

共同監査人 - ベルギー企業監査人協会会員

アーンスト・アンド・ヤング・ ピーヴィーエムディー・

ベドレイフスレビゾーレン・ ベドレイフスレビゾーレン・

ビーシーヴィービーエー ビーシーヴィービーエー

代表者 代表者

ロムアルド・ビレム(*) キャロリン・バエール(*)

パートナー パートナー

(*)ビーヴィービーエー及びエスピーアールエルの代表とする
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2018年10月31日におけるビーポスト・エスエー/エヌヴィーの資産負債計算書

　この資産負債計算書は、2017年12月31日に終了した事業年度のビーポスト・エスエー/エヌ

ヴィーの財務書類の作成に使用されたものと同様の資産負債の評価基準に準拠して作成されてい

る。

2018年10月31日

固定資産 1,778,184,173.30

I. 　管理手数料 8,367,898.71

II.　無形固定資産 13,892,724.42

III.　有形固定資産 318,791,833.23

　A. 土地及び建物 128,070,754.96

　B. 設備、機械及び施設 30,065,325.15

　C. 家具及び車両 52,163,469.61

　E. その他の有形固定資産 108,162,664.05

　F. 建設仮勘定及び前払い金 329,619.46

IV. 金融固定資産 1,437,131,716.94

　A. 子会社等 1,436,971,746.81

　　1. 参加持分 1,304,040,978.14

　　2. 未収入金 132,930,768.67

　C. その他の金融資産 159,970.13

　　1. 株式 13,951.00

　　2. 未収入金及び差入保証金 146,019.13

流動資産 991,107,848.82
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VI. 棚卸資産及び仕掛注文 10,315,342.58

　A. 棚卸資産 10,315,342.58

　　1. 原材料及び消耗品 4,725,303.60

　　3. 製品 3,767,241.79

　　4. 販売用に購入した棚卸資産 1,174,028.90

　　5. 販売用不動産 648,768.29

VII. １年内回収予定の未収入金 452,299,270.48

　A. 営業債権 354,774,507.50

　B. その他の未収入金 97,524,762.98

VIII. 短期投資 119,504,654.04

　B. その他の投資及び預け金 119,504,654.04

IX. 現金及び預金 356,610,765.46

X. 前払費用及び未収収益 52,377,816.26

資産合計 2,769,292,022.12

資本及び負債 2018年10月31日

資本 816,972,720.95

I. 資本金 363,980,448.31

　A. 発行済資本金 363,980,448.31

III. 再評価差額金 76,039.96

IV. 準備金 50,846,959.34

　A. 法定準備金 50,846,957.82

　D. 処分可能準備金 1.52
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V. 利益剰余金 402,069,273.34

うち2017年12月31日からの繰越利益 172,469,093.94

うち2018年１月１日から2018年10月31日までに帰属する利益 229,600,179.40

引当金及び繰延税金 170,648,117.16

VII. A. 負債及び費用に係る引当金 170,648,117.16

　　1. 年金及び類似の債務 28,726,252.76

　　3. 大規模修繕及び保守 1,201,738.02

　　4. その他の債務及び費用 140,720,126.38

未払金 1,781,671,184.01

VIII. 長期未払金 873,177,043.42

　A. 金融負債 861,177,043.42

　　4. 金融機関 196,177,043.42

　　5. その他の未払金 665,000,000.00

　D. その他の負債 12,000,000.00

IX. １年内支払予定の長期未払金 787,480,064.13

　A. １年内支払予定の長期未払金 35,090,909.09

　B. 金融負債 70,035,358.25

　　1. 金融機関 0.00

　　2. その他の借入 70,035,358.25

　C. 買入債務 124,633,117.40

　　1. 買掛金 124,633,117.40

　D. 仕掛注文に係る前受金 28,851,191.31

　E. 税金、報酬及び社会保障 335,399,268.80

　　1. 税金 12,088,204.34
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　　2. 報酬及び社会保障 323,311,064.46

　F. その他の未払金 193,470,219.28

X. 未払費用及び前受収益 121,014,076.46

負債合計 2,769,292,022.12
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2018年12月31日に終了した事業年度の財務書類に関し、ビーポスト・エスエー/エヌ

ヴィーの株主総会に宛てた共同監査人の報告書

　法令上及び貴社の定款上の要件に則り、当共同監査人は監査業務を報告する。この報告書は、2018年12月31

日における貸借対照表及び2018年12月31日に終了した事業年度の損益計算書並びに開示（以下、すべての項目

を合わせて「財務書類」という。）に対する当共同監査人の意見及びその他の法令上及び規制上の要件に対す

る当共同監査人の報告を含んでいる。財務書類これらの二つの報告は一つの報告とみなされ、不可分である。

　ベルギー企業監査人協会の会員が、監査委員会及び従業員代表委員会の勧告を受けた取締役会による提議に

従い、2018年５月９日の株主総会で法定共同監査人として指名されている。2020年12月31日に終了する事業年

度の年次財務報告に関する審議を行う株主総会で、当共同監査人の業務は満了する。貴社の財務書類監査に対

する、当共同監査人の連続関与期間は10年間である。

　ベルギー会計監査院の総会は、営利目的国営企業に関する1991年３月21日付改革法の第25条第３項に基づ

き、2016年９月28日及び2018年10月３日に、３年間の監査に係る共同監査人として２名を任命した。
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財務書類監査に関する報告

無限定適正意見

当共同監査人は、ビーポスト・エスエー/エヌヴィー（以下、「貴社」という。）の2018年12月31日現在の貸借対照表及

び同日に終了した事業年度の損益計算書並びに開示からなる財務書類の監査を行った。貸借対照表の総額は2,870,870千

ユーロであり、同事業年度の損益計算書の当期利益は262,308千ユーロであった。

当共同監査人の意見として、財務書類は、ベルギーで適用されている財務報告の枠組に準拠して作成され、2018年12月31

日における貴社の純資産、財政状態及び同日をもって終了した事業年度の経営成績に関して、真実かつ公正な概観を示して

いるものと認める。

無限定適正意見の基礎

当共同監査人は、国際監査基準（以下、「ISAs」という。）に準拠して監査を実施した。これらの基準に基づく当共同監

査人の責任は、当共同監査人の報告書の「財務書類監査に関する監査人の責任」のセクションに詳述されている。

当共同監査人は、独立性を含め、ベルギーにおける当共同監査人の財務書類監査に関連する、すべての倫理上の要件を遵

守している。

当共同監査人は貴社の取締役会及び役員から当共同監査人の監査に必要な説明と情報を受けており、当共同監査人は、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な事項

監査上の主要な事項とは、当共同監査人の職業的専門家としての判断によって、当事業年度の財務書類監査において最も

重要であると判断された事項のことをいう。

監査上の主要な事項は、財務書類全体に対する当共同監査人の監査の実施過程及び監査意見の形成において検討した事項

であり、当共同監査人は監査意見と別に、これらの事項に対して個別の意見を表明しない。

収益認識

監査上の主要な事項の内容

金額的重要性（財務書類の開示C.4で、2018年度の売上高は2,128.2百万ユーロであると報告されている。）に加え、年度

末に複数の種類の収益を見積もるために用いる仮定と複雑さを勘案し、収益認識を監査上の重要な事項と考えている。主な

リスク領域は以下の通りである。

・複雑な計算と契約上合意した原則に基づいて年度末に見積りが行われる、新聞や定期刊行物の配達と、一般的経済利益を

有するサービス（「SGEI」と呼ばれ、財務書類の注記6.8に開示されている。）に対する金銭的な報酬による収益。これ

らの契約には最低限の報酬が付与され、収益認識に関係する、年次の金銭的な報酬を決定するための異なる計算モデルが

含まれている。これらの計算モデルは多様なインプットデータ（実際の取扱量、品質目標、関連サービスに係る発生費用

等）に基づいており、経営陣による見積りが関わっている。

・多様な入力データを必要とする複雑な計算に基づいた見積りが行われる、他の郵便事業者との間の収益（「ターミナル料

金」）。これらの収益の見積りは、授受される取引量（キログラム当たり及び個数当たり）、海外の郵便事業者との間で

合意した価格のほか、他の契約条件（郵便配達業務の質など）に基づいている。

主な監査上の対応

・当共同監査人は、収益プロセスに関連した内部統制環境を把握し、収益に関する重要な取引種類のウォークスルーを実施

し、重要な内部統制の整備状況と運用状況を評価した。また当共同監査人は、内部のIT専門家の支援を受けて、IT全般統

制と、収益プロセスに対応する重要なITアプリケーション統制の評価を行った。

・当共同監査人は、(i)算定モデルに用いられた主要なインプットと仮定に関する評価と、それと契約内容との比較、(ii)

リスクと経済価値の移転が、契約内容に基づいて適切に反映されているかどうかの確認、(iii)収益算定モデルで使用さ

れている主な基礎データ（取扱量、金額等）と、基礎となるITシステム、契約書、外部の当事者から入手した他の文書と

の照合を行うことにより、経営陣による見積りプロセスを評価し、その算定を検証した。

・当共同監査人は、異常な傾向や取引を検出するために、前年度との比較に加え、収益の月次分析を行うなど、重要な収益

源に対する細分化した分析的手続を実施した。
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・当共同監査人は、2019年になってから計上された重要な取引を検証し、かかる取引を年度末現在で計上された見積りと比

較することにより、後発事象に関する手続を実施した。

・当共同監査人は、ベルギーで適用される要件に基づいて、財務書類の中の収益に関する開示の十分性と網羅性を評価し

た。

関連会社に対する参加持分及び未収金の減損

監査上の主要な事項の内容

2018年12月31日現在、関連会社に対する参加持分及び未収金の額は1,496.5百万ユーロであった。これは貸借対照表の重

要な部分を占めており、貴社の子会社に付与された投資及び長期貸出を構成している。特定の子会社の事業、収益性、予測

といった観点から恒久的な減損の兆候が見られる場合には、参加持分及び未収金は減損の対象となる。減損の兆候が恒久的

なものであるかどうかを評価するために、経営陣は過去の要素（持分の価値）や将来に関する情報に基づいて判断する。

貴社の財務書類の貸借対照表に及ぼす金額の大きさに加え、これらの資産に対する減損テストの実施に経営陣が用いる仮

定の妥当性の評価に判断が必要とされることから、この領域は監査にとって重要である。

主な監査上の対応

・参加持分及び未収金に関する減損の兆候を特定する内部統制及び、これらの資産の原価値を見積もり減損損失が生じた場

合にそれを算定する内部統制に関する整備状況と運用状況を評価した。

・減損の兆候の可能性を特定するために、取締役会及び他のガバナンス委員会の議事録を通読し、経営陣と定期的に面会し

た。

・減損の兆候が特定された場合には、使用した評価モデルが業界慣行に沿っているかを検討し、そのモデルに正確なイン

プットデータを適用しているかを検討することにより、経営陣が作成した関連資産の評価を確認した。

・評価モデルで採用した主な仮定それぞれについて検証した。これらの主な仮定には、WACC、成長率、キャッシュ・フロー

予測が含まれる。バリュエーションに関する内部の専門家により、これらの仮定を評価したほか、比較可能な外部データ

とのベンチマーキングを行った。貴社グループの過去の予測に関する正確性を踏まえ、キャッシュ・フロー予測の妥当性

を検証し、これらの予測を取締役会が承認した長期計画と比較した。

・経営陣による感応度分析を評価した。

・のれんを減損しないという経営陣の結論の妥当性を検討した。減損が必要な場合は、減損損失の評価を検討した。

財務書類の作成に関する取締役会の責任

取締役会には、ベルギーで適用される財務報告の枠組、並びにベルギーで適用される法令上の要件及び規制上の要件に準

拠して真実かつ公正な概観を示す財務書類を作成する責任のほか、不正又は誤謬による重要な虚偽記載がなく、真実かつ公

正な概観を示す財務書類の作成に関連した内部統制を整備する責任がある。

財務書類を作成するに当たって、取締役会には、継続企業として存続する貴社の能力を評価し、継続企業に関する事項を

必要に応じて開示する責任がある。取締役会は、貴社の清算若しくは営業を停止する意図がある場合、又はそれ以外に現実

的な選択肢がない場合を除き、継続企業を前提として財務書類を作成しなければならない。

財務書類監査に関する監査人の責任

当共同監査人の目的は、財務書類に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得たう

えで、監査に基づき当該財務書類に関する当共同監査人の意見を表明することである。合理的な保証とは相当に高い程度の

心証であるが、ISAsに準拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。

虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、これらの財務書類の利用者の経済的意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

ISAsに準拠した監査の一環として、当共同監査人は、監査を通じて、職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家

としての懐疑心を保持する。また当共同監査人は、以下の事項を実施する。

・不正又は誤謬のいずれによるかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別し評価すること、それらのリスクに対

応するための監査手続を立案し実施すること、及び意見表明の基礎を提供するために十分かつ適切な監査証拠を入手する

こと。不正による重要な虚偽表示が発見できないリスクは、かかる虚偽表示が誤謬による場合よりも高くなる。これは、

不正には、共謀、偽造、意図的な脱漏、虚偽の言明、又は内部統制の無効化が伴う可能性があることによる。
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・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解すること。ただし、これは貴社の内部統

制の有効性に対する意見を表明するためではない。

・選択及び適用された会計方針の適切性に加え、取締役会によって行われた会計上の見積り及び関連する開示、並びに取締

役会から提供された基礎となる情報の妥当性を評価すること。

・取締役会が継続企業の前提を会計基礎として財務書類を作成したことの適切性について、入手した監査証拠に基づいて、

貴社の継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性がある事象や状況に関連して、重大な不確実性が存

在するか否かについて、結論を下すこと。当共同監査人は、重大な不確実性が存在するという結論を下した場合、監査人

の監査報告書において、財務書類の関連開示に注意を向けさせること、又は当該開示が不十分である場合は、無限定適正

意見ではない意見を表明することが求められている。当共同監査人の結論は、当共同監査人の監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象又は状況が原因で、貴社が継続企業としての存続を中止すること

もあり得る。

・財務書類の全体的な表示、構成及び内容を評価し、財務書類が、基礎となる取引や会計事象を真実かつ適正に表示してい

るかどうかを評価すること。

当共同監査人は、取締役会の中の監査委員会に対し、特に、監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含め、計画し

た監査の範囲とその実施時期、及び監査上の主要な発見事項を伝達する。

当共同監査人は、取締役会の中の監査委員会に対し、当共同監査人の独立性についての職業倫理規定を遵守している旨を

書面で伝達するほか、当共同監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係及びその他の事項、また該

当する場合には関連するセーフガードについても報告する。

当共同監査人は、取締役会の中の監査委員会と協議した事項の中から、当事業年度の財務書類監査で最も重要な事項を、

監査上の主要な事項と決定する。当共同監査人は、これらの事項を、法令や規制によって禁止されている場合を除き、当共

同監査人の監査報告書に記載する。

その他の法令上及び規制上の要件に関する報告

取締役会の責任

取締役会には、取締役会の報告書の作成及びその内容に加え、会計記録に関する法令上及び規制上の要件の遵守、並びに

ベルギー会社法及び貴社の定款の遵守に責任がある。

共同監査人の責任

当共同監査人の業務に関連して、また、ベルギーで適用される国際監査基準（ISAs）の追加基準（改訂）に準拠して、財

務書類に関する取締役会の報告書に加え、特定の法令上及び規制上の要件、並びにベルギー会社法及び貴社の定款の遵守状

況について、すべての重要な点において検証し、これらの事項に関する報告を行うことは当共同監査人の責任である。

取締役会の報告書に関連する事項

財務書類に関する取締役会の報告書に対し特定の手続を実施した結果、当共同監査人は、取締役会の報告書は財務書類と

整合しており、ベルギー会社法第95条及び第96条に従って作成されていると認める。

財務書類監査に関連して、当共同監査人は、監査の実施過程で得た情報に基づき、取締役会の報告書に著しい不整合が含

まれている又は不正確若しくは誤解を招く情報が含まれているかどうかを検討する責任がある。当共同監査人は実施した作

業に照らし、報告すべき重要な不整合はない。また当共同監査人は、取締役会の報告書に関し、いかなる形でも合理的な保

証は表明しない。

ベルギー会社法第96条第４項で求められる非財務情報は、財務書類に関する取締役会の報告書の中に含まれている。貴社

はこの非財務情報をGlobal Reporting Initiatives（「GRI」）が公表した基準に基づいて作成している。ただし、当共同

監査人は、この非財務情報が、すべての重要な点において、GRIに準拠して作成されているかどうかについてはコメントし

ない。また当共同監査人は、この非財務情報の中に含まれている個別の要素に関し、いかなる形でも合理的な保証は表明し

ない。

ソーシャル・バランスシートに関する事項

ベルギー会社法第100条第１項６号の２に則って公表されるソーシャル・バランスシートは、形式においても実質におい

てもベルギー会社法で要求されている情報を含み、当共同監査人が監査を通じて認識した情報との間には、重要な不一致は

みられない。
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独立性に関する事項

当共同監査人及びそのネットワークは財務書類法定監査と相反する業務は一切行っておらず、当共同監査人の業務を通じ

貴社から独立していた。

ベルギー会社法第134条に基づき、財務書類法定監査と相反しない追加的業務に関する報酬は、財務書類の開示の中に正

確に開示され詳述されている。

その他のコミュニケーション

・あまり重要でない特定かつ形式的な側面を除き、会計記録はベルギーで適用される法令上及び規制上の要件に従って維持

されている。

・株主総会に提案された利益の処分案は、関連する法令上の要件及び貴社の定款に準拠している。

・貴社に対し当共同監査人が報告すべき、定款又はベルギー会社法に違反している取引又は決定はない。

・ベルギー会社法第523条に則り、取締役会は、年次報告書の中で、2018年３月13日に開催された取締役会時に貴社の最高

経営責任者であったコーエン・ファン・ヘルヴェン氏に関して、財務上影響のある利益相反を報告している。利益相反

は、2018年３月13日に開催された取締役会で議論された同氏の年次業績評価及び関連する報酬に関するものである。

・当年度中に中間配当金が支払われたことに関して、当共同監査人が、法令上の要件に従い添付の報告書を発行している。

・本報告書は、EU規則537/2014の第11条に定められている、共同監査人が監査委員会に提出する追加的な報告書と整合して

いる。

2019年３月19日

ブリュッセル

ベルギー企業監査人協会会員

アーンスト・アンド・ヤング・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー

ロムアルド・ビレム

パートナー*

*エスピーアールエルの代表とする。

ピーヴィーエムディー・ベドレイフスレビゾーレン・ビーシーヴィービーエー

キャロリン・バエール

パートナー*

*エスピーアールエルの代表とする。

ベルギー会計監査院

フィリップ・ローランド

第一主席

ヒルデ・フランソワ

会計監査院審議官
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